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   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８２ 

   奥教育長 ………………………………………………………………………………………………… ８２ 

   永山市長 ………………………………………………………………………………………………… ８２ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８２ 

   入佐社会教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８２ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８２ 

   入佐社会教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８３ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８３ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ８３ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８３ 

   入佐社会教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８３ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８３ 

   入佐社会教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８４ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８４ 

   入佐社会教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８４ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８４ 

   瀬戸口総務企画部長兼総務課長 ……………………………………………………………………… ８５ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８５ 

   段原学校教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８５ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８５ 

   瀬戸口総務企画部長兼総務課長 ……………………………………………………………………… ８５ 
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   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８５ 

   瀬戸口総務企画部長兼総務課長 ……………………………………………………………………… ８５ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８５ 

   瀬戸口総務企画部長兼総務課長 ……………………………………………………………………… ８６ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８６ 

   園田企画課長 …………………………………………………………………………………………… ８６ 

 休  憩 ……………………………………………………………………………………………………… ８６ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８６ 

   園田企画課長 …………………………………………………………………………………………… ８６ 

   段原学校教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８７ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８７ 

   瀬戸口総務企画部長兼総務課長 ……………………………………………………………………… ８７ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８７ 

   段原学校教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８７ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８７ 

   段原学校教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８７ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８８ 

   段原学校教育課長 ……………………………………………………………………………………… ８８ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８８ 

   瀬戸口市民生活課長 …………………………………………………………………………………… ８８ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８８ 

   園田企画課長 …………………………………………………………………………………………… ８８ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８８ 

   園田企画課長 …………………………………………………………………………………………… ８９ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８９ 

   園田企画課長 …………………………………………………………………………………………… ８９ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８９ 

   永山市長 ………………………………………………………………………………………………… ８９ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ８９ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ９０ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ９０ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ９０ 
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   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ９０ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ９０ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ９０ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ９０ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ９０ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ９０ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ９０ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ９１ 

   黒田澄子さん …………………………………………………………………………………………… ９１ 

   上村商工観光課長 ……………………………………………………………………………………… ９１ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９１ 

   永山市長 ………………………………………………………………………………………………… ９２ 

   奥教育長 ………………………………………………………………………………………………… ９４ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９５ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９５ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９５ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９５ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９５ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９５ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９６ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９６ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９６ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９６ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９６ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９７ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９７ 

   永山市長 ………………………………………………………………………………………………… ９７ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９７ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９７ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９７ 

   永山市長 ………………………………………………………………………………………………… ９８ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９８ 
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   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９８ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９８ 

   永山市長 ………………………………………………………………………………………………… ９８ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９８ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９８ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９８ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９９ 

 休  憩 ……………………………………………………………………………………………………… ９９ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９９ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９９ 

   坂口洋之君 ……………………………………………………………………………………………… ９９ 

   奥田介護保険課長 ……………………………………………………………………………………… ９９ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １００ 

   奥田介護保険課長 …………………………………………………………………………………… １００ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １００ 

   奥田介護保険課長 …………………………………………………………………………………… １００ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １００ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １００ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １００ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １０１ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０１ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １０１ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０１ 

   段原学校教育課長 …………………………………………………………………………………… １０１ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０２ 

   奥教育長 ……………………………………………………………………………………………… １０２ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０２ 

   奥教育長 ……………………………………………………………………………………………… １０２ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０３ 

   段原学校教育課長 …………………………………………………………………………………… １０３ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０３ 

   奥教育長 ……………………………………………………………………………………………… １０３ 
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   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０３ 

   瀬戸口総務企画部長兼総務課長 …………………………………………………………………… １０３ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０３ 

   田代吹上支所長 ……………………………………………………………………………………… １０４ 

   坂口洋之君 …………………………………………………………………………………………… １０４ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １０４ 

 散  会 …………………………………………………………………………………………………… １０４ 

 

第４号（３月１０日）（火曜日） 

 開  議 …………………………………………………………………………………………………… １０８ 

 日程第１ 一般質問 ……………………………………………………………………………………… １０８ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １０８ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １０９ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １０９ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１０ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１０ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１０ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１０ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１０ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１１ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１１ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１１ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１１ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１２ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１２ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１２ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１２ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１２ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１２ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１２ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１２ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１２ 
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   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１３ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１３ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１３ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１３ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１３ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１３ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１４ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１４ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１４ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１４ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１４ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１４ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１４ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１４ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１５ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１５ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１５ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１５ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１５ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１５ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１５ 

   小園財政管財課長 …………………………………………………………………………………… １１６ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１６ 

   小園財政管財課長 …………………………………………………………………………………… １１６ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１６ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１６ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１６ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１７ 

   是枝みゆきさん ……………………………………………………………………………………… １１７ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １１７ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １１７ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １１８ 



- 14 - 

   奥教育長 ……………………………………………………………………………………………… １１９ 

 休  憩 …………………………………………………………………………………………………… １２０ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２０ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２０ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２０ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２０ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２０ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２０ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２０ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２１ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２１ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２１ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２１ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２１ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２１ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２２ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２２ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２２ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２２ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２３ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２３ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２３ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２３ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２３ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２４ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２４ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １２４ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２４ 

   神之門地域づくり課長 ……………………………………………………………………………… １２５ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２５ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １２５ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２５ 
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   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １２５ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２５ 

   入佐社会教育課長 …………………………………………………………………………………… １２６ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２６ 

   田口産業建設部長兼建設課長 ……………………………………………………………………… １２６ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２６ 

   上農地整備課長 ……………………………………………………………………………………… １２７ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２７ 

   上農地整備課長 ……………………………………………………………………………………… １２７ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２７ 

   上農地整備課長 ……………………………………………………………………………………… １２８ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２８ 

   上農地整備課長 ……………………………………………………………………………………… １２８ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２８ 

   上農地整備課長 ……………………………………………………………………………………… １２８ 

   福元 悟君 …………………………………………………………………………………………… １２８ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １２９ 

 休  憩 …………………………………………………………………………………………………… １２９ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １２９ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １３０ 

   奥教育長 ……………………………………………………………………………………………… １３１ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３１ 

   段原学校教育課長 …………………………………………………………………………………… １３１ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３１ 

   段原学校教育課長 …………………………………………………………………………………… １３３ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３３ 

   園田企画課長 ………………………………………………………………………………………… １３３ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３４ 

   園田企画課長 ………………………………………………………………………………………… １３４ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １３４ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３４ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １３４ 
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   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３４ 

   馬場口市民福祉部長兼こども未来課長 …………………………………………………………… １３５ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３５ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １３５ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３５ 

   園田企画課長 ………………………………………………………………………………………… １３５ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３５ 

   段原学校教育課長 …………………………………………………………………………………… １３５ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３５ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １３６ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３６ 

   東総括監兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………………………………… １３６ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３６ 

   園田企画課長 ………………………………………………………………………………………… １３７ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １３７ 

   奥教育長 ……………………………………………………………………………………………… １３７ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３７ 

   瀬戸口総務企画部長兼総務課長 …………………………………………………………………… １３８ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３８ 

   田口産業建設部長兼建設課長 ……………………………………………………………………… １３８ 

   佐多申至君 …………………………………………………………………………………………… １３８ 

   永山市長 ……………………………………………………………………………………………… １３９ 

 散  会 …………………………………………………………………………………………………… １３９ 

 

第５号（３月３０日）（月曜日） 

 開  議 …………………………………………………………………………………………………… １４４ 

 日程第１ 同意第１号 日置市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて ……… １４４ 

    永山市長提案理由説明 …………………………………………………………………………… １４４ 

 日程第２ 議案第４号 日置市過疎地域持続的発展計画を定めることについて ………………… １４４ 

    長倉総務企画常任委員長報告 …………………………………………………………………… １４４ 

 日程第３ 議案第６号 市道の路線の認定について ………………………………………………… １４５ 
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令和８年第２回（３月）日置市議会定例会 

 

１．会期日程 

月  日 曜 会  議  別  摘        要 

 ２月１８日 水 本  会  議  全員協議会、議案等上程、質疑、表決、付託 

 ２月１９日 木 委  員  会  総務企画・文教厚生・産業建設（条例、補正予算） 
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 ２月２４日 火 委  員  会  総務企画・文教厚生・産業建設（予備日） 

 ２月２５日 水 休    会   

 ２月２６日 木 委  員  会  
予算審査特別委員会（全体会）、議会運営委員会、議

案等配布 

 ２月２７日 金 休    会   

 ２月２８日 土 休    会   

 ３月 １日 日 休    会   

 ３月 ２日 月 休    会   
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 ３月 ４日 水 本  会  議  全員協議会、補正予算等採決、当初予算総括質疑 

 ３月 ５日 木 休    会   
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 ３月 ９日 月 本  会  議  一般質問 

 ３月１０日 火 本  会  議  一般質問 

 ３月１１日 水 休    会  中学校卒業式・日吉学園卒業式 

 ３月１２日 木 休    会   

 ３月１３日 金 委  員  会  総務企画・文教厚生・産業建設（当初予算） 
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 ３月１７日 火 委  員  会  総務企画・文教厚生・産業建設（当初予算） 

 ３月１８日 水 委  員  会  総務企画・文教厚生・産業建設（予備日） 
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２．付議事件 

   議案番号            事     件     名 

  報告第 １号 令和８年度日置市土地開発公社事業計画の報告について 

  承認第 ２号 専決処分（令和７年度日置市一般会計補正予算（第１２号））につき承認を求めること

について 

  議案第 ４号 日置市過疎地域持続的発展計画を定めることについて 
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  議案第１２号 日置市子ども・子育て支援法第８２条の規定に基づく過料に関する条例の一部改正につ

いて 

  議案第１３号 日置市農村センター条例の一部改正について 
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日程第 ５ 報告第 １号 令和８年度日置市土地開発公社事業計画の報告について 

日程第 ６ 承認第 ２号 専決処分（令和７年度日置市一般会計補正予算（第１２号））につき承認を求
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午前10時00分開会 

  △開  会 

○議長（冨迫克彦君）   

 ただいまから令和８年第２回日置市議会定

例会を開会します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △開  議 

○議長（冨迫克彦君）   

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規

定によって、福元悟議員、山口政夫議員を指

名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２ 会期決定の件 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日か

ら３月３０日までの４１日間にしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、会期は

本日から３月３０日までの４１日間と決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第３ 諸般の報告（議長・監査結

果報告） 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 議会の報告、例月現金出納検査結果報告、

定例監査結果報告、随時監査結果報告、財政

援助団体に対する監査結果報告及び公の施設

の管理監査結果報告に対する監査結果報告に

つきましては、お手元に配付いたしましたの

で、資料のとおりです。 

 これで諸般の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４ 行政報告（市長報告） 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第４、行政報告を行います。 

 市長から行政報告の申出がありましたので、

これを許可します。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 おはようございます。 

 １１月１０日からの主な行政執行について

ご報告を申し上げます。 

 １１月１０日から１２日にかけまして、国

土交通省道路局など関係省庁および県選出国

会議員への要望活動を行いました。 

 次に、１２月５日に、市内企業２０社、

３１人が参加し「ひおき共創コンソーシアム

設立総会」を開催しました。従業員一人一人

が尊重される職場環境づくりを推進し、「こ

こでなら、働き続けたい」と思える「働き方

先進地」の実現を目指してまいります。 

 次に、１２月１１日に、「日置市医師会、

日置地区歯科医師会、日置薬剤師会の３師

会」と災害時の協定を締結しました。これは、

災害発生時に、被災者の医療救護活動を協力

して行うことで、住民の安全安心を確保する

目的で締結したものです。 

 次に、１２月２９日に、消防団年末特別警

戒に伴う市長巡視を行い、献身的に地域を巡

回し、火災予防活動を行う消防団員を激励し

ました。 

 次に、新年１月３日に、フラゴラアリーナ

日置において、「令和８年二十歳を祝う式」

を挙行し、本年度に二十歳を迎える４０２人

をお祝いしました。 

 次に、１月８日に、「日置市子ども民生委

員委嘱状交付式」として、伊集院地域の下方

限自治会で高齢者の方々と交流を図りながら、

ごみ出しや清掃の手伝いなど、地域福祉の推
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進に尽力している１４人の子どもたちに、子

ども民生委員の委嘱状を交付しました。 

 次に、１月１１日、強風とみぞれ混じりの

中、あいハウジング陸上競技場において、

「令和８年日置市消防出初式」を挙行し、消

防団の観閲を行い、地域防災の要となる消防

団員の連携強化と士気の向上を図りました。 

 次に、１月２８日に、コトブキサッカーフ

ィールド吹上で、日置市グラウンド・ゴルフ

協会主催の「第１回日置市市長杯グラウン

ド・ゴルフ大会」が初めて開催され、出席し

ました。 

 次に、１月２９日から３０日にかけまして、

関係省庁への特別交付税の要望と、ＮＨＫ大

河ドラマの誘致活動を行いました。 

 次に、２月７日に、国、県、関係事業者等

と合同で、原子力防災訓練を実施しました。

川内原発から３０キロメートルのＵＰＺ圏内

に居住する市民が、避難退域時検査場所であ

る日吉総合運動公園を経由し、避難先の南さ

つま市田布施地区公民館へ、バスを利用した

広域避難訓練を実施しました。このほか、主

要な行政執行につきましては、報告書に掲載

しましたので、ご確認をお願いいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これで行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第５ 報告第１号令和８年度日置

市土地開発公社事業計画の

報告について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第５、報告第１号令和８年度日置市土

地開発公社事業計画の報告についてを議題と

します。 

 本件について、市長の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 報告第１号は、令和８年度日置市土地開発

公社事業計画の報告についてであります。令

和８年度日置市土地開発公社事業計画の報告

について、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定により報告するものであります。 

 内容につきましては、総務企画部長に説明

させますので、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 それでは、報告第１号令和８年度日置市土

地開発公社事業計画の報告について、補足説

明を申し上げます。 

 ３ページをご覧ください。表の左側、収益

的収入は、１億４,４７４万５,０００円で、

内訳は、事業収益では、清藤工業団地と徳重

工業団地の貸付料及び住宅団地の販売等を見

込み１億４,４４５万４,０００円を、事業外

収益では、受取利息や雑収益の合計２９万

１,０００円を計上しております。 

 表の右側の収益的支出は、１億１,５３５万

２,０００円で、内訳は、土地造成事業原価

１億６５７万６,０００円、吹上地域住宅団

地などの販売見込額を計上し、販売費及び一

般管理費用８２７万６,０００円、予備費用

５０万円計上しております。 

 ４ページの資本的収入について、令和８年

度においても新たな借入れを予定しておりま

せんので、予算計上はしておりません。 

 資本的支出は、４５０万円で、内訳は、土

地造成事業費で伐採委託料や工事費など土地

管理に必要な費用とその他の住宅団地造成事

業の関連費など３５０万円、予備費として

１００万円を計上しております。資本的収入

が資本的支出に対して不足する４５０万円は、

損益勘定留保資金及び利益剰余金で補痾して

おります。 

 ５ページから１６ページまでは、６団地の

事業計画でございます。 

 １７ページ、１８ページが事業計画の一覧

表になっております。 

 １９ページをご覧ください。当初資金計画
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で、受入資金の合計で６億３７１万４,０００円、

支払資金の合計で１,３２７万６,０００円と

な っ て お り 、 差 引 き ５ 億 ９ , ０ ４ ３ 万

８,０００円の繰越しを予定しております。 

 ２０ページ以降につきましては、これらの

内訳であります。 

 以上、報告申し上げます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、報告第１号について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これで報告第１号の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第６ 承認第２号専決処分（令和

７年度日置市一般会計補正

予算（第１２号））につき

承認を求めることについて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第６、承認第２号専決処分（令和７年

度日置市一般会計補正予算（第１２号））に

つき承認を求めることについてを議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 承認第２号は、専決処分（令和７年度日置

市一般会計補正予算（第１２号））につき承

認を求めることについてであります。 

 専決処分の理由につきましては、衆議院の

解散に伴う衆議院議員総選挙実施による総務

費の執行について、緊急を要したことから予

算措置したものであります。内容としまして

は 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 そ れ ぞ れ

２,５６７万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を３４４億１,７５５万１,０００円

とするものであります。 

 まず、歳入では、県支出金につきまして、

衆議院議員選挙費委託金の増額により、

２,５６７万５,０００円を増額計上いたしま

した。次に、歳出では、総務費につきまして、

衆議院議員選挙費の増額により２,５６７万

５,０００円を増額計上いたしました。 

 以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本件について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。承認第２号は、会議規則第

３７条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

２号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、承認第２号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、承認第２号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

２号専決処分（令和７年度日置市一般会計補

正予算（第１２号））につき承認を求めるこ

とについては、承認すること決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第７ 議案第４号日置市過疎地域

持続的発展計画を定めるこ

とについて 

○議長（冨迫克彦君）   
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 日程第７、議案第４号日置市過疎地域持続

的発展計画を定めることについてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第４号は、日置市過疎地域持続的発展

計画を定めることについてであります。過疎

地域持続的発展方針に基づき、日置市過疎地

域持続的発展計画を定めたいので、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法第

８条第１項の規定により提案するものであり

ます。 

 内容につきましては、総務企画部長に説明

させますので、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 それでは、議案第４号日置市過疎地域持続

的発展計画を定めることについて、補足説明

を申し上げます。 

 令和１３年３月３１日までの１０年間の時

限立法である「過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法」に基づき策定する現行

の計画が、令和７年度をもって期間満了とな

ることから、令和８年４月１日から令和

１３年３月３１日までの５年間を期間とする、

日置市過疎地域持続発展計画を策定するもの

でございます。 

 なお、策定にあたっては、計画（案）を日

置市総合計画審議会へ諮問、パブリックコメ

ント手続きを経た答申を、法に基づき鹿児島

県と協議し、異議はないとの回答を得ていま

す。 

 別紙をご覧ください。本計画は、第１章か

ら第１３章までで構成をされております。

１ページからの第１章の「基本的な事項」で

は、本市の概況や、行財政の状況、地域の持

続的発展の基本方針、計画期間などを記載し

てございます。その中で、１、（１）の経過

に記載のとおり、本市においては、合併前の

旧東市来町、旧日吉町及び旧吹上町の区域が、

過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置

法の対象地域となっています。 

 ８ページをご覧ください。４の基本方針に

つきましては、第３次総合計画と方向性を一

にした取組を土台として、社会全体の変化も

見据えながら、社会基盤の整備や移住・定住

の取組をはじめ、多様な働き方や新たな雇用

の場の創出など、地域の資源や人材を生かし

た地域づくりを推進することを定めています。 

 ５の基本目標につきましては、人口に関す

る目標としまして、令和７年４月に策定いた

しました「第３期人口ビジョン」と合わせて

設定をしています。 

 ９ページをご覧ください。本ページの第

２章から、４８ページの第１３章までは、地

域の持続的発展のために実施する施策に関す

る事項としまして、それぞれの分野ごとの現

況と問題点、その対策、具体的な事業計画な

どについて、記載しています。 

 第２章では、「移住・定住、地域間交流の

促進、人材育成」を、１２ページからの第

３章では、「産業の振興」を、２２ページか

らの第４章では、「地域における情報化」を、

同じく、２２ページからの第５章では、「交

通 施 設 の 整 備 、 交 通 手 段 の 確 保 」 を 、

２８ページからの第６章では、「生活環境の

整備」を、３３ページからの第７章は、「子

育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の

向上及び増進」を、３８ページからの第８章

では、「医療の確保」を、３９ページからの

第９章では、「教育の振興」を、４４ページ

からの第１０章では、「集落の整備」を、

４６ページからの第１１章では、「地域文化

の振興等」を、４７ページからの第１２章で

は、「再生可能エネルギーの利用の促進」を、

４８ページからの第１３章では、「その他地

域の持続的発展に関し必要な事項」としまし
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て、男女共同参画と公共施設マネジメントに

ついて、それぞれ記載をしています。 

 最後に、本計画を策定することにより、本

計画に基づいて行う事業については、過疎対

策事業債を活用することが可能となるなど、

財政上やその他の必要な特別措置を受けるこ

とができることになっています。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議よろ

しくお願いします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第４号

は、総務企画常任委員会へ付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第８ 議案第５号平鹿倉辺地に係

る総合整備計画を定めるこ

とについて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第８、議案第５号平鹿倉辺地に係る総

合整備計画を定めることについてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第５号は、平鹿倉辺地に係る総合整備

計画を定めることについてであります。 

 現計画が令和７年度をもって満了すること

に伴い、次期計画を定めたいので、辺地に係

る公共的施設の総合整備のための財政上の特

別措置等に関する法律第３条第１項の規定に

より提案するものであります。 

 内容につきましては、総務企画部長に説明

させますので、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 それでは、議案第５号平鹿倉辺地に係る総

合整備計画を定めることについて、補足説明

を申し上げます。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律は、辺地と

その他の地域との間における住民の生活文化

水準の格差の是正を図ることを目的としてい

るところでございます。 

 別紙をご覧ください。辺地の名称は、鹿児

島県平鹿倉辺地で、人口１１７人、面積

１９.６平方キロメートルでございます。 

 １、辺地の概況について、辺地を構成する

字の名称は、吹上町湯之浦の一部及び和田の

一部で、地域の中心の位置は、日置市吹上町

湯之浦５６７３番地、医療機関や郵便局、

小・中学校等までの距離が遠隔であるなどに

より、当該地域について算定されたへんぴな

程度を示す、辺地度点数は１６９点でござい

ます。 

 ２、公共施設の整備を必要とする事情につ

いて、他の地域と平鹿倉辺地を結ぶ市道につ

きましては、急坂・急カーブや幅員が狭い箇

所が多く、安全な交通に支障を来しているこ

とから、市道竜之瀬平鹿倉線の改良・舗装工

事を引き続き行うことにより、地域住民の生

活環境の改善及び利便性の向上を図るもので

ございます。 

 ３、公共的施設の整備計画について、令和

８年度から令和１２年度までの５年間を予定

し、全体の事業費は、１億５,０００万円、

財源としましては、辺地対策事業債を活用す

る計画でございます。 

 次のページをご覧ください。平鹿倉辺地の

位置図であります。 

 次のページをご覧ください。整備計画の年

度別事業内容について、令和８年度と９年度

は、各１２０メートル、令和１０年度から

１２年度は、各１００メートル、全体計画の

総延長は５４０メートルの整備になります。 
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 以上で補足説明を終わります。ご審議よろ

しくお願いします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第５号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

５号は、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、議案第５号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

５号平鹿倉辺地に係る総合整備計画を定める

ことについては、原案のとおり可決されまし

た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第９ 議案第６号市道の路線の認

定について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第９、議案第６号市道の路線の認定に

ついてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第６号は、市道の路線の認定について

であります。集落道からの移管に伴い３路線

を認定したいので、道路法第８条第２項の規

定により提案するものであります。 

 内容につきましては、産業建設部長に説明

させますので、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○産業建設部長兼建設課長（田口悦次君）   

 議案第６号市道の路線の認定について、別

紙により補足説明を申し上げます。 

 それでは、別紙をお開きください。今回、

市道の認定をしたい路線は３路線になります。

３路線とも農地整備課が狭あい道路整備等促

進事業で整備した集落道になります。 

 まず、市道認定路線、番号１、城之町鶴城

寺線は、延長を２０６メートル、番号２、皆

田東外堀線は、延長を３３９メートル、番号

３、南宮内線は、延長を４２８メートルとす

るものです。それぞれの路線の起点・終点は、

記載のとおりでありますので、説明は省略い

たします。 

 資料として、市道認定路線位置図及び市道

認定路線図があります。市道認定路線を朱色

の実線で表示してあります。丸が起点、矢印

が終点になります。今回、市道認定し、市道

として供用・管理を行おうとするものでござ

います。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

これから本案について質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第６号

は、産業建設常任委員会へ付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１０ 議案第７号日置市一般職
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の任期付職員の採用等に

関する条例の制定につい

て 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１０、議案第７号日置市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例の制定につい

てを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第７号は、日置市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の制定についてであり

ます。一般職の任期付職員の採用等に関し、

必要な事項を定めるため、条例を制定したい

ので、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により提案するものであります。 

 内容につきましては、総務企画部長に説明

させますので、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 それでは、議案第７号日置市一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の制定について、

補足説明を申し上げます。 

 今回の条例制定は、地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に関する法律に基づき、

本市において専門的な知識経験を有する人材

や、一時的に増大する業務に対応できる人材

を、任期を定めて採用できる仕組みを整え、

多様化・高度化する行政課題に対し、柔軟か

つ機動的な人員配置を可能にするとともに、

組織の活性化と行政運営の効率化を図ること

を目的としています。 

 別紙をご覧ください。第１条は、本条例の

趣旨で、地方公共団体の一般職の任期付職員

の採用に関する法律等の規定に基づき、任期

付職員の採用、給与等に関し必要な事項を定

めるものであることを規定するものでござい

ます。 

 第２条は、本条例における用語の意義を定

めるものでございます。 

 第３条は、職員の任期を定めた採用に関す

る規定で、第１項は、高度な専門的知識経験

または優れた識見を有する者を選考により任

期を定めて採用できることを規定するもので、

弁護士、公認会計士、高度な情報セキュリテ

ィ専門家等を想定しております。 

 第２項は、第１項ほどの高度さは求められ

ませんが、専門的な知識経験が必要とされる

業務を行う際、行政部内では業務に必要な専

門的な知識経験を有する人材の確保・育成に

時間がかかる場合や、当該専門的な知識経験

が有効に活用できる期間が一定の期間に限ら

れるような場合等において、専門的な知識経

験を有する者を選考により任期を定めて採用

できることを規定するもので、メタバース、

大規模プロジェクトのマネージャーなどの特

定の分野、科学技術の進歩や民間のビジネス

モデルへの対応について、専門・得意とする

者等を想定しております。 

 第４条は、一定の期間内に終了することが

見込まれる業務、または一定の期間内に限り

業務量の増加が見込まれる業務に任期を定め

て専門的知識経験等を有しない職員を採用で

きることとする規定で、例えば国民スポーツ

大会等のスタッフを想定しております。 

 第５条は、第４条の規定により職員の任期

付採用をすることができることとされた業務

と同様の業務について、任期を定めて短時間

勤務職員を採用することができることを規定

するものでございます。 

 第６条は、第４条及び第５条の職員の任期

は、法律により原則３年以内とされています

が、条例で定める場合は５年以内とすること

ができるとされており、当該条例で定める場

合を規定するものでございます。 

 第７条は、任期の更新に関する規定です。 

 第８条は、特定任期付職員の給与に関する

特例で、第３条第１項の規定により採用され
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た特定任期付職員の給与について、別表で国

家公務員と同様に１号給から７号給まで定め

るものでございます。 

 第９条は、日置市職員の給与に関する条例

の適用除外等に関する規定で、第１項は、当

該給与条例に規定している手当について、特

定任期付職員の支給の対象外とするものを列

記しており、具体的には、通勤手当、退職手

当、期末手当及び勤勉手当以外の手当を支給

しないこととします。 

 第２項は、特定任期付職員に給与条例の規

定を適用する場合における期末・勤勉手当の

率等の読替規定を、第３項は、任期付短時間

勤務職員に扶養手当及び住居手当を支給しな

いことを、第４項は、任期付短時間勤務職員

に給与条例の規定を適用する場合における読

替規定を定めるものでございます。 

 第１０条は技能・労務職員給与条例の適用

除外について、第１１条は企業職員給与条例

の適用除外について規定するものでございま

す。 

 第１２条は、任期付短時間勤務職員に退職

手当を支給しないことを規定するものでござ

います。 

 第１３条は、勤続期間を基準として定める

勤務条件等の勤続期間の計算について、当該

任期付職員に採用される前の地方公務員とし

ての勤続期間を算入しないことを規定するも

のでございます。 

 第１４条は、必要な事項を規則で定めるこ

とを規定するものでございます。 

 附則としまして、附則第１項は、この条例

は令和８年４月１日から施行することとする

ものでございます。附則第２項は日置市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例について、

附則第３項は日置市職員の育児休業等に関す

る条例について、本条例の制定に伴う所要の

改正を行うものでございます。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議よろ

しくお願いします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第７号は、

総務企画常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１１ 議案第８号日置市男女共

同参画条例の一部改正に

ついて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１１、議案第８号日置市男女共同参

画条例の一部改正についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第８号は、日置市男女共同参画条例の

一部改正についてであります。組織機構の見

直しに伴い、条例の一部を改正したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り提案するものであります。 

 内容につきましては、総務企画部長に説明

させますので、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 それでは、議案第８号日置市男女共同参画

推進条例の一部改正について、補足説明を申

し上げます。 

 別紙をご覧ください。第２６条中、日置市

男女共同参画審議会の庶務を新たに設置する

総務企画部地域共創課で処理するため、条例

の一部を改正するものであります。 

 附則として、この条例は、令和８年４月

１日から施行するものであります。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議よろ

しくお願いします。 
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○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第８号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

８号は、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、議案第８号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

８号日置市男女共同参画条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１２ 議案第９号日置市国民健

康保険税条例の一部改正

について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１２、議案第９号日置市国民健康保

険税条例の一部改正についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第９号は、日置市国民健康保険税条例

の一部改正についてであります。国民健康保

険の健全な財政運営を図るため、国民健康保

険税の税率及び税額を見直すことに関し、条

例の一部を改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により提案するも

のであります。 

 内容につきましては、総務企画部長に説明

させますので、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 それでは、議案第９号日置市国民健康保険

税条例の一部改正について、補足説明を申し

上げます。 

 今回の改正は、国民健康保険の健全な財政

運営を図るため、令和８年度の国民健康保険

税の税率及び税額を見直すものでございます。 

 改定の内容につきましては、令和８年度の

国民健康保険事業運営における歳入・歳出の

見込み、基金の積み立て状況等を精査した結

果、一定の税率引き下げが可能であると判断

したものでございます。具体的には、鹿児島

県が算定いたしました「標準保険料率」を重

要な指標として活用し、本市の税率を当該標

準保険料率に準じた水準へと、所得割・均等

割・平等割の各項目にわたり引き下げる改定

を行うものでございます。 

 本改正に当たりましては、令和８年１月に

開催いたしました日置市国民健康保険運営協

議会に対し、令和８年度の税率改定について

諮問を行い、慎重な審議を経て、適当である

旨の答申をいただいたところでございます。 

 別紙をご覧ください。第３条、第５条及び

第５条の２は、基礎課税額に係る税率及び税

額の規定で、所得割率を１００分の９.０か

ら１００分の７.５へ、被保険者均等割額を

３万６,０００円から３万２,０００円へ、世

帯別平等割額を一般世帯は２万４,０００円

から２万１ ,０００円へ、特定世帯は１万

２,０００円から１万５００円へ、特定継続

世帯は１万８,０００円から１万５,７５０円



- 18 - 

へそれぞれ引き下げるものでございます。 

 第６条は、後期高齢者支援金等課税額に係

る税率の規定で、所得割率を１００分の

３.５から１００分の２.８へ引き下げるもの

でございます。なお、被保険者均等割額及び

世帯別平等割額につきましては、現行どおり

据え置くこととしております。 

 第８条及び第９条の３は、介護納付金課税

額に係る税率及び税額の規定で、所得割率を

１００分の２.５から１００分の２.３へ、世

帯別平等割額を８,０００円から６,０００円

へそれぞれ引き下げるものでございます。被

保険者均等割額については、据え置くことと

しております。 

 第２３条は、低所得者世帯に対する減額措

置及び未就学児に係る均等割額の減額措置に

つきまして、税額改定に伴い、所要の規定の

整理を行うものでございます。 

 附則として、この条例は令和８年４月１日

から施行し、令和８年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用することとしており

ます。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議よろ

しくお願いします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第９号は、

総務企画常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１３ 議案第１０号日置市乳児

等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

  △日程第１４ 議案第１１号日置市特定

乳児等通園支援事業の運

営に関する基準を定める

条例の制定について 

  △日程第１５ 議案第１２号日置市子ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 第

８２条の規定に基づく過

料に関する条例の一部改

正について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１３、議案第１０号日置市乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてから日程第１５、議

案第１２号日置市子ども・子育て支援法第

８２条の規定に基づく過料に関する条例の一

部改正についてまでの３件を一括議題としま

す。 

 ３件について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第１０号は、日置市乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についてであります。 

 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるため、条例を制定したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り提案するものであります。 

 次に、議案第１１号は、日置市特定乳児等

通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例の制定についてであります。 

 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定めるため、条例を制定したいので、地

方自治法第９６条第１項第１号の規定により

提案するものであります。 

 次に、議案第１２号は、日置市子ども・子

育て支援法第８２条の規定に基づく過料に関

する条例の一部改正についてであります。 

 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、

条例の一部を改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により提案するも

のであります。 
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 内容につきましては、市民福祉部長に説明

させますので、以上３件、ご審議をよろしく

お願いいたします。 

○市民福祉部長兼こども未来課長（馬場口美

宗香さん）   

 それでは、議案第１０号日置市乳児等通園

支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定、議案第１１号日置市特定乳児

等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定、議案第１２号日置市子ども・子

育て支援法第８２条の規定に基づく過料に関

する条例の一部改正について、補足説明を申

し上げます。 

 今回の条例制定の趣旨といたしまして、子

ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

により、生後６か月から満３歳未満までの保

育所等に通っていない子どもを育てている家

庭が、就労要件を問わず、月一定時間、時間

単位で柔軟に利用できる新たな通園給付とし

て、いわゆるこども誰でも通園制度が創設さ

れ、令和８年４月１日から本格実施されるた

めのものでございます。 

 こども誰でも通園制度創設の背景でござい

ますが、幼稚園や保育園、認定こども園等に

通っていない未就学児のいる家庭では、親が

孤独な子育てに陥りやすく、孤独な子育てに

追い込まれて、誰にも相談できない状況下で

の育児は、子どもへの虐待リスクが高まるお

それもあることから、子育て家庭における孤

立感や不安感を軽減し、週一、二回でも、子

どもの心身の発達に大きなプラス効果がある

とし、全ての子どもの育ちを応援することを

目的に創設されたものでございます。 

 初めに、議案第１０号日置市乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてでございますが、改正法

による改正後の児童福祉法第３４条の１６第

１項において、市町村は、乳児等通園支援事

業の設備及び運営についての基準を条例で定

めなければならないとされており、同条第

２項において、その条例は、内閣府令で定め

る基準に従い定め、またはそれを参酌するも

のとされているところでございます。 

 その内閣府令で定める基準として、乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する基準が

定められたものでございます。 

 よって、今回の条例案は、市内事業者が乳

児等通園支援事業実施施設となるための認可

基準でございます。 

 それでは、別紙を御覧ください。 

 内容につきましては、それぞれの基準に対

応する内閣府令が定められており、内閣府令

の一部は、参酌基準となっているところでご

ざいますが、本市条例案につきましては、全

て、内閣府令と同内容となっているところで

ございます。 

 条文は、第１章から第３章までの２８の条

文で構成されており、第１章は、総則として、

本条例の趣旨、定義、一般原則等で、次の

ページの下部になります、第２章は、乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する基準で、

第１節が通則、２ページめくりまして、中段

に第２節、乳児等通園支援事業の区分、その

下、第３節、区分の詳細で、一般型乳児等通

園支援事業について、２ページめくりまして、

第４節で余裕活用型乳児等通園支援事業につ

いて規定しており、そして第３章が雑則とな

ってございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の

日から施行するもので、ただし第２３条の設

備及び職員の基準の特例は、令和８年４月

１日から施行するものとしています。 

 以上が、議案第１０号の補足でございます。 

 次に、議案第１１号日置市特定乳児等通園

支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定についてでございますが、今回の条例案

は、市内事業者が乳児等のための支援給付の

対象施設となるための確認基準を制定するも
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のでございます。 

 別紙を御覧ください。先日の全員協議会で

もご説明し、重複する部分もございますが、

ご了承願います。 

 先ほどご説明申し上げました議案第１０号

と同様、基準に対応する内閣府令が定められ

ており、内閣府令の一部は、参酌基準となっ

ているところであり、本市条例案につきまし

ては、全て内閣府令と同内容となってござい

ます。 

 第１章から第３章までの３３の条文で構成

されており、第１章は、総則、趣旨と一般原

則、次のページの中段、第２章は、特定乳児

等通園支援事業の運営に関する基準、第１節

に利用定員に関する基準を規定し、第２節に

運営に関する基準で第４条から第３２条を規

定してございます。 

 そして第３章で雑則、電磁的記録等を規定

してございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和

８年４月１日から施行するとしています。 

 以上が、議案第１１号の補足でございます。 

 次に、議案第１２号日置市子ども・子育て

支援法第８２条の規定に基づく過料に関する

条例の一部改正について、補足説明申し上げ

ます。 

 本条例は、こども誰でも通園制度を利用し

た保護者への給付である乳児等のための支援

給付についても、妊婦のための支援給付、子

どものための教育・保育給付、これらと同様

に、質問検査の忌避や支給認定証の返還拒否

等をした者に対して、過料を科すことができ

るようにするために、現行の「日置市子ど

も・子育て支援法第８２条の規定に基づく過

料に関する条例」に「乳児等のための支援給

付」について追加するための改正でございま

す。 

 別紙及び新旧対照表を御覧ください。 

 第２条第１号及び第２号中「第３０条の

３」の次に「及び第３０条の１３」を加え、

同条第３号中「又は第２４条第２項」を「、

第２４条第２項又は第３０条の１８第２項」

に改め、「支給認定証」の次に「又は乳児等

支援支給認定証」を加えるとしているところ

でございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和

８年４月１日から施行するものとしています。 

 以上が、第１２号の補足説明でございます。 

 以上で、議案第１０号から第１２号につい

ての補足説明を終わります。ご審議、よろし

くお願いいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、議案第１０号から議案第１２号

までの３件について、一括して質疑を行いま

す。 

 発言通告がありますので、黒田澄子議員の

発言を許可します。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 初めに、通告では１０号だけを出しており

ましたけれども、併せて１１号まで質疑をさ

せていただきたいと思います。 

 これが先ほど説明がございました、保育所

に通っていない子どもたちを対象のというふ

うに今部長から説明がございました。いわゆ

るこども誰でも通園制度がいよいよ始まる、

その前の条例が制定されるものと思っており

ます。 

 そこで、２点ほどお尋ねをします。 

 本市には、既に一時預かりの制度もあって、

大変充実したものであると考えています。今

回、国が決めたもので、市町村も条例をつく

らないといけないという中で、この条例が上

がってきたということは十分理解をしていま

す。 

 今回、この条例が制定されることでのメリ

ットをどのように考えるのか。それと、これ

が今後施行される中で、事業者の募集もして

いかないといけない、公募もしていかないと
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いけないと思います。その辺は大体いつ頃を

予定して考えておられるのか、まずはお尋ね

をいたします。 

○市民福祉部長兼こども未来課長（馬場口美

宗香さん）   

 まず、メリットについて回答させていただ

きます。 

 こども誰でも通園制度は、一時預かり事業

と異なり、制度の対象となる家庭が限定され

ていないことから、生後６か月から満３歳未

満の全てのお子様が家庭とは異なる経験がで

きる機会を得られることがメリットであると

考えています。 

 次に、事業者の募集についてですが、誰で

も通園制度は、市内で教育・保育を提供して

いる事業者に実施していただきたいと考えて

いるところでございます。これまでに周知等

を行ってきましたが、現下の保育所等の入所

状況から、幼稚園、保育園、認定こども園で

の実施は困難な状況であると考えています。 

 このことから、現在、地域子育て支援セン

ターなど保育所等以外の子育て支援施設で実

施することができないか、検討・協議を行っ

ているところでございます。 

 その上で、なお事業者が見つからない場合

は、募集についても検討していきたいと考え

ています。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 市内事業所は、一生懸命、保育のキャパが

ある中で、一生懸命、雇用のほうもなかなか

難しい現実もある中で、なかなか応じていた

だけない現状があるということの中で、地域

子育て支援センターとなると、市内４地域の

それぞれにある、そこを利用してできるよう

になってほしいなと思うところでございます

けれども、既にこの条例制定をされている全

国各地の条例を見てみますと、例えば時間も、

国は大体一月１０時間というふうに言ってい

ますけれども、中には経過措置として、初め

は一月３時間から始めている行政もございま

す。 

 そして、利用料も１人大体１時間３００円

程度が基準とあって、基準にはなってますけ

ど、おやつ代などは別途ということでプラス

アルファで、その中にも保育料もそうですけ

れども、非課税世帯とか所得額などで利用料

金を減免されていることが載っております。 

 本市としては、このあたり、例えば時間で

言うと一月１０時間あたりなのか、それより

も少し下がるものなのか。さらに法律で言っ

て、この１０時間が上げることもできるもの

な の か 。 そ し て 、 こ の 利 用 料 金 も 基 本

３００円程度となっていますが、本市での決

まりもそういうふうになっていくのか、お尋

ねをします。 

○市民福祉部長兼こども未来課長（馬場口美

宗香さん）   

 お答えいたします。 

 まず、時間についてですけれども、国に準

じて上限を１０時間で考えております。それ

から利用料につきましても、国に準じて

３００円で考えているところでございます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１０号から議案第

１２号までの３件は、会議規則第３７条第

３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１０号から議案第１２号までの３件は、委員

会付託を省略することに決定しました。 

 これから、議案第１０号について討論を行
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います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１０号日置市乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１１号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１１号日置市特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例の制定については、

原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１２号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１２号日置市子ども・子育て支援法第８２条

の規定に基づく過料に関する条例の一部改正

については、原案のとおり可決されました。 

 ここで、しばらく休憩します。次の会議を

１１時１５分とします。 

午前11時04分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時15分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１６ 議案第１３号日置市農村

センター条例の一部改正

について 

  △日程第１７ 議案第１４号日置市営住

宅条例及び日置市特定公

共賃貸住宅条例の一部改

正について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１６、議案第１３号日置市農村セン

ター条例の一部改正について及び日程第１７、

議案第１４号日置市営住宅条例及び日置市特

定公共賃貸住宅条例の一部改正についての

２件を一括議題とします。 

 ２件について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第１３号は、日置市農村センター条例

の一部改正についてであります。 

 日置市農村センターの使用区分を見直すた

め、条例の一部を改正したいので、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により提案す

るものであります。 

 次に、議案第１４号は、日置市営住宅条例

及び日置市特定公共賃貸住宅条例の一部改正

についてであります。 

 連帯保証人の取扱いを見直すため、条例の

一部を改正したいので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により提案するものであ

ります。 
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 内容につきましては、産業建設部長に説明

させますので、以上２件、ご審議をよろしく

お願いいたします。 

○産業建設部長兼建設課長（田口悦次君）   

 それでは初めに、議案第１３号日置市農村

センター条例の一部改正について、補足説明

を申し上げます。 

 別紙を御覧ください。 

 第４条に次の１項を加えるとし、第３項、

市長は、センターの管理上支障のない範囲内

で、第１条に規定するセンターの設置目的以

外の使用について、使用許可をすることがで

きるといたします。 

 別表第２中「午後５時」を「午後１０時」

に改める。 

 別表第３の１、会議室等使用料の部、日置

市伊集院農産物加工センターの項から日置市

深固院施設の項までを次のように改めるとし

まして、表にあります、各施設の休憩室の使

用料を設定しております。 

 使用料は１時間当たりとし、午前８時

３０分から午後５時までと午後５時から午後

１０時までの区分をしております。 

 また、空調設備のある施設におきましては、

１時間当たり１１０円を設定するものであり

ます。 

 別表第３備考２中「及び備考１」を「、備

考１及び備考２」に改め、同表備考２を同表

備考３とし、同表備考１中「この表」の次に

「及び備考１」を加え、同表備考１を同表備

考２とし、同表備考２の前に次の備考を加え

る。 

 １、日置市伊集院農産物加工センター、日

置市伊集院農村生活センター、日置市飯牟礼

農産物加工センター、日置市日吉農村セン

ター、日置市日吉農産加工センター又は日置

市深固院施設の休憩室の使用料（冷暖房に係

る使用料を除く。）は、それぞれのセンター

の休憩室以外の会議室等と併せて使用する場

合は、無料とする。 

 なお、附則としまして、この条例は、令和

８年４月１日から施行するものであります。 

 次に、議案第１４号日置市営住宅条例及び

日置市特定公共賃貸住宅条例の一部改正につ

いて、補足説明申し上げます。 

 今回の改正は、市営住宅及び特定公共賃借

住宅の入居の手続において、これまで連帯保

証人を２人としていたものを、人数制限を改

め、「市長が適当と認める法人」を加え、家

賃保証債務会社なども利用可能とし、入居者

にとって柔軟な対応が可能となることとしま

した。 

 別紙を御覧ください。 

 第１条は、日置市営住宅条例の一部を次の

ように改正するものです。 

 第１１条第１項第１号中「連帯保証人」を

「もの又は市長が適当と認める法人」に、

「２人の連署する」を「との連署による」に

改める。 

 第１２条第１項中第５号を第６号とし、第

４号の次に次の１号を加える。 

 第５号、前条第１項第１号の誓約書に基づ

き、市営住宅の入居者に代わって負担した額

が極度額に達したとき、第１２条第２項中

「勤務先」の次に「（法人にあっては、主た

る事務所の所在地又は名称）」を加える。 

 第１８条第３項中「（明治２９年法律第

８９号）」を削るとします。 

 第２条は、日置市特定公共賃貸住宅条例の

一部を次のように改正するものです。 

 第１１条第１項第１号中「２人の連帯保証

人」を「もの又は市長が適当と認める法人」

に、「の連署する」を「との連署による」に

改める。 

 第１２条第１項中第５号を６号とし、第

４号の次に次の１号を加える。 

 第５号、前条第１項第１号の誓約書に基づ

き特定公共賃貸住宅の入居者に代わって負担
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した額が極度額に達したとき、第１２条第

２項中「勤務先」の次に「（法人にあっては、

主たる事務所の所在地又は名称）」を加える。 

 第１９条第３項中「（明治２９年法律第

８９号）」を削るとします。 

 附則としまして、この条例は、令和８年

４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、補足説明を終わります。ご審議、

よろしくお願いいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、議案第１３号及び議案第１４号

の２件について、一括して質疑を行います。 

 発言通告がありますので、佐多申至議員の

発言を許可します。 

○８番（佐多申至君）   

 議案第１３号日置市農村センター条例の一

部改正について質疑いたします。 

 農村センターに管理上支障のない範囲で、

設置目的外の使用を許可する休憩室が設置さ

れ、さらには使用時間の配慮もあることで、

市民が多様に利用する範囲が広がると考えま

す。 

 今回の改正の意図は、市民にどのような活

用を期待しているのか、また想定している活

用事例は何か。休憩室を利用する場合、市民

はどこにどのような手続をすれば利用できる

のか、お尋ねします。 

○農林水産課長（成田 郷君）   

 お答えいたします。 

 今回の改正によりまして、コミュニティ活

動や市民活動に活用いただくことで、施設の

有効活用や地域活性化を図ることができると

考えております。 

 また、活動事例としましては、地域住民の

会合や打合せ、各種サークル活動やグループ

活動、地域イベントの準備や打合せなどを想

定しております。 

 なお、利用に当たっての手続は、事前に本

庁農林水産課、または各支所産業建設課に施

設の空き状況を確認いただいた上で、使用許

可申請書を提出し、使用許可を得る必要があ

ります。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 ただいま使用許可等の手続もありました。

実際記述がなかったのでお尋ねしますけど、

休憩室は、平日もちろん、土日利用もできる

と理解してよろしいのでしょうか、お尋ねし

ます。 

 また一つ、学習室として利用する場合も、

やはりその手続が要るんでしょうか、お尋ね

します。 

○農林水産課長（成田 郷君）   

 お答えいたします。 

 休館日につきましては、毎週月曜日と祝日、

１２月２９日から１月３日までと定められて

おりますので、それ以外、土日については利

用可能と考えております。 

 あと学習の場としての考え方ですが、やは

りここには安全面の関係、子ども、児童生徒

だけで利用するというのは、管理者がいない

関係もありますので、安全面の関係が少し課

題かなというふうに思っているところであり

ます。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第１３号

及び議案第１４号は、産業建設常任委員会に

付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１８ 議案第１５号日置市報酬

及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

○議長（冨迫克彦君）   
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 日程第１８、議案第１５号日置市報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正についてを

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第１５号は、日置市報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正についてであります。 

 学校医等の報酬を引き上げるため、条例の

一部を改正したいので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により提案するものであ

ります。 

 内容につきましては、教育委員会事務局長

に説明させますので、ご審議をよろしくお願

いいたします。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長（東 

正和君）   

 それでは、議案第１５号日置市報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について補足

説明します。 

 今回の改正は、合併当初から据え置かれて

いた学校医等の報酬につきまして、この間の

診療報酬改定の推移ですとか、近年の物価上

昇を勘案した上で、小・中・義務教育学校及

び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

師の報酬を引き上げるものであります。 

 次に、報酬額の算定についてですが、平成

１８年度と令和７年度の地方交付税算定の基

礎となる学校医等の単位費用の上昇率約

２０％をその根拠としたところでございます。 

 それでは、別紙をお開きください。 

 改正の内容についてでございます。別表の

学校医及び学校歯科医に係るものとしまして、

報酬のうち均等割に相当する年額「１０万

８,３３３円」を「１３万円」に、人数割に

相当する年額「２０７円」を「２４０円」に

それぞれ改めるものであります。 

 次に、学校薬剤師に係るものとして、報酬

を年額「６万６ ,０００円」から「７万

９,０００円」に改めるものであります。 

 また、小・中・義務教育学校及び幼稚園の

学校医及び学校歯科医並びに学校薬剤師につ

きましては、同一の額がそれぞれ別表で規定

されていましたので、種別ごとに一つの項に

まとめることによりまして、学校歯科医、幼

稚園医及び幼稚園歯科医の項を削る改正をし

たものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和

８年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議、よ

ろしくお願いします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１５号は、会議規則

第３７条第３項の規定により、委員会付託を

省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１５号は、委員会付託を省略することに決定

しました。 

 これから、議案第１５号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１５号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１５号日置市報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正については、原案のとおり可決さ
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れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１９ 議案第１６号日置市火災

予防条例の一部改正につ

いて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１９、議案第１６号日置市火災予防

条例の一部改正についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第１６号は、日置市火災予防条例の一

部改正についてであります。 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並び

に対象火気器具等の取扱いに関する条例の制

定に関する基準を定める省令の一部改正等に

伴い、条例の一部を改正したいので、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により提案

するものであります。 

 内容につきましては、消防本部消防長に説

明させますので、ご審議をよろしくお願いい

たします。 

○消防本部消防長（福田幸記君）   

 それでは、議案第１６号日置市火災予防条

例の一部改正について、補足説明を申し上げ

ます。 

 今回の改正は、近年のサウナブームを背景

に、従来の浴場等の建物内に設置されている

サウナ設備とは異なり、屋外等のテント等に

放熱設備を設置する事例が全国で増加してお

り、こうした屋外等のテント等に設置される

消費熱量が小さいサウナ設備は、従来の消防

法令上のサウナ設備と特性が異なることから、

新たに簡易サウナ設備として位置づけ、その

特性に応じた内容となるよう所要の見直しを

行うものです。 

 また、令和６年１月１日に発生した輪島市

大規模火災を受けて開催した、輪島市大規模

火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関す

る検討会報告書において、大規模地震等の電

気火災対策が重要であるとされたことを踏ま

え、住宅における火災予防を推進するため、

条例について所要の見直しを行うものです。 

 それでは、別紙を御覧ください。 

 条例第７条の２に規定する「サウナ設備」

を「一般サウナ設備」に改め、同条を第７条

の３とし、新たに第７条の２に「簡易サウナ

設備」を追加、当該設備の定義及び構造等の

基準について規定するとともに、第４４条に

「当該設備の設置の届出」について規定しま

す。 

 また、第２９条の７では、住宅における火

災の予防の推進について、「感震ブレー

カー」を加えるため、所要の改正を行うもの

です。 

 なお、附則としまして、施行日を令和８年

３月３１日とします。 

 以上で説明を終わります。ご審議、よろし

くお願いいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１６号は、会議規則

第３７条第３項の規定により、委員会付託を

省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１６号は、委員会付託を省略することに決定

しました。 

 これから、議案第１６号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第１６号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１６号日置市火災予防条例の一部改正につい

ては、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２０ 議案第１７号令和７年度

日置市一般会計補正予算

（第１３号） 

  △日程第２１ 議案第１８号令和７年度

日置市国民健康保険特別

会計補正予算（第４号） 

  △日程第２２ 議案第１９号令和７年度

日置市健康交流館事業特

別会計補正予算（第４号） 

  △日程第２３ 議案第２０号令和７年度

日置市介護保険特別会計

補正予算（第４号） 

  △日程第２４ 議案第２１号令和７年度

日置市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号） 

  △日程第２５ 議案第２２号令和７年度

日置市水道事業会計補正

予算（第５号） 

  △日程第２６ 議案第２３号令和７年度

日置市下水道事業会計補

正予算（第４号） 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２０、議案第１７号令和７年度日置

市一般会計補正予算（第１３号）から、日程

第２６、議案第２３号令和７年度日置市下水

道事業会計補正予算（第４号）までの７件を

一括議題とします。 

 ７件について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第１７号は、令和７年度日置市一般会

計補正予算（第１３号）についてであります。 

 歳入歳出予算の総額から、それぞれ９億

５,９４７万６,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を３３４億５,８０７万５,０００円

とするものであります。 

 今回の補正予算の概要は、保育所運営に関

する予算の増額、国の補正予算に伴う小中学

校特別教室等の空調設備工事の増額などの予

算措置のほか、来年度の業務で年度内に契約

を行う必要があるものに係る債務負担行為の

設定や、年度内に事業完成が見込めないもの

に係る繰越明許費の設定など、所要の予算を

編成いたしました。 

 まず、歳入では、地方交付税につきまして、

普通交付税の増額により、３億９,３４５万

８,０００円を増額計上いたしました。 

 国庫支出金につきまして、児童手当国庫負

担金の減額、国庫財源組替えに伴う特定地域

脱炭素移行加速化交付金の減額及び地域脱炭

素移行・再エネ推進交付金の増額などにより、

３億８,８０７万５,０００円を減額計上いた

しました。 

 県支出金につきまして、保育所運営費県負

担金や現年補助農地農業用施設災害復旧事業

費県補助金の増額などにより、１億１,６００万

６,０００円を増額計上いたしました。 

 財産収入につきまして、立木売払収入の増

額などにより、８４１万２,０００円を増額

計上いたしました。 

 寄附金につきまして、一般寄附金及び指定寄

附金の減額により、３億７８１万４,０００円

を減額計上いたしました。 

 繰入金につきまして、歳入歳出予算額の調

整による財政調整基金繰入金の減額などによ

り、９億１,４２７万２,０００円を減額計上

いたしました。 

 市債につきまして、学校教育施設等整備事

業債の増額や現年補助農地農業用施設災害復
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旧事業債の減額などにより、１億４,２４０万

円を増額計上いたしました。 

 次に、歳出では、議会費につきまして、議

会管理費の減額により、２５２万円を減額計

上いたしました。 

 総務費につきまして、減債基金費積立金や

土地開発基金費積立金の増額、脱炭素先行地

域づくり事業費の減額などにより、４億

９,４８８万１,０００円を減額計上いたしま

した。 

 民生費につきまして、保育所運営費の増額

や児童手当支給事業費の減額などにより、

４,１２４万６,０００円を増額計上いたしま

した。 

 衛生費につきまして、浄化槽設置整備事業

費やクリーン・リサイクルセンター運営費の減

額などにより、１億７,６４８万１,０００円

を減額計上いたしました。 

 農林水産業費につきまして、中山間地域等

直接支払交付金事業費や農山漁村発イノベー

シ ョ ン 整 備 事 業 費 の 減 額 な ど に よ り 、

７,７２４万４,０００円を減額計上いたしま

した。 

 商工費につきまして、寄附金の減額に伴う

ふるさと納税推進事業費の減額などにより、

３億４,８６５万６,０００円を減額計上いた

しました。 

 土木費につきまして、公園管理費の増額や

土地区画整理事業費の減額などにより、

３,６４５万７,０００円を減額計上いたしま

した。 

 消防費につきまして、消防本部費や災害対

策費の減額などにより、７７５万９,０００円

を減額計上いたしました。 

 教育費につきまして、小中学校維持補修費

の増額や小中学校教育振興費の減額などによ

り、１億７,８３４万３,０００円を増額計上

いたしました。 

 災害復旧費につきまして、現年補助農地農

業用施設災害復旧費や現年補助林道災害復旧費

の減額などにより、３,５０６万７,０００円

を減額計上いたしました。 

 次に、議案第１８号は、令和７年度日置市

国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてであります。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ１１９万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を５８億４,６５５万円とするものでありま

す。 

 歳入では、保険給付費等交付金の増額を計

上いたしました。 

 歳出では、療養給付費の増額や高額療養費

の減額などを計上いたしました。 

 次に、議案第１９号は、令和７年度日置市

健康交流館事業特別会計補正予算（第４号）

についてであります。 

 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 、 そ れ ぞ れ

３７３万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

１億６,０３９万７,０００円とするものであ

ります。 

 歳入では、料金収入の減額や一般会計繰入

金の増額を計上いたしました。 

 歳出では、管理事業費の減額を計上いたし

ました。 

 次に、議案第２０号は、令和７年度日置市

介護保険特別会計補正予算（第４号）につい

てであります。 

 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 、 そ れ ぞ れ

１,５２２万９,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を５８億８,７２６万８,０００円

とするものであります。 

 歳入では、地域支援事業費支援交付金の減

額などを計上いたしました。 

 歳出では、介護給付費準備基金積立金の増

額や介護予防・生活支援サービス事業費の減

額などを計上いたしました。 

 次に、議案第２１号は、令和７年度日置市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
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についてであります。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ１,２０３万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を９億８,０７０万４,０００円とするもので

あります。 

 歳入では、特別徴収保険料の増額などを計

上いたしました。 

 歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金

の増額などを計上いたしました。 

 次に、議案第２２号は、令和７年度日置市

水道事業会計補正予算（第５号）についてで

あります。 

 資本的収入及び支出について、収入は、総

額から４,４９５万円を減額し、総額を１億

５ ,４２０万円とし、支出は、総額から

５ , ０ ０ ０ 万 円 を 減 額 し 、 総 額 を ７ 億

１,７３２万７,０００円とするものでありま

す。 

 収入では、企業債や国庫補助金の減額など

を計上いたしました。 

 支出では、建設改良費につきまして、工事

請負費の減額を計上いたしました。 

 次に、議案第２３号は、令和７年度日置市

下水道事業会計補正予算（第４号）について

であります。 

 収益的収入及び支出について、収入は、総

額に２５９万３,０００円を追加し、総額を

８億３,３８４万４,０００円とし、支出は、

総額に２７万４,０００円を追加し、総額を

６億７,８５５万７,０００円とするものであ

ります。 

 収入では、国庫補助金の増額を計上いたし

ました。 

 支出では、下水道事業費用の営業費用につ

きまして、報償費の増額を計上いたしました。 

 資本的収入及び支出について、収入では、

総額から６,８３１万１,０００円を減額し、

総額を１億５,８１８万９,０００円とし、支

出では、総額から６,６６６万円を減額し、

総額を３億８,０４２万８,０００円とするも

のであります。 

 収入では、企業債や国庫補助金の減額など

を計上いたしました。 

 支出では、下水道事業資本的支出の建設改

良費につきまして、委託料の減額を計上いた

しました。 

 以上７件、ご審議をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、議案第１７号から議案第２３号

までの７件について、一括して質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１７号から議案第

２３号までの７件については、全議員２０人

の委員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、２０人

の委員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託することに決定しました。 

 この予算審査特別委員会の委員長、副委員

長の選任につきましては、事前の全員協議会

で次のように互選いただいておりますので、

お知らせいたします。委員長に下園和己議員、

副委員長に長倉浩二議員、坂口洋之議員、福

元悟議員、以上であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２７ 議案第２４号令和８年度

日置市一般会計予算 

  △日程第２８ 議案第２５号令和８年度

日置市国民健康保険特別

会計予算 

  △日程第２９ 議案第２６号令和８年度
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日置市健康交流館事業特

別会計予算 

  △日程第３０ 議案第２７号令和８年度

日置市温泉給湯事業特別

会計予算 

  △日程第３１ 議案第２８号令和８年度

日置市介護保険特別会計

予算 

  △日程第３２ 議案第２９号令和８年度

日置市後期高齢者医療特

別会計予算 

  △日程第３３ 議案第３０号令和８年度

日置市水道事業会計予算 

  △日程第３４ 議案第３１号令和８年度

日置市下水道事業会計予

算 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２７、議案第２４号令和８年度日置

市一般会計予算から、日程第３４、議案第

３１号令和８年度日置市下水道事業会計予算

までの８件を一括議題とします。 

 ここで、議事の進め方についてお諮りしま

す。市長から、提案理由の説明及び施政方針

を聞き、各議案及び施政方針に対する総括質

疑は、３月４日の第２本会議で行うことにし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。 

 それでは、８件について、市長の説明を求

めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 本日、令和８年第２回日置市議会定例会に

当たり、市政運営に臨む所信と施策の一端を

申し上げますとともに、ご提案いたしました

令和８年度当初予算案等の概要をご説明いた

します。 

 令和８年度は、本市の未来を描く指針とな

る「第３次日置市総合計画」のスタートを切

る、重要な年です。 

 「わたしから、はじまる。仲間とつながる。

思いが、魅力が、活力が、めぐり広がるま

ち。」という目指す未来の姿の実現に向け、

一人一人の挑戦がまちの活力へとつながるよ

う、未来への投資に重点を置いた予算を編成

いたしました。 

 まず、住民が抱える複雑化・複合化した課

題に対応するため、令和８年度より「重層的

支援体制整備事業」を本格的に展開いたしま

す。 

 属性や世代を問わず、既存の相談支援の枠

組みを超えて、包括的に受け止める体制を整

備し、誰もが地域の中で孤立することなく、

安心して暮らし続けられる共生社会の実現に

力を注いでまいります。 

 次に、環境分野においては、令和７年度に

稼働した「資源循環プラザアクロスひおき」

を核とした資源循環をさらに深化させます。 

 加えて、脱炭素先行地域づくり事業を引き

続き推進し、エネルギーの地産地消による

「地域内経済循環」の強化を目指してまいり

ます。 

 そして、市内企業などの共同体である「ひ

おき共創コンソーシアム」を通じて、個を生

かす組織経営の知恵を互いに学び合い、誰も

が「ここでなら、働き続けたい」と思える

「働き方先進地」の実現を目指してまいりま

す。 

 こうした脱炭素や、ひおき共創コンソーシ

アムなどの取組の着実な推進のため、令和

８年度より、新たに「地域共創課」を設置し、

取組を強化してまいります。 

 以上、主要な施策の一端を申し上げました

が、市民一人一人の思いがつながり、大きな

活力となって巡り広がる市政運営に邁進する

所存でございます。 

 次に、令和８年度の予算編成の大綱につい
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て申し上げます。 

 総合計画では、目指す未来を「日置のあり

たい姿」とし、その実現のために６つの「市

民の暮らし」を掲げています。 

 これらの実現に向け、総合計画に示す取組

の方向性に沿った事業に取り組み、長期的な

視点に立った持続可能な施策を展開してまい

ります。 

 あわせて、令和８年度は「新たな日置市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」のスタート

となる年でもあります。 

 これまでの成果を次なる歩みへとつなげる

べく、これまで実施した事業の効果を検証す

るとともに、新たに設定した基本目標及びＫ

ＰＩ（重要業績評価指標）の達成に向け、地

方創生の取組をより一層推進してまいります。 

 一方で、本市を取り巻く財政環境は、社会

保障関係費の増加や物価高騰による歳出の増

加など、依然として厳しい状況にあります。 

 そのため、国や県の動向を的確に捉え、財

政規律の維持を常に念頭に置かなければなり

ません。 

 将来にわたって、持続可能な行財政構造を

構築するため、限られた財源の中で最大限の

効果が得られるよう、一層の歳出削減と歳入

確保を推進してまいります。 

 次に、総合計画に掲げる６つの「市民の暮

らし」に基づき、主要施策の概要について申

し上げます。 

 １つ目、「日置の未来は「わたし」からは

じまる」です。 

 令和８年度は「第３次元気な市民づくり運

動推進計画」の策定を進めるとともに、市民、

地域、関係機関及び行政の協働による健康づ

くり活動を推進してまいります。 

 その一環として、市民の健康寿命を延ばす

ため、後期高齢者医療保険の保健事業を通じ

て、フレイル対策や疾病の予防・重症化予防

に取り組みます。 

 加えて、各種がん検診の土日実施や無料

クーポン配布等により、受診しやすい環境を

整備するとともに、国民健康保険の特定健康

診査・特定保健指導を通じて、生活習慣病の

改善と医療費の適正化を図ることで、誰もが

健やかに暮らせるまちづくりを進めてまいり

ます。 

 また、子ども議会や子ども民生委員など、

社会の活動に子どもたちが参加する取組を、

こどもまんなか宣言とともに、引き続き推進

してまいります。 

 次に、２つ目、「多様な世代の学びから挑

戦と応援がひろがる」です。 

 児童生徒が、「礼節」、「郷土愛」、「自

然愛」、「奉仕」の道徳性を身につけられる

よう引き続き、ひおきふるさと教育に取り組

んでまいります。 

 あわせて、食料品価格の高騰に伴う保護者

の負担を軽減するため、公立小学校の給食費

につきましては、食材購入費への助成により

実質無償化いたします。 

 幼稚園及び中学校の給食費につきましても、

同様に食材購入費への助成を行うことで、保

護者の皆様の負担軽減を図り、栄養バランス

や量を確保した学校給食を継続して提供して

まいります。 

 さらに、次世代を担う子どもたちが近年の

猛暑下においても健やかに、かつ、集中して

学べる環境を確保するため、小・中・義務教

育学校の特別教室への空調整備を進めるとと

もに、学校設備等の計画的な改修を行い、安

全で快適な学習環境の構築を進めます。 

 加えて、校務支援システムのクラウド化や

ＩＣＴ機器の更新により、教職員の業務効率

化と情報教育の質の向上に努めてまいります。 

 また、新たに文化芸術活動に係る全国大会

等に出場する個人または団体へ奨励金を交付

することにより、地域文化活動の活性化を図

ります。 
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 加えて、市民の学びの拠点である東市来図

書館・保健センターの施設改修やＬＥＤ化を

行い、施設の維持保全を図るとともに、図書

資料の充実を通じて読書活動や学びの機会を

創出してまいります。 

 次に、３つ目、「社会の変化と日置の未来

に向き合う」です。 

 公共交通では、乗合送迎サービス「ひお吉

号」の運行により、市民の日常生活に必要な

移動手段を確保するとともに、湯之元駅のバ

リアフリー化を推進し、誰もが移動しやすい

環境を整備してまいります。 

 また、市民の安全・安心な暮らしのため、

防災意識の向上と、自主防災組織の支援によ

る地域防災体制の強化を図るとともに、安全

な都市基盤整備として、通学路などの安全対

策を推進してまいります。さらに、自治会文

書の電子回覧板アプリ導入を進め、自治会業

務の負担軽減と情報伝達の効率化に努めてま

いります。行財政運営では、市役所業務への

ＡＩ活用により、業務の迅速化・効率化を推

進します。公有財産においては、未利用資産

の有効活用を進め、歳入の確保と持続可能な

財政基盤の確立を目指してまいります。 

 次に、４つ目、「一人一人の違いと個性を

認めて他者と共生する」です。高齢、障がい、

子ども、生活困窮など、市民の多様な課題に

対応するため、分野や属性を問わず、包括的

に支援する重層的支援体制を本格的に展開し

てまいります。子育て支援では、低出生体重

児のご家族への経済的・精神的負担軽減を図

るとともに、医療的ケア児が地域で安心して

生活できるよう、保育所等における受け入れ

体制の整備や、ご家族の負担軽減を図ること

を目的とした支援を実施します。 

 併せて、ファミリーサポートセンター等に

より、地域でお互いに助け合いながら子育て

を行える環境づくりを進めてまいります。ま

た、国籍や文化を超えた多文化共生社会の実

現に向け、市民向けのやさしい日本語講座や

外国人向け日本語教室、多文化の理解促進講

座などを通じて、誰もが自分らしく輝ける共

生社会を推進してまいります。 

 次に、５つ目、「地域資源が生かされ、経

済と魅力が循環する」です。市内企業等の共

同体であるひおき共創コンソーシアムを通じ

て、従業員一人一人のウェルビーイングが尊

重される職場環境づくりを推進し、ここでな

ら、働き続けたいと思える働き方先進地の実

現を目指します。 

 観光につきましては、観光戦略５本の柱の

一つである伝統工芸アンドアート観光に基づ

き、美山地区をモデルとした事業展開により、

観光データの継続的な収集と事業者の販売力

強化を推進します。併せて、伝統工芸の後継

者確保に向けて、産地ＰＲや学生と窯元の対

話の機会を創出するなど、薩摩焼を軸とした

持続可能な観光まちづくりを支援します。ま

た、近年、深刻な問題となっているイノシシ

や鹿などの被害に対し、本市の基幹産業であ

る農業や市民の安全な生活を守るため、有害

鳥獣対策を一層強化し、侵入防止柵の設置や

捕獲活動への支援拡充に取り組んでまいりま

す。 

 次に、６つ目、「豊かな自然環境と共生し、

未来の世代につなげる」です。森林環境譲与

税を活用し、松林での遊びを通じて森の大切

さを学ぶことができる森林体験施設の整備を

支援することで、自然を生かした挑戦を後押

しし、未来を担う子どもたちへとつなぐ環境

づくりを進めてまいります。 

 環境施策では、令和７年度に稼働した資源

循環プラザアクロスひおきを核とし、ごみの

減量化とリサイクルの推進を一層図ることで、

循環型社会の構築を目指します。また、引き

続き、脱炭素先行地域づくり事業を推進し、

太陽光発電や小水力発電設備の導入を推進す

るとともに、再生可能エネルギーに対する理
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解促進を図ってまいります。 

 さらに、省エネ性能に優れた家電製品への

買い替えを支援することで、光熱費高騰等へ

の家計への負担軽減を図るとともに、家庭に

おける電気の使用に伴うＣＯ２排出量を削減

し、脱炭素社会の実現につなげてまいります。 

 次に、令和８年度一般会計の予算規模につ

いて申し上げます。令和８年度の当初予算は、

限られた財源の中で予算調整を図る一般財源

枠配分方式により編成しました。市民サービ

スの維持・向上等を図りつつ、緊急性や重要

性の高い施策、事業等を選択し、一般会計当

初予算額は３２０億９,３００万円となりま

した。 

 次に、歳入歳出の主なものについて申し上

げます。なお、前年度の当初予算を骨格予算

として編成したことから、６月補正予算後の

予算額と比較いたしました。まず、歳入の市

税につきましては、直近における経済の動向

や市税収入の状況、税制改正の影響などを踏

まえ、１億５ ,２４５万８ ,０００円増の

５２億６,６１２万５,０００円を計上しまし

た。地方交付税につきましては、５億円増の

９３億円を計上しました。市債につきまして

は、将来世代に過度な負担を残さないよう、

交付税措置のある有利な地方債の活用を図り

ました。 

 次に、歳出を性質別で見ると、扶助費につ

きましては、保育所運営費や障害者自立支援

給付費等の増により、１億９ ,５７２万

８,０００円の増となりました。 

 普通建設事業費につきましては、通学路交

通安全事業費や小中学校維持補修費等の増に

より、４億７０８万７,０００円の増となり

ました。また、維持補修費につきましては、

公営住宅管理費等の増により、４,５９１万

２,０００円の増となりました。 

 次に、特別会計及び公営企業会計の予算規

模について申し上げます。まず、国民健康保

険特別会計予算であります。医療費の適正化

対策や保険税の収納率向上対策など、国民健

康保険事業の運営を持続的かつ安定的に進め

るための予算を計上し、５６億５,４５１万

４,０００円となりました。 

 次に、健康交流館事業特別会計予算であり

ます。職員の人件費、施設の運営費等を計上

し、１億３,３７０万５,０００円となりまし

た。温泉やプールを安心してご利用いただけ

るよう、適正な施設管理に努めるとともに、

近隣の各種施設との補完関係を強化してまい

ります。 

 次に、温泉給湯事業特別会計予算でありま

す。維持管理委託料、電気料などの管理運営

費を計上し、６４３万５,０００円となりま

した。 

 次に、介護保険特別会計予算であります。

第９期介護保険事業計画に基づき、高齢者等

が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよ

う、介護予防の推進及び認知症対策の強化、

介護給付の適正化を図り、安定的な介護保険

事業の運営に努めるための予算を計上し、

５６億３,３９７万５,０００円となりました。 

 次に、後期高齢者医療特別会計予算であり

ます。保険料や低所得者の軽減保険料相当分

の、保険基盤安定繰入金及び広域連合納付金

等を計上し、１０億９,７６２万２,０００円

となりました。後期高齢者医療保険の保健事

業として、長寿健診、人間ドック等受診費助

成を実施し、疾病予防、重症化予防に取り組

んでまいります。 

 次に、水道事業会計予算です。収益的収入

及び支出の予算につきましては、収入額

１０億１,６７０万３,０００円、支出額９億

８,７５３万８,０００円となりました。 

 資本的収入及び支出の予算につきましては、

収入額１億６ ,３７０万円、支出額７億

５,８４８万９,０００円となりました。今後

も計画的に水道施設整備等を実施し、安全な
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水の安定供給に努めてまいります。 

 次に、下水道事業会計予算です。収益的収

入及び支出の予算につきましては、収入額

８億４,０４６万９,０００円、支出額６億

６,８７７万７,０００円となりました。 

 資本的収入及び支出の予算につきましては、

収入額１億３ ,９１０万円、支出額３億

３,６９９万３,０００円となりました。今後

も公衆衛生の向上、生活環境の改善及び健全

な水環境の創出に向けて、効率的な経営に努

めてまいります。 

 以上、今後の市政運営について、私の基本

的な考え方と令和８年度の施政方針及び当初

予算の説明を申し上げましたが、本施策の推

進に当たりましては、議会をはじめ、市民の

皆様方のご理解とご協力を切にお願い申し上

げます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これで、議案第２４号から議案第３１号ま

での、８件の説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第３５ 鹿児島県後期高齢者医療

広域連合議会議員の選挙 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第３５、鹿児島県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙を行います。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員

は、県内市町村の長及び議員のうちから、市

長区分６人、市議会議員区分６人、町村長区

分４人、町村議会議員区分４人で構成されて

います。 

 現在の広域連合議会議員のうち、市議会議

員から選出する議員について２人の欠員が生

じているため、広域連合規約第９条第３項及

び広域連合議会の議員の選挙に関する規則の

規定に基づき選挙の告示を行い、候補者の届

出を締め切ったところ、市議会議員から選出

すべき人数を越える３人の候補者がありまし

たので、広域連合規約第８条第２項の規定に

より、選挙を行います。 

 この選挙は、同条第４項の規定により、す

べての市議会の選挙における得票総数の多い

順に当選人を決定することになりますので、

会議規則第３２条の規定に基づく選挙結果の

報告のうち、当選人の報告及び当選人の告知

は行えません。 

 お諮りいたします。選挙結果の報告につい

ては、会議規則第３２条の規定に関わらず、

有効投票のうち候補者の得票数までを報告す

ることとしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、選挙結

果の報告については、会議規則第３２条の規

定に関わらず、有効投票のうち候補者の得票

数までを報告することに決定しました。 

 選挙は、投票で行います。 

 議場の出入口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 ただいまの出席議員数は、２０人です。 

 投票用紙を配付いたします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記

名です。 

 事務局長の点呼に応じて、順次記載台で、

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、投票
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をお願いします。 

 それでは、事務局長が議席番号と氏名を呼

びますので、順次投票をお願いします。 

〔議員投票〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 投票漏れは、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、開

票立会人に是枝みゆき議員、重留健朗議員を

指名します。両名の開票立会いを、お願いし

ます。 

〔開票〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数２０票。これは先ほどの出席議員

数に符合しています。そのうち、有効投票数

２０票、無効投票数０票です。 

 有効投票のうち、松元正明議員１７票、畑

中香子議員３票。 

 以上のとおりです。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △散  会 

○議長（冨迫克彦君）   

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 ３月４日は、午前１０時から本会議を開き

ます。 

 本日は、これで散会します。 

午後０時23分散会 



 



 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 号 （ ３ 月 ４ 日） 
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議事日程（第２号） 

 日 程               事     件     名 

日程第 １ 議案第１７号 令和７年度日置市一般会計補正予算（第１３号） 

日程第 ２ 議案第１８号 令和７年度日置市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第 ３ 議案第１９号 令和７年度日置市健康交流館事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第 ４ 議案第２０号 令和７年度日置市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第 ５ 議案第２１号 令和７年度日置市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ６ 議案第２２号 令和７年度日置市水道事業会計補正予算（第５号） 

日程第 ７ 議案第２３号 令和７年度日置市下水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第 ８ 議案第２４号 令和８年度日置市一般会計予算 

日程第 ９ 議案第２５号 令和８年度日置市国民健康保険特別会計予算 

日程第１０ 議案第２６号 令和８年度日置市健康交流館事業特別会計予算 

日程第１１ 議案第２７号 令和８年度日置市温泉給湯事業特別会計予算 

日程第１２ 議案第２８号 令和８年度日置市介護保険特別会計予算 

日程第１３ 議案第２９号 令和８年度日置市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１４ 議案第３０号 令和８年度日置市水道事業会計予算 

日程第１５ 議案第３１号 令和８年度日置市下水道事業会計予算 

日程第１６ 議案第３２号 令和７年度日置市一般会計補正予算（第１４号） 

日程第１７ 議案第３３号 令和７年度日置市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 
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午前10時00分開議 

  △開  議 

○議長（冨迫克彦君）   

 ただいまから本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１ 議案第１７号令和７年度日

置市一般会計補正予算（第

１３号） 

  △日程第２ 議案第１８号令和７年度日

置市国民健康保険特別会計

補正予算（第４号） 

  △日程第３ 議案第１９号令和７年度日

置市健康交流館事業特別会

計補正予算（第４号） 

  △日程第４ 議案第２０号令和７年度日

置市介護保険特別会計補正

予算（第４号） 

  △日程第５ 議案第２１号令和７年度日

置市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号） 

  △日程第６ 議案第２２号令和７年度日

置市水道事業会計補正予算

（第５号） 

  △日程第７ 議案第２３号令和７年度日

置市下水道事業会計補正予

算（第４号） 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１、議案第１７号令和７年度日置市

一般会計補正予算（第１３号）から日程第７、

議案第２３号令和７年度日置市下水道事業会

計補正予算（第４号）までの７件を一括議題

とします。 

 ７件について、予算審査特別委員長の報告

を求めます。 

〔予算審査特別委員長下園和己君登壇〕 

○予算審査特別委員長（下園和己君）   

 ただいま一括議題となっております議案第

１７号令和７年度日置市一般会計補正予算

（第１３号）から議案第２３号令和７年度日

置市下水道事業会計補正予算（第４号）の

７件について、予算審査特別委員会における

審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

 本案は去る２月１８日の本会議にて、予算

審査特別委員会に付託され、２月１９日にそ

れぞれ分科会を開催し、当局の説明を求め、

慎重に審査を行ないました。その結果を受け

て２月２６日の予算審査特別委員会の中で分

科会の報告を行い審議いたしました。 

 初めに、議案第１７号令和７年度日置市一

般会計補正予算（第１３号）について報告い

たします。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に

それぞれ９億５,９４７万６,０００円を減額

し、総額を３３４億５,８０７万５,０００円

とするものであります。 

 今回の補正予算は、保育所運営に関する予

算の増額、国の補正予算に伴う小中学校特別

教室等の空調設備工事の増額などの予算措置

のほか、来年度の業務で年度内に契約を行う

必要があるものに係る債務負担行為の設定や

年度内に事業完成が見込めないものに係る繰

越明許費の設定など、所要の予算を編成する

ものであります。 

 ３分科会における質疑の主なものをご報告

いたします。 

 総務課所管では委員より、会計年度任用職

員の報酬で、１,６７１万２,０００円減額だ

が、想定していた部分に応募がなく減額にな

ったのかとの問いに、市民課窓口の職員につ

いては、今回マイナンバーカードの補助金が

使えた関係で、４名分は総務費予算ではなく

て、補助事業に振替ができた。なので、総務

一般管理費の会計年度任用職員として採用す

べき人数については、全部採用できていると

の答弁。 

 企画課所管では委員より、マレーシア国際

交流員が退職され誰も居ない状態だが、今後

はどのような予定か伺うとの問いに、次の方
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を自治体国際化協会に申請をしており、令和

８年度当初予算で後任の方の予算について計

上している。国によって着任時期がそれぞれ

あるので、マレーシアについては、８月の着

任を予定しているとの答弁。 

 地域づくり課所管では委員より、廃止路線

代替タクシー予算残が多いが、利用者の現状

はどうだったのかとの問いに、妙円寺団地と

伊集院駅を繋ぐ路線バスの廃止に伴う代替タ

クシーを運行していたが、利用者がここ数カ

月はゼロだった現状がある。来年度について

は、地域公共交通会議の中で、廃止が決定し

ているとの答弁。 

 商工観光課所管では委員より、一般と指定

寄付金と合わせて３億６,０００万ほど歳入

が減額となっているが、ふるさと納税自体が

低調になった理由をどう分析しているか。と

の問いに、制度改正でのポイント付与の禁止

等による影響、競合の自治体の台頭、また、

人気のある商品が、本市の主力の商品である

肉類、焼酎から、全体の市場においても日用

生活必需品に構成が変わってきていることに

より、減額の要因が重なっていると思ってい

るとの答弁。 

 市民生活課所管では、クリーン・リサイク

ルセンター運営費の施設解体撤去工事につい

て、入札には何社参加したのかとの問いに、

ＪＶによる共同企業体３社であったとの答弁。 

 福祉課所管では、障害児通所給付費の減額

について、今年度取り組まれた放課後等デイ

サービスの基準見直しによるものなのかとの

問いに、利用者数は昨年度がピークであった

が、これまで曖昧な部分があった基準を見直

し、新たに診断書の提出や評価基準を設ける

など適正化を図ったことによる効果と児童数

の自然減により給付費の減少に繋がったとの

答弁。 

 こども未来課所管では、児童手当支給事業

費の減額理由を伺うとの問いに、令和６年

１０月施行の法改正に伴う対象者の増加分の

把握が見込めなかったことが一番の要因であ

る。具体的には、予測よりも新たな受給者と

なる公務員世帯が多く、本市からの受給対象

者が少なかったことと、大学生世代の第三者

加算対象となる児童が少なかったことが要因

であるとの答弁。 

 健康保険課所管では、子ども子育て支援事

業費と出産子育て応援事業費の減額について、

近年の出生数とその推移について伺うとの問

いに、昨年１０月末現在で１４７人、年度末

時点で２４４人を見込んでいる。令和６度の

実績は２４９人であったことから推移は横ば

い傾向であると考えるとの答弁。 

 学校教育課・教育総務課所管では、教育振

興費の教育用コンピュータ賃借料の減額理由

は契約期間の短縮によるものなのかとの問い

に、当初計画していた契約の開始月を５か月

後ろ倒ししたことにより賃借期間が短縮され

減額となった。理由としては、Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ１０のサポート終了の関係上、後ろ倒しし

たほうがコスト削減に繋がることからである

との答弁。 

 社会教育課所管では、文化財費の民俗芸能

等伝承活動支援事業費の補助金及び交付金が

減額になっているが、何団体から申請があっ

たのかとの問いに、令和６年度の要綱改正に

伴い、６２団体から５０団体になった。今年

度はすでに４０団体から申請があり、３月中

にあと１団体から申請がある予定であるとの

答弁。 

 農業委員会所管では委員より、タブレット

の通信費については県からの指導によって、

農地利用最適化交付金が減額となっている。

一般財源の負担は増えるのかとの問いに、農

業委員会の事業費の実績により支払うため、

一般財源に影響はないとの答弁。 

 農林水産課所管では、さつま半島グリー

ン・ツーリズム推進協議会を脱会による減額
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とあるが、協議会自体は残り、本市は脱会す

るという理解でよいかとの問いに、枕崎市、

南さつま市、南九州市の枠組みで本市も加盟

していたが、この協議会から脱会し、連携中

枢都市圏域の鹿児島市と連携し、新たにグ

リーン・ツーリズムの強化をすることになっ

たとの答弁。 

 農地整備課所管では、８月豪雨については

激甚災害の指定があったが、通常の災害の場

合と激甚災害ではどれほど差が出るのかとの

問いに、通常の場合、基本補助率が農地の場

合は５０％、施設災害は６５％であるが、個

人１人当たりの負担額に応じて補助率が増嵩

している。今回の場合、５月、６月のその他

の災害では農地災害が８７.１％、施設災害

は９７.４％、これが８月の台風１２号災害

は激甚災害により農地災害が９６.５％、施

設災害は９９.３％になっているとの答弁。 

 建設課所管では、市道の法面に対する防草

シート張りは、長い目で見るとブッシュチョ

ッパーを購入し対応した方がよいのではない

か。今後、いろんな場所にも使えていいので

はないかと思うが、今後購入する予定はない

かとの問いに、機械を購入するとなると、作

業を行う場合、職員を確保できるのか、免許

を持った職員が何人いるか、配置をどうする

かという点も出てくる。作業班の中でも、機

械を扱える者が何人いるかというところもあ

る。機械購入した場合、どうしてもメンテナ

ンス、車検代、その他消耗品が必要となるの

で、購入は現在のところ考えていないとの答

弁。 

 このほかにも質疑がありましたが、当局の

説明で了承し、特別委員会にて報告を行った

ところ、委員より、農業委員会の質疑でタブ

レットの通信費については、県からの指導に

よって、農地利用最適化交付金が減額となっ

たとのことだが、県からの指導の内容はどう

いったものだったのかとの問いに、タブレッ

トの通信費については、農地利用最適化交付

金ではなく農業委員会費補助事業県補助金の

対象経費とするように指導があったとの説明

であったとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、分科会長の

報告で了承。討論に付しましたが討論はなく、

採決の結果、議案第１７号令和７年度日置市

一般会計補正予算（第１３号）については、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第１８号令和７年度日置市国民

健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

て報告いたします。 

 今回の補正予算は、歳入歳出の総額にそれ

ぞれ１１９万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を５８億４,６５５万円とする

ものであります。 

 歳入では、保険給付費等交付金の増額、歳

出では、療養給付費の増額や、高額療養費の

減額補正であります。 

 当局の説明の後、質疑を行いましたが質疑

はなく、質疑を終了。特別委員会にて報告を

行いましたが、質疑はなく、討論に付したと

ころ、討論もなく、採決の結果、議案第

１８号令和７年度日置市国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）については、全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 次に、議案第１９号令和７年度日置市健康

交流館事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて報告いたします。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ３７３万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を１億

６,０３９万７,０００円とするものでありま

す。 

 歳入では、料金収入の減額や一般会計繰入

金の増額、歳出では、管理事業費の減額補正

であります。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 
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 委員より、プール利用料の減額があるが、

プールの利用ができなかった期間は何か月あ

ったのかとの問いに、１２月の末から２月

１６日まで休業していたとの答弁。 

 ほかにも質疑はありましたが、当局の説明

で了承し、特別委員会にて報告を行いました

が、質疑はなく、討論に付したところ、討論

はなく、採決の結果、議案第１９号令和７年

度日置市健康交流館事業特別会計補正予算

（第４号）については、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第２０号令和７年度日置市介護

保険特別会計補正予算（第４号）について報

告いたします。 

 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 、 そ れ ぞ れ

１,５２２万９,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を５８億８,７２６万８,０００円

とするものであります。 

 歳入では、地域支援事業費支援交付金の減

額、歳出では、介護給付費準備基金積立金の

増額や、介護予防・生活支援サービス事業費

等の減額補正であります。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、報酬改定等に伴うシステム改修

について、その内容を伺うとの問いに、「令

和７年度の税制改正に伴うものであり、給与

所得控除の最低補償額の引き上げの影響を受

けないようにするためのプログラム改修であ

るとの答弁。 

 この他に質疑はなく、当局の説明で了承し、

特別委員会にて報告を行いましたが、質疑は

なく、討論に付したところ、討論はなく、採

決の結果、議案第２０号令和７年度日置市介

護保険特別会計補正予算（第４号）について

は、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第２１号令和７年度日置市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につ

いて報告いたします。 

 歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,２０３万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を、９億８,０７０万４,０００円とするもの

であります。 

 歳入では、特別徴収保険料などの増額、歳

出では、後期高齢者医療広域連合納付金など

の増額補正であります。 

 当局の説明の後、質疑を行いましたが質疑

はなく、質疑を終了。 

 特別委員会にて報告を行いましたが、質疑

はなく、討論に付したところ、討論もなく、

採決の結果、議案第２１号令和７年度日置市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

については、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、議案第２２号令和７年度日置市水道

事業会計補正予算（第５号）について報告い

たします。 

 資本的収入及び支出で、収入は総額から

４ , ４ ９ ５ 万 円 を 減 額 し 、 総 額 を １ 億

５ , ４ ２ ０ 万 円 と し 、 支 出 は 総 額 か ら

５ , ０ ０ ０ 万 円 を 減 額 し 、 総 額 を ７ 億

１,７３２万７,０００円とするものでありま

す。 

 収入では、企業債、国庫補助金などの減額、

支出では、建設改良費について、工事請負費

の減額補正であります。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、事業が不採択になるときには、

理由が明示されるのか。単純に要望する内容

が、他自治体のほうが優れていたということ

なのかとの問いに、国から不採択理由等は明

示されていない。同じ時期に要望している自

治体の内容を見ると、耐震化や国土強靭化の

内容を絡めたものが採択されている傾向だと

考えているとの答弁。 

 このほかにも質疑がありましたが、当局の

説明で了承し、特別委員会にて報告を行いま

したが、質疑はなく、討論に付したところ、
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討論もなく、採決の結果、議案第２２号令和

７年度日置市水道事業会計補正予算（第

５号）については、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 最後に、議案第２３号令和７年度日置市下

水道事業会計補正予算（第４号）について報

告いたします。 

 収益的収入及び支出では、収入は総額に

２５９万３,０００円を追加し、総額を８億

３,３８４万４,０００円とし、支出は総額に

２７万４ ,０００円を追加し、総額を６億

７,８５５万７,０００円とするものでありま

す。 

 収入では、国庫補助金等の増額、支出では、

下水道事業費用の営業費用について、報償費

の減額補正であります。 

 次に、資本的収入及び支出については、収

入は総額から６,８３１万１,０００円を減額

し、総額を１億５,８１８万９,０００円とし、

支出は総額から６,６６６万円を減額し、総

額を３億８,０４２万８,０００円とするもの

であります。 

 収入では、企業債、国庫補助金の減額等、

支出では、建設改良費について、委託料の減

額補正であります。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、受益者負担金猶予地の猶予取消

し件数は何件程度かとの問いに、猶予取消が

８件あり、そのうち７件が負担金を一括納付

されたため、収入の受益者負担金が増加し、

一括納付に伴う支出の前納報奨金も増加とな

り、今回の補正となったとの答弁。 

 このほかにも質疑がありましたが、当局の

説明で了承し、特別委員会にて報告を行いま

したが、質疑はなく、討論に付したところ、

討論もなく、採決の結果、議案第２３号令和

７年度日置市下水道事業会計補正予算（第

４号）については、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 以上で、予算審査特別委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、議案第１７号から議案第２３号

までの７件について一括して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第１７号から議案第２３号

までの７件について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、７件について採決します。この

採決は、議案等採決区分表の採決順位により

行います。 

 それでは、採決順位第１の議案第１７号か

ら議案第２３号までの７件を採決します。 

 お諮りします。７件に対する委員長の報告

は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１７号令和７年度日置市一般会計補正予算

（第１３号）から議案第２３号令和７年度日

置市下水道事業会計補正予算（第４号）まで

の７件の議案は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第８ 議案第２４号令和８年度日

置市一般会計予算 

  △日程第９ 議案第２５号令和８年度日

置市国民健康保険特別会計

予算 

  △日程第１０ 議案第２６号令和８年度

日置市健康交流館事業特
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別会計予算 

  △日程第１１ 議案第２７号令和８年度

日置市温泉給湯事業特別

会計予算 

  △日程第１２ 議案第２８号令和８年度

日置市介護保険特別会計

予算 

  △日程第１３ 議案第２９号令和８年度

日置市後期高齢者医療特

別会計予算 

  △日程第１４ 議案第３０号令和８年度

日置市水道事業会計予算 

  △日程第１５ 議案第３１号令和８年度

日置市下水道事業会計予

算 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第８、議案第２４号令和８年度日置市

一般会計予算から日程第１５、議案第３１号

令和８年度日置市下水道事業会計予算までの

８件を一括議題とします。 

 発言通告がありますので、まず、池満渉議

員の発言を許可します。 

○１９番（池満 渉君）   

 それでは、お示しをいただきました令和

８年度の施政方針、そして予算の総括的な方

針もお示しをいただきましたけれども、２つ

のことについて施政方針から基本的なお考え

を総括的に抱負なども含めてお伺いをしたい

と思います。 

 初めに、主要施策の概要の中で、多文化共

生社会の実現に向けて誰もが自分らしく輝け

る共生社会を推進していくとあります。また、

働き方先進地の実現を目指し、ひおき共創コ

ンソ―シアムの取組も今年から始まったとこ

ろであります。 

 一方、児童・生徒向けには、道徳性を身に

つけられるように、引き続き、ひおきふるさ

と教育に取り組みますとあります。 

 つまり、この日置市に暮らす全ての人々が

笑顔で挨拶をして、仲良く、そして楽しく、

気持ちよく生活ができるウェルビーイングな

社会、職場を目指しますということでありま

す。まさに、究極な目標といいますか、そう

いったことであります。 

 ただ、当然、その根底には、市民全てに道

徳性の涵養が必要であります。権利の主張だ

けでなく、義務の遂行があり、社会生活にお

ける最低限度のルールがあります。このこと

は、今取り組んでいる共創コンソ―シアムの

成果を上げるためにも不可欠であって、まさ

に取組自体は表裏一体のものであるというふ

うに思います。いかなる場合もならんものは

ならんというような最低限度のルールをどう

身につけ、そのことを市民全体にどのように

広げていかれるのか。これは市長、そして特

に児童・生徒において、教育長のお考えもそ

れぞれ取組の方向性などを少し具体的にご説

明をいただきたいと思います。 

 次に、安全安心な暮らしのための地域防災

体制と被災現場等への応急対応についてであ

ります。 

 ご承知のように、異常気象などによる予期

しない集中豪雨、台風、地震など、災害は多

発する傾向にあります。 

 また、過疎、高齢化と自治の低下は進行を

しておりますし、市民の自助努力にも限界が

あります。 

 そんな中で、私たちが頼りにしている市内

建設事業者は、技術者、作業員の高齢化、人

手不足、資材の高騰などで、その経営は深刻

な状況にあると耳にしております。災害現場

への応急対応、災害復旧など前途はますます

多難となります。ちょうど国も防災庁の設置

を検討していると聞いております。私たちに

地震や台風などの発生をもちろん止めること

はできません。行政と市民の危機意識の高揚

と被災現場等への応急対応など、安全安心な

日置市の構築に今年度どう取り組んでいかれ
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るのか。これは市長にお伺いをいたします。 

 質疑をいたしますこの２つのことについて、

もちろんこれまでも、そしてこれからも、ま

さに通年を通して取り組んでいかなければな

らないことでありますけれども、特にこの令

和８年度、どう取り組むかということの抱負

も含めてお伺いをしたいと思います。 

○企画課長（園田賢一君）   

 それでは、ウェルビーイングな社会、職場

を目指すために、社会生活における最低限度

のルールをどのように広げ、身につけさせて

いくのか、具体例も含めて取り組む方向性に

つきまして、お答えをさせていただきます。 

 文科省の教育振興基本計画によりますと、

ウェルビーイングとは、「身体的・精神的・

社会的に良い状態にあることをいい、短期的

な幸福のみならず、生きがいや人生の意義な

どの将来にわたる持続的な幸福を含む概念」

のことで、また、「個人のみならず、個人を

取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状態

であることを含む包括的な概念」とされてい

るところでございます。 

 市といたしましては、多文化共生事業及び

ひおき共創コンソ―シアムなどの取組を通じ

まして、自分らしく生きられるまち、ひいて

は、市民の皆さまにとって、住みやすいまち

づくりを目指し、お互いを認めあい、個々の

ウェルビーイングが尊重される環境づくりを

進めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

○市長（永山由高君）   

 議員のご質問、これはそのウェルビーイン

グという点について、権利の主張とその公共

の福祉とのバランスが求められる局面がある

のではないかという問題意識に立っての御質

問かというふうに認識をいたしております。 

 一人一人が自分の生きやすさや暮らしやす

さに固執をしてしまいますと、社会の秩序が

失われてしまうという点はあろうかと思いま

す。だからこそ、これは一定のルールがやは

り必要になってくると考えております。そし

て、そのルールが、なぜそのルールが生まれ

て何のためにそのルールが守られているのか

ということを当事者間でしっかりと共有する

ことが同様に大切であると認識をしています。

例えば、地域におけるごみ出しにおいて、こ

れは地域内の環境美化という点で集団を維持

する上で必要なルールであると同時に、循環

型社会の形成を目指す個人や企業の皆さんに

とっては、これは自己実現の場でもあるとい

うふうに捉えることもできようかと考えます。 

 こういった地域のルールの重要性を規範意

識のみで強制することではなく、その価値や

意味も含めて伝えていくことが大切であると。

方向性としてはこのように考えているところ

でございます。 

○教育長（奥 善一君）   

 それでは、引き続きまして、児童・生徒の

道徳性の涵養という部分についてお答えをい

たします。 

 本年度からスタートした第４期教育振興基

本計画の中で、基本方針といたしまして、郷

土ひおきの資源を生かした「風格ある教育」

の推進を掲げているところでございますけれ

ども、その計画の中で、ひおき版郷中教育を

１つの柱として掲げております。子供たちは

まわりの様々な年齢の人たちと一緒に過ごす

中で、礼節、郷土愛、そして自然愛、奉仕な

どの心を育むことを目指しています。 

 具体的には、学校においては、これはいず

れも学校教育活動全般を通して培うべきこと

ではございますけれども、特に、小中一貫教

育を基盤とした、ひおきふるさと教育の学習

に取り組む中で育てていくということを考え

ておりますし、地域においては、子ども会活

動や地域に伝わる伝統芸能等の伝承活動に取

り組む中で、地域の大人や異年齢集団で協働

し、成功したり、失敗したりする中で、郷土
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の良さを知り、人と関わることの大切さを味

わいながら、夢をもって日置市の未来を切り

拓く子どもが育っていくことを目指している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 自主防災意識の向上につきましてご回答い

たします。 

 議員ご指摘のとおり、高齢化による自主防

災力の低下は懸念されます。今後におきまし

ても、自主防災組織の結成や活動に向けた啓

発支援を継続いたしまして、さらに、地域防

災力の低下に対応するため中核を担う消防団

や自治会等と連携いたしまして、地域防災意

識の向上・啓発を図る人材育成について検討

を行っているところでございます。 

 以上です。 

○産業建設部長兼建設課長（田口悦次君）   

 市内建設業者の状況、被災現場等への応急

対応についてお答えいたします。 

 市内建設業者においては、人手不足や資材

の高騰などは認識しているところでございま

す。災害時の応急対応につきましては、緊急

性を伴いますので、応急復旧に対し、建設業

関係団体と連携を密にしてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、佐多申至議員の発言を許可します。 

○８番（佐多申至君）   

 議案第２４号令和８年度日置市一般会計予

算についてお尋ねします。５項目、発言通告

を出しておりますので、一つ一つ述べたいと

思います。 

 まず１つ、新規事業として主要施策を挙げ

られている文化系全国大会出場等奨励金交付

事業について、３６万円が計上されています。

今回の奨励金交付の規定内容と改めて今後の

奨励金交付事業への方針を説明してください。 

 ２番目に、新規事業として主要施策に挙げ

られている重層的支援体制整備事業。１つは、

地域づくり事業分、そして多機関協働事業分

について、社会福祉費の報酬、そして委託料

等に、各専門員等の日数と報酬及びセンター

や参加事業者への委託料が計上されています。

各専門員の主な役割、日数の根拠、そしてま

たそのセンターや事業所の主な役割を説明し

てください。 

 ３つ目、オリーブ産業プロジェクトについ

て、お尋ねします。農業振興費、新産業創出

事業費としてオリーブ実証圃場管理における

刈払いや剪定作業の委託料、そして木杭等の

補助金などが挙げられていますが、オリーブ

実証圃場の維持管理に、市の職員の動員を想

定しているのか。まず、想定しているのであ

れば何人を想定しているのか説明してくださ

い。 

 ４つ目、新規事業として主要施策に挙げら

れている付加価値創造支援事業について、農

業振興費の投資的経費に担い手個人や法人、

その他２７件が計上されています。要望など

あっての件数なのか、その件数の根拠を説明

してください。 

 最後に、今回新規事業として主要施策にも

挙げている一般廃棄物と災害廃棄物の処理計

画策定事業についてお尋ねします。 

 環境衛生総務管理費の委託料で、一般廃棄

物に１,９１４万円、災害廃棄物に７１０万

６,０００円が計上されていますが、新たな

計画策定の経緯と予算の根拠を説明してくだ

さい。 

 以上です。 

○社会教育課長（入佐好彦君）   

 それでは、文化系全国大会出場等奨励金交

付事業について、ご回答させていただきます。 

 市民のスポーツ活動を含む、文化芸術活動

等も奨励したいため、これらの活動等に係る
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全国大会等に出場し、または出品する個人、

または団体に対する奨励金を交付する事業で、

市内に住所を有する者が交付対象者となり、

小中学生は、九州大会または全国大会出場で

１人当たり１万円円または１万５,０００円、

高校生以上は、全国大会出場で１人当たり

１万５,０００円、１団体当たり、２０万円

を上限としています。 

 従来の全国大会等出場補助金額に比べ、奨

励金額が低い場合もありますが、文化系の対

象者も交付できるようになるため、スポーツ

及び文化活動の活性化と発展に貢献できると

考えています。 

 以上でございます。 

○福祉課長（宮前美紀さん）   

 それでは、重層的支援体制整備事業に係る

専門員や事業所等役割の詳細についてお答え

します。 

 まず、専門員の役割と日数の根拠になりま

すが、多機関協働事業に配置する健康福祉支

援専門員等は、複雑・複合化した世帯への相

談対応や関係機関との調整、社会資源の開発

等を担ってまいります。ＤＶや精神疾患等の

緊急対応に加え、地域に出向いた継続的な支

援が必要となるため、月１８日の雇用として

いるところでございます。 

 次に、センターの役割については、本事業

により新たな施設等を設置するものではなく、

既存の、例えば地域活動支援センターや基幹

相談支援センターの機能を本事業に位置付け、

分野を超えた連携体制を強化するというよう

なものになってまいります。 

 最後に、事業所の役割についてですが、参

加支援事業として「ひきこもり」等の方への

居場所づくりや就労体験を委託するほか、地

域づくり事業として、生活困窮世帯の子ども

や家族が交流できる居場所運営のほうを委託

しまして、社会参加の機会を創出していく予

定としております。 

 以上でございます。 

○農林水産課長（成田 郷君）   

 それでは、まず１つ目のオリーブ産業プロ

ジェクトの職員の動員の想定数ということで

まずお答えいたします。 

 現時点では、オリーブ推進係の職員２名を

想定しているところでございます。 

 続いて、付加価値創造支援事業についての

件数の根拠についての説明ということでお答

えいたします。 

 要望につきましては、担い手から省力化等

に資するスマート農業機器等の導入や農産物

の付加価値を向上させる加工設備等の導入に

対する相談を受けております。担い手以外の

方では、中山間地域で水田を守り耕作されて

いる方々から少人数で地域を守る省力化が可

能な機械設備等の導入に支援ができないか相

談を受けております。 

 本事業の件数につきましては、これらの相

談件数を積み上げての根拠としております。 

 以上です。 

○市民生活課長（瀬戸口和彦君）   

 それでは、一般廃棄物と災害廃棄物の処理

計画策定事業についての経緯と予算の根拠に

ついてお答えいたします。 

 一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律、第６条第１項の規定

により、計画策定が義務付けられております。

なお、ごみ処理と生活排水処理の２つの分野

の策定となります。 

 また、災害廃棄物処理計画は、近年におけ

る災害の激甚化などを踏まえながら、環境省

の定める災害廃棄物対策指針に基づき策定す

るものです。 

 経緯としましては、いずれの処理計画も見

直しの時期を迎えており、加えて、なんさつ

ＥＣＯの杜やアクロスひおきの供用開始、次

期最終処分場の整備計画など、本市の一般廃

棄物処理における環境が大きく変化している
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ことから、計画の全体的な見直しが必要とな

ったため、令和８年度を初年度として１０年

間の処理計画を策定するものです。 

 根拠としまして、それぞれ専門的な知見が

必要であり、一般廃棄物処理基本計画では、

廃棄物処理や減量化の方針及び地域特性を的

確に反映させるため、現況の調査分析やごみ

処理量の推計分析、環境影響評価や法的条件

的な整合性の確保などの計画策定に１,９１４万

円を計上しております。 

 災害廃棄物処理計画では、大規模災害を想

定して、地域特性の課題整理、現行計画の点

検分析や災害廃棄物の処理可能量の推計、処

理の対策や方針などの計画策定に７１０万

６,０００円を計上しているところでござい

ます。 

 以上となります。 

○８番（佐多申至君）   

 ２問目、質問したいと思います。 

 まずは、先ほどの答弁の中で質問をさせて

いただきます。２番目の重層的支援体制整備

事業の中で説明がありましたが、ＤＶ等のこ

れまでのいろんな話もありましたが、これま

でとどう違うのか、新規事業設置の経緯の中

でニーズなどあったのか、またその背景など

あればお尋ねします。 

 それと、３番目のオリーブ事業についてで

す。先ほど２名ということで想定していると

いうことでしたが、台風時に倒木処理の際に

はこれまで市の職員も動員があったかと思い

ますが、その辺はあるとすればどの程度動員

をかけられるのでしょうか、またその動員に

ついて市の職員のほうは時間外手当になるの

でしょうか、お伺いします。 

○福祉課長（宮前美紀さん）   

 それでは、重層の件についてお答えいたし

ます。 

 今までと何が違うのかということなんです

けれども、今まで複雑、各課のいろいろな相

談部署がございますが、これを取りまとめた

りコーディネートするような役割を担う職種

という方がいらっしゃらなかったというとこ

ろが、一番のニーズというところになるかと

思いますけれども、そういった今回の福祉専

門員や社会福祉士を準備事業から実は配置を

しておりますけれども、引き続きこの方たち

が中心になりまして、そういったコーディ

ネート機能を果たしていくという形で設置を

させていただいているところでございます。 

 以上です。 

○農林水産課長（成田 郷君）   

 お答えいたします。 

 台風等での動員の考え方ですが、基本的に

はオリーブ推進係と管理しているものがおり

ますので、そこで対応することを想定してお

ります。仮に、被害が大きくなれば、例年同

様、農林水産課の職員を中心として対応する

ことと考えております。 

 仮に、その職員のほうが農林水産課等を中

心に対応した場合ですが、土日等の勤務時間

外ということになれば、時間外もしくは代休

での対応となることと考えております。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、福田晋拓議員の発言を許可します。 

○５番（福田晋拓君）   

 私は、議案第２４号令和８年度日置市一般

会計予算について、伊作小学校屋内運動場長

寿命化改良工事で１億２,８３１万５,０００円

が予算計上されている事業について伺います。 

 伊作小学校の体育館は、私が５０年ほど前

ぴっかぴっかの小学校１年生で入学したとき

は、まだできて間もないぴっかぴっかの体育

館でしたが、出来上がってから５０年ほどた

って私同様老朽化が進んでいる体育館になり

ます。１億２,８００万円を超える事業であ

り、市民への丁寧な説明が必要と考えます。

発言通告に従いまして、５点ほど質疑させて
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いただきます。 

 まず、１つ目、工事期間はいつからいつま

ででしょうか。 

 ２つ目、工事内容とその間の教育活動への

影響についてお示しください。 

 ３つ目、改修後の想定耐用年数は何年ほど

を見込んでいるのでしょうか。 

 ４つ目、昨年日置市近隣の自治体でも局地

的豪雨災害が発生しており、近年の気象状況

から本市においても同様の事態を想定した備

えが必要と考えますが、空調設備や非常用電

源等などの災害対応機能は含まれているので

しょうか。 

 加えて５つ目、ゼロカーボンシティを目指

す本市の脱炭素先行地域の吹上の伊作、まさ

にその伊作の中心地にある伊作小学校体育館

です。日置市２０５０脱炭素ビジョンへの取

組との整合性、すなわちＬＥＤ化や断熱化、

ゼブ化などするのかなど、ＣＯ２の削減効果

の見込みについてもお答えください。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長（東 

正和君）   

 それでは、まず工事期間についてですが、

８か月程度と見込んでおります。工事の開始

は国の補助事業の交付決定後ということにな

りますので、例年であれば６月上旬頃に交付

決定ということになって、それからというこ

とにはなりますが、国の予算審議の状況によ

りまして、この時期については遅れることも

あるかもしれないというのが現状でございま

す。 

 それから、工事内容と工事期間中の体育館

の使用についてです。今回の工事は床の張り

替え、内部仕上げの塗装、出入口の建具の改

修、それからコートラインの線引き、屋外手

洗い場、玄関等の段差の解消、それから電気

の設備、火災報知器、各配線の取り替えとい

うことになります。 

 ということで、内部の全面改修ということ

になりますので、工事期間中の体育館は使用

ができなくなります。この間につきましては、

校舎の１階の多目的ホール等を利用しまして、

簡易なマット運動ですとかというのには活用

することとなりますし、もし入学・卒業式に

工事が、今のところはかかる想定はしており

ませんけれども、かかるようなことになると

すれば、中央公民館の隣のホール等を利用す

るということで、学校とも協議をしていると

ころでございます。 

 次に、想定耐用年数でございますが、全面

的な改修をすることで、３０年以上は使用で

きるというふうに予定をしております。 

 それから、災害時の避難所機能とか空調の

ことです。今回の工事には含まれておりませ

ん。 

 それから、脱炭素地域との関連ですけれど

も、脱炭素先行地域の取組との関連は、この

工事についてはございません。 

 以上でございます。 

○５番（福田晋拓君）   

 分かりました。それでは、この体育館の工

事なんですけれども、伊作小学校のホールで

できないような部活動とか、地域の団体がバ

レーなどしたりもしていたかと思うんですけ

れども、それとあと地域の方々が行事で使わ

れる近隣の自治会があるかと思うんですけれ

ども、その辺りの影響は考えてあるのでしょ

うか。 

 また、隣の中央公民館でもし入学式となる

場合には、移動対策なども必要かと思われる

んですが、その辺りもあるのでしょうか。 

 それと、脱炭素のほうなんですけれども、

日置市はやっぱ国から脱炭素先行地域として

選定されて、全国に発信する立場にあると考

えるのですが、脱炭素先行地域にもかかわら

ず、ゼブ化、ネットゼロエネルギービルです

ね、この水準を目指さなかった理由は何なの

でしょうか。 
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 また、太陽光発電設備などもしないのであ

れば、その根拠があるのであれば具体的な答

弁を求めます。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長（東 

正和君）   

 まず、１つ目の学校教育活動以外への活用

についてでございますけれども、これについ

ては今後ということになると思うんですけれ

ども、近隣の他の施設へのご案内というよう

なことになるかと思います。 

 それから、隣の施設への移動ということで

すけれども、幸い距離が近うございますので、

その辺についてはよほど天候等の問題がない

限りは問題がないのではというふうに考えて

おります。 

 それから、脱炭素の関係でございますけれ

ども、この事業につきましては学校環境改善

交付金という国庫事業を活用してやっている

分でございまして、空調の整備とかというこ

とも含めてなんですけれども、これについて

も以前からご答弁させていただいているとお

り、特別教室等の空調が先というふうに考え

ておりますので、まずは学校からのニーズが

高いそういった事業からするということにな

るのでということです。 

 それから、脱炭素先行地域との関連がそも

そもこれ関連がない事業、学校環境の改善の

ための事業ということでの予算計上でござい

ます。 

○５番（福田晋拓君）   

 脱炭素と関連してないということなんです

けれども、このゼブ化とかすれば、初期費用

がかかるかとは思うんですけれども、最終的

にランニングコストの削減効果があると思い

ます。 

 先ほど３０年ほどまだ延長するということ

は、２０５０年よりも先まで使われるという

ことであれば、ランニングコストの削減とい

うのをゼブ化した場合とランニングコストが

どれぐらい安くなるかという試算等もされて

ないのでしょうか。ランニングコスト削減の

試算は行ったのかお聞きします。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長（東 

正和君）   

 この体育館の令和８年度計上分につきまし

ては、２期の工事でございまして、内部とい

うことになっています。１期の工事につきま

しては、近々着工するということで、外壁の

工事をするということになっておりまして、

計画自体はもう令和６年度予算で設計をした

上での施工ということになっておるところで

すが、その過程におきましておっしゃられた

ようなゼブの計算といったようなことよりも、

体育館を長寿命化するということに主眼が置

かれておりましたので、試算はしていないと

ころでございます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、黒田澄子議員の発言を許可します。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 私も、通告しておりました当初予算の施政

方針及び説明資料より、数点お尋ねをいたし

たいと思います。 

 多くの部署・機関が横断的かつ包括的に市

民の相談を支援する重層的支援体制整備事業

が、本格的に始まるという予算になっており

ます。これは私も以前提案をしていた部分で、

市民の様々な相談に丁寧に寄り添っていただ

きたいということが、本格的に始まると喜ば

しいことだと思っています。 

 既存体制以外の新たな体制はまずどうなる

のでしょうか。また、現在既に各課係で窓口

を置いて高齢者、障がい者、子ども・子育て、

経済的なことやひきこもり、配偶者の暴力な

ど様々、丸ごと相談窓口を設けて、市民のあ

らゆる相談を受ける体制はもうできています

が、今後は窓口をどこかに一本化していくの

でしょうか。今後の相談窓口体制はどうなっ

ていくのか、まずお尋ねをします。 
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 次に、６５歳を超える障がい者は、障害福

祉事業から介護事業への移行を進められてい

ます。これは国の政策でもございます。介護

保険が利用できるようになるわけですね、

６５歳でですね。だから、その方たちは介護

事業へという、ここはよく分かります。しか

し、いろいろと受けられない事業があるよう

です。その一つに障がい者の事業にあった就

労継続支援の事業、いわゆる継続就労支援の

Ａ型とかＢ型といった就労というものが、介

護の事業にはありません。そもそもありませ

ん。この分野の支援はどのように進めていか

れるのか、お尋ねをします。 

 次に、新規事業の地域活性化企業人事業に

ついて、民間企業の人材活用で働き方改革推

進先進地の取組を推進すると掲げておられま

す。どのようにこの事業を進めていかれるの

かお尋ねします。 

 新規事業の公有財産活用アドバイザリー委

託事業については、未利用資産の戦略的な処

分の推進とありますが、アドバイザリーの日

常の業務内容、また採用期間についてお尋ね

をいたします。 

 次に、新規事業の日置市観光魅力発信強化

事業の内容は、これまでと同様のように見受

けられるんですけれども、新規での取組とい

う、そこはどういったものでどのように進め

ていかれるのかお尋ねをします。 

 そして、次に新規事業の低出生体重児等支

援事業では、出産直後にＮＩＣＵに入る赤ち

ゃんへ搾乳した母乳を与えるための搾乳機や

母乳パックへの助成が計上されています。低

出生体重児等の腸はとてもデリケートで、粉

ミルクは栄養価は高いんですけれども母乳ほ

ど消化には優しくない、壊死性腸炎または感

染症から守るためなど多くの医学的な理由も

あって、お母さんたちは赤ちゃんのために必

死に搾乳した母乳を病院に届けるわけです。 

 そもそも予期せぬ早期の出産等で急にいろ

いろやらなければならない、そういったこと

で頭がいっぱいの中、使い捨てのパックは毎

回購入するわけですので、今回の支援事業は

大変喜ばれることだと思っております。産ん

ですぐに必要になるもので、対象のお母さん

からすると準備もしていない、そういった分

野でございますので緊急性が高い事業となり

ますが、この周知はどのような方法で行って

いかれるのかお尋ねをいたします。 

 最後に、学校給食費保護者支援事業につい

てお尋ねをします。大変期待をされているこ

の事業でございます。いわゆる国の支援で始

まる小学校の給食費の無償化といっていいの

ではないでしょうか。本市では、予算説明資

料に小学校は１月１人当たり５,２００円と

予算化をされていますが、これで無償化が達

成されるのかお尋ねをします。また、中学校

は１月１人当たり２,３５０円が支給されま

すが、実際の保護者の負担額はどのようにな

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ここでしばらく休憩します。次の会議を

１１時１５分とします。 

午前11時02分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時14分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長（宮前美紀さん）   

 それでは、まず重層的支援体制における相

談体制についてのご質問だったかと思います

が、お答えします。 

 本市においては、令和６年度から移行準備

事業に取り組んでおりまして、令和８年度か

らの本格実施に向けて準備を進めているとこ

ろでございます。この準備期間において、各

相談窓口の実態の把握や相談員同士のつなが

りを強化する相談支援ネットワークを構築す

るとともに、各種相談機関が市民から相談を
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受けた際に、関係部署へつなげる体制を充実

してまいりました。 

 具体的には、市が作成したつなぐシートを

活用しまして、どの相談窓口で相談を受けて

も関連する窓口へつなぐことができる、いわ

ゆる丸ごと相談の仕組みを構築しております。 

 ご質問の新たな相談体制及び窓口の一本化

についてでございますが、新たな相談窓口を

別途設置するものではなく、既存の各相談窓

口の機能を最大限に生かしながら、横断的な

ネットワークを推進してまいります。 

 ２つ目の障害から介護へのサービス移行に

ついてのご質問だったかと思いますけれども、

６５歳以上の障がい者については、介護保険

サービスが優先される考え方がある一方で、

議員のおっしゃいましたとおり、就労継続支

援等は一般就労に向けた訓練や、就労機会の

提供を目的とする障害福祉特有のサービスで

あるため、６５歳以上の障がい者についても

利用ができることとなっております。 

 ただし、単なる居場所の確保や規則正しい

生活を送るための利用などが主目的となる場

合は、介護保険サービス等の高齢者向けサー

ビスの活用が望ましいとの考えが基本となり

ますが、サービス等利用計画等というのがご

ざいますけれども、それに就労に向けた必要

性を明確に記載してありましたら、６５歳以

上であっても内容を精査の上、支給決定を現

在もしているところでございます。 

 以上です。 

○企画課長（園田賢一君）   

 ３番目の地域活性化企業人事業について事

業をどう進めていくかのご質問に対してお答

えをさせていただきます。 

 地域活性化企業人制度は、地方公共団体が

三大都市圏等に所在する企業等の社員を一定

期間受け入れまして、そのノウハウや知見を

生かしながら地域独自の魅力や価値の向上等

につながる業務に従事していただく制度で、

その取組に対して受け入れ期間中に要する経

費は、５９０万円を上限に特別交付税の措置

があるところでございます。 

 本市では、令和４年度から５年度に本制度

を活用いたしまして、ゼロカーボンシティ担

当とブランディング担当のお二人の人材を受

け入れた実績があるところでございます。 

 その上で、令和８年度につきましては、現

在市内の企業の皆様と一緒に取組を進めてお

ります、若者や女性との対話などの知識習得

の場、実践、内省等を通し働き方先進地を目

指す「ひおき共創コンソーシアム」の取組に

ついて、当該制度の活用を予定しておりまし

て、民間企業の視点やその企業で取り組まれ

てきたノウハウ、専門的知識を生かしていた

だき、推進役や総活役を担っていただきたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○財政管財課長（小園秀作君）   

 ４番目の質問、公有財産活用アドバイザ

リー委託事業の業務内容と採用期間について

お答えいたします。 

 本事業は、公共施設等総合管理計画に基づ

き、保有資産の最適化を加速させるための実

務的な推進力を確保するものでございます。

業務内容は、単なる助言にとどまらず、出口

戦略に至るまでの伴走型支援を想定しており、

具体的には処分条件の戦略的支援や市場性の

評価とマッチングのほか、具体的な処分手法

の検討・実行などを予定しています。 

 委託期間につきましては、令和８年度から

１年間を予定しているところでございます。 

 以上です。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 日置市の観光魅力強化発信事業の内容につ

いてお答えいたします。 

 令和７年度においては、日置市観光戦略

５本の柱に基づき、観光ポスターの制作など
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を外部業者に委託して実施したところでござ

います。令和８年度の新規の取組といたしま

しては、令和７年度に作成しましたポスター

を市内の観光施設はもとより、市外の主要な

商業施設や公共施設、交通拠点など生活動線

に合わせた掲示を、外部業者に委託して展開

してまいります。 

 令和７年度の更新したポスターの更新にと

どめず、令和８年度は市内外に本市の魅力を

発信してまいります。 

 以上です。 

○健康保険課長（宇都 敏君）   

 ６番目の低出生体重児等支援事業について

お答えいたします。 

 低出生体重児や身体機能が未熟で生まれて

きた子を持つ母親の精神的・経済的な不安を

軽減するために、養育医療対象者の母親へ搾

乳機や母乳パックの助成を行います。補助金

額は対象経費の２分の１以内で、１件につき

２万円を上限で考えています。 

 周知方法としましては、養育医療の申請の

際に制度の説明を行います。また、医療機関

へも周知を図り、医療機関経由からも制度の

周知が図れるように行ってまいりたいと考え

ております。また、申請漏れがないように養

育医療の通知の際や、申請時訪問等の機会を

活用して申請の確認を行ってまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長（東 

正和君）   

 学校給食費保護者支援事業費交付金の関係

についてお答えをいたします。 

 まず、１問目の小学校給食費の無償化とい

うことでございますが、２月２５日に開催を

いたしました各センターの学校給食センター

運営委員会におきまして、令和８年度の小学

校の給食費につきまして、月額５,２００円

とすることでご承認をいただきましたので、

令和８年度においては小学校では事実上無償

化が達成されるということになります。 

 次に、中学校の給食費の保護者負担のこと

でございますが、同じ学校給食センター運営

委員会におきまして、令和８年度の中学校の

給食費につきましては、今年度の５,２００円

から６,１００円とすることで承認をいただ

いたところでございます。 

 一方で、物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金を活用するわけですけれども、この

交付金額につきまして今年度の１,４５０円

を２,３５０円に引き上げることとして今、

当初予算のほうに予算計上しているわけです

が、これがなりますと保護者負担額は令和

７年度と同額の３,７５０円となります。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 今回の８年度のほうは第３次総合計画の中

で、私から始まるという言葉でスタートをし

ている部分が掲載をされていました。本当に

一人一人が大切にされる市を目指して、いろ

いろな政策を今回打ってこられているという

ふうに理解はしているところでございます。 

 まず、重層的体制の窓口等については理解

をいたしました。実際、市民の困りごとは突

然に起こる場合が本当に多々ございます。そ

ういった市民は、なかなか市役所に相談に行

くというところに行き着かない場合も多いよ

うです。 

 そんな中でも何とか行き着いて、でも何を

どうしたらいいのかが分からない状態でやっ

てこられますので、その分からない人は市役

所にやってこられたときに、相談窓口にどの

ようにして行き着いていくのか、どのように

お考えでしょうか、まずそこをお尋ねします。 

 そして、６５歳を超える障がい者の件です

けれども、６５歳以上でもちゃんと就労のほ

うは、ちゃんと手だてをしてできるようにな

っていますというふうでしたけれども、現場
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の声の中では６５歳以上の市民の新しい申請

が受けてもらえなかったとか、また全てが介

護事業への移行が原因だということではない

と思いますけれども、もう今の状態では事業

所を閉じないといけないかなという不安を持

っていらっしゃる方もあるようでございます。

そういった方の相談等は市としては受け止め

て今後行かれるのか、その辺をお尋ねしたい

と思います。 

 そして、アドバイザリーですね、公有財産

のアドバイザリー、これまでも一生懸命４つ

の町が合併したわけですので、不要ではない

けれども何らか精査していかなくてはならな

い厳しい課題が合併した市町には、特にうち

の町は４つ合併してますのでたくさんあった

と思います。これまでも一生懸命成果を出し

てこられたと評価できるところです。いよい

よまた、アドバイザーの方も入れて本格的に

やっていきたいという思いからの予算だった

と思います。この方は委託をされるというこ

とですが、どのようなキャリアとか資格があ

って、アドバイザーとしての力を発揮いただ

けるものと考えておられるのかお尋ねをいた

します。 

 最後に、小学校の実質無償化になる８年度

ということで、今回は運営委員会が５,２００円

と出して、ちょうど５,２００円の補助が保

護者にできるということでという、あえてそ

こを強くおっしゃったかなと思っていますの

で、実質今年度は無償化に小学校はなってお

ります。この周知に対して、特に小学生の保

護者への周知をどういうふうに行っていかれ

るのか。 

 また、できれば市の公式ＳＮＳなどでも

１回だけでも、これまで近隣市がいろいろや

っておられるために、日置市はあってやらな

いのっていうのをいろいろ言われてきた中で、

やっと今年度はそれが達成される喜びもあり

ますので、日置市もちゃんとできますよとい

うことが周知ができたらいいのかなと思うの

で、その点をお尋ねをいたします。 

○福祉課長（宮前美紀さん）   

 それではお答えいたします。 

 まず、１点目の市民の方々が本当に突発的

な事象があって、この問題をどこにどうご相

談したらいいのかというような市民の方も多

くいらっしゃるかと思いますが、そのような

ときには福祉課にございます地域共生推進係

のほうに、先ほど出ましたけれども、そこに

福祉専門員もおりますので、そこでまずは一

旦いろいろな思いをご相談いただければ対応

できる、関係機関のほうにつなぐ形になるか

と思っております。 

 次に、２点目の障害からの移行についてで

すけれども、お断りをされた方がいらっしゃ

るというようなお声もありましたけれども、

相手の方が、その相談者の方がしっかり詳細

にお話しいただければ、しっかりと職員のほ

うも受け止めて、むげにお断りをするなんて

いうことはまず一切ございませんので、まず

は丁寧な聞き取りについても市のほうでも徹

底的にさせていただきたいということと、あ

とこの事業自体が訓練給付という、やはり就

労を見据えた給付になっておりますので、や

はりプランの中にしっかりと自立に向けて、

計画がしっかりと位置づけられなければなら

ないというふうに思っております。 

 相談員や、またサービス事業所のほうのプ

ランに、どのように内容を入れていくかとい

うところで、まず部会等もございますので、

そういった中で研修等も積んでいきながら行

政、事業所そういったところが一体となって、

その方が就労というような希望を達成できる

ような形で支援できればというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○財政管財課長（小園秀作君）   

 それでは、２問目のアドバイザリー事業を
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実行する方の資格等についてお答えいたしま

す。 

 地方自治体の財政等に精通した行政の視点、

それから民間市場の動向を読み解く経営的視

点の両面を併せ持ち、総務省の地方公共団体

の経営財務マネジメント強化事業のアドバイ

ザーや、国土交通省のＰＰＰサポーターなど

の高度な専門性を有するものを想定している

ところでございます。 

 以上です。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長（東 

正和君）   

 給食費の保護者負担額の周知についてでご

ざいます。 

 まず、保護者の皆様につきましては、入学

式の日あるいは始業式の日に、子ども便で文

書で各家庭に周知をする予定でございます。 

 それ以外のＳＮＳ等での周知ということで

ございますが、今のところは市の広報等で令

和８年度の当初予算については市民の皆様に

お知らせすることとなりますので、その中で

触れていくということで対応したいというふ

うに考えております。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、阿多聖弥議員の質問を許可します。 

○１番（阿多聖弥君）   

 通告しておりました議案第２４号令和８年

度日置市一般会計予算について、簡潔明瞭に

４点質疑させていただきます。 

 １点目、総務一般管理費において一般職時

間外勤務手当が１,１４０万１,０００円計上

されているが、令和４年度当初予算と６月の

補正予算の合計額が２倍近くに及んでいる理

由をお尋ねします。 

 ２点目、財産管理費に新規で公有財産活用

アドバイザリー業務が計上されていますが、

アドバイザリーの選定方法についてお尋ねい

たします。また、対象施設はどこを検討して

いるのか、合わせてお尋ねします。 

 ３点目、企画費に新規で地域活性化企業人

事業で１,０００万円が計上されているが、

どのような職種の社員を何名受け入れて取り

組むのかお尋ねします。 

 ４点目、地域づくり推進費のひおきとプロ

ジェクト事業費におけるお試し住宅家賃が、

本年度より定期借家より通常借上げに変更に

なる住宅がありますが、変更となる理由をお

尋ねします。また、今後の計画についても説

明を求めます。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 総務一般管理費の一般職時間外勤務手当の

増額の理由についてお答え申し上げます。 

 令和８年度当初予算案の予算額と令和７年

度６月補正予算後の予算額の差については、

働き方改革プロジェクトチームの時間外勤務

手当５４０万円を見込んだことによるもので

ございます。 

 以上です。 

○財政管財課長（小園秀作君）   

 アドバイザリー事業の選定方法、それから

対象施設についてお答えいたします。 

 本事業の遂行には、行政実務と民間経営の

双方に精通した専門性が求められます。その

ため、国の登録アドバイザー等の高度な専門

知見を有し、本市の課題解決に資する最適な

候補の選定を行ってまいります。 

 また、対象とする施設について、大規模な

案件といたしましては、令和７年度末に用途

廃止となります日置市東市来総合福祉セン

ターが挙げられますが、委託内容については

個別の施設を対象にしたものではありません。

公営住宅や教職員住宅等の用途を廃止した資

産のほか、公有財産の活用や処分方法等につ

いても土地、建物を問わず、アドバイザリー

委託事業の対象として予定しております。 

 以上です。 

○企画課長（園田賢一君）   

 ３番目の地域活性化企業人事業で、どのよ
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うな職種の社員を何名受け入れて取り組むか

のご質問にお答えをさせていただきます。 

 地域活性化企業人制度につきましては、地

方公共団体が三大都市圏等に所在する企業等

の社員を一定期間受け入れまして、そのノウ

ハウや知見を生かしながら、地域独自の魅力

や価値の向上等につながる業務に従事してい

ただく制度になっておりまして、その取組に

対して受入れ期間中に要する経費は５９０万

円を上限に特別交付税の措置があるところで

ございます。 

 令和８年度につきましては、現在取組を進

めさせていただいております働き方先進地を

目指しました「ひおき共創コンソーシアム」

の取組につきまして、民間企業の視点やその

企業で取り組まれてきたノウハウ、専門的知

見を有し、当該取組の推進及び総括する役割

を担っていただく人材の１名を想定している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お試し住宅の令和８年度の借上げの変更点

と今後の計画ということでお答えしたいと思

います。 

 お試し住宅は、伊集院、湯田、美山、日置、

伊作地区の５か所に設置をしており、所住者

と５か年の定期住宅賃貸借契約を締結してい

ます。これは、初年度に５年間の家賃相当額

においてリフォームを行い、住居の整備を行

っております。令和８年度は湯田地区を除い

た４か所が５年契約の終期を迎えます。 

 このようなことから、毎年使用料として計

上していた金額は各物件の固定資産税や火災

保険相当額を所有者にお支払いしておりまし

た。今後は、月額使用料として賃貸借契約を

所有者と締結し、お試し住宅の運営を継続し

てまいります。 

 なお、お試し住宅には年間延べで１,３００名

ほどが宿泊滞在しており、日置市の暮らしを

体験していただく機会につながっております。

今後も、継続して運営することとし、所有者

及び運営団体と協議を進めながら進めてまい

ります。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 じゃあ、２問目のほうに移ります。４点目

のお試し住宅についてですが、各住宅の利用

状況はどのようになっているのかお尋ねしま

す。 

 また、住宅利用の利用者の料金について、

本市への収入が上がっていないがどのような

扱いになっているのかお尋ねします。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お試し住宅の利用状況についてですが、令

和６年度の利用状況については、延べ人数で

伊集院の狐火ハウスが５４８人、東市来のみ

やまとが２３６人、湯之元が１４３人、日吉

の赤いえんとつの家が２０１人、吹上の黒川

どんげえが１９４人で、合計で１,３２２人

の利用となっております。 

 そして利用料金の扱いについてですが、お

試し住宅の利用料金は基本的に１棟３,０００円

となっています。お試し住宅の運営について

は、各住宅年間４０万円程度の委託料を地域

の団体にお支払いすることで運営をお願いし

ております。この委託料は、敷地や家屋など

の管理と光熱水費などを基に計算しておりま

す。利用者が支払う利用料金と合わせまして

運営団体が受け取っているところです。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 先ほど答弁のあった運営団体の運営状況に

ついて、どのような状況なのかお尋ねします。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 各運営団体については積極的な対応をいた

だいておりまして、順調な運営を行っている

ところでございます。それぞれの運営団体は
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利用料金などを基に、イベントや環境整備な

どを行っており、お試し住宅の利用普及に努

めているところです。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第２４号から議案第

３１号までの８件については、全議員２０人

の委員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、２０人

の委員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託することに決定しました。 

 この予算審査特別委員会の委員長、副委員

長の選任につきましては、事前の全員協議会

で次のように互選していただいておりますの

でお知らせいたします。委員長に下園和己議

員、副委員長に長倉浩二議員、坂口洋之議員、

福元悟議員、以上であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１６ 議案第３２号令和７年度

日置市一般会計補正予算

（第１４号） 

  △日程第１７ 議案第３３号令和７年度

日置市国民健康保険特別

会計補正予算（第５号） 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１６、議案第３２号令和７年度日置

市一般会計補正予算（第１４号）及び日程第

１７、議案第３３号令和７年度日置市国民健

康保険特別会計補正予算（第５号）までの

２件を一括議題とします。 

 ２件について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第３２号は、令和７年度日置市一般会

計補正予算（第１４号）についてであります。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ４,１５２万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を３３４億９,９６０万４,０００円とするも

のであります。 

 今回の補正予算の概要は、障害児通所給付

費の前年度精算返納金の増額、国民健康保険

基盤安定負担金の交付決定に伴う繰出金の増

額など、所要の予算を編成いたしました。 

 まず、歳入では、国庫支出金につきまして、

国民健康保険基盤安定化等事業費国庫負担金

の増額により、１,１０９万９,０００円を増

額計上いたしました。 

 県支出金につきまして、国民健康保険基盤

安定化等事業費県負担金の増額により、

１,８３１万８,０００円を増額計上いたしま

した。 

 繰入金につきまして、歳入歳出予算額の調

整による財政調整基金繰入金の増額により、

１,２１１万２,０００円を増額計上いたしま

した。 

 次に、歳出では、民生費につきまして、障

害児通所給付費の増額により、２３０万

７,０００円を増額計上いたしました。 

 衛生費につきまして、国民健康保険基盤安

定化等事業費の増額により、３ ,９２２万

２,０００円を増額計上いたしました。 

 次に、議案第３３号は、令和７年度日置市

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に

ついてであります。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ３,９２２万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を５８億８,５７７万２,０００円とするもの

であります。 

 歳入では、保険基盤安定繰入金の増額を計

上いたしました。歳出では、基金積立金の増
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額を計上いたしました。 

 以上２件、ご審議をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから議案第３２号及び議案第３３号の

２件について一括して質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第３２号及び議案第

３３号の２件について、全２０人の委員で構

成する予算審査特別委員会に付託したいと思

います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、２０人

の委員で構成する予算審査特別委員会に付託

することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △散  会 

○議長（冨迫克彦君）   

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 ３月９日は、午前１０時から本会議を開き

ます。 

 本日は、これで散会します。 

午前11時46分散会 



 



 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 号 （ ３ 月 ９ 日） 
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議事日程（第３号） 

 日 程               事     件     名 

日程第 １ 一般質問（２番、１番、１５番、１７番） 
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午前10時00分開議 

  △開  議 

○議長（冨迫克彦君）   

 ご報告申し上げます。留盛浩一郎議員から、

病気療養のため本会議を欠席する旨の連絡が

ありましたので、ご報告いたします。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１ 一般質問 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 順番に質問を許可します。 

 まず、２番、大川畑宏一議員の質問を許可

します。 

〔２番大川畑宏一君登壇〕 

○２番（大川畑宏一君）   

 皆様、おはようございます。通告に従い、

一般質問を行います。人口減少と高齢化が現

在進行する中、本市が将来にわたり持続可能

な行政サービスを提供し続けるには、あらゆ

る分野でのデジタル化、いわゆるＤＸの推進

が不可欠です。そして、そのＤＸを加速させ

る最大の原動力となるのが通信インフラです。 

 本日は、今後のＩＴ社会の基盤となる新技

術「８０２．１１ａｈ」に着目し、本市の通

信インフラの高度化と最新技術の実装に向け

た情報収集の場として、導入の検討と推進協

議会への参画を提案いたします。 

 質問事項、次世代無線通信基盤「８０２．

１１ａｈ」（通称）Ｗｉ癩Ｆｉ ＨａＬｏｗ

の導入について。 

 質問の要旨１、８０２．１１ａｈ推進協議

会への特別会員として参画し、情報収集と実

証実験を推進する考えはないか。 

 ２、農業・鳥獣被害対策における現場負担

軽減の切り札として、８０２．１１ａｈの導

入を検討する考えはないか。 

 ３、防災・見守り分野など庁内横断的に本

技術の活用可能性を調査研究する考えはない

かです。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 おはようございます。それでは、お答えを

してまいります。 

 質問事項の１つ目、次世代無線通信基盤

８０２．１１ａｈの導入についてのその１、

推進協議会への参画について回答します。 

 当該協議会は、一般的に普及しているＷ

ｉ癩Ｆｉ、２.４ギガヘルツ、５ギガヘルツ

帯に比べ有効射程が長く、樹木や建物などの

障害物に遮られにくいとされる８０２．

１１ａｈの国内利用拡大に向け、関係する企

業・団体等で活動することを目的に組織され

ています。 

 現在のところ、特別会員となっている地方

公共団体は高知県のみです。当該協議会から

は、国内での事例や会員企業等の情報が広く

公開されていますので、現段階では発信され

る情報の収集・把握に努め、今後の施策等へ

の参考としたいと考えています。 

 その２、農業・鳥獣被害対策における現場

負担軽減の観点から回答いたします。 

 議員ご提案の８０２．１１ａｈについては、

長距離通信が可能で低消費電力かつ画像伝送

ができる点において、本市の農業振興及び鳥

獣被害対策に資する可能性があると認識して

います。 

 まずは、協議会や機器メーカーなどから技

術情報や導入効果、費用対効果などについて

情報収集するとともに、先進事例の把握に努

めてまいりたいと考えます。 

 その３、本技術の活用可能性調査について

回答します。 

 本技術は、１次産業のほか製造や物流、防

災など、その特性を生かした様々な分野への

導入拡大が期待されています。その中で、本

市では令和３年度から全課で組織する日置市

ＤＸ推進本部を設置し、全庁的に課題を共有
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した上でデジタル技術の活用可能性や最適な

デジタル技術を検討する横断的な体制を構築

しています。本技術についてもデジタル技術

の一つとして視野に入れ、情報収集に努めて

まいります。 

 以上です。 

○２番（大川畑宏一君）   

 本市が推進するＤＸ政策や日置わくわくデ

ジタル革新宣言において、広大かつ起伏に富

んだ中山間地域の通信環境整備は不可欠です。

一般的に普及しているＷｉ癩Ｆｉ、２.４ギ

ガヘルツ、５ギガヘルツ帯は通信速度は高速

ですが、有効射程距離は数十メートルと短く、

樹木や建物などの障害物に遮られやすい弱点

があります。これに対し、近年実装された

８０２．１１ａｈは、以下の特性を有してい

ます。 

 １、長距離、広範囲。９２０メガヘルツ帯

を使用するため、障害物を回り込む特性、回

折性が高く、半径１キロ程度の通信が可能で

す。 

 ２、機器の安さ。複雑な処理が必要な携帯

回線通信機器に比べ、Ｗｉ癩Ｆｉをベースに

した本規格のチップやモジュールは構造が単

純で、機器本体の価格を大幅に安く抑えるこ

とが期待できます。 

 ３、通信費不要。あくまでＷｉ癩Ｆｉの一

種であるため、月々の通信費が発生しません。 

 ４、圧倒的な低消費電力。８０２．１１ａ

ｈの最大の特徴の一つは、圧倒的な低消費電

力です。単３電池やコイン電池だけでも数か

月から、条件によっては数年も稼働し続ける

ことが可能です。これにより、電源の確保が

困難な山奥の鳥獣わなや広大な農地の真ん中

にある水位センサーにあっても、大がかりな

電源工事なしにぽんと置くだけで運用が開始

できます。 

 ５、通信容量の差。ＬｏＲａＷＡＮに代表

される従来のＬＰＷＡは、ごく僅かなデータ

をゆっくりと遠くまで飛ばすことに特化して

います。画像データを送ろうとすると容量が

小さ過ぎて、数十分から数時間かかってしま

うか、そもそも送れない仕様になっています。 

 一方、Ｗｉ癩Ｆｉ ＨａＬｏｗは、メガク

ラスの帯域を持っています。光回線ほど速く

はありませんが、数メガバイトある高画質な

現場の写真を数秒で伝達するには十分過ぎる

容量を持っています。 

 ６、一般的な製品であれば、１台の親機に

つき６００台から６７５台程度の子機を接続

可能です。 

 一方でデメリットもございます。それが通

信時間の制限です。電波法の規定により１時

間当たりの通信時間が累計３６０秒、６分間

以内に制限されています。国内ではまだ製品

選択肢が少ない段階ですが、この飛ぶ・安

い・つながる技術は、本市の財政負担を抑え

つつＤＸを推進する鍵となり得ます。専門知

見を有する８０２．１１推進協議会への特別

会員として参画し、最新情報の入手と実証実

験の検討を始めるべきと考えますが、市長の

見解を伺います。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えをいたします。 

 先ほどの市長の答弁でもございましたとお

り、当該協議会につきましては、国内での事

例や会員企業等の情報が広く公開されており、

また、国におきましても、本技術を活用しま

した取組事例が公表されているところでござ

います。 

 現段階では、まずは本市の抱える課題に照

らし、ＩｏＴを活用した課題の解決手段の選

択肢として、情報の収集・把握することに努

めながら、今後の施策等への参考としてまい

りたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○２番（大川畑宏一君）   

 本市の基幹産業である農業において、高齢
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化に伴う見回り労力の削減は喫緊の課題です。

安価な８０２．１１対応カメラを活用すれば、

離れた場所からでも作物の生育状況や水管理、

わなの作動状況を画像で確認できるようにな

ります。 

 本規格には、電波法の規定により１時間当

たりの送信時間は累計３６０秒までという制

限がありますが、静止画による定点観測やセ

ンサー検知時の短い動画送信といった用途で

あれば、実運用上問題ありません。 

 また、日置市において有害鳥獣捕獲を担っ

ていただいている猟友会の皆様は高齢化が進

む中、山間部に仕掛けたわなの見回りに多大

な労力を費やしています。既存の通信セン

サー、ＬｏＲａＷＡＮ等もございますが、こ

れらは、わなが作動したという信号しか送れ

ません。そのため急いで現場に向かっても、

実際には対象外動物であったり、枝が落ちた

だけの誤作動であるケースも多く、この空振

りによる徒労感が隊員の意欲をそぐ大きな要

因になっています。 

 そこで提案するのが、画像伝達が可能な

８０２．１１の活用です。この技術を使えば、

わなが作動した瞬間に現場の静止画または短

い動画を隊員のスマートフォンに直接送信す

ることができます。そして山間部での利用に

おいて８０２．１１はほかにない決定的な強

みを持っています。 

 １、携帯圏外でもつながるということです。

携帯電話の電波が届かない山間や山奥でも

８０２．１１の親機を１つ置くことで、半径

１キロの自営通信網を構築できます。通信費

もかかりません。 

 ２、障害物に強い。従来の家庭用Ｗｉ癩Ｆ

ｉは、木々や起伏に弱いですが、８０２．

１１は９２０メガヘルツ帯という電波を使う

ため、障害物を回り込んで遠くまで届きます。

まさに山仕事のためのＷｉ癩Ｆｉです。 

 ３、画像が送れる。他の長距離無線通信規

格は、文字情報しか送れません。ですが、こ

の規格は画像を送れる通信速度を持っていま

す。１時間当たり累計３６０秒という送信制

限はありますが、わなにかかった瞬間の写真

を数枚送る程度なら数秒で完了するため、資

料用途では全く問題になりません。 

 農業では、機器が高くて導入できない、通

信費がもったいないという農家の声を解決し、

鳥獣被害対策では空振り防止を劇的に進める

ため、早期に実証実験を行うべきと考えます

が、農林水産課の見解を伺います。 

○農林水産課長（成田 郷君）   

 お答えいたします。 

 機器導入コストや通信費の負担、また、わ

なの見回りにおける空振りの問題、課題があ

るということは認識しております。農業分野

では、鹿児島県の事業を活用しましたスマー

ト農業導入加速化推進事業に採択され取り組

んでいるところです。 

 また、有害鳥獣被害対策では、わなの手段

は多様にあり、複数の手法により被害防止対

策を実施しております。 

 現在の取組や課題も踏まえながら、８０２．

１１ａｈの技術の有効性について検証する必

要があると考えています。 

 まずは、８０２．１１ａｈ推進協議会や先

進自治体の事例、機器メーカーなどからの技

術情報や導入効果について情報収集を行って

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○２番（大川畑宏一君）   

 ８０２．１１ａｈの画像、動画伝送、低電

力消費、機器の安さという特性は、１次産業

以外にも広範囲な活用が見込まれます。例え

ば、電源確保が難しい場所での農産物盗難防

止カメラ、中小河川や用水路の水位監視、通

学路の死角における見守りなど、市民生活の

安全安心に直結するインフラを低コストで構

築可能です。 
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 特定の課にとどまらず、庁内横断的にこの

新しい通信技術の活用可能性を模索し、課題

解決につなげるべきと考えますが、市長の見

解を伺い、私の一般質問を終わります。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、自治体ＤＸを進める

に当たりまして、組織横断的な体制づくりは

大変重要なことであるものと認識しており、

そのため本市では、市長を本部長とする「日

置市ＤＸ推進本部」を設置いたしまして、そ

れぞれが抱える課題を共有いたしまして、最

適なデジタル技術を検討・協議する体制を構

築しているところでございます。 

 その中でご提案をいただいております

８０２．１１ａｈについて、その特性を生か

した多様な分野への波及が期待されることに

つきましては承知をしており、徐々に導入が

図られている状況ではございますが、現時点

では、広くは普及されていないものと認識を

しております。 

 その理由といたしまして、まずは国内でこ

の電波が一般的に開放され、実質的に商用利

用が可能となってから年数が経過していない

こと、また、本技術は特殊な周波数帯を使用

するため、対応製品がまだ限定的であり、容

易に導入・調達をできる環境が整い始めたば

かりであること、競合する技術が既にＩｏＴ

市場で大きなシェアを持っていることなどが

推察されるところでございます。 

 そのため、現時点におきましては、ご紹介

もいただきました本技術の特性を十分認識を

した上で、国内での普及事例や機器のさらな

る選択の拡大・低価格化といった市場の動向

も十分注視しながら、本市が抱える課題解決

できる可能性のあるデジタル技術の一つとし

て、今後より一層の情報収集に努めてまいり

たいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、１番、阿多聖弥議員の質問を許可し

ます。 

〔１番阿多聖弥君登壇〕 

○１番（阿多聖弥君）   

 皆さん、おはようございます。本日２番手

での登壇となります、１期目の阿多聖弥でご

ざいます。令和８年がスタートし２か月が過

ぎました。依然として続く物価高騰や世界情

勢の変動によるエネルギー価格の上昇などは、

市民生活や地域経済の影響も大きい状況にあ

ります。 

 こうした社会情勢の中で、地方自治体には、

市民生活を守り地域の活力を維持していく役

割がこれまで以上に求められていると感じて

おります。本市においても、人口減少や地域

産業の担い手不足など様々な課題に直面して

おります。 

 そうした中で地域資源を生かしたまちづく

りや持続可能な地域社会の実現に向けた取組

が重要であると考えております。市民にとっ

てよりよい施策につながるよう、建設的で前

向きな答弁を期待して、通告しておりました

大枠２点について質問に入りたいと思います。 

 １点目、市職員の労働環境について伺いま

す。 

 本市の職員は、行政の一員として日夜業務

に携わり、ボランティアやイベント等での活

動など、公私にわたり日置市の活力の担い手

として動かれています。その一方で、一部の

職員に負担が偏り過ぎているようにも見えま

す。 

 そこで、１、職員の時間外勤務、休日出勤

の多い部署を伺います。 

 ２、職員のイベント対応については、勤務

対応なのか自主参加なのか伺います。 

 ３、職員の働き方改革プロジェクトチーム

での職員から出された意見について伺います。 

 ４、本市の職員の働き方改革の取組状況に
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ついて伺います。 

 ２点目、日置市のＰＲについて伺います。 

 本市で議員として活動している中で、多く

の市民の方から日置市のＰＲ活動について

様々な意見をいただいております。特産品に

ついてであったり、イベント情報であったり

と内容は多岐にわたるものでありますが、全

体を通して言われるのが、「知るためにどう

したらよいか分からない」とのことでありま

す。 

 本市には多様な地域資源があり、魅力的な

文化や歴史、イベント、農林水産業品など多

く取りそろえられていると感じますが、その

中で、１、これまでのＰＲ活動についてどの

ような取組をしてきたのか伺います。 

 ２、日置市の魅力を発信している個人や団

体について、市はどの程度把握されているの

か伺います。 

 ３、ひおきＰＲ武将隊の活動を職員中心か

ら一般参加も加えた形態に変えていかないか

伺います。 

 ４、日置市の魅力を県内外に発信する観光

大使やアンバサダーを検討していかないか伺

います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 お答えをしてまいります。 

 質問事項の１つ目、市職員の労働環境につ

いてのその１、時間外勤務、休日出勤の多い

部署について回答します。 

 勤務形態が不規則な消防本部を除くと、時

間外勤務及び休日出勤の多い部署は、イベン

ト等の多い総務課、商工観光課、社会教育課、

災害対応による一時的な繁忙期間の発生する

農地整備課となっています。 

 ２つ目、その２、職員のイベント対応につ

いて回答します。 

 職員が自主的にボランティアとして参加し

ているイベントもありますが、市として主催

または共催するイベントは、原則勤務となり

ます。 

 その３、働き方改革プロジェクトチームの

職員からの意見について回答します。 

 プロジェクトメンバーからは、これまで接

点のなかった職員を知るよい機会となった、

プレゼン資料の作成や上司へのレクの仕方な

ど先輩のやり方を学ぶことができて勉強にな

るという意見がある一方、思ったよりも集ま

りが多く、時間が割かれる、報告会があるた

めプレッシャーを感じるという意見もありま

す。 

 その４、実施された取組や今後実施される

予定の取組について回答します。 

 働き方改革プロジェクトチームは、６つの

チームで活動をしています。連携検討チーム

では、部署を越えた交流の場づくりとして、

空き会議室を利用したフリースペースを設置

しました。合理化チームでは、業務改善とし

て、旅行命令の復命書のフォームを改善し、

若者・女性支援チームでは、ワーク・ライ

フ・マネジメントシート、研修検討チームで

は、新規採用職員の研修計画を作成中です。

また、給与検討チームや評価検討チームでは、

職員の成長を後押しする給与制度や人事評価

制度について議論をしています。 

 質問事項の２つ目、日置市のＰＲ活動につ

いてのその１、どのような取組をしてきたの

かにつき回答します。 

 市のＰＲについては、市から共催・後援の

許可を得た団体などのイベント情報や日置市

特産品、そのほか時節のお勧めの情報などを

主に広報紙や自治会文書でのチラシ配布、市

公式ＳＮＳ、ホームページ、防災行政無線な

どを利用して周知しています。また、特に市

がＰＲしたい新たな取組やお勧め情報などは、

県内のマスコミ各社へ連絡を行っています。 

 その２、日置市の魅力を発信している個人
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や団体について回答します。 

 日置市の魅力は、様々な分野で多様な方々

が発信してくださっています。市としてその

全てを常に把握することは難しいと考えます

が、各分野に関連する所管課ごとに把握に努

めています。 

 その３、ひおきＰＲ武将隊の一般参加につ

いて回答します。 

 現在、ひおきＰＲ武将隊に登録している

１５名の方のうち３名は一般の方です。この

３名の方は公募ではなく、活動に共感し、自

発的に申し出られたボランティアとして熱意

を持って参加してくださっています。 

 今後は、一般の方が参加できる枠組みを調

査研究していきたいと考えています。 

 その４、観光大使、アンバサダーについて

回答します。 

 市の魅力を発信する日置市ふるさと大使と

して、平成２５年に３名、平成３０年に１名

の計４名の方を任命しておりましたが、現在

は任期満了により不在の状況となっています。 

 ご提案いただきました観光大使やアンバサ

ダーについては、市の魅力を広くかつ深く発

信し、認知度の向上や交流人口の拡大を図る

上で有効な手段であると認識しています。 

 今後は、効果的な情報発信を行うためのア

ンバサダー制度について、他自治体も参考に

しながら検討を進めてまいりたいと考えてい

ます。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 市長より一括して答弁いただきましたので、

順番に再質問をさせていただきます。 

 まず、残業の多い部署での時間外手当の支

給がきちんとなされているか伺います。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 時間外実施申請に基づき、命令されたもの

につきましては全て支給されております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 今申請に基づくものについてはとありまし

たが、各部署で時間外勤務手当の申請がきち

んと出されているか、確認調査等されている

か伺います。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 時間外勤務命令につきましては、各所属長

が行うことになっておりますので、それぞれ

で把握しているというふうに考えております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 こちらは申請をしっかり出していないと当

然支給されないものですから、これについて

は各部署で確認をしっかりしていただいて、

申請をされるようにお願いしたいと思います。 

 それでは、続いてですが、休日出勤につい

て、休日出勤した際の代休がきちんと取得で

きているか伺います。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 休日の勤務命令につきましても、各所属長

が行うこととなっておりますので、総務課と

しては把握をしておりませんけれども、取得

されているというふうに考えております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 こちらは職員の方にちょっとお伺いしたん

ですけれども、休日出勤した際に帳簿に記入

をしているが、実際のところ休みを取れる状

況ではないということで、そのまま代休を取

れずに消失しているという事案を聞いており

ます。こちらについては、本当に代休がきち

んと支給されるよう、気兼ねなく取得できる

人員配置について見直し検討が必要だと考え

ておりますが、見解を伺います。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 様々な行政課題に対応するために、毎年度



- 70 - 

職員配置を含めた組織の見直しを行っている

ところでございます。限られた予算や職員数

の中で時間外勤務縮減はもちろんのことです

が、年休を取得しやすい環境づくりというの

も引き続き行ってまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 今、やはり本市の中で人件費というのはす

ごく大きな部分になってくると思います。削

減も大切なんですが、しっかり職員が休める

環境をつくれるよう期待しております。 

 次に、イベント対応についてですが、若手

職員の中には、用事があっても断りにくい、

または断れなかったというような事案も聞い

ております。どのような声かけをしているの

かお伺いいたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 市の職員としては、ボランティアとしての

参加や勤務としての参加を問わず、様々なイ

ベントに積極的に関わり、地域のことを理解

することが大切であるというふうに考えてお

ります。 

 イベントの協力につきましては、各課から

協力スタッフを選出する方法、事前に協力可

能かを確認する方法など、協力依頼の方法は

様々でありますが、参加を強要しているとい

うことはないと認識しております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 積極的に関わり、地域のことを理解してい

くことはとても重要である一方で、職員個人

の生活もあるので、協力が強制にならないよ

う依頼方法の模索をしていただきたいと思い

ます。 

 そういった中で、市民や学生の中には、イ

ベントで日置市とつながり一緒に盛り上げて

いきたいとの声も聞いております。市民と一

体となり協力して進めていくこともできるの

ではないかと考えますが、見解を伺います。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 一緒に盛り上げていきたいという声につき

ましては、役割を分担して確認しながら協働

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 職員の負担軽減や市民との関わり方につい

て様々な方法が模索できると思うので、柔軟

な考えで検討していってほしいと思います。 

 では次に、働き方改革プロジェクトチーム

について、まず年齢や性別、役職についてお

伺いいたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 ２３歳から５２歳までの職員で働き方改革

プロジェクトチームは構成されておりまして、

男女比はおおむね８対２、役職については管

理職はおらず、課長補佐、係長級が２割、残

り８割が係員となります。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 では、プロジェクトチームの動きの中で、

時間が割かれて、本来の業務に支障を来して

いないかお伺いいたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 本来業務に支障を来しているということは

承知しておりません。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 それでは、このチームでの集まりや報告会

がどの程度の頻度で開催されているかお伺い

いたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 各チームの集まり、検討会につきましては、
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２月までで平均して約２０回ずつとなってお

りますので、１か月に４回程度、また職員向

けの報告会は、１２月と３月に予定しており、

３か月置きの開催というふうになっておりま

す。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 最初の市長の答弁の中では、よかった点、

メリット、デメリットをお答えいただきまし

たが、時間が割かれる、報告会のプレッシ

ャーを感じるということなどあり、今回発言

通告の中で私のほうからの時間外勤務の金額

が上がっていることについて質問しましたが、

報告会の準備やプレゼンが重荷になっては本

末転倒になりますので、そこも踏まえた修正

も必要だと考えますが、当局の意見をお伺い

いたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 現在、本年度の活動に関するアンケート調

査も実施しておりますので、その意見も参考

に、今後のＰＴの運営につなげていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○市長（永山由高君）   

 働き方改革プロジェクトチームのメンバー

の報告会に関する準備やプレゼンが重荷であ

ると、それが本末転倒だというご指摘を今い

ただきましたけれども、働き方改革プロジェ

クトチームのメンバーが今進めているのは、

企画提案だけではなく、実際に現場でこれを

実装していくという段階まで中に入った業務

になっておりますので、その意味では、報告

会やそこでのプレゼンテーションも本末転倒

ということよりも、むしろ働き方改革のプロ

ジェクトチームの本来業務の一助であるとい

うふうに認識をしているところです。 

○１番（阿多聖弥君）   

 やっぱり働き方改革で職員の方が働きやす

い環境、組織が回りやすい環境ができていく

のはとてもよいことだと思いますので、今後

も期待していきたいと考えております。 

 続いて、フリースペースの利用状況や旅行

命令の復命書について、ほかの職員からの反

応がどうだったかお伺いいたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 フリースペースは１月末に運用を開始し、

約１月で６１名の利用がありました。気分転

換ができるという意見がある一方で、部屋が

狭く座れる場所が少ないという意見もござい

ます。 

 旅行命令の復命書につきましては、３月

１日からの運用としておりまして、職員から

の意見というのは承知しておりませんが、使

いやすくなるものというふうに認識しており

ます。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 このプロジェクトチームは来年度以降も継

続する予定なのか、またメンバーについても

継続なのかお伺いいたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 現在、現メンバーの継続意向調査を行って

おります。その結果等を基に今後検討してい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 このプロジェクトチームについては、やっ

ぱり様々な角度からの様々な意見があったほ

うがよりよいものになると考えておりますの

で、また引き続き意向調査等を行って進めて

いっていただければと思います。 

 続いて、職員の貴重な勤務時間や時間外勤

務を使っているので、ぜひとも結果として働

きやすい職場になるよう頑張ってもらうとと

もに、費用対効果についても検証してもらえ
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たらと思います。 

 それでは次に、ＰＲ活動について。まず、

共催・後援の条件についてお伺いいたします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 日置市の共催・後援を受けるには、主催者

が公的な機関や文化・経済団体等であり、十

分な事業遂行能力を備えている必要がござい

ます。併せて、行事内容が市民生活の向上や

産業・教育・文化・スポーツなどの振興に寄

与し、市政の推進に資すると認められること

など、諸条件を満たすことが求められます。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 近年、様々なイベントが開催されてきたと

思いますが、今後共催・後援を増やしたり、

情報発信の後押しを行っていく予定があるの

かお伺いいたします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 本市では、市民生活の向上や地域振興に寄

与する公益性の高い事業に対し、後援等の承

認を行っています。 

 今後も行政と民間の皆様が手を取り合い、

地域が一体となって事業推進できる体制を構

築してまいります。また、単なる名義の使用

承認にとどまらず、効果的な情報発信の在り

方を検討し、地域活力の創出に努めてまいり

ます。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 観光に関する各関係団体と行政、イベント

関係者で協力して波及効果を大きくしていく

つもりがないかお伺いいたします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 観光協会等の関係団体やイベント主催者な

どと情報共有を強化してまいりたいと考えて

います。 

 また、行政の広報媒体と各団体のネット

ワークを掛け合わせ、来場者の特性に合わせ

た情報発信を展開し、地域経済への波及効果

を最大化させる仕組みづくりに努めてまいり

ます。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 これは高校生と語る会の中で高校生のほう

から意見出されたんですけれども、日置市で

行われているイベントについて、どこで情報

を知ればいいのか分からない。特に本市に住

まわれている日置市内の高校生については、

広報紙などで情報を仕入れることができるん

ですけれども、なかなか市外から日置市へ通

っている高校生などについては情報が入って

こない。その中でいろいろと自分たちとして

は日置市と関わっていきたいという声がたく

さん上がっておりましたので、ここについて

は情報発信のほうを強化していただければと

思います。 

 では次に、第３次日置市総合計画の主要施

策の５つ目に、「地域資源が活かされ、経済

と魅力が循環する」とうたわれております。

これまでの日置市の動きでは、一過性のイベ

ントに終わり、そこに関わる人も経済も地域

も連携が取れておらず、おのおのがうまく循

環できてないように感じるがどうか伺います。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 議員ご指摘のとおり、地域資源を経済活性

化や魅力の循環へとつなげるためには、一過

性のイベントにとどめることなく、それらを

「関係人口創出」の契機として捉えることが

欠かせない視点であると考えております。 

 こうした観点から、令和７年度におきまし

ては、妙円寺詣りや美山ＣＲＡＦＴＷＥＥＫ、

秋の日吉路アートめぐり、さらには吹上地域

の秋祭りといった、イベントの開催期間に合

わせｃａｆｅめぐりスタンプラリーを連動し

て実施することで、市内回遊の促進やリピー

ターの確保に向けた取組を展開してまいりま
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した。 

 今後におきましても、関係団体と一丸とな

ってイベントの成果が地域全体に波及し、活

力ある経済活動が持続的に循環する体制づく

りに努めてまいります。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 この情報発信について、ひおきとＴＶ、ネ

オ日置などを利用して、ともに魅力発信をし

ていくことは可能かお伺いいたします。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 地域づくり課の情報発信の中心は、「ウェ

ブメディアひおきと」です。ほぼ毎日の情報

発信をしており、月の閲覧数は、平均で１万

２,０００回と多くの方にご覧いただいてお

ります。情報発信者の多くは市の職員です。

ほかに情報発信する個人や団体がいらっしゃ

れば記事の掲載などを提案し、ともに魅力を

発信していくことは可能と考えております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 次に、ひおきＰＲ武将隊について、現在

１５名のうち３名が一般の方との答弁でした

が、職員の負担軽減とともに市民参加型の活

動とすることで、よろいの有効活用、地域と

のつながりにもなると考えるがどうか伺いま

す。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 市民のひおきＰＲ武将隊の参画につきまし

ては、職員の業務負担軽減のみならず、市民

の方が郷土の歴史や魅力に触れる貴重な機会

となり、将来の地域活動を担う人材育成の観

点からも有意義なものと考えております。参

加者が増えることにより、甲冑も有効に活用

できるかと考えております。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 伊集院小学校では、１０月の妙円寺詣りに

合わせて、紙よろいの作成をしておりますが、

ちびっこ武将隊として紙よろいでの小学生や

中学生の参加もできないかお伺いいたします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 毎年、伊集院地域では、１０月の妙円寺詣

りに合わせ、小学校等で紙よろい普及会の

方々を講師に招き、紙よろいを作成し、妙円

寺詣りに参拝していただいております。制作

した紙よろいを一つの行事で終わらせること

なく、ひおきＰＲ武将隊と一緒になって、市

の行事などで活動できる仕組みを学校関係者

と連携しながら検討してまいります。 

 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 それでは、次ですね、本市にはイベントも

そうですが、様々な特産品があります。しか

し、その認知度は高いとは言えないのを感じ

ているのも一方であります。ＳＮＳ発信も重

要だが、発信する方の魅力も重要と考えてお

りますが、当局の見解をお伺いいたします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 特産品の認知度向上において、ＳＮＳへの

情報発信をはじめ、その背景にあるストー

リーや地域に根差した人の魅力を介して発言

することは、消費者の共感を得る上で重要で

あると認識しております。 

 本市におきましても、タレントを起用した

民放テレビ局と連携した番組制作など、イン

フルエンサーやメディアの伝える力を活用し

た施策を展開しております。これにより、従

来の広告では届かなかった層へも本市の魅力

がより身近なものとして伝わり始めていると

実感しております。 

 今後も、こうした外部の力に加え、生産者

など地域の方々の思いや魅力を効果的に発信

できるよう、民間の方々と手を取り合ったプ

ロモーションの充実に努めてまいります。 
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 以上です。 

○１番（阿多聖弥君）   

 最後になりますが、日置市出身や日置市と

ゆかりのある芸能人やスポーツ選手も多くい

ます。人と人、町をつなぐ上で非常に高い有

用性があると考えておりますので、素早い判

断で前向きな検討を考えないか質問して、私

の一般質問を終わりたいと思います。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 本市ゆかりの著名な方々は、本市の魅力を

市内外へ発信し、人と人、そして地域をつな

いでいただく上で大変心強い存在であると認

識しております。 

 新たな展開につきましては、どのような形

が本市にとって最も効果的か。他の自治体の

事例なども参考にしながら研究してまいりた

いと考えています。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、黒田澄子議員の質問を許可します。 

〔１５番黒田澄子さん登壇〕 

○１５番（黒田澄子さん）   

 皆様、こんにちは。公明党の黒田澄子でご

ざいます。春は若者にとって別れと出会い、

新たな出会いの季節です。古い友達も大切に、

また新しく出会った友達も大切にしながら、

人生を豊かに進んでいってほしいと願います。

二十歳を祝う会で、愛のＷｉ癩Ｆｉで遠くに

いても友達たちに支えられてきたとの話がご

ざいました。昔はＷｉ癩Ｆｉはなかったけれ

ども、多くの人に支えられてきたな、自分も

と振り返ることでした。 

 世界情勢は厳しく、新たな戦争も起きて、

心が痛む映像が連続して配信されていますが、

対話と信頼で平和的な解決を切に願い、通告

に従って一般質問させていただきます。 

 初めに、性被害ゼロの日置市の取組と決意

を伺います。 

 １点目に、教職員の異常な盗撮事件の発生

を受けて、警察との連携について、昨年

１１月５日、文部科学省通知で「児童生徒性

暴力等の未然防止及び早期発見等に向けた警

察との連携の推進」が出ました。そこでカメ

ラを設置しそうな箇所の画像も示されました

が、校内等での共有はされましたでしょうか。 

 ２点目、校内点検の実施と結果はどうでし

たか。 

 ３点目、盗撮の起きにくい環境整備に、警

察の学校訪問や指導助言の有効性もうたって

ありました。本市の考えはどうなっています

でしょうか。 

 ４点目に、性暴力等の事件発生時に警察へ

の通知は誰が行うのか。また、そのルールは

教職員と共有されているのかお尋ねします。 

 ５点目に、教職員等のスマホ所持のルール

はどうなっていますでしょうか。 

 ６点目に、日本版ＤＢＳ、いわゆるこども

性暴力防止法について、この法律の概要と導

入の目的と自治体の役割を伺います。 

 ７点目、学校、保育施設等における性犯罪

事実があったでしょうか。 

 ８点目に、この法律の対象となる事業者の

職種は何か。また、非常勤、委託、派遣職員、

ボランティアなど対象になるのかお尋ねしま

す。 

 ９点目に、確認される犯罪歴の種類は何で

しょうか。 

 最後に、犯罪歴の照会手続の流れと誰が照

会をかけるのかお尋ねします。 

 ２番目に、高校生等の学習の居場所づくり

を考えないかの１点目、市内４校で高校生と

議員の語る会を実施した際に、この点の要望

を多くいただきました。 

 １点目に、市内図書館の学習スペース数と

開設時間をお尋ねします。 

 ２点目、伊集院地域には高校が３つありま

す。駅利用者も多い状況です。伊集院駅南口

にある観光協会の２階の一部を若者等の利用
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に活用できないのかお尋ねします。 

 ３点目、日置市中央公民館のいすのき庵で

学ぶ学生をよく見かけますが、スペースが少

ないようです。中央に低い大きなテーブルが

設置されていますが、利活用を鑑み、高さ調

整などはできないものかお尋ねします。 

 ４点目に、農村センターの目的外使用と

２２時までの時間延長も提案されていますが、

ここの活用はできないのかお尋ねします。 

 ５点目に、地区公民館の一部の開設時間の

延長を行い、提供できないかお尋ねします。 

 ３番目に、非核平和都市宣言を行っている

本市の取組を伺います。 

 １点目に、県内での非核平和都市宣言自治

体数と市町村名をお尋ねします。 

 ２点目に、宣言後の本市の取組を伺います。 

 ３点目に、長崎が行う嘉代子桜、これは原

爆により１５歳で亡くなった娘をしのび、母

親が現在国指定の長崎原爆遺跡になっている

城山小学校に植樹した桜のことです。その接

ぎ木が全国に植樹され、平和の物語を伝えて

います。本市でも平和教育の一環として植樹

活動に取り組まないかお尋ねします。 

 ４番目に、多文化共生のまちづくりへの考

えをお尋ねします。 

 １点目、本市の外国人世帯数と人数をお尋

ねします。 

 ２点目、本市の多文化共生の取組について

お尋ねします。 

 ３点目、総務省の示す地域における多文化

共生推進プランの目的は何でしょうか。 

 ４点目に、外国人の市民が、同じ社会の一

員として住みやすいまちづくりを目指し、日

置市多文化共生まちづくり計画策定に取り組

まないかお尋ねします。 

 最後に、ひおきＰＲ武将隊の今後について

お尋ねします。 

 １点目に、設置目的、効果、これまでにか

かった経費は幾らでしょうか。 

 ２点目、活動内容と年間稼働日数をお尋ね

します。 

 ３点目に、市職員だけで活動する武将隊は

全国にどれくらいあるのかお尋ねします。 

 最後に、今後職員の業務軽減等を鑑み、高

校生や大学生等の活用を考えないかお尋ねし、

１回目の質問といたします。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 お答えしてまいります。質問事項の１つ目

については、教育長より回答をいたします。 

 質問事項の２つ目、高校生等の学習の場、

居場所づくりのその１については、教育長よ

り回答します。 

 その２、観光協会２階の一部を若者等の利

用に活用できないかとのご質問につき回答い

たします。 

 観光案内所２階の活用については、令和

８年４月からの観光案内所の機能再編に伴い、

同フロアを市の観光部門と観光協会の共同執

務スペースとして転換する予定です。まずは、

執務環境の確保を優先する必要があると考え

ています。 

 その３については、教育長より回答いたし

ます。 

 その４、農村センターの活用について回答

します。 

 農村センターは、農産加工技術の習得及び

農業後継者育成のための研修を目的に整備し

ている施設であるため、これらの目的及び管

理に支障のない範囲で高校生等が学習の場と

して活用することは可能です。 

 活用に当たっては、３日前までの申請が必

要なこと、利用前後の鍵の受渡しが必要なこ

と、施設管理者が常駐していないことから、

安全管理等に十分気をつけていただくことな

どの対応が必要です。 

 その５、地区公民館の一部について、開設

時間の延長を行い提供できないかとのご質問
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につき回答します。 

 現在、令和９年度から始まる新たな地区公

民館制度に向けて検討を進めているところで

す。その中で、条例地区公民館の開館時間に

ついては、課題の一つとして認識しています。

地域のニーズ等をしっかりと伺いながら検討

してまいります。 

 質問事項の３つ目、非核平和都市宣言につ

いてのその１、県内での宣言自治体数と市町

村名につき回答します。 

 日本非核宣言自治体協議会の調査では、鹿

児島県及び県内全ての自治体が、非核平和都

市宣言をしています。 

 その２、宣言後の本市の取組について回答

します。 

 非核平和都市宣言は、平成１８年９月に議

員提案により可決され宣言したものです。市

としては、原爆写真パネルの展示などを実施

し、近年は戦争体験者による平和講話、ＫＫ

Ｂアナウンサーによる平和朗読会、戦争体験

映画上映会などを開催しています。 

 また、令和３年度には、議会のロシアによ

るウクライナ侵攻に断固抗議する決議を踏ま

え、非核平和宣言都市としてウクライナ避難

民の支援を表明しました。 

 その３、平和教育について回答します。 

 戦争の悲惨さを後世に伝えるとともに、平

和の尊さを学んでいくことは重要です。その

方法については、引き続き調査研究してまい

ります。 

 質問事項の４つ目、多文化共生のまちづく

りについてのその１、本市の外国人世帯数と

人数について回答します。 

 本市における外国人の世帯数は、令和８年

３月１日時点で４０６世帯、人数は４７８人

です。 

 その２、本市の多文化共生の取組について

回答します。 

 今年度、外国人住民を対象とした日本語教

室や交通安全教室、市民及び市職員を対象と

したやさしい日本語講座を開催するとともに、

地域住民と外国人の交流を通して文化理解を

図るため、スポーツ交流イベントを開催した

ところです。 

 また、企業を対象とした育成就労・特定技

能制度に関する講座を３月１７日に開催する

予定です。そのほか、市広報紙や市ホーム

ページにおける多言語対応のほか、絵で分か

るごみ出しチラシの作成・配布などにも取り

組んでいます。 

 その３、総務省の示す地域における多文化

共生推進プランの目的について回答します。 

 当該プランは、平成１８年に都道府県及び

市区町村における多文化共生の推進に係る指

針・計画の策定に資するため、外国人を地域

で生活する住民として捉える観点から策定さ

れています。 

 なお、外国人住民の増加、多国籍化、在留

資格・特定技能の創設、多様性・包摂性のあ

る社会実現の動き、デジタル化の進展、気象

災害の激甚化といった社会経済情勢の変化を

踏まえ、令和２年に改定されています。 

 その４、日置市多文化共生まちづくり計画

の策定について回答します。 

 多文化共生の推進は、本市に住む外国人が

年々増加傾向にある中、大変重要なことと認

識し、今年度も交通安全教室ややさしい日本

語講座など、新たな取組を行っています。 

 ご指摘の計画策定につきましては、先進自

治体の事例を参考に、市民や企業、外国人の

皆様のご意見もいただきながら検討してまい

ります。 

 質問事項の５番目、ひおきＰＲ武将隊の今

後についてのその１、設置目的、効果、これ

までにかかった経費について回答します。 

 ひおきＰＲ武将隊は、島津義弘公没後

４００年を機に、日置市の認知度向上と交流

人口増による地域活性化を図るため、「武将
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になれるまち」をコンセプトに結成しました。

市外でのＰＲ活動やＳＮＳ等を通じた発信に

より、本市の認知度が大きく向上したものと

考えています。 

 武将隊にかかった経費は、設立した平成

３０年度から令和６年度までの７年間で

５,７７８万５,０００円となっています。 

 その２、活動内容、年間稼働日数について

回答します。 

 ひおきＰＲ武将隊の主な活動内容は、県内

外のイベントでの特産品ＰＲや販売等となっ

ています。最近では、フラーゴラッド鹿児島

のホームゲームにも出陣しており、大会を盛

り上げています。武将隊の活動は年間約

３０日程度で、月平均２日から３日程度とな

っています。 

 その３、市職員だけで活動する武将隊が全

国にどれほどあるかとのご質問につき回答し

ます。 

 全国には、甲冑を着用して活動をしている

団体は数多くありますが、民間企業や観光協

会、有志団体の方などで構成されていること

が多く、行政職員を中心に構成されている武

将隊は少ないと認識しています。 

 その４、高校生や大学生などの活用につい

て回答します。 

 高校生や大学生等の参画は、職員の業務負

担軽減を図るだけでなく、若年層ならではの

柔軟な発想や拡散力を本市の観光ＰＲに生か

していただく有効な取組であると考えます。 

 今後は、学校関係者との連携を含めた受入

れ体制の整備に向け、安全面などの管理体制

を十分に考慮しながら、新たな活動の形につ

いて、具体的な手法を調査研究してまいりま

す。 

 以上です。 

〔教育長奥 善一君登壇〕 

○教育長（奥 善一君）   

 それでは、質問事項１の性被害ゼロの日置

市の取組と決意、その１、文部科学省通知の

扱い・共有についてお答えします。 

 ご指摘の１１月５日付、令和７年１１月

５日ですけれども、文部科学省通知は各学校

とも共有しています。また、学校では本通知

に基づき、職員会議等で画像をスライド投影

するなどして全職員で共有しています。 

 その２、校内点検についてです。 

 管理職は毎日、教職員も１か月に１回を目

安として施設点検を行っており、その際にカ

メラが設置されそうな箇所についても確認を

しています。これまでカメラが設置されてい

たという報告はありません。 

 その３、警察の訪問指導の有効性について

でございます。 

 各学校で現在行っている不審者対応訓練な

ど、警察と連携する機会を有効活用するとと

もに、校内研修や校内点検の際に警察の協力

をいただくことも有効であると考えています。 

 その４、通報のルールについてであります。 

 事件発生が確認された場合は、学校の管理

職や教育委員会が警察へ通報することとして

います。今後も管理職研修会などで再確認し、

各学校で教職員との共有を徹底したいと考え

ています。 

 その５、教職員のスマホ所持のルールにつ

いてです。 

 授業時のスマホ所持についてのルールは特

に設定しておりませんが、個人所有のスマホ

等で児童生徒を撮影することは禁じています。 

 その５、日本版ＤＢＳ、こども性暴力防止

法についてお答えをいたします。 

 こども性暴力防止法は、児童等に教育・保

育等を提供する事業者に対し、従事者による

児童対象性暴力等を防止する措置を講じるこ

と等を義務づけ、児童等の心身の健全な発達

に寄与することを目的とした法律です。 

 この法律に基づき、学校設置者等の事業者

には、日頃から子どもを性暴力から守る環境
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づくりを進めること、子どもと接する業務に

就く人の性犯罪前科の有無を確認すること、

性暴力のおそれがある場合は、子どもと接す

る業務に就かせないようにすることに取り組

むことが求められます。 

 続きまして、その７でございます。性犯罪

事案の有無でございますけれども、本市の学

校・保育施設等においては、そのような報告

は受けておりません。 

 その８ですね、対象となる事業者、職種に

ついてでございます。 

 子どもに教育・保育等を提供する立場にあ

る事業者が対象です。職種については、教員、

保育士など子どもと常に接する職種が対象で

あり、事務職員、送迎バスの運転手など、短

時間であっても常に子どもと接する可能性が

ある職種は、事業者の判断で対象とできます。

また、短時間の労働者やボランティアなども

対象になります。 

 その９、確認される犯罪歴の種類でござい

ます。 

 過去の性犯罪、性暴力による拘禁刑、罰金

刑などの経歴の有無を確認することができま

す。 

 その１０、照会手続の流れ等についてでご

ざいます。 

 具体的な手続としては、まず事業者からこ

ども家庭庁に申請を行います。また、従事者

本人は自身の戸籍情報をこども家庭庁に提出

します。次に、こども家庭庁が法務省に性犯

罪前科の照会を行います。その後、法務省か

らこども家庭庁に犯罪の有無の回答があり、

こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を

交付する流れとなっています。 

 引き続きまして、質問事項２の高校生の居

場所づくりの市立図書館に関する部分につい

てお答えをいたします。 

 学習スペースは、中央図書館が１８席、東

市来図書館１２席、日吉図書館６席、吹上図

書館９席です。 

 学習スペースの開設時間は、中央図書館が

９時から１３時までと１４時から１９時まで、

他の３館が、平日は９時から１８時まで、土

曜・日曜・祝日は９時から１７時までとなっ

ております。 

 次に、その３、中央図書館のスペース、そ

してテーブルについてでございますけれども、

大きな低いテーブルについては、高さ調整が

できないものとなっております。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ここでしばらく休憩します。次の会議を

１１時２５分とします。 

午前11時13分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時25分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで、教育長からさきの答弁の訂正申出

がありましたので、許可します。 

○教育長（奥 善一君）   

 先ほどは先走りまして、申し訳ございませ

んでした。落ち着いていきたいと思います。 

 先ほどの答弁の中で、質問事項２のその３、

テーブルの高さ調整の答弁をいたしましたけ

れども、「中央図書館ロビー」と申し上げた

ようですけれども、「中央公民館ロビー」の

間違いでございます。訂正をいたします。よ

ろしくお願いします。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 皆さんに答弁いただきましたので、まずは

１問目から行きますけれども、初めにパネル

のほうで、性被害の分について皆さんにお示

しをいたします。 

 今回の１１月５日の通知によるものの中の

写真です。これは、警察庁と協力をされてい

ます。 

 上のほうがデジタルの置き時計型カメラと

いうもので、フック型やコンセント型のカメ
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ラもあるということ、下のほうはトイレ照明

灯や天井の点検口のこの枠のところに小型カ

メラを差し込んでいる。私たちは通常見たこ

ともないんですけれども、そういうものが今

はもう出回っていて、こういうところで盗撮、

これは設置型です。こうやって、何かかざす

とか、靴の上に何かこうして見せるとか、そ

ういうのではなくて、設置型の分でこれは載

っておりました。 

 通知の中のものを見ると５つほどあったん

ですけど、今日は４つほど紹介をさせていた

だきます。 

 この上のほうは、教室の棚の扉のところ、

それから、使ってない机が手前のほうに置い

てあるところの机の奥のほうにカメラが置い

てあるというもの、下のほうは、トイレの中

にスマホを立てかけられるようなものが、何

かと分からないようにできたりするんですか

ね。それと、トイレのバケツにスマホを隠し

ている。バケツなどにも、またはその後ぱっ

と取りに来るのか。そして、教室のホワイト

ボードのペン立ての中にペン型カメラを仕込

んである。よくこの上のほうに、籠みたいな

のにペンが差して、マジックで留めてある。

そこにペン型カメラを差し込んである。 

 私は分からないんですけれども、今、この

ようにしてプロのようなことをやる人もいる

ということで、これは通知の中でしっかり画

像で出ておりましたので、それでお尋ねをし

ます。学校における性被害防止協力の実施状

況はどうなっているのか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 小学校低学年で、プライベートパーツやＮ

Ｏを伝えることの大切さを学んでおります。 

 また、学校では人権同和教育と関連させ、

性被害も含めた総合的な観点で、児童生徒の

育成を図っています。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 今度は先生方の研修で、発見とか通報、ま

た対応方法の研修などは定期的に行われてい

るものか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 年度当初に危機管理マニュアルを活用し、

性暴力防止だけでなく、ほかの事案等も含め

た対応の流れについて、学校全体で共通理解

を行う機会を確保しています。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 教職員と児童生徒が一対一になる場面の

ルールは、本市では整備されているのか、お

尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 危機管理マニュアルや関係通知等に基づき

まして、教職員と児童生徒が一対一にならな

いよう指導を行っています。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 一対一というか、中学校に行くと、専門の

お部屋を持って先生がそこにいらっしゃった

りして、よく何かで呼んでこられることが、

以前私も子どものときにありました。そうい

ったことは、中学校も今はもう専科の先生の

部屋に呼ぶということはされないということ

でよろしいですか。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 児童生徒とのその対話の内容によりまして

も、ほかに入ることを拒む必要がある場面も

あるかと思います。そういった場面も、外か

ら見ることができるような、すりガラスでは

ない窓のある部屋でありましたり、入り口の

ドアを開けるなどして、密室の中に一対一に

なるような機会はないように指導を行ってい

ます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 児童生徒が、教職員の不適切な行為を相談
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できる独立した学校外の相談窓口があるのか、

もしあるとしたら、それはどのように子ども

たちに周知をされているのか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 相談窓口としては、教育委員会学校教育課

や鹿児島教育事務所、県教育委員会等があり

ます。 

 周知については、年度当初に関係機関から

のパンフレットや、電話番号が記載されてい

る名刺サイズのカードを児童生徒に配布して

います。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 アンケートなんですけど、いじめのアン

ケートは毎学期、多分行われてきたと思って

います。性被害での児童生徒への定期的なア

ンケートというのはどのようになっているの

か、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 いじめアンケートに追記する形式での実施

は可能と考えます。併せて、児童生徒の変容

に素早く気づき、即時対応が求められるもの

であるため、日頃から子どもたちと、教職員

や特別支援教育支援員との対話や教育相談等、

常にアンテナを高くし、見守ることが肝要と

考えます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 学校の現場の話を今回はしておりますけれ

ども、そういう児童生徒への性被害というの

は、それ以外のところでも起きています。現

実ですね。そういったことも併せて先生たち

が把握をしてくださる。 

 私は９９.９９％いないと、日置市にはい

ないというのを明らかにするために今回はこ

のようにしているわけなんですけれども、実

際子どもは学校以外のところにも出かけてい

きますので、様々なところで、例えば最悪家

庭ということもあります。そういったことが

吐き出せるような場所がないと、絶対言っち

ゃいけないよと必ず言われているはずなので、

そういった視点で今日はお尋ねをいたしたと

ころでございます。 

 重大事案がもし発生したときの第三者調査

体制というのは、もうできているのか、お尋

ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 まず警察への通報が最優先との認識から、

現時点では考えていません。 

 事案に応じたその後の体制づくりについて

は、今後研究してまいります。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 保護者向けの啓発資料とか講座の実施状況

はどうなっているか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 現在、実施している状況はありません。今

後、こども性暴力防止法のパンフレット等を

活用しながら、啓発を図りたいと考えます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 ＳＮＳとかオンラインゲームを通じて、子

どもたちがいろいろ関わり合うことも今ちょ

っと出てきておりますが、被害防止策を市は

どのように考えておられますか。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 その危険性につきましては、管理職研修会

や担当者研修会等でも話題にし、各学校では

様々な取組を講じて啓発防止に取り組んでい

ます。 

 今後も、その取組を各家庭や地域にも普及

させ、被害防止が図れるようにしたいと考え

ます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 スマホでの撮影を先生たちが、学校内では

もう禁止をされてしまいました。 

 しかし、先生たちはたくさん写真を撮って、
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学級通信とかＰＴＡに来た保護者に子どもの

授業の内容とか活動風景を伝えるために一生

懸命利用してくださっていたわけですけれど

も、頑張っていた先生ほどとても困っていら

っしゃるようでございます。 

 学校所有のデジカメが、これがもう最高使

えるものかなと思いますけれども、実際本市

では足りているのか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 スマホが今のように普及する前までは、各

学校では主にデジカメを使って撮影をしてお

りました。そのときの状況に戻ったような感

じではありますが、いかんせんもうその当時

のデジカメは古いですし、使えないものも多

くなっているのが今の学校の現状だと思いま

す。 

 今年度、新たに学校から、７つの学校から

デジカメを購入したいという申請が上がって

いる状況でございます。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 急にというわけではないですけれども、特

に大規模校は１学年のクラスも多いですので、

理想としては１学級１台のデジカメを設置が

できるように、今後検討されたいと申し添え

ておきます。 

 あと、子どもが「ＮＯと言える力」を育て

る教育の進捗状況はどうなんでしょう。断る

ことを、嫌だということをしっかり言えるこ

とが子どもの側にないと、どうなのかなって、

小さいと分からなくて、変だなと思いながら

応じてしまうことが実際あっていますので、

子どもの側のほうはどうなのか、お尋ねをし

ます。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 先ほど、小学校低学年でプライベートパー

ツやＮＯを伝えることの大切さを学んでいる

というふうにもお答えしましたが、それ以外

でも、学校では人権教育を全教育活動の中心

に据えておりまして、様々な学習や活動を通

して、自分の思いや考えを発言するアウトプ

ットする取組を行っております。 

 また、関係課に協力をいただき、講師派遣

事業であるＳＯＳの出し方教室や男女共同参

画事業などを通して、一人一人を大切にする

取組を継続的に行っています。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 プライベートパーツの動画が出ております。

まず、これを見られたのか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 私も動画を拝見いたしました。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 これは、歌いながらプライベートパーツを、

口とか、胸とか、股間とか、お尻とか、こう

やりながら、今ちょっとはやっております。

いろんな動画で出ていますので、ぜひ見てい

ただければと思います。 

 明るい動画ですね。だけど、それを踊りな

がら、こういうところは触っちゃいけないよ

とか、そういうのも全部その歌の中に入って

おります。自分は触ってもいいよ、見てもい

いよ、でも人に見せちゃ駄目よって、嫌って

言っていいんだよ、大人に言っていいんだよ

っていう言葉が歌の中に盛り込まれています。

こういった動画などの活用、特に低学年など、

幼稚園、保育園等でも活用できるのかなと思

いますが、そのお考えはいかがでしょうか。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 先ほど来申し上げております小学校低学年

で学ぶ機会がございますので、そちらで活用

することはできるのではないかと考えます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 幼児教育の現場も似たような感じで、ぜひ

日本の性教育は、文科省の中では非常に何か
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仕切りがいろいろあって、私はどこからどう

やって生まれたのということをきちんと、先

生たちがどのように伝えられるかというよう

な教本もあまりないのかなという中で、突然

こういうことが起きることに、子どもたちは

本当に信頼している先生からの性暴力ですの

で、心も体も、また長期間にわたって心身症

を患うこともあると思っています。 

 そういう意味で、今回、性被害ゼロの日置

市という形で、私も一度はこれをきちんとや

らないといけないという思いでさせていただ

きました、質問を。 

 子どもへのケア体制は、もし発生した場合

どうなるのか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 家庭、地域、関係機関と連携し、まずは子

どもが安心できる環境を整える必要があると

思います。 

 次に、温かく見守る体制を整え、子どもへ

のフォローを丁寧に行ってまいります。 

 特に専門的な知見が必要と判断される場合

には、県のスクールカンセラーや医療機関、

弁護士等との協力も考えられると思います。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 昨年の、先生たちがそういったものの映像

を回していたとか、グループをつくっていた

とか、もう信じられないという気持ちで、皆

さん、一緒だと思っています。という意味で

も、これ聞き流していい問題ではないし、継

続的にチェックをしていかないと、忘れた頃

にまたそういう人たちが出てきてはならない。

大事な日本を支えていく子どもを育てている

現場でございますので、性被害ゼロという部

分で、市長、教育長に最後に決意をお尋ねい

たします。 

○教育長（奥 善一君）   

 学校教育におきまして、教師と子どもたち

の信頼関係というのがとても不可欠であって、

ここが崩れるということはあってはならない

ことだと思っております。 

 教職員の資質向上と、それから同僚性を高

めて、みんながチームを組んで子どもたちの

そういう困っている事象等に気づける体制、

それから、教職員同士お互い見守る体制とい

うのを構築していって、教育の信頼性を今後

も守っていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○市長（永山由高君）   

 教育現場の取組という点においては、今、

教育長が申し上げたとおりでございます。 

 日置市全体の話としましては、日置市こど

もまんなか宣言を宣言している自治体でもご

ざいます。子どもたちが健やかに成長できる

環境を、これは市を挙げて引き続き守ってま

いりたいと考えています。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 決意を伺いましたので、しっかりと私たち

も見守っていきたいと思います。 

 次に、高校生等の学習の場、居場所づくり

について、放課後に学習スペース等を要望す

る子どもの側の理由、これはどのように市は

捉えておられるか、お尋ねします。 

○社会教育課長（入佐好彦君）   

 お答えいたします。 

 現在、子どもたちを取り巻く環境は、共働

き世帯の増加や住居環境の変容により、家庭

内で学習する環境の確保が難しくなっている

かもしれません。加えて、友達同士での学び

合いや交流の場としての利用や、交通手段及

び通学時間により、帰宅までの待機時間を有

効に活用したいとの思いもあると考えられま

す。 

 以上でございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 私も同様です。個人的な利便性の向上では
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なく、家庭環境や経済状況に左右されず、全

ての高校生等が安心して学習できる、そうい

う環境整備が目的で、今回はお尋ねをしてい

るところでございます。 

 地域の中で前向きに成長していける環境づ

くりとも考えています。高校生、なかなか地

域に、今忙しくて、部活とか、そういうこと

もできないわけですけれども、でも、地域に

守られているし、自分が住んでいる地域にそ

ういう居場所を求めていると思っています。

その辺についての市のお考えはいかがでしょ

うか。 

○社会教育課長（入佐好彦君）   

 お答えいたします。 

 議員のお考えのとおり、高校生等学生が安

心して学び、地域の中で健やかに成長できる

環境づくりも必要であると認識しています。 

 しかし、既存施設の開館時間や管理体制、

Ｗｉ癩Ｆｉ環境等、課題もあり、行政のみで

解決できないものと考えております。 

 以上でございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 行政のみで解決できないものと考えていら

っしゃるというのは、少し心が痛い感じで聞

きました。 

 観光協会の中央公民館、それから農村セン

ターについても使えないかということをお尋

ねをしています。観光協会、今回、様子がが

らっと変わるということで、ちょっとしばら

く無理かなという感じで伺っていますけれど

も、駅近の公共施設としては、本当に駅出て

すぐそこでございますので、今後は事務所の

みの活用でいいものなのか、その辺、市民の

利活用も検討されていかれないのか、その点

についてだけお尋ねをしたいと思います。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 ４月から、機能再編としての市及び観光協

会の連携強化と、新たな指定管理者による管

理が開始されます。新しい指定管理者も、駅

周辺のにぎわい創出に向けて意欲的に取り組

んでいく意向がございます。 

 施設所管課といたしましては、まずは指定

管理者と協力しながら、そちらのほうに尽力

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 中央公民館の机は可動ができないというふ

うに、調整ができないと言われたんですけど、

非常に重たい、椅子も重たい。多分あそこで

南美展をされるときに動かされた人たちは、

悲鳴を上げておられたんじゃないかというく

らい重たいです。そして、分厚いです。市民

の寄附のような机であるかのようなことも伺

っています。 

 でも、とにかくただ座ってお弁当を食べた

りお茶を飲む程度はいいけど、学習にはちょ

っと高さがやはり足りないんです。あれ、も

し寄附された方に、ちらっと聞いたら、近所

にいらっしゃる方みたいなんですけど、お尋

ねをして、少し手を加えることが可能でしょ

うかというぐらいのことで改善されるという

ことはできないものか、お尋ねをしたいと思

います。 

○社会教育課長（入佐好彦君）   

 お答えいたします。 

 今後、テーブルの件も含めて、中央公民館

ロビーを学習スペースとして利用について、

ロビーの景観も含め検討してまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 前向きに取り組んでいただけるというご答

弁を喜んで受けていきたいと思います。早く

そうなることを子どもと一緒に期待したいと

思います。 

 何せ若者が集まってくるということは、と

てもいいことだと私は思います。駅までさっ
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と帰ったり、もう本当に大人と触れることも

ないことが日常ですね。だけど、集まって市

の公共施設を使ってくれようなんていうのは、

私はとてもいいことだと思っています。いろ

んな出会いもあるし、ぜひ頑張っていただき

たいなと申し添えておきます。 

 あと、図書館です。図書館の座席数が出て

おりますけれども、ほとんどが４人がけの机

なんですよね。ここ１人、もしおばちゃんの

私が座っていると誰も来ません、きっと。私

も、誰かが座っていると絶対行きません。お

友達とかだったら、こんにちはとか言って行

けるんですけど、何を言いたいかというと、

４人がけの机は使用しづらい、利用しづらい。 

 なので、できれば名前は言えませんけども、

あるカフェみたいに、ばーっと窓向きに、壁

向きにあったりして、椅子だけがだーっと並

んでいるような、ああいうスペースだと、も

う別に１人いても、１人ですーすー入ってい

けるんです。４人がけのテーブルっていうの

は、やっぱり仲間じゃないとなかなか座りに

くい。 

 そういったことも今後考えられて、図書館

の机を捨てなさいというわけではないんです

けれども、少し検討されるお考えはないのか、

お尋ねをします。 

○社会教育課長（入佐好彦君）   

 お答えいたします。 

 先ほど、教育長の答弁では、学習スペース

は学習椅子の数を報告しております。学習机

はスペースが広いので、各図書館ともスペー

スは増加することが可能ですので、席数を増

やすことが可能ですので、増席等は検討して

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 高校生は、部活が終了後はもう下校させ、

居残ることはできない。先生たちは早く帰り

なさいと言っておられるようなので、私たち

の時代の学生の時代とは全然、もう今形態が

違っています。 

 そういう中で、勉強する場所だったり友人

と安心して少しの間過ごせる場所だったり、

一緒に勉強しようという場所だったり、また

背景には様々な家庭の環境があって、塾にも

行かせてもらってはいないということとか

様々、でも勉強したいというこの市民の子ど

もの声というのは、子ども本人の努力不足で

はないわけです。やっぱりそれは環境だった

と、社会の問題ではないかと、そういうふう

に思っています。 

 ３つの学校が、子どもたちがもう本当に今

回言ってきたんです。昨年度は、ゲームセン

ターはないのかとか、造ってほしいとか、そ

ういう意見はあったんですけど、今回は学習

スペースを３校から言われました。本当に子

どもたちは、今、そういうものを求めている

んだなということがよく分かりました。 

 いちき串木野市では、民間の力で学習ス

ペースをオープンしたという、写真館にそう

いうのも書いてありました。まずは公共施設

も頑張っていただき、また民間の力も借りな

がら１か所でも、とにかく早めにこういう場

の提供を検討できないものか、その点につい

てのお考えをお尋ねいたします。 

○社会教育課長（入佐好彦君）   

 お答えいたします。 

 子どもたちが家庭環境に左右されることな

く学べる環境を整えることも、大事なことで

はございますが、まずは中央公民館など既存

施設の活用ができればと考えています。 

 以上でございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 頑張って造っていただきたいと思います。 

 非核平和都市宣言についての嘉代子桜に移

りたいと思います。 

 日置市は、日本非核宣言自治体協議会に入

っているのでしょうか。 
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○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 お尋ねの協議会へは加入しておりません。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 知覧から語り部さんにも来ていただいて、

講演をされています。学校の協力もいただき、

せめて１校ずつでも児童生徒への平和の物語、

またそういったものを、取組を学校の現場の

子どもたちにも直接届けるという取組を広げ

ることはできないものでしょうか。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 平和教育は大変重要でございます。学校で

も、道徳の時間の相互理解、それから国際理

解、生命の大切さ等を内容として学ぶ機会も

ございますし、特に夏休みに入る頃でしたり、

１回目の８月の１日前後で行われます出校日

等でも、学校長が中心となって平和教育を行

っている学校が多いと考えております。そう

いった中で、今、議員がおっしゃったような

内容につきましても、扱っていくことが考え

られると思います。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 今、世の中では核兵器を持ち込んでもいい

などという大人も少し出てきている中で、や

はり同じ九州の中で、被爆を受けた長崎を持

っている九州の一角の鹿児島県の議員として、

やはり子どもたちにしっかり、やってはいけ

ないことなんだ、人としてやらないんだ、戦

争は起こしちゃならないんだということを伝

えていかないと、誰からも教えられないと分

からない、無知で育っていきますので、今語

り部の方がいらっしゃっているのであればと

いう思いで、子どもたちに直接という思いも

語らせていただきました。 

 まず、協議会の活動や事業の詳細をお尋ね

をいたします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 協議会の活動につきましては、非核平和都

市宣言に関する情報の収集、調査研究、非核

平和都市宣言の呼びかけのための活動、各自

治体への巡回原爆展など、平和推進事業を行

っているというふうに伺っております。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 事業の中には親子記者などもあって、長崎

を訪れて新聞記者のように、一緒にその体験

をされた方のものを文書に書くだったりとか、

また、先ほど言われた巡回被爆展としていろ

んなものを貸し出していただける、そういっ

たものもあって、本当に核兵器の恐ろしさ、

また平和の尊さを学ぶ機会がいっぱい協議会

に入るとあるわけです。そんなに高いお金の

協議会ではなかったので、今後そういう協議

会に入っていかれるお考えはないか、ちょっ

とお尋ねします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 巡回原爆点などを活用し、戦争の悲惨さを

後世に伝えるとともに、平和の尊さの啓発に

取り組んでいくことは重要であるというふう

に考えておりますが、協議会への加入につい

ては調査研究してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 嘉代子桜については、そのまた団体の人た

ちとは別の団体も一緒になって取り組まれて

います。 

 私は、城山小学校にもう１０年くらい前で

しょうか、見学に行かせていただきました。

普通の学校なんですけど、焼け残っているそ

の館の一角が塔のようになっていまして、当

時の写真が掲示されていましたけど、全部真

っ黒なんです。高台にあるその小学校だけが

残っていたんです。それは、鉄筋コンクリー
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トの小学校が１つあったからという理由だっ

たようでございます。 

 本当にこの嘉代子桜の植樹というのは、や

っぱりつないでいくことに意味があるのかな

と思うと、本市にもぜひ植樹を行えるような

流れができてはどうかなと思います。嘉代子

桜の植樹についての意義を市はどのように考

えられるのか、お尋ねをします。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 戦争の悲惨さを後世に伝えるとともに、平

和の尊さの啓発に取り組んでいくことは非常

に重要であるというふうに認識しております

が、御指摘の嘉代子桜の植樹については調査

研究してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 次の多文化共生のまちづくりについて、

２０２７年、来年から育成就労制度にもう形

が変わっていきます。ということは長期間就

労が可能になり、外国人の増加や家族の帯同、

そして外国で生まれた児童生徒の増加などを

想像して、今回はちょっとお尋ねをします。 

 さらなる対応が必要となっていくと考えま

す。技能実習生からの変更によって想像でき

る変化は、まずどのようなものなのか、それ

と日置市在住外国人の増加傾向はどのような

状況か、また、どこの国の方が多いのか、お

尋ねします。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 育成就労支援制度は、国際貢献を目的とす

る技能実習制度を発展的に解消いたしまして、

人手不足分野における人材の育成・確保を目

的に創設され、３年間の就労を通じて特定技

能１号へ移行することを前提としております

ので、企業にとりましても安定的・長期的な

人材の確保につながっていくことが期待され

るとともに、外国人の皆様にとりましても、

特定技能への移行というキャリアパスが明確

になるのではないかというふうに考えており

ます。 

 また、本市における外国人住民でございま

すが、令和６年４月１日時点が３７１人、令

和７年４月１日時点が４３８人で、先ほど申

し上げた令和８年３月１日時点が４７８人と

なっているところでございます。 

 令和８年３月１日時点の人数の多い国籍別

では、インドネシアが１４１人、ベトナムが

９６人、ミャンマーが８４人となっていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ここで、しばらく休憩します。次の会議を

１３時とします。 

午後０時00分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時00分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 多文化共生というのを市はどのような状況

だと考えていらっしゃるのか、学校や地域活

動に現在外国人が参加しやすい環境になって

いると考えているのか、お尋ねします。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 総務省の多文化共生の推進に関する研究報

告書におきまして、地域における多文化共生

につきましては、国籍や民族などの異なる

人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な

関係を築こうとしながら地域社会の構成員と

して共に生きていくことと定義をしておりま

す。定義にありますとおり、多文化共生を推

進していくためには、日本人住民も外国人住

民も、共に地域社会を支える主体であるとい

う認識を持つことが大切であるというふうに
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考えているところであります。 

 その中で、地域活動に参加しやすい環境に

なっているかという点でございますが、多文

化共生社会を実現する上で、外国人住民が地

域活動に参加しやすい環境の構築は大変重要

なことであるものと認識をしており、その中

で双方がコミュニケーションを円滑に行うこ

とができるよう、今年度、日本人住民向けの

「やさしい日本語教室」や外国人住民向けの

日本語教室を開催いたしました。 

 先進自治体も参考にしながら、これらの取

組を一層推進することにより、外国人住民が

より地域活動に参加しやすい環境構築を目指

してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 学校教育課の立場からもお答えします。 

 運動会や「せっぺとべ」、妙円寺参りなど、

学校行事や地域行事に参加している外国人の

方も多く見られるようになってきていますこ

とから、学校や地域になじみ、参加しようと

する雰囲気ができてきていると捉えておりま

す。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 共々に知り合いになって、その国の文化も

学んだりしながら、友好的な関係を築いてい

くところから多文化共生も始まると私も思っ

ているところです。 

 出水市が２月８日に多文化フェスを開きま

したけれども、行きたかったんですけど、雪

で帰れないと思って行けなかったんです。イ

ンスタグラムを、その多文化共生のところが

つくっておられて、いろいろな参加をした外

国人が、ずっとインスタ上に感想を書いてい

らっしゃいました。 

 全部翻訳ができるんですけど、ミャンマー

語だけは翻訳ができなかったんです。うちの

まちも、ミャンマーの方、みえているという

ことで、先ほどありましたが、本市ではミャ

ンマー語の翻訳ができるのか、お尋ねをしま

す。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 現在、日置市のホームページ等については、

ミャンマー語に対応しておりません。対応で

きるインターネットを利用する際に、使用す

るブラウザの機能により翻訳ができますので、

その手法など周知してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 了解です。 

 あと、総務省の掲げるプランに学校の多文

化教育も入っています。現在、公立の小中学

校に外国の子どもたちが何人通っているのか、

まず通っているのか。そして、いるとすれば、

義務教育下での本市の教育支援はどのような

ものになっているのか、お尋ねします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 小学校、中学校にそれぞれ３人ずつ在籍が

あります。１人１台端末に翻訳機能のあるア

プリを入れて対応したり、別室で個別に指導

をしたりすることもあります。 

 また、令和５年度から日本語指導教室を開

設し、月に６回から７回程度、個に応じた指

導を実施しています。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 今後は、外国で育った人たちが、こちらの

国にやってくるということも多くなるかなと

思うところで、プレクラス、初期適用教室は

既にこれを導入されていると考えるのか、ま

た、ない場合今後必要と考えますけれども、

検討はなされているのか、お尋ねをします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 プレクラスとしては導入はしておりません

が、先ほど申し上げました日本語指導教室に
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おいて、児童生徒の実態に応じて平仮名や数

の数え方、易しい日本語などを指導しており

ます。 

 今行っております、この平仮名や数の数え

方、易しい日本語、これが今初期の適用に必

要な部分だと考えております。ますます児童

生徒が増えてくることになりましたら、また

形態を模索していく必要があるかとは思いま

す。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 今は小中で６名ですので、今後増えていく

とやはりしっかりと対応していかないといけ

ないと思いますので、ぜひ準備に備えていた

だきたいと申し添えておきます。 

 また、本市の学校での多文化理解、日本人

の子どもたちの多文化理解教育はどの程度行

われているのか、お尋ねをいたします。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 各学校では、国際理解に関する学習を道徳

教育の中で扱ったり、国際交流員との交流や

ＡＬＴを活用した外国語活動、外国語の授業

を行ったりしております。 

 また、学校によっては、地域の特色を生か

した国際理解教育を行ったり、鹿児島県国際

交流協会が実施している事業を活用したりし

ております。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 いちき串木野市では、易しい日本語版の外

国人住民向けのごみ分別に関する動画、６分

４７秒を提供しています。私も見てみました

けど、易しい日本語を使って一つ一つ、あち

らはペットボトルの外側を破くようになって

まして、これはこうやって破くんですとか、

動画でちゃんと説明をされてるんです。そし

て、あちらのまちは４つのパターンに分かれ

ているので、これはここですよ、これはここ

のグループですよと、非常に分かりやすい動

画がありました。本市でもこういったことに

は取り組めないのか、お尋ねをします。 

○市民生活課長（瀬戸口和彦君）   

 お答えいたします。 

 ごみ出しのルールを理解していただくには、

大変有意義なコンテンツだと思っております。

前向きに検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 外国人の方が、やっぱり動画を見ながらよ

く分かるので、こうやって見るよりかは非常

に何か分かりやすいなと思って見たところで

すので、ぜひ鋭意努力をしていただきたいと

思います。 

 出水市の多文化共生フェス、行かなかった

けど、見てみて、とても楽しそうだなと思い

ました。それぞれの国の人たちが、自分の国

のものを紹介されたり、いろんな遊びを紹介

されたりという、日本人の人とうまく時間を

過ごせるような、そういうフェスになってご

ざいましたので、日置市でも今後そういった

ことが検討できないのか、お尋ねをします。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 ご紹介をいただきました出水市の多文化共

生フェスにつきましては、外国人と日本人が

より一層お互いを理解するため、食や文化な

どを楽しむイベントであったものと承知をし

ているところでございます。 

 本市におきましても、多文化共生を推進す

る中で、日本人住民と外国人住民が交流する

機会をつくることは、大変重要なことである

ものと認識をしておりますので、例えば既存

のイベントに多文化共生ブースを設置するこ

とや、スポーツ交流の開催、また双方の文化

理解講座などを先進事例も参考にさせていた

だきながら、徐々に取組を進めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 私も、特別こうやってするのも大事ですけ
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れども、今、市であるいろんなところに、何

かそういった形でうまく組み込めていけると

自然と入っていけるし、わざわざ集まってく

ださいっていうものはなかなか厳しいんです

けれども、そういう形もまずは入り口として

あっていいのかなと考えておりますので、ぜ

ひ、近々の検討をされたいと申し添えます。 

 県に、多文化共生社会推進事業補助金とい

うのがあります。この内容についてお尋ねし

ます。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 当該事業につきましては、国籍や民族など、

異なる人々がお互いの文化的な違いを認め合

い、地域社会の一員として共に生きていく多

文化共生社会の実現を図るため、自治会や特

定非営利活動法人等が実施する在留外国人が

住みやすく、また在留外国人との地域住民と

の交流を促進する取組等を支援する事業とな

ってございます。 

 補助額は、対象となる経費の１０分の

１０以内、上限は１０万円となっており、対

象となる事業は、在留外国人が日本文化や歴

史、自然等を体験する取組や在留外国人の日

本語能力の向上につながる取組などというふ

うになっているところでございます。 

 以上でございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 出水市は、この事業を使って自治会等がそ

ういう事業をされています。日置市も、まず

はこういう補助金があることを自治会長さん

たちにも、またできれば広報紙等でもちょっ

とお知らせして、ぜひ、どんどん使っていた

だけるような工夫はされないか、お尋ねしま

す。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 先ほどから申し上げているとおり、自治会

等、そういったところが地域外国人住民と交

流することが非常に大事だというふうに認識

しております。ご指摘いただいていますとお

り、まずはそういった自治会、特定非営利法

人、私ども、こういった事業があることを周

知してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 既に計画策定が終わっている出水市を見ま

すと、２０２４年には多文化共生推進協議会

というものが発足されて、計画策定に関わっ

てこられているようでございます。 

 私は丁寧に、もう出水は１,０００人を超

えるような外国人の方がいらっしゃるし、今

後も本当にどんどん増えそうっていう要素が

ありますけれども、早急に策定というよりか

は、丁寧に丁寧にお話を聞きながら、状況を

踏まえながらつくっていけばいいのかなと思

うんですけれども、本市でも計画策定に取り

かかっていただきたいなと思うので、最後に

市長の思いをお尋ねします。 

○市長（永山由高君）   

 本件につきましては、市内の多くの団体や

企業の方の中でも、今後少しずつ外国人住民

の方が増えていくであろうことが想像される

といったようなご意見はいただいているとこ

ろでございます。 

 計画策定が目的になるというよりは、計画

の策定及びこの計画を検討しながら、より本

質的な取組が市内で進められるように検討を

重ねてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 黒田澄子議員、残り時間２分です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 大変期待をしておりますので、私たちも協

力しながら、みんな仲よい「オールひおき」

をつくっていければと思います。 

 最後に、日置ＰＲ武将隊の今後についてお



- 90 - 

尋ねをしていきます。   

 ＰＲ武将隊の平均年齢は何歳でしょうか。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 現在、武将隊として活動している方の平均

年齢は３８歳となっています。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 経費は、１問目で５,７７８万５,０００円

とあるんですけども、実際のところは、この

活動費という部分ではお幾らになるのか、お

尋ねしていいでしょうか。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 武将隊の活動に係る経費は、県外等で開催

されるイベントへの出演に係る旅費や宿泊費

となっております。令和６年度は、約４０万

円程度となっています。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 今出ました宿泊を伴い県外に出かけるのは、

年間何日あって、また何人でどのような会に

出かけていかれているのか、お尋ねします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 宿泊を伴い、県外へのＰＲ活動ですが、年

４回の１０日程度となっています。それぞれ

のイベントに１人から３人が参加し、特産品

のＰＲや販売などを行っています。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 午前中の同僚議員の答弁で、１５人中３人

が市民というふうに言われました。公募もし

ていないとありました。自発的に熱意を持っ

て参加とは、一体要綱ではどうなっているの

か、お尋ねします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 こちらのほうは、市のＰＲ等をしていくと

いうふうなことを目的に結成されたものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 お答えします。 

 こちらのほうは、取扱要綱というようなも

のは正式には定めてはございません。ＰＲ武

将隊員の「フィロソフィー」というふうなこ

とで、活動の理念であったり、そういったも

のを定めながら、これまでも活動してきたと

ころでございます。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 そうであれば、市の職員だけでやってきた

というところも、そもそも入り口が違うのか

なと思います。 

 他の全国のまちを見ると、市の職員はほと

んどが黒子になって、表に出るのは民間の人

たちでやっているところがほとんどの中で、

今回初めて３人が市民とありましたので、少

し不思議に思っているところです。自発的に

熱意を持って参加とは、どのような手法をし

たら、この３人の市民は武将隊に入れたのか、

お尋ねします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 こちらの市民におきましては、職員の呼び

かけ等により、これまでも職員の声かけによ

り武将隊の活動に興味を持っている県外の方

であるとか、あるいは職員のお子さんであっ

たり、そういった方々も参加していただいて

おります。そういった３人の方、この活動に

理解がある方がこの活動に参加していただい

ているところでございます。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 それであれば、私たちが、ほかの大学生や

高校生等も活用してはどうかということ自体

が、もうなくていいのかなと思う。熱意があ

れば入れるんですかということになるんです
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けど、もう一度伺いますけど、武将隊の隊員

になるには、何があって、誰に申込みをした

ら入れるのでしょうか。 

 できれば公募という形を取りながら、職員

の働き方を考えて少しずつ民間につないでい

かないのか、お尋ねをします。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 議員、ご提案の一般公募による民間への段

階的な移行につきましては、武将隊の今後の

展開における選択肢の一つと認識しておりま

す。 

 職員の負担軽減が急務である一方、活動の

趣旨を深く理解して、真摯に取り組む体制の

維持が不可欠であるというふうなことで考え

ております。 

 まずは学生ボランティアや外部メンバーの

参画を段階的に進め、職員の業務負担を軽減

しながら、官民が一体となった新たな日置市

ＰＲの形を構築してまいりたいと思います。 

 その過程において、活動の質を担保しつつ、

武将隊の選考の在り方とか、そのような運営

の在り方についても、柔軟に調査研究を重ね

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○１５番（黒田澄子さん）   

 既に３名の市民が入っているのに、要綱も

ない、入り方も分からない、熱意があったら

入れる、そういったことでは、市民は入りた

い人も入れないんじゃないですか。しっかり

そこら辺を広報活動をされて、皆入りたい人

たちは、公募ができる、応募ができるような

状況をつくられないのか、最後にお尋ねをい

たしまして、私の一般質問を終わりたいと思

います。 

○商工観光課長（上村裕文君）   

 お答えします。 

 武将隊が、本市の顔として直接市の魅力を

伝えていくというふうなことは、今後の活動

においても重要な視点であると思います、考

えております。 

 そういった中で、外部人材の登用とかいう

ようなものについても、正式にルール決め等

をつくっていきまして、将来的な運営の在り

方についても検討していきたいというふうな

ことで考えております。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、１７番、坂口洋之議員の質問を許可

します。 

〔１７番坂口洋之君登壇〕 

○１７番（坂口洋之君）   

 市民の命と暮らし、平和と雇用を守る立場

で、社民党の自治体議員として９１回目の質

問をいたします。 

 １つ目です。本市の高齢者介護福祉施設等

の運営における現状と課題、人材確保に向け

た今後の取組について質問いたします。 

 １つ目です。２０２４年度に、国からの訪

問介護事業者への介護報酬が減額されました。

本市の訪問介護事業者を取り巻く現状と運営、

サービス提供への課題を伺います。 

 ２つ目です。特別養護老人ホーム、通所型

デイサービス等、高齢者介護に関わるサービ

ス事業者は、人件費、食材費、物件費等の高

騰に対して、介護報酬の支給が追いつかず、

事業経営が厳しくなっています。これに関し

て、本市の現状と市の認識を伺います。 

 ３つ目です。第９期日置市事業計画の中の

介護サービスを実施する上で、市内の高齢者

施設（特養・グループホーム）等の職員不足

が指摘されております。どのような施設でど

のような職種が不足しているのか、現時点で

の状況を伺います。 

 ４つ目です。現在、いちき串木野は、介護

人材確保育成支援事業を実施し、介護職員初

任者研修制度の費用、介護支援専門員、主任

介護支援専門員の資格取得に向けた支援を実
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施しております。本市も検討できないか伺い

ます。 

 ５つ目です。第１０期介護保険事業計画

（令和９年から令和１１年）策定における市

の基本的な考えを伺います。 

 ６つ目です。高齢者介護事業者と連携した

広報・啓発活動、学生等への出前講座、高齢

者福祉に関心のある方を対象とした介護人材

ポイント制度の啓発やお仕事体験など、仕事

への理解を高め、就労等につながるような取

組の状況を伺います。 

 ２つ目です。日置市内高等学校の存続に向

けた支援策について質問いたします。 

 １つ目です。日置市内は、公立高校が２校、

私立高校が２校あります。私学の実質的な授

業料無償化により、伊集院高校、吹上高校の

新年度の入学者希望者の減少が心配されてお

ります。 

 少子化が進み、公立高校の再編も予定され、

地域経済への影響も危惧されることから、県

内各自治体では、公立高校存続に向けて支援

に取り組む自治体もございます。 

 このような高校におかれる現状について、

市の認識、見解を伺います。 

 ２つ目です。令和６年度に日置市内中学校

を卒業した生徒の進学者数が多い公立高校上

位１０校と、私立高校への進学状況、単位制

通信制高校への進学状況を伺います。 

 また、令和８年度高校入学予定者の公立・

私立・単位制通信制高校の希望状況を伺いま

す。 

 ３つ目です。学校やＰＴＡなどから幅広く

意見をお聞きし、市内４校の公立・私立高校

の魅力を高め、県内外から通いたくなるよう

に市として連携・協力できないか、本市の見

解を伺います。 

 ４つ目です。吹上高校の活性化策として、

県外・市外から学べるように、下宿等の設置

等地域と連携し、生徒数の確保に向けて市も

支援できないか、本市の考えを伺います。 

 ５つ目です。夏休み・冬休みに、中学生か

ら高校生などが学べる市の公共施設の会議室、

地区公民館等を利用した無料の自習室、学習

室等が設置できないか、伺います。 

 ６つ目です。夕方のＪＲ伊集院駅発、日

吉・吹上方面の最終路線バスは１８時５５分

加世田行きであります。日吉・吹上地域の路

線バス利用の高校生は不便であります。一般

の方も乗車可能な１９時以降のスクールタク

シーの運行はできないか、本市の考えを市長、

教育長にお聞きいたしまして、１回目の質問

といたします。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 お答えしてまいります。 

 質問事項の１つ目、本市の介護保険施設等

の運営についてのその１、本市の訪問介護事

業所を取り巻く現状と課題について回答しま

す。 

 本市の訪問介護事業者は、集合住宅地が少

なく、中山間地域の利用者も多いため、収支

差率が都市部より低く、厳しい状況と考えま

す。 

 また、訪問介護員等の高齢化や人材不足が

課題であると認識しています。 

 その２、物価高騰に対する現状と市の認識

について回答します。 

 特別養護老人ホームの事業者からは、物価

高騰の影響により経営が厳しくなっていると

伺っており、厳しい状況にあると認識してい

ます。 

 その３、職員不足について、現時点での状

況につき回答します。 

 各介護サービスは、人員、設備及び運営に

関する基準がありますので、人員不足のまま

運営している事業所はないと認識しています

が、訪問介護員の人材確保に苦慮していると

伺っています。 



- 93 - 

 その４、資格取得に向けた支援について回

答します。 

 本市における介護人材確保策については、

鹿児島県が介護職員初任者研修に対する助成

を行っていることから、その周知に引き続き

取り組んでまいります。 

 また、離職防止と定着促進の観点から、介

護現場の生産性向上に向けたデータ連携シス

テムの活用促進を図るなど、新規採用と離職

防止の両面から人材確保の支援を行ってまい

ります。 

 介護支援専門員等の資格取得支援について

は、市内の同職種の不足状況などを踏まえな

がら、引き続き検討してまいります。 

 その５、第１０期介護保険事業計画策定に

おける市の基本的な考えについて回答します。 

 第１０期介護保険事業計画は、令和９年度

から令和１１年度までの介護保険事業運営の

基礎となる計画です。 

 策定に当たっては、第９期計画の振り返り

や、高齢者等実態調査などを通して本市の実

態を把握し、国の基本指針、県の施策及び本

市の第３次総合計画を踏まえ、地域共生社会

の実現に向けた計画にしたいと考えています。 

 その６、就労等につながるような取組の状

況について回答します。 

 介護の仕事への理解を高め、就労等につな

がるような取組として、中学生の職場体験学

習や吹奏楽部による介護施設への慰問、高校

への出前講座、介護人材確保ポイント事業の

実施、啓発などに加え、広報紙で介護の仕事

の魅力を発信する記事を介護事業所の協力も

いただきながら掲載しています。 

 質問事項の２つ目、本市内高等学校の存続

に向けた支援策についてのその１からその

３については、教育長より回答いたします。 

 その４、吹上高校の活性化策として、県

外・市外の生徒の確保について回答します。 

 市外・県外からの生徒受入れは、学校のみ

ならず地域の活性化にも資する重要な視点と

考えており、現在、その有効な手段として、

「地域みらい留学」事業について研究を行っ

ています。 

 高校授業料無償化に伴い、私立高校人気の

高まりが予想される中、市外からの生徒受入

れには、住まいや食事の確保等に加え、豊か

な自然や伝統を持つ吹上だからこそ可能な特

色ある取組を打ち出すことが重要です。 

 県外では、空き施設などの有効活用に加え、

住民が地域の子どもとして生徒に関わること

で、学校と地域が一体となって教育環境を構

築している成功例もあります。 

 本市においても、地域全体で生徒を育む土

壌づくりに向けて、学校・地域と連携を図り

ながら、引き続き事業化に向けて検討を進め

てまいります。 

 その５、市の公共施設における自習室設置

について回答します。 

 中高生の学習環境を整えることは、次代を

担う人材育成の観点から重要と認識していま

す。 

 一方で、本市の公共施設や地区公民館は、

多様な市民活動や地域コミュニティの拠点と

して広く利用されているため、会議室等を無

料の自習室として優先的に開放するには、既

存利用者との調整が必要になります。 

 また、見守り体制の確保や維持管理コスト

など、整理すべき課題もあります。 

 令和６年度から、公共施設の一部を夏場に

涼みどころとして開放しており、その一部で

は中学生や高校生が自習する姿も見られます。 

 今後、会議室に限定せず、広く市民が公共

施設を活用できる方法等についても研究して

まいります。 

 その６、スクールタクシーの運行について

回答します。 

 路線バスは、運転士不足や物価高騰などに

より、事業運営の厳しさが増し、日吉・吹上
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地域の便も含めて、便数が減少しています。 

 日吉・吹上地域の高校生及びその保護者の

方から、夜間の運行についてご相談を受ける

機会は多いため、一定のニーズはあると考え

ますが、当該時間帯はタクシーの一般利用が

多く、車両、運転手の確保や財政負担など、

解決すべき課題があります。 

 来年度、地域公共交通計画の見直しを実施

しますので、市公共交通会議で、本件も含め

た詳細なニーズの把握と施策検討を行います。 

 以上です。 

〔教育長奥 善一君登壇〕 

○教育長（奥 善一君）   

 それでは、質問事項２の市内高等学校への

支援策のその１、公立高校の置かれている現

状についてお答えをいたします。 

 昨年７月に実施された公立高等学校生徒募

集定員策定等に係る地区説明会において、令

和６年度の公立高校入学者選抜の状況や、令

和７年度募集定員策定に係る基本方針等につ

いて説明がありました。 

 鹿児島県内の公立高等学校は、鹿児島市内

の一部を除いて定員割れが続いている傾向に

あり、本市の伊集院高校や吹上高校において

も同様の状況であると認識しています。 

 本市としては、この２校の存続と生徒数の

確保について、県へも強く要望したところで

あります。 

 その２、本市の令和６年度の進学状況及び

令和８年度、来年度ですけれども、希望状況

についてお答えいたします。 

 令和６年度に卒業した当時中学３年生

４ ０ ５ 人 の 進 学 先 の 内 訳 は 、 公 立 高 校

２４１人、私立高校ですけれども、１３３人、

単位制通信高校１５人、その他が１６人です。 

 進学者が多い公立高校上位１０校は、伊集

院高校９０人、吹上高校３３人、鹿児島工業

高校２３人、甲南高校１３人、鹿児島中央高

校１０人、明桜館高校１０人、鶴丸高校８人、

串木野高校８人、松陽高校８人、市来農芸高

校５人、川内商工高校５人です。 

 私立高校では、鹿児島実業高校２６人、鹿

児島城西高校２３人、鳳凰高校１８人、神村

学園高校１８人、鹿児島高校１３人、鹿児島

情報高校１１人、樟南高校１０人、育英館高

等部４人、れいめい高校３人、鹿児島純心高

校２人となっています。 

 単位制通信高校は１５人です。 

 令和８年度の進路希望状況は、令和７年

１０月現在のお答えになりますけれども、在

籍数４４３人中、公立高校進学希望者は

２７０人、私立高校は１４５人、単位制通信

高校８人、その他が２０人となっております。

その他の内訳は、国立高専、特別支援学校、

そして県外等であります。 

 その３でございます。通いたくなるような

市としての連携・協力ということでございま

すけれども、日置市内４校の公立・私立高校

が魅力を高め、県内外から生徒が集まること

は、高等学校の存続のみならず、市の活性化

や将来的な就職、人口増につながる重要な視

点であると考えます。 

 市としては、まず市のイベントや小中学校

のキャリア教育、学校行事において、高校生

との交流や高校生に学ぶ機会を設けるなど、

市や小中学校、高等学校が連携・協力するこ

とで、高等学校の魅力を小中学生に直接伝え

ることが可能になると考えます。 

 また、中学校の部活動の地域展開を推進す

るに当たり、高等学校と連携した指導や交流

も魅力発信の一つとして考えられます。 

 続きまして、その５でございます。高校生

が学べる場所についての回答でございます。 

 中央公民館は、社会教育法に基づき設置さ

れ、主な目的として住民の教養の向上など寄

与することが定められています。 

 既に公民館のロビーを学習ができる場とし

て開放しており、その他の会議室や講座室な
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どの活用については、見守り体制の確保や維

持管理コストなどの課題を踏まえ、今後研究

してまいります。 

 以上でございます。 

○１７番（坂口洋之君）   

 市長、教育長に、１回目のご答弁をいただ

いたところでございます。 

 初めに、高齢者になり病気や障がいになっ

ても、住み慣れた地域で暮らしたい、人生の

最後を自宅で迎えたい、誰もが思うところで

あります。 

 日置市の地域包括ケアシステムにおける在

宅介護の要である訪問介護事業の果たす役割

について、本市の基本的な考えを伺います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 訪問介護事業は、医療、介護、予防、住ま

い生活支援サービスが切れ目なく一体的に提

供される地域包括ケアシステムの５つの構成

要素のうち、介護という専門的なサービスの

一つであり、ケアマネジメントに基づきまし

て提供されるものですが、在宅介護を支える

上で必要なサービスであると認識しておりま

す。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 昨年も、３月議会で訪問介護の厳しい経営

実態について質問させていただきました。ま

た、今３月議会におきましても、複数の訪問

介護事業者の方に、実情や現状などを聞かせ

ていただきました。 

 いただいたご意見を少し紹介させていただ

きます。訪問介護事業者のみで経営されてい

る方です。「経営は厳しい、人材が集まりに

くい、中山間地域で移動距離が長く、人口が

少ない地域では訪問介護の訪問回数が限られ

る、在宅で高齢者を介護支援することにやり

がいを感じる」というご意見いただきました。 

 また、介護施設と併設の訪問介護事業者の

方のご意見といたしましては、「介護事業者

は単独でなく、ほかの福祉事業も併設し、経

営的には何とかなっている。訪問介護事業の

みでは継続性は厳しい」、最年少の訪問介護

ヘルパーの方が、女性で２８歳ということで

した。「前向きに捉えながらも、対価に釣り

合わないと感じる」というご意見をいただき

ました。 

 そこで、再度質問させていただきます。全

国で訪問介護事業の４割が赤字、訪問介護事

業者の倒産が過去最高と言われております。

この５年間の本市の訪問介護事業者の廃業ま

た新たな新設の状況はどうなのか、伺いたい

と思います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 令和３年度から現在までの５年間の状況に

つきましては、廃止が４事業所、新設が２事

業所となっております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 この５年間におきましては、廃止が４件、

また新たに新設が２件ということになってお

ります。 

 そういった中で、日置市介護事業者連絡会

における訪問介護事業について、今年度、日

置市に対しての意見・要望の状況を２点伺い

ます。 

 まず１つは、訪問介護事業者では、２４年

度と比較して、２５年度の経営状況について、

相対的にどのような意見があったのか、また

訪問介護ヘルパー相談業務を担うケアマネジ

ャーの人手不足についての状況はどうなのか、

人員を確保することができず、対応できない

事例等はなかったのか、伺います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 日置市介護予防サービス事業所連絡会訪問

介護部会におきまして、令和６年度と比較し
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た経営状況の意見はありませんでしたが、人

材不足や訪問介護員の高齢化に関し、人材定

着のための研修の在り方や事務負担の軽減等

の意見が出されました。また、人材育成、資

格取得等の行政支援に係る意見をいただいて

います。 

 ヘルパーやケアマネジャーの人手不足や対

応できない事例についてですが、訪問介護で

は事業所の人員不足や体制状況等により、支

援内容や希望する時間帯でのサービス提供が

難しく、他の訪問介護事業所へ対応を相談す

ることがございました。また、ケアマネジ

ャーについては、人員不足によりケアプラン

の作成ができないという事例は聞いておりま

せん。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 ２０２５年度については、訪問介護事業者

に対して介護報酬については見直しがござい

ませんでした。ヘルパーや介護職員の処遇改

善の報酬の加算の比率が上がり、職員の賃金

は上がったとお聞しております。 

 また、１２月に２０２５年度国の補正予算

が成立し、２０２６年度から国の介護分野の

報酬見直しが計画されているが、訪問介護事

業者に対しての支援内容は何か、伺います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 令和８年度介護報酬改定に関しましては、

例年３年ごとの改正とは異なり臨時的な改正

となります。 

 その中で、訪問介護事業者に関わる改定と

しましては、政府の経済見通し等を踏まえた

介護分野の職員の介護処遇改善加算の措置が

講じられており、介護職員のみならず介護従

事者を対象に幅広く月１万円、３.３％の賃

上げを実現する措置が講じられています。 

 また、生産性向上などに取り組む事業者の

介護職員を対象に、月７,０００円、２.４％

の上乗せ措置も実施されます。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 国も訪問介護の報酬についても若干見直し

等もあるようでございますけれども、昨今の

物価高騰と今回のイランとの紛争によってま

すます経費が上がっていくのも、一方では心

配になっております。 

 そういった中で、日置市としての独自の訪

問介護事業者への支援メニュー等を、また今

後検討しないのか、本市の考えを再度伺いた

いと思います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 介護現場の生産性向上に向け、訪問介護事

業所を含む居宅介護サービス事業所を対象と

したケアプランデータ連携システムの活用促

進を図る支援策について、情報収集や検討を

進めているところです。 

 また、令和８年度においても物価高騰の影

響を受けている介護サービス事業所を対象に、

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を

財源とする光熱費等高騰対策支援給付金を支

給する予定です。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 訪問介護事業所は全国的にも経営が厳しく、

中山間地域、先ほどの答弁もございましたけ

れども、人口密度の低い地域、鹿児島県など

の介護事業所の経営は特に厳しいと言われて

おります。 

 新潟県村上市では２０２４年度の報酬改定

で基本報酬が下がった訪問介護事業所に対し、

引下げ前後の差額分や燃料費の独自支援する

訪問介護事業所支援金を実施しております。

自治体においては、介護報酬の減額分を一部

補助する自治体もございます。訪問介護事業

等経営維持サービス提供が継続できるよう、

日置市独自の支援金や支援サービス等を今後
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検討できないか、本市の考えを再度伺います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 訪問介護事業を含む全ての介護サービス事

業に対して、効果的な支援策の検討を続けて

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 次に、特別養護老人ホームの経営状況です。

私も訪問介護事業者の厳しい経営というのは

実態が分かっていたんですけれども、特別養

護老人ホームもかなり経営が厳しくなってい

るというのもあります。ネット等も調べても、

当然ながら介護報酬の引き上げに対して物価

高騰、人件費の上昇が追いついていないとい

うのが最大の原因で、日置市独自で何かでき

るというのはなかなか難しい点もございます

けれども、日置市の実情がこういった形でお

聞きしましたので、少し再度伺います。 

 今回、特別養護老人ホームの運営について、

社会福祉法人の経営に関わる方から様々なご

意見をいただいております。人件費の上昇、

食材費を含めた物件費の価格上昇、介護報酬

増額分が価格上昇に追いついていない。経営

を圧迫しているとのことです。 

 また、社会福祉法人が特別養護老人の赤字

を、法人全体の基金を切り崩して運営してい

る。将来的な施設の大規模改修を想定し、事

業者は基金を積み立てている。しかし、近年

の人件費の増加、物価上昇で赤字分を基金を

切り崩して運営している事業者も本市にござ

います。 

 そういった中で、再度質問いたします。日

置市は介護保険事業の保険者として、全国的

に訪問介護事業者をはじめ介護事業者の事業

停止、倒産が令和７年度は過去最高のことで

あります。介護サービス事業者の倒産が増え

続けている現状について、市長はどのような

思い、考えを持たれているのか伺います。 

 また、物価高と人件費の増加により、介護

報酬の増額の伸びに対して運営コストが上が

り、日置市内の高齢者介護事業者等は経営的

に苦労されているとの声もございます。市長

の認識見解を伺いたいと思います。 

○市長（永山由高君）   

 令和７年度の介護事業者の倒産件数が過去

最多を更新したということについては、報道

等で拝見をいたしております。本市において

も２訪問事業所を含む４事業所が令和７年度

中に廃止となっており、物価高騰や人件費の

増加により経営的に厳しい状況にあるという

声をお聞きをいたしております。 

○１７番（坂口洋之君）   

 日置市は、現在５つの特別養護老人ホーム

がございます。運営は社会福祉法人でありま

す。社会福祉法人の運営状況については公開

する義務があります。令和６年度の状況を見

ますと、５法人中３法人が赤字運営となって

います。私は調べた中であったと理解してお

りますけれども、そのような決算状況である

と理解してよいのか、市の見解を伺います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 特別養護老人ホームを運営している社会福

祉法人の事業活動内訳表によりますと、介護

分野のサービス活動増減差額は、議員がお見

込みのとおりであると考えています。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 ５法人中３法人が、赤字運営というそうい

った状況になります。 

 社会福祉法人は毎年の現状報告書で決算状

況を公開しています。これらの情報はイン

ターネットで公開されています。ぜひとも日

置市内の高齢者介護サービス事業所の収支状

況についても、市長もぜひチェックしていた

だきたいと思いますけれども、市長の考えを

伺いたいと思います。 
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○市長（永山由高君）   

 特別養護老人ホームを運営している社会福

祉法人の決算状況については、収支状況を確

認しております。厳しい状況にあると認識を

しています。 

○１７番（坂口洋之君）   

 こういった形で情報公開されておりますの

で、ぜひ実情なども定期的に把握していただ

きたいと思います。 

 赤字が増える理由について、様々な当然要

因がございます。例えば、特別養護老人ホーム

の食材費１日３食、国の基準額が１,４４５円

です。２０２２年６月以来改定がございませ

ん。全国老人福祉協議会によりますと、昨年

末での１日の食材費、人件費のコストが平均

で１,７８８円、国の基準額に対して平均で

３００円以上の食材・人件費のコストがかさ

み、その差額を特別養護老人ホームが負担し

ており、負担額の増額が施設運営に大きな影

響があります。また、食事の質もこれ以上落

とせない状況になっています。 

 全国老人福祉協議会の管理栄養士への調査

結果によると、食材費の負担が施設運営の大

きな負担になっております。そのような実態

について、日置市として把握されているのか

伺います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 特別養護老人ホームの事業者からは、食材

費においても物価高騰の影響で施設側の負担

額が上昇しており、国の基準額では賄い切れ

ない実態があることを把握しております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 この問題は本当一自治体で判断できません

けれども、物件費の上昇、食材費の高騰、そ

の差額を社会福祉法人が補痾している、この

ような実態があります。今年８月から国の食

材費に対する基準額の１００円上乗せが計画

されています。それでも物価上昇に追いつけ

ていない現状があります。この問題は一自治

体で解決することができませんが、市長、国

に２０２７年度の介護報酬改定に向けて、施

設の実情と物価高騰対策について改善見直し

に向け、市長も全国市長会等を通してしっか

りと国に意見、要望活動に取り組んでいただ

きたい。そのことについて市長の見解を伺い

たいと思います。 

○市長（永山由高君）   

 令和８年度の介護報酬改定において、食材

費の基準額の引上げは決定をいたしておりま

すが、基準改定後の現状把握や国への要望な

ど、鹿児島県やほかの市町村の動向も注視し

ながら検討してまいりたいと思っております。 

○１７番（坂口洋之君）   

 次に、資格取得に向けた支援制度について

再度お伺いいたします。 

 資格取得への支援については、福祉科が設

置されております鹿児島城西高校と連携協力

できないのか、本市の考えを伺いたいと思い

ます。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 本市に福祉科系の学科が設置されている高

校があることは、若年層の介護職離れを防ぎ、

地域で働く将来の介護福祉士を育成する上で

も貴重であると考えております。資格取得へ

の支援も含め、介護人材確保の観点から連携

協力の可能性について、調査研究をしてまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 昨年の３月議会でも、この福祉関係のケア

マネジャー、初任者研修等の財政的な支援に

ついて質問いたしました。資格取得への支援

については、鹿児島県内ではいちき串木野市、

鹿屋市、薩摩川内市、出水市、またさつま町、

湧水町でも自治体独自の支援があります。い
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ちき串木野市介護人材確保事業支援金につい

て紹介をいたします。 

 いちき串木野市の市民で高齢者福祉施設で

働いている方が対象で、令和７年度でケアマ

ネジャー資格３人、介護初任者資格研修取得

が６名でした。今年度は初任者研修をいちき

串木野市で実施しました。鹿児島市社団法人

フォルザに委託、１０名の募集に対して６名

が応募し、初任者研修を受講されました。働

きながら受講できるように、南九州の取組が、

いちき串木野市は参考になったとのことでご

ざいます。 

 日置市も同様に取り組めないのか、本市の

考えを再度伺いたいと思います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 資格取得の支援も含め介護人材確保につい

て情報収集し、効果的な支援策を検討してま

いります。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ここでしばらく休憩します。次の会議を

１４時１０分とします。 

午後１時59分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後２時10分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１７番（坂口洋之君）   

 次に、日置市第１０期介護保険事業計画に

ついて、再度伺いたいと思います。 

 第１０期計画の作成については、第９期介

護保険事業計画のこれまでの検証が必要であ

ると考えます。 

 第９期計画作成に当たって、市長は地域包

括ケアシステムを支える介護人材確保及び介

護現場の生産性の向上の推進を目指しますと

うたわれております。この点について、取組

をどう評価されているのか。第１０期計画作

成に向け介護人材確保、介護現場の生産性向

上は必要であります。引き続きどのように市

として充実させていく考えなのか、現時点で

のお考えを伺いたいと思います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 介護人材確保等の事業推進については、第

９期事業計画に基づき実施しています。中で

も、介護人材確保ポイント事業においては、

事業に参加する人材の裾野拡大に努めており、

令和６年度、令和７年度の参加者数は事業計

画の目標値を上回る結果となっています。 

 第１０期事業計画において、介護人材不足

は重要課題と認識しています。国の基本指針

や県の施策及び本市の第３次総合計画を踏ま

え、地域包括ケアシステムを支える人材確保

策を充実させていきたいと考えております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 今後、第１０期計画に向けて少子高齢化、

人口減少、それに伴う労働力の減少、また近

年の物価高騰、身寄りのない高齢者、頼れる

親族がいない高齢者の増加等も私は危惧いた

します。 

 今後想定される課題をどう盛り込んでいく

のか。また一方では、外国人の人材に頼らな

ければならない時代に入ります。第９期介護

保険事業計画において外国人人材の確保も盛

り込まれて、外国人介護人材の確保や受入れ、

働きやすい環境の整備の支援がうたわれてお

ります。 

 今後、第１０期計画作成に向けた外国人人

材確保に向けた具体的な取組を明記すべきと

考えておりますが、本市の今後のお考えを伺

いたいと思います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 第１０期介護保険事業計画の策定において

は、地域の実情に応じたサービス提供体制を
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確保するために、国が定める基本指針に沿っ

て外国人の介護人材確保と定着に向けた具体

的な取組についても検討してまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 第１０期計画に向けまして、当然ながら介

護保険料の見直し等も当然計画されてきてい

ると思いますけれども、現在日置市の介護保

険料の基準額が６,１００円でございます。

第１０期計画作成に向けた今後の介護給付費

の見通しを伺います。 

 また、第９期介護保険料の基準額６,１００円

からの第１０期介護保険事業計画に向けた介

護保険料の設定について、現時点でのお考え

を伺いたいと思います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 現在の基準額月額６,１００円は、第７期

から据え置かれた額であり、鹿児島県の平均

額６,２８６円よりも低い水準にあります。 

 令和６年度の給付実績は、第９期事業計画

の計画値より低く、令和７年度においても同

様に低く推移すると見込んでおりますが、第

１０期の保険料設定につきましては、高齢者

等実態調査の結果を分析し、必要なサービス

量の見込みや具体的な給付実績に基づき、令

和８年度に詳細な推計値を算出してまいりた

いと考えています。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 今後、第１０期に向けてなんですけども、

介護給付費はこれからもどんどん伸びていく

方向なのか。大体伸びとしてはそう大きくは

ならないのか、それについて再度伺いたいと

思います。 

○介護保険課長（奥田美穂さん）   

 お答えいたします。 

 令和７年度におきましては、これまで同様

に低く推移する見込みと考えられております

けれども、今後、団塊の世代の方たちが後期

高齢者に皆さん突入されまして、８０歳を超

えてこられますと、今よりもサービス見込み

が増えてくるというふうに考えております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 今回の質問の最後に、高齢化社会はこれか

らどんどん進んでいきます。一方では労働力

不足という課題が心配されます。また、人件

費の上昇、運営コストの増加、日置市内の高

齢者福祉施設等の経営が年々厳しくなってき

ています。 

 一般の民間事業者が赤字であれば簡単に撤

退できますが、高齢者福祉サービスを担う事

業者がサービスを見直せば、そのしわ寄せは

市民に大きな影響が出ます。介護保険あって

介護サービスなし、今、高齢者介護サービス

事業者は岐路に立っていると私は感じており

ます。持続可能で安心して老後が暮らせる日

置市実現に向けて、市長の考えを伺い、この

質問を終わります。 

○市長（永山由高君）   

 地域共生社会の実現のため、地域包括ケア

システムを支える介護人材の確保と介護現場

の生産性向上、非常に大切であると認識をし

ています。 

 これらの推進のために、関係機関と連携を

図りながら、本市介護保険事業計画及び高齢

者福祉計画に基づいて施策を実施してまいり

たいと考えています。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 次に、日置市内高等学校の活性化と支援策

について再度伺いたいと思います。 

 いちき串木野市や南九州市、伊佐市、垂水

市、さつま町など、県立高校の存続に向けて

財政的に支援をする自治体もあります。 

 南日本新聞の報道によりますと、さつま町
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では唯一の県立高校である薩摩中央高校に年

間４,０００万円支援しております。本市は

私立２校がありますが、県立高校の将来に向

けて日置市が果たす役割は何なのか。また、

どこまで支援するのか。関わる必要があるの

か、現時点での市長の思い、考えを伺いたい

と思います。 

○市長（永山由高君）   

 県立高校については、まず設置主体である

県が当事者として強い危機感を持ち、将来に

向けて高校魅力化などの生徒募集に資する取

組を推進すべきであると考えています。 

 市としては、高校の存続が地域のにぎわい

に大きな影響を与えること、中学生にとって

地元を含めて多様な選択肢が残ること、若年

層の市内就職に当たって市内の高校の存在は

大きいことなどの理由から、地元の県立高校

は重要な存在であると認識をしています。 

 加えて、市外から通学する生徒や卒業生は

大切な関係人口であるとの認識に立ち、プロ

ジェクト型のふるさと納税や国・県の事業な

どを活用しながら、可能な範囲で支援してい

くべきと捉えています。 

○１７番（坂口洋之君）   

 市長の発言したとおり、私は伊集院の猪鹿

倉朝日ケ丘団地に住んでおりまして、近くに

育英館高校がございます。市外、県外からも

高校生が寮に生活をしまして、日常的に日置

市で生活をしているという、そういった実態

がございます。 

 また城西高校も、伊集院高校も、吹上高校

も含めて、広域から生徒が通っておりますの

で、地域経済にも大きな影響がございます。 

 そういった中で、昨年７月９日に、鹿児島

県高校教育課が令和８年度公立高等学校生徒

募集定員策定等に関わる地区説明会が開催さ

れました。毎年開催されております。本市か

らも市長、議長、教育長はちょっと行かれた

か確認しておりませんけれども、参加された

とお聞きしております。いちき串木野市長も

参加されております。 

 まず、説明会の主な内容は何なのか。また、

市長も高校教育課に対して、公立高校の在り

方について意見、提言されたとお聞きしてお

ります。差し支えなければ、市長はどのよう

な意見また要望等を述べられたのか伺いたい

と思います。 

○市長（永山由高君）   

 県からは、長期的な県内の児童生徒数の推

移が説明されるとともに、高校の魅力発信に

ついての取組事例の紹介がありました。 

 私からは、通学手段に対する支援のお願い

と、定数を削減される際には、現時点での倍

率のみによらない、地域全体のバランスが取

れた方針での検討についてお願いをしました。 

○１７番（坂口洋之君）   

 鹿児島県の県立高校の再編はこれからでご

ざいます。県立高校がなくなれば、若い世代

が高校通学を考え利便性の高い地域へ移り住

む。一方で、小規模校では施設整備、教員の

適正な配置、生徒が望む授業、部活環境に格

差が生じるという問題がございます。 

 将来的に、再編により日置市の２校はどう

なるのか分からない状況でございますが、い

ずれにしても、学校再編につきましては地域

との協議が前提であり、再編の有無にかかわ

らず、市としての再編の動向を把握し、２つ

の県立高校の状況を注視してほしいと私は考

えております。市長の見解を伺いたいと思い

ます。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 県立高校の再編は、日置市のみでなく鹿児

島県全体の問題です。本年３月にまとめられ

る県立高校の将来ビジョン検討委員会答申に

おいては、今後の望ましい県立高校教育の在

り方について提言がなされる予定です。 

 さらに、国の高等教育改革に関する基本方
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針、グランドデザインの中でも、令和９年度

をめどに交付金等の新たな財政支援の仕組み

の構築が示されております。今後も引き続き

国や県の動向を注視してまいります。 

○１７番（坂口洋之君）   

 先ほどの１回目の御答弁で、日置市内の昨

年中学３年生の卒業した生徒の高校の進学状

況がございました。なかなか日置市内の中学

３年生がどこの高校に、何人ぐらい行ってい

るのかというのはなかなか分からず、私も今

回質問をしまして初めてこういった回答をい

ただきました。伊集院高校が９０人、吹上高

校が３３人、市外の鹿児島工業が２３人とい

うことで、日置市内の中学３年生は鹿児島工

業に割と、距離的にはちょっと遠いと思うの

ですけれども、通っている生徒が多いのかな

という傾向がございました。 

 一方で、私立高校が、鹿児島実業が２６人、

鹿児島城西が２３人ということで、全般的に

公立高校に行く生徒もいますけれども、私立

高校に通っている高校生が多いんだなという

のをよく感じたところであります。 

 そこで、再度質問したいと思います。 

 まず教育長にお聞きいたします。急速な少

子化が進む中での県立高校の再編が進み、本

県でも避けられない状況になっております。

本市中学校の卒業生も先ほどの高校の進学状

況をご答弁いただきました。高等教育の進学

には様々な選択肢があるのかなということを

つくづく感じたところでございます。少子化

の加速、生徒の多様性が叫ばれる中での高等

教育、高校が果たす役割について、教育長自

身のお考えを伺いたいと思います。 

○教育長（奥 善一君）   

 高等教育が果たす役割という視点で、お答

えをさせていただきます。 

 高度な知識・技能を持つ人材の育成、それ

から、とりわけ大学になろうかと思いますけ

れども、社会の新たな価値を生む研究の拠点、

企業・産業との連携による地域社会との活性

化など、少子化が進む社会において極めて重

要な役割を担っていると思います。 

 そのためには、将来的な学びや主体的な学

習への転換など、学びの質を高めることが重

要であります。また、障害のある生徒さんや

外国ルーツの生徒の受入れなどの多様な学び

を保障しながら、地域産業と連携した教育や

地域課題解決型の学び、探求型の学びですけ

れども、これらが今後一層求められていくと

思います。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 次に、日置市内４公立・私立高校の活性化

について、再度伺いたいと思っております。 

 現在、日置市議会では市内４つの高校の生

徒会を中心に議員と語る会を開催し、生徒の

皆さんとまちづくりを含め議論し交流してお

ります。日置市は現在４高校がございますが、

まず４つの高校とどのような関わりを持たれ

ているのか。また、各高校の関係者等と意見、

要望を聞くような取組があるのか、本市の状

況を伺いたいと思います。 

○教育長（奥 善一君）   

 小中学校と、それから４つの高校の関係の

方々が、いろんな場で協議をしたりする場と

いうのはあるわけですけれども、例えばＰＴ

Ａの連絡協議会の場では高校も含めて一緒に

関わることがあるわけでございます。 

 それから、高等学校の入学説明会において、

保護者も交えて高等学校の先生方に来ていた

だいて、学校で説明する場というのも設けら

れております。 

 それから、昨年度までは、私どもも４つの

高校の校長先生と、それから市長も一緒に交

えて、様々な課題について協議する場を持っ

ておりました。 

 今後も、市内にある４つの高校と、それか

ら小中学校も含めた関係者が共に意見交換を
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したり協議していく場を持つことは、とても

重要だというふうに思っております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 市内４つの高校ともいろんな形で意見交換

できればと思います。 

 先ほどのご答弁の中で、部活動の地域展開

を推進するに当たり、高等学校と連携した指

導や交流も魅力発信の一つと考えられますと

いうご答弁をいただきましたけれども、その

ことについての教育委員会としての考えを伺

いたいと思います。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 地域の指導者の指導の下、中学校、高等学

校の垣根を越え、同好の競技の練習を通じて

交流を深めることが考えられます。 

○１７番（坂口洋之君）   

 今後とも引き続き４つの高校と連携したい

んですけれども、私の子どもは今、伊集院高

校に行っております。私が調べた中で、公立、

私立もスポーツ大会等での対戦することはあ

っても、生徒同士が交流することはあまりな

いとのことでございました。市内４校の生徒

同士が交流するようなスポーツ大会、文化交

流会、同じ日置市内の高校が通う生徒であり

ます。どこが中心になってこの取組をするか

というのは、私も判断できないのですけれど

も、一番理想は、運営は生徒会を中心にして

４つの高校が交流できればと思っております

けれども、こういった場合、日置市としても

積極的に協力していただけないでしょうか。

現時点の考えを伺いたいと思います。 

○教育長（奥 善一君）   

 先ほどの１回目の答弁でもお答えをいたし

ましたけれども、子どもたちを軸に考えなが

ら、特に中学校、高校が共にいろんな意味で

交流できるような場を設けていくことが、と

ても重要だと思っております。 

 そのような場を設けるために、高校の先生

方とも一緒になってまた検討をしてまいりた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 今回初めて市が中心というよりも、各高校

の生徒会とか教職員の方たちが、横の連携と

いう形でできればと思っておりますので、今

回、私がこういう形で提案しました。 

 またあわせて、４つの高校もいろんな形で

宣伝していただければと思っております。日

置市のホームページに、市内４校のホーム

ページ等がリンクできないのか、本市の考え

を伺いたいと思います。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 高校からの了承が得られれば可能かという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 ぜひ日置市のホームページの一部で構いま

せんので、各高校とのホームページ上でリン

クできればと思って、ちょっと提案したとこ

ろでございました。 

 次に、吹上高校の活性化についてというこ

とでございます。 

 今年度の募集状況を見ますと、伊集院高校

はかなり希望者が少なくなってきたのかなと

思います。一方で、吹上はそこまで受験され

る方が大きく減っていないのかなと思ってお

ります。 

 ２０２６年度の状況の中で、吹上高校の活

性化については、県内外から幅広く生徒を呼

び込む地域みらい留学に取り組む県内でも多

いです。鹿児島県の動向が分かればお答えい

ただければと思います。 

 また、場所的に学生寮が設置されることが

望ましいが、そのニーズもまだ現時点では不

透明でございますけれども、吹上という地域
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性、市内外から呼び込むための施策、考え、

学校や地域からどのような意見、要望が出さ

れているのか、現時点の状況を伺いたいと思

います。 

○吹上支所長（田代誠治君）   

 それでは、回答いたします。 

 鹿児島県内における地域みらい留学の実施

自治体は、今年度７市町が取り組んでおりま

す。それぞれの受入れ体制といたしましては、

既存の寮や施設の有効利用をはじめ、生活の

見守り体制の確保策など、地域の実情に応じ

た対応策が講じられているようでございます。 

 現在、吹上高校から、市が地域みらい留学

の実施に向けた検討の意向に対しご理解をい

ただいているところでございます。今後、具

体的な特色ある取組や生活面のサポートを含

めた受入れ体制について詳細が整い次第、地

域を含めて意見や要望等を伺ってまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 坂口洋之議員、残り時間２分です。 

○１７番（坂口洋之君）   

 ぜひ吹上という地域性、通いたくなる。理

想で言うとどういった科が必要なのかという

のが、やっぱり一番人を呼ぶ込むための魅力

づくりなのかなと思っております。そういう

のも含めて、県と連携をしながら、通いたく

なるような、学びたくなるような地域活性化

に向けても取り組んでいただければと思って

います。 

 質問の中で、今回自習室の件です。もう多

くの議員から質問がございましたので、私は

もうそのことについてはどうこうとは申しま

せんけれども、やっぱり高校生がこういった

形で学びたいという、そういった自習室で学

びたいというのは、かなりニーズが高いです

ので、そのことについても認識していただけ

ればと思っています。 

 最後に、伊集院駅から１９時以降のスクー

ルタクシーです。どうしても吹上・日吉方面

から高校に通うには、なかなかＪＲの接続が

うまくいっていないのもありますし、１８時

５５分のバスに乗るには、鹿児島中央駅を

１８時２５分の電車に乗るのがもう最終です。

最終が１８時２５分という状況ですので、特

に日吉・吹上の高校に通わせたい世帯につい

ては、非常に負担が大きいですので、今後は

公共交通会議等を含めて、先ほどの答弁には、

保護者から夜間の運行について相談があると

いうのも、市として把握されているというこ

とでございますので、しっかりとしてニーズ

を把握していただきまして、検討していただ

きたいなと思っております。そのことを最後

質問いたしまして、私の質問を終わります。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 １回目の質問で回答いたしましたが、ひお

吉号の運行そのものについては、来年度の市

地域公共交通会議において検討することにな

っております。 

 ひお吉号の活用に当たっては使用時間が重

複しないことから可能であるとは考えますが、

運転士不足等の現状を総合的に判断しながら

検討を進めていく必要があると考えておりま

す。 

 以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △散  会 

○議長（冨迫克彦君）   

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 明日１０日は、午前１０時から本会議を開

きます。 

 本日は、これで散会します。 

午後２時36分散会 



 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 号 （ ３ 月 １０ 日） 



 



- 105 - 

議事日程（第４号） 

 日 程               事     件     名 

日程第 １ 一般質問（９番、１１番、８番） 



- 106 - 

  本会議（３月１０日）（火曜） 

  出席議員  １９名 

    １番  阿 多 聖 弥 君            ２番  大川畑 宏 一 君 

    ３番  山 口 秀 人 君            ４番  中 村 清 栄 君 

    ５番  福 田 晋 拓 君            ６番  長 倉 浩 二 君 

    ７番  下 園 和 己 君            ８番  佐 多 申 至 君 

    ９番  是 枝 みゆきさん           １０番  重 留 健 朗 君 

   １１番  福 元   悟 君           １２番  山 口 政 夫 君 

   １３番  中 村 尉 司 君           １５番  黒 田 澄 子さん  

   １６番  下御領 昭 博 君           １７番  坂 口 洋 之 君 

   １８番  並 松 安 文 君           １９番  池 満   渉 君 

   ２０番  冨 迫 克 彦 君 

  欠席議員   １名 

   １４番  留 盛 浩一郎 君 

 

    事務局職員出席者 

   事 務 局 長  濵 﨑 慎一郎 君       次長兼議事調査係長  諸 正 一 久 君 

   議 事 調 査 係  野 崎 元 気 君 

 

    地方自治法第１２１条による出席者 

  市     長   永 山 由 高 君      副  市  長   上   秀 人 君 

  教  育  長   奥   善 一 君      総務企画部長兼総務課長   瀬戸口   亮 君 

  市民福祉部長兼こども未来課長   馬場口 美宗香さん      産業建設部長兼建設課長   田 口 悦 次 君 

  教育委員会事務局長兼教育総務課長   東   正 和 君      消防本部消防長   福 田 幸 記 君 

  東市来支所長   内 山 良 弘 君      日 吉 支 所 長   坂 上   誠 君 

  吹 上 支 所 長   田 代 誠 治 君      総括監兼選挙管理委員会事務局長   東   純 一 君 

  財政管財課長   小 園 秀 作 君      企 画 課 長   園 田 賢 一 君 

  地域づくり課長   神之門 英 樹 君      税 務 課 長   有 馬 純 一 君 

  商工観光課長   上 村 裕 文 君      市民生活課長   瀬戸口 和 彦 君 

  健康保険課長   宇 都   敏 君      福 祉 課 長   宮 前 美 紀さん 

  介護保険課長   奥 田 美 穂さん      農林水産課長   成 田   郷 君 

  農地整備課長   上   勇 人 君      上下水道課長   神 余   徹 君 



- 107 - 

  学校教育課長   段 原 修 司 君      社会教育課長   入 佐 好 彦 君 

  監査委員事務局長   濵 﨑 慎一郎 君      農業委員会事務局長   有 島 春 己 君 

  会計管理者兼会計課長   今 村 幸 代さん      消防本部次長兼警防課長   久保園 幸 一 君 

  消防本部総務課長   藏 薗 健一郎 君 

 



- 108 - 

午前10時00分開議 

  △開  議 

○議長（冨迫克彦君）   

 ご報告申し上げます。留盛浩一郎議員が病

気療養のため本会議を欠席する旨の連絡があ

りましたので報告いたします。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１ 一般質問 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 順番に質問を許可します。 

 ９番、是枝みゆき議員の質問を許可します。 

〔９番是枝みゆきさん登壇〕 

○９番（是枝みゆきさん）   

 皆さん、おはようございます。今回は、さ

きに行われました衆議院議員選挙につきまし

て質問をさせていただきます。 

 さて、先日、３月８日は国連が制定した女

性の権利向上とジェンダー平等を目指す国際

女性デイ、別名シンボルとなる花の名前から

「ミモザの日」でした。鹿児島県のジェン

ダーギャップ指数は、経済１１位、政治

２９位、教育３９位、行政は４２位、４つの

分野、いずれも指数が改善したものの、依然

として男女の格差が根強くあるという結果が

出ておりました。 

 私は、このような意思決定の場に立たせて

いただく一人の女性として、緊張感と責任を

感じるとともに、これから先に多くの女性が

議員となられて、この場に立ってくださるこ

とを強く願っております。 

 さて、今回、解散から投開票日まで１６日

間という戦後最短となった衆議院選挙でした。

初の女性総理大臣の人気を示すかのように、高

市総理大臣の動画再生回数が１億６,０００超

えという異例の数字を叩き出し、衆議院選全

体では、切り抜き動画や解説動画などサード

パーティーを含む再生回数は２８億超えとい

う驚くべき数字が出てきております。規定で

定められたチラシやポスターよりも、イン

ターネットやＳＮＳの視聴数の影響力は大き

く、有権者が情報を得るに極めて重要な役割

を果たしていることが伺われる選挙戦となり

ました。 

 特に、若い方々の関心を引き出すツールの

一つであることは十分認識をしつつ、改めま

して、どの世代にも公平に投票の機会や環境

を整備し、投票する権利を守るために、本市

が取り組んでいること、そして取り組んでい

ただきたいことを質問、提案させていただき

ます。 

 それでは、通告書に従い、質問させていた

だきます。 

 大きな一番です。令和８年２月に行われた

衆議院議員選挙の現状と課題について、その

１です。 

 県内で最も投票率が高かったのは鹿児島

３区の５８.９３％でしたが、本市の衆議院

選挙の選挙区比例区の投票率と期日前の投票

率を伺います。 

 その２、今回は衆議院の解散により急な選

挙となり、投票所整理券も公示日までに配布

できませんでした。また、投票日の雪により

出足が心配されましたが、どのような影響、

課題があったと考えているのかを伺います。 

 大きな２番です。若者、高齢者、障がい者、

入院中の方など誰もが投票できる取組につい

て伺います。 

 その１、選挙権を１８歳以上とすることは、

２０１６年の参議院選挙から始まり、１８歳

の投票率は全体より低い傾向にあります。総

務省公表後の新聞発表の抽出調査集計による

と 、 １ ８ 歳 が 男 性 ５ ０ . １ ０ ％ 、 女 性

５２.８３％で、計５１.４５％、１９歳男性

は３４ .２６％、女性は３５ .０７％で計

３４.６４％でありました。本市の１８歳、

１９歳、２０歳から２４歳の投票率、そして
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傾向はどうか伺います。 

 その２です。本市の８０歳代、９０歳代の

投票率傾向はどうか伺います。 

 その３、市内と市外の不在者投票施設で投

票された方の人数を伺います。 

 その４、中央公民館投票所は、駐車場から

投票所までの距離が長いとの声や、高齢の親

を連れていくのが大変で、今回は投票を諦め

たという声も届いております。公民館前の広

場を駐車場として整備できないか伺います。 

 その５です。段差がなく駐車場から近い伊

集院地区公民館を期日前投票所として土曜日

も開設できないか伺います。 

 終わります。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 おはようございます。それでは回答をして

まいります。質問事項の１つ目につきまして

は、選挙管理委員会事務局長より回答いたし

ます。質問事項２つ目、誰もが投票できる取

組についてのその１からその３及びその５に

ついては、選挙管理委員会事務局長より回答

いたします。 

 その４につきまして、中央公民館前の広場

を駐車場として整備できないかとのご質問に

つき、回答いたします。 

 現在の広場には乗り入れ口がないことに加

え、車両の重量に耐え得る構造となっていな

いため、駐車場整備は難しいと考えています。 

 以上です。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 それでは、質問事項１、衆議院選挙の現状

と課題についての（１）投票率と期日前投票

率についてご回答いたします。 

 令和８年２月８日に執行されました衆議院

議員総選挙の小選挙区選出議員選挙及び比例

代表選出議員選挙の本市の投票率は、ともに

５７.２２％となっています。期日前投票の

投票率は、小選挙区選出議員選挙及び比例代

表選出議員選挙ともに４０.８９％となって

います。 

 続きまして、（２）の影響、課題について

ご回答いたします。衆議院の解散から公示日

までが短く、公示日までに投票所整理券が送

付できなかったことにより、１月２８日の期

日前投票開始日から５日間は、期日前投票に

来られる有権者は少ない状況でしたが、投票

日が近づくにつれ、期日前投票に来られる方

が 多 く な り 、 期 日 前 投 票 者 総 数 は １ 万

５,６３１人となっています。 

 また、投票日当日は積雪が予想されたことに

より、投票日前日の２月７日に期日前投票に来

られた方は、期日前投票者数の２７.６７％

を占める４,３２５人が投票されています。

投票日当日は、積雪の影響により投票率の低

下が懸念されましたが、結果として前回の衆

議院議員総選挙より投票率が１.５２ポイン

ト上昇しています。 

 次に、質問事項２、誰もが投票できる取組

についての（１）１８歳、１９歳、２０歳か

ら２４歳の投票率傾向についてご回答いたし

ます。１８歳の投票率は４６ .１８％、

１９歳の投票率は３６.４７％、２０歳から

２４歳までの投票率は３４.２１％となって

います。１８歳から２４歳まで、年齢が上が

るにつれ投票率は低くなる傾向にあります。 

 次に、（２）８０歳代、９０歳代の投票率傾向

についてご回答いたします。８０歳代の有権

者数は４,１２５人で投票率は５４.９１％

となっています。９０歳代の有権者数は

１,５３５人で投票率は２４.２３％となって

います。傾向としましては、年齢が上がるに

つれ投票率が低くなる傾向にあると考えます。 

 次に、（３）不在者投票施設での投票者数

についてご回答いたします。不在者投票を施

設等でされた方の総数は２２０人で、うち市

内施設でされた方は１７９人、市外施設でさ
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れた方は４１人となっています。 

 続きまして、（５）伊集院地区公民館を期

日前投票所として開設できないかご回答いた

します。 

 本市の期日前投票所及び当日投票所は、共

通投票所となっており、市内どの投票所でも

投票ができます。また、巡回期日前投票所の

設置や乗合送迎サービス「ひお吉号」の無料

乗車券を配布するなど投票機会の確保に取り

組んでいるところです。 

 今後、共通投票所について有権者への周知

に力を入れるとともに、巡回期日前投票所を

含め、期日前投票所の在り方など投票機会の

確保について選挙管理委員会で検討してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 それでは、大きな１番もまとめて２回目を

質問させていただきます。 

 ３区の平均投票率５８.９３％には及びま

せんでしたが、本市では令和６年の衆議院選

挙 ５ ５ . ７ ％ か ら 令 和 ８ 年 衆 議 院 選 挙

５７.２２％と、若干の伸びが見えておりま

す。選挙管理委員会では、定例会の中でどの

ようなご意見が出されて評価されているのか

をお伺いいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 委員の皆様からは、投票率が上がったこと

につきまして、期日前投票制度の浸透、共通

投票所巡回期日前投票での投票機会の確保な

どの取組について、一定の成果が見られたと

の感想をいただいております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 では、その期日前投票について質問をいた

します。 

 今回の期日前投票は、鹿児島県選管のデー

タでは、県全体で３６.４４％という中で、

日置市の１万５,６３１人、４０.８９％は高

いほうの投票率となっております。期日前投

票は、午前８時から午後８時までと、投票管

理者や投票立会人の方々には長時間にわたっ

て従事していただいております。 

 調べてみましたら、１月２８日から２月

７日まで同じ投票所で、毎日、期日前投票所

を開設している市町村は、４３市町村中

１４市町村でした。感謝を申し上げたいと思

います。市内どの投票所でも投票することが

できることは、投票機会の確保という観点か

らも大いに評価したいと思います。 

 １万５,６３１人の投票者の中で、仕事を

終えてから来られたと予想する夕方１８時か

ら２０時までの投票者数はどうかお尋ねいた

します。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 １８時から２０時までに期日前投票された

方は１,４５９人となっております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 期日前投票者１万５,６３１人中１,４５９人、

およそ１０％近い方々が、仕事を終えてから

でしょうかね、暗くなった時間に投票されて

いるということが分かりました。 

 続いて、巡回期日前投票所についてお伺い

いたします。近辺にお住まいの方、特に高齢

者の皆様にとっては、大変便利で、私の住ん

でいる地域の方々の利用も多くて、駐車場も

あって大変喜ばれている声を聞いております。 

 ここで、回覧板で全戸に配布されたお知ら

せプリントとホームページのことで伺います。

お知らせプリントの巡回期日前投票には、地

域の欄に４町の記載があります。ところが

ホームページを見ると、投票対象自治会の記

載があります。広報紙とホームページに記載
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の違いがあり、かつ対象地域を記載されてい

ると、ほかの地域の方は投票できないのでは

ないかと思われかねません。ホームページと

配布されたプリントの内容を少々改善してい

ただき、巡回期日前の在り方について、改め

て市の考え方をお尋ねいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 巡回期日前投票につきましては、投票所の

見直しを行った投票所を巡回をしております。

当初からどの投票所でも投票できるシステム

ではございましたけれども、その所属される

投票区の方々にスムーズに投票を行っていた

だきたいという意図から自治会名を記載して

おりましたけれども、いろいろ回数を重ねま

して、巡回期日前投票におきましても支障な

く運用がなされておりますので、どの投票所

でも投票できることを周知してまいりたいと

思います。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 「対象地域に関係なく、どこでも投票でき

ます」という文言ですね、文字が、つけ加え

ていただくと、例えば転入された方々だとか

初めて投票される方々にとっても大変分かり

やすいと考えます。 

 続いて、大きな２番、若者の選挙について

お伺いいたします。 

 前回の令和６年１０月衆議院選挙では、日

置市は１８歳が２０.９０％、これ実は県で

最下位でございます。１９歳、１９.２４％、

これは下から８番目で離島など人口が少ない

と思われる地域が多く含まれている中に日置

市があるという結果です。 

 それから、令和７年ですね、衆議院選挙、

ちょっと持ち直します。１８歳が３８.４％、

１９歳が３５.４８％、合計３６.９８％でし

た。今回が、１８歳が４６.１８％、１９歳

が３６.４７％、いずれも半分には満たない

状況ではありますが、大学受験や就職を控え

た１８歳の伸び率が見えます。その推移の評

価はどのように受け止めておられますか。 

 また、１８歳の有権者数と投票者数をお聞

きいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 投票率の上昇につきまして、一概には言え

ないところではございますけれども、１８歳

に到達し、新たに有権者となられた方々へ、

投票する１票の大切さや政治への参加などを

記しましたバースデーはがきを送付しており、

はがきが届いたことにより、少なからず投票

に興味を持っていただけたものと考えており

ます。 

 また、１８歳の有権者数及び投票者数です

けれども、有権者数が５３７人、投票者数は

２４８人となっております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 選挙権年齢が１８歳に引き下げられて

１０年となりました。全国各地でバースデー

はがきを送る取組がなされております。日置

市でも取り組まれ続けているということでし

た。 

 今回は２月の選挙ということで、多くの

１８歳が、まだ地元に住んでいるというメリ

ットも重なったというお声も聞こえてきます

が、ＳＮＳだとか主権者教育、様々な要素が

噛み合ったものかと考えます。 

 いずれにせよ、令和６年衆議院選では、

１８歳が２０.９０％からの４０ .１８％、

２４８人がしっかりと自分の意思を政治に伝

える１票を投じてくれたことは喜ばしいこと

だと思います。 

 これまでも同僚議員から若者世代の投票率

低下の指摘がありました。若者、若年層の投
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票率は課題であるとの当局の認識でもござい

ました。選挙管理委員会や明るい選挙推進協

議会の中で、どのようなご意見が出されてい

るのかをお伺いいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 選挙管理委員会や明るい選挙推進協議会で

は、特にご意見はいただいておりませんが、

小中高校生に対します主権者教育は、非常に

重要であると認識しておりますので、今後も

機会を捉えまして、教育委員会と連携を図っ

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 学校教育においては、学習指導要領に基づ

いて主権者教育が行われております。教育委

員会主催の子ども議会、我々市議会でも市内

４つの高等学校で議員と語る会を行っており

ます。また、協力隊の方々が取り組んでくだ

さった日置市１００人会議にも高校生の参加

があり、皆さんの前で自分の決意、考えを発

表する機会を持つことなども、社会の接点を

持つすばらしい取組だと考えております。 

 本市では、選挙管理委員会による出前講座

がございます。選挙管理委員会が担当する出

前講座の優しい選挙の話の近年の実績はどう

か、お伺いいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 令和５年度の出前講座は小学校３校、令和

６年度は小学校２校、令和７年度は現時点で

小学校１校と、出前講座になっております。

このほか選挙に触れる機会といたしまして、

生徒会などの選挙のときに投票箱等の貸出し

を行っているところでございます。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 １９歳、２０歳と年齢を重ねるに従い、大

学進学、就職など環境が変わってまいります。

さきの答弁で、１８歳から２４歳まで年齢が

上がるにつれ、投票率は低くなる傾向にある

とのことでした。２０歳、二十歳を迎えた

方々に、どのような取組をなされているのか

をお聞きいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 二十歳を祝う式のときに選挙に関するパン

フレットや選挙啓発用のウェットティッシュ

などを配布いたしまして選挙啓発を行ってい

るところです。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 それでは、巡回期日前投票所に県立農業大

学校があります。何人が投票されたのかお聞

きいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 今回の選挙で県立農業大学校で投票された

方は４８人となっております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 本市には、４つの高等学校がありますが、

同様に学校内の巡回期日前投票の設置、ある

いは駅前の観光案内所や商用施設を使った巡

回期日前投票の設置は検討できないのかお伺

いいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 先ほどの答弁にもありましたけれども、巡

回期日前投票を含め、期日前投票所の在り方

について、選挙管理委員会で検討してまいり

たいと考えております。 

 以上です。 
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○９番（是枝みゆきさん）   

 ぜひ考えていただきたいんですが、考えて

実行していただきたいところですが、県内で

も、まだまだ商用施設の取組は数か所です。

買物客でにぎわう場所や駅周辺の人々が行き

交う場所は投票所としてメリットの多い場所

となると考えます。 

 また、昨日、同僚議員から観光案内所を学

習スペースにとの提案がありました。指定管

理者とお話合いの上、場所のご協力をいただ

ければ、若い方々の投票場所として大変有効

な場所になるのではと考えております。 

 調べましたところ、今回の衆議院選挙で県

内の大学・高校での投票所設置は４つの学校

でした。その中の１つが我が町の農業大学で

した。設置について、県選管に問合せました

ら、それぞれの自治体で学校側と調整をして

いただくということでした。高校生は、様々

な地域から日置市に通学している現状もあり

ますが、市外の生徒にとっても気づきの場所

となります。生きた主権者教育にもなろうか

と思います。 

 市内４校の学校側に設置の相談はされてい

らっしゃるでしょうか。もしされていなけれ

ば、学校へのお声かけをされたらいかがでし

ょうか伺います。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 各高校に対しまして、期日前投票所の設置

等の相談は行っておりませんけれども、選挙

管理委員会のほうで、また検討いたしまして、

もし可能であればお声かけをさせていただけ

ればと思います。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 可能であればというのが、ちょっとよく分

からないのですが。 

 それでは、もう次の質問に参ります。今回

１８歳から２４歳で不在者投票を利用された

方は、どのぐらいいらっしゃいますか、お聞

きいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 今回１８歳から２４歳の方で不在者投票を

された方は５名となっております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 ５人ということで、決して多い数字ではあ

りませんけれども、選挙制度の手続等もお分

かりの上に１票を投じられた、政治への意識

の高い５人の方々だと思われます。 

 さて、２０１５年に選挙権が１８歳以上に

引き下げられて１０年が経過いたします。ネ

ット社会ですから、若者向けのホームページ

を作成して不安なく選挙に行ける、あるいは、

不在者投票を行うなどの制度などを詳しく案

内してはいかがでしょうか。 

 もっと開きたくなるような自治体ホーム

ページがないかと検索しておりましたら、秦

野市のホームページにたどり着きました。

「新有権者の皆さんへ」との見出しで、

１８歳を迎えた方々へのお知らせはがきや投

票所入場券の説明、引越先の住民票の届出、

投票日１日だけでなく投票するチャンスはい

ろいろあることや、投票の流れ、候補者のこ

と、インターネットによる選挙運動のこと、

イラストや実物のはがきなど、ぱっと見て分

かるホームページだと感じました。ぜひ若者

向けの特別なコーナーを作成してはいかがで

しょうか、お伺いいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 私も秦野市のホームページのほうを閲覧さ

せていただきました。とても分かりやすい内

容となっており、今後、ほかの自治体も参考
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にしながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 了解しました。ぜひ取り組んでいただきた

いと思います。 

 続きまして、高齢者等についての質問をい

たします。選挙の投票率は、おおむね年齢層

が上がるほど高くなる一方で、８０代になる

と低くなる傾向があります。意識調査で行か

なかった人の理由を聞くと、７割が健康状態

を挙げています。高齢、障がい、病気等の状

況があっても誰でも投票する権利はあります。

環境を整え、投票する権利を守らなければな

りません。 

 さて、高齢者や障がい者など投票の際に困

難を抱えた方々への選挙支援カードがありま

すが、実際に支援を受けた方の現状は、どう

でしょうか。 

 また、高齢者や障がいのある方々から、こ

れまでに投票所に行くことができない、何ら

かの対応ができなかったのかなどの声とか相

談は寄せられていないのかを伺います。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 今回の衆議院議員選挙におきまして、選挙

支援カードを用いて支援を受けられた方はお

りません。 

 高齢者や障がいのある方からの相談につき

ましては、投票所へ行く手段についてのお問

合せがありまして、乗合送迎サービス「ひお

吉号」を案内をいたしております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 投票所の係員に代理投票をお願いできると

思いますが、そのようなお願いはなかったの

か伺います。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 代理投票を申し出られる方はいらっしゃい

ます。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 選挙支援カードの存在ですね、もっと周知

すれば代理投票等をお願いする方も増えて、

行かないという選択肢も減ってくるのではと

思います。 

 投票所整理券にＱＲコードをつけて選挙支

援カードの案内ができないか伺います。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 投票所整理券につきましては、自治体情報

システムの標準化が、令和８年９月に本稼働

予定となっておりまして、現在使用している

投票所整理券のレイアウトも大幅に変わるこ

ととなります。自治体独自で掲載できる範囲

も限られますので、現在の整理券に掲載して

いる投票所の案内や選挙広報を閲覧できるＱ

Ｒコード、乗合送迎サービス無料券の掲載な

ど、どこまでの掲載ができるかを、現在検討

しているところでございます。 

 ただし、選挙が執行される前に、広報紙等

におきまして、選挙の啓発も図ってまいりま

すので、その機会を捉えまして、選挙支援

カードの周知も図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 本庁舎前玄関に、体の不自由な方のために

インターホンが設置されておりますが、投票

時に中央公民館まで職員のサポートは受けら

れるのかをお伺いいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 
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 本庁舎玄関のインターホンは、市民生活課

窓口へつながっております。開庁時間であれ

ば対応は可能と考えます。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 今回の選挙で、私の９５歳と９１歳の母、

そして９３歳、９１歳のおばたちも、それぞ

れ居住地での病院への入院、施設入居により

投票所に行くことができませんでした。本市

の不在者投票施設は、病院、老人ホーム、身

体障がい者施設、それぞれ何施設あるか伺い

ます。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 不在者投票のできる病院が１０施設、老人

ホームが１０施設、身体障がい者施設３施設

となっております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 社会福祉施設は状況によっては厳しい場所

もあろうかと思います。職員の人手不足等多

忙の中、指定されている施設、病院等には感

謝を申し上げたいと思います。 

 不在者投票施設として指定を受けるために

は、まず、その施設の長から県選挙管理委員

会に申請をしていただくことになりますが、

市選挙管理委員会から各施設にお願いのよう

なことはされているのかお聞きいたします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 市の選挙管理委員会から依頼は行っており

ませんけれども、病院施設等から相談があっ

た場合は、県の選挙管理委員会へ連絡するよ

うな対応をいたしております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 総務省によると、郵便等による不在者投票

の対象者は、身体障がい者手帳の障がいの種

類にもよりますが、１級から３級、あるいは

旧日本軍の軍人の方々など、戦地での負傷や

病気で一定以上の障がいを残している方々の

戦傷病者手帳をお持ちの方、または介護保険

の被保険者証の要介護状態区分が要介護５と

なっております。要介護５の方が投票できる

状態なのかという疑問とともに、高齢化社会

の中、対象者が非常に狭いと考えます。実際

には介護３であっても投票所までは行きたく

ても行けないちゅうちょする状況にある方々

も多いと感じます。社会状況を鑑み、その辺

の緩和を、ぜひ選挙管理委員会からも、皆さ

んが投票する権利を守るために国へ声を届け

ていただきたいと考えますが、いかがでしょ

うか。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 九州地区選挙管理委員会連合会や県の選挙

管理委員会連合会を通じまして、要望として

提案をすることは可能ではと考えております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 ぜひ提案していただきたいと思います。 

 続きまして、（４）になります。中央公民

館の南側パーミット駐車場からバリアフリー

化は設計されていますが、移動の通路が長く

て大変回り道になっております。屋根もなく、

雨天時は雨に濡れる移動となっています。本

庁東側のパーミットは、中央公民館に近いで

すが、階段を上ります。そこで本庁の広場側

入口を有効活用できないかと私は常日頃思っ

ております。広場を駐車場にという提案は公

費負担面からもかなり無謀な提案だと私自身

も思っておりますので、ぜひ全面とは言わず、

一部分をソーラーカーポートとして活用する

ことはできないでしょうか。 

 おっしゃるとおり広場は、様々なイベント

や子どもたちの遊び場として使える大変有効
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なスペースですので、閉場時はパーミットを

優先する思いやりのある駐車場として、広場

の一部を運営し、市のイベントなど必要な場

合は、イベント会場として、駐車場は屋根の

ある、例えばイートスペースなどとかイベン

トスペースで運用をする、また、災害があっ

た場合、防災スペースとして、災害時の緊急

車両スペースとして活用するなど、駐車場と

してだけの活用でなく、多様性のある運用が

できるのではないのかなと考えております。 

 日置市の６５歳以上の人口は、２月現在で

１万６,９４７人、高齢化率は３７.２６％、

４割近い方々が、これから先、年を重ねてい

かれます。高齢者や障がいを持たれた方、歩

くのが困難な方、妊婦の方々も、選挙を含め

た社会的活動や文化的活動に安心して参加で

きる中央公民館とするために、ぜひご一考願

いたいと思います。 

 現状では、使いやすいとは言い難いパーミ

ット駐車場を、何らかの対策を打つべきと考

えておりますが、いかがでしょうか伺います。 

○財政管財課長（小園秀作君）   

 お答えいたします。 

 ご提案いただいた多様な運用というのは、

限られた公共スペースを有効活用するという

観点から一定のメリットがあるものと認識し

ております。 

 一方で、当該広場は、中央公民館や本庁舎

を利用される多くの歩行者が行き交う市民の

皆様の交流空間でもあります。駐車場として

整備した場合、歩行者と車両の動線が交差す

ることによる安全上のリスクが高まるほか、

車両の入出庫管理など運用体制が複雑化する

という課題もあります。 

 先ほど市長から答弁がございましたとおり、

車両の乗り入れ口や改修費用といった面も含

め、現時点での駐車場整備は難しいものと考

えております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 それでは、本庁玄関入口にあるインターホ

ンは、開庁時間は中央公民館へのサポートは

可能という答弁をいただいております。イン

ターホンは、中央公民館にもつながっている

のでしょうか、本庁が閉まる土日につなぐこ

とは可能でしょうか、お伺いいたします。 

○財政管財課長（小園秀作君）   

 お答えいたします。 

 土日などの閉庁日については、インターホ

ンの対応というのはできないところでござい

ます。中央公民館には管理人が常駐しており

ますので、事前に、あるいは到着時に電話を

かけていただくことで誘導解除等の対応とい

うのは可能であると考えております。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 駐車場を整備するよりは、早く対応できる

案かなと思って提案したところでございまし

たが、お電話をかけてくださいということで、

インターホンですね、難しいんですかね、つ

なぐことはですね。できたら、市民が使う公

民館です。土曜日も日曜日も、誰もが使いや

すい思いやりのある公民館として、玄関のイ

ンターホンは、ぜひ本庁から中央公民館まで

つないでいただきたい。つなげるべきではな

いかと考えておりますのでご一考いただきた

いと思います。 

 それでは、（５）の質問をいたします。伊

集院地区館の当日投票は何人か伺います。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 伊集院地区公民館の当日の投票者数は

９５８人となっています。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 ９５８人、結構多い人数かなと思います。

本市は、共通投票所が、先ほど来、答弁いた
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だいておりますが、共通投票所があります。

巡回期日前投票所も設置されております。無

料送迎サービスもあります。そのような中で

も、ご高齢の方は基本、居住地域に近い投票

所に向かわれます。伊集院地域の中でも人口

が集中している場所で、ご高齢の方が多いこ

と、駅に近いこと、そして何より駐車場から

すぐ投票所に移動できること、高齢者を連れ

た若い方々も投票しやすい土曜日の開設も場

所の選択肢として提案したところです。一人

一人の私の気持ちが社会に反映される大切な

選挙ですので、選挙管理委員会で期日前投票

所として伊集院地区館も一つの案として前向

きに考えていただきたいと考えます。いかが

でしょうか。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 議員のご提案もございますが、今後、期日

前投票所の在り方などにつきましては選挙管

理委員会で検討をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○９番（是枝みゆきさん）   

 ぜひ選挙管理委員会、誰もが投票しやすい

投票所の設置ということで考えていただきた

いと思います。 

 最後に、様々な立場の方が投票しやすい環

境の在り方を、今後も含めてどのようにお考

えかお聞きいたしまして、私の一般質問を終

わります。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 選挙は、有権者にとりまして大事な権利で

もあり、民主主義の根幹をなすものでござい

ます。投票機会の確保につきまして、他市の

取組などを研究してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 次に、１１番、福元悟議員の質問を許可し

ます。 

〔１１番福元 悟君登壇〕 

○１１番（福元 悟君）   

 おはようございます。丁寧な言葉遣いの議

員の一般質問の後に、だみ声ではありますが、

大変恐縮ですが、質問を進めさせていただき

たいと思います。 

 さて、これまで地区館事業の見直しについ

ては一般質問をさせていただいたところであ

りますが、昨年３月に協働のまちづくり推進

委員会からの最終答申が出されて、その後、

担当課を中心に協議が重ねられたことと思い

ます。また、さきの１２月議会では、同僚議

員のほうからも一般質問で指摘がありました。

検討された経緯等について十分に理解が得ら

れなかったこともあり、改めて方針などを伺

ってまいります。 

 早速ですが、令和９年度から新しくなる地

区公民館は、これまでどのような内部検討や

地区公民館職員の説明がなされているのか。 

 次に、まちづくり推進委員会からの答申を

受けて、どのような検証が行われているのか。

現在の地区公民館制度の年間管理費、人件費

を含む部分と、新しい地区公民館制度におけ

る年間経費の削減額は、どのようになるのか、

お示しいただきたいと思います。 

 次に、行政の館としての役割と、地区自治

公民館との役割が、いつも議論されて、市民

から分かりづらいという思いです。どのよう

に整理していくのかお伺いいたします。 

 次に、地域コミュニティ協議会の発足は、

どのような手順で進めていくのかお伺いいた

します。 

 次に、社会教育の拠点へ大きく変化してい

くことになると思いますが、各地区公民館と

の連携や、市民への教育方針をどのように考
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えていくのか、これにつきましては、教育長

のほうに答弁をいただきたいと思います。 

 ２項目めでございますが、高市政権の誕生

で、責任ある積極財政を受けて、日置市の社

会インフラの課題に対する取組についてお伺

いしてまいります。 

 まず１番目に、神之川改修や伊作トンネル、

湯之元地区の土地区画整理事業の進捗は加速

できるのかどうかお伺いいたします。 

 次に、農業生産基盤の大区画化への整備は、

どのように進めていくのか、お伺いいたしま

す。 

 最後になりますが、このことは、３番目に

ついては、昨日も議員の方から、高校生と語

る会の議論の中で、駅周辺に交流拠点で学べ

る場所ということで非常に期待もあるという

ことは、もう議論された経過でもありますが、

私としましては、交流拠点をどのように整備

していくのかということで答弁を求めてまい

ります。 

 以上、２項目につきまして、答弁をよろし

くお願いします。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 お答えしてまいります。 

 質問事項の１つ目、地区公民館制度の見直

しについてのその１、内部検討や地区公民館

職員への説明について回答します。 

 令和４年９月から令和７年３月末まで、日

置市協働のまちづくり推進委員会を設置し、

約２年半で１４回の委員会と２回の分科会を

開催しました。令和７年３月に委員会からの

最終答申を受け、その後は定期的に庁内横断

的な協議の場を設置し、制度設計を進めてい

ます。 

 地区公民館関係者の皆様に対しては、令和

７年５月から現在にかけて、計４回にわたり、

全２６地区公民館を回り、説明を行っていま

す。 

 その２、検証について回答します。委員会

において、これまでの条例地区公民館の在り

方の検証を行いました。 

 条例地区公民館の役割は、平成１９年に、

「地域づくりも行う生涯学習の館」として明

文化され、平成２３年には、「生涯学習も行

う地域づくりの館」に役割が変更されていま

す。 

 委員会内でも委員より指摘がありましたが、

条例地区公民館の共生・協働への役割変更及

び年数の経過により、社会教育の関わりが薄

くなり、地域の担い手不足や自治活動の根幹

が薄れてしまう事例などの課題が発生してい

ると認識しています。 

 その３、年間経費の削減額について回答し

ます。令和６年度に地区自治に対する交付金

を約４,５００万円減額しました。令和９年

度からの新制度移行期の地区自治に対する交

付金は、混乱を避けるため、おおむね現在と

同水準になることを想定しています。 

 その４、行政の館としての役割と地区自治

公民館との役割の整理について回答します。

条例地区公民館は、地域のよりどころとして

の機能を維持し、地域住民の集会、交流拠点

として、誰でもいつでも活用しやすい施設と

しての役割を担います。 

 また、市が積極的に生涯学習・社会教育を

推進し、現在、そして未来に必要とされる学

びの場としての環境を醸成していきます。 

 地区自治組織である地区自治公民館は、自

治会だけでは対応できない役割を担う広域自

治組織として自治会を支援し、地域の自治推

進の役割を担います。これらの整理を行いな

がら、これまで以上によりよい協働の関係を

築いていきたいと考えています。 

 その５、今後の手順について回答します。

最終答申において、自治会は、市民が暮らし

の環境を守り育てる基礎自治組織、地区自治

組織は、自治会だけでは対応できない役割を
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担う広域自治組織と定義されました。この定

義に基づき、自治会と地区自治の関係性をよ

り深める取組を支援していきたいと考えてい

ます。 

 今後の地区自治組織の名称については、地

区公民館長、地区公民館長会などの意見を聞

きながら、市において検討を行ってまいりま

す。 

 地区自治組織に対しては、生涯学習を生か

した人材育成や関係機関との連携、多様な主

体を巻き込む運営手法の構築など、地域の実

情に応じた段階的な支援を検討してまいりま

す。 

 その６については、教育長より回答いたし

ます。 

 質問事項の２つ目、社会インフラへの取組

のその１、事業の進捗について回答いたしま

す。 

 神之川河川改修については、令和元年度か

ら国の補助事業である大規模特定河川事業を

導入するなど、県が集中的に工事を進めてい

ただいています。現在、荒瀬井堰の改修や御

門前橋付近の工事に着手しており、流域の浸

水リスクを軽減し、早期に安全を確保するた

め、今後も国県へ要望を続けてまいります。 

 伊作峠トンネルについては、県が事前調査

に着手しており、概略設計や地質調査、坑口

検討を実施し、ルート案の選定を行っていま

す。 

 今後も事業化へ向け、主要地方道谷山伊作

線改良整備トンネル建設期成会とともに、国

県への要望活動を行ってまいります。 

 湯之元第一地区土地区画整理事業について

も、国県補助金の確保が必要なため、引き続

き国県への要望活動に取り組んでまいります。 

 その２、農業生産基盤の大区画化への整備

について回答します。農業生産基盤の大区画

化は、農業者の減少や高齢化が進む中で、将

来にわたり地域農業を維持していくために重

要な取組であると認識しています。整備に当

たっては、現在、整備を進めている継続地区

の着実な推進を図り、早期の整備効果発現に

努めてまいります。 

 あわせて、食料・農業・農村基本法に基づ

く、令和７年度からの農業構造転換の集中対

策期間において、畦畔除去などの簡易整備を

含む大区画化の推進を図ってまいります。 

 市としては、引き続き地域計画等を通じて、

地域の営農意向を丁寧に把握し、国県の補助

制度を最大限活用しながら、市の実情に即し

た基盤整備に取り組んでまいります。 

 その３、伊集院駅に高校生なども利用でき

る交流拠点を確保できないかとのご質問につ

き回答します。 

 伊集院駅の駅舎は、ＪＲ九州所有の建物で

あることから、ＪＲ九州に問合せたところ、

橋上駅という構造と、面積も限られることか

ら、交流拠点としてのスペースを確保するこ

とが難しいとの回答がありました。 

 以上です。 

〔教育長奥 善一君登壇〕 

○教育長（奥 善一君）   

 それでは、質問事項１のその６、各地区館

との連携や市民への教育方針をどのように考

えるかということについてお答えをいたしま

す。 

 社会教育法の理念に基づいて、生涯学習を

推進し、住民が主体的に学びを得ることがで

きる場として、市が生涯学習を通して地域課

題の解決にもつながる体制づくりを推進しま

す。 

 条例地区公民館の設置主体は市ですが、運

営の在り方については、地域特性を踏まえて、

地域の皆様とともに模索したいと考えていま

す。 

 市としては、地域内外の市民のよりどころ

としての機能を維持するため、地理、年齢構

成、インフラ状況、地域資源や歴史等を考慮
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し、地区の特性を生かした取組を、それぞれ

の地区の皆様に提案をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ここでしばらく休憩します。次の会議を

１１時１０分とします。 

午前10時59分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時10分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１１番（福元 悟君）   

 それでは、順次、再質問を進めてまいりま

す。 

 同僚議員を介しまして、吹上地域からの制

度改革に対して要望書を託されましたが、市

長に届いているか、答弁願います。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 ２月１７日付で、吹上地域の地区自治公民

館館長会の会長から、市長が対面で受け取っ

ているところです。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 それでは、この要望書をどのように市長が

受け止めたのか、お伺いいたします。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 要望書といった形で、吹上地域の地区自治

組織ごとに問題点を取りまとめていただいた

と思っております。地区公民館を取り巻く環

境については、社会教育課と地域づくり課が

連携し、仕組みづくりを行っているところで

す。今回のご意見を参考にしながら、制度設

計することも重要と考えております。 

 一方で、協働のまちづくり推進委員会の最

終答申を踏まえ、現在、市長を含めた庁内会

議においても進めている議論の経緯もあり、

必要な財源も含めて検討する必要があると考

えております。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 ただいまありましたとおり、吹上地域の各

地区館のほうから、もう全部の地区館ですか

ね、これ。非常にたくさんの要望項目が出さ

れて、それぞれ今回の見直しに対する市への

要望というんでしたか、そういうものが網羅

されておりました。見させていただきました。 

 そういうこともあって、この吹上地域だけ

にとどまらず各２６地区館ではそれぞれ状況

が異なってまいります。ほかにもどのような

意見があるのか、また、不満等は聞こえてき

ていないのか、どのように各地域からの声を

受け止めているか、ご答弁願います。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 現在、社会教育課とヒアリングを行ってい

る中で、条例地区公民館の管理に地区はどこ

まで関与すればよいのかであったり、ここか

らは行政、ここからは自治と分けることで現

場が回らなくなるのではないか、また、生涯

学習は各地区に応じた形が望ましいなどのご

意見をいただいております。 

 これらを参考にしながら制度設計を進めて

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 なかなかそれぞれの立場をそれぞれ追っか

けていくと、区分が難しく分かりづらくなる

ということが、今の答弁で少しうかがえたと

ころがしますが、相互の完全な意見の一致は、

制度を変える以上、難しいことと思いますが、

今回のこのことは、分かりやすい組織になっ

ていくのか、非常に現状を先ほど答弁いただ

いたんですが、それでも、市民が受けたとき

に分かりやすい組織体制になっていくのかと

いうのが非常に気にかかります。これについ

てご答弁願います。 
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○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 最終答申にもありました生涯学習を推進し、

住民が主体的に幅広い学びを得ることができ

る場というのを目指しており、条例地区公民

館と地区自治組織の役割を明確化することで、

分かりやすい制度設計を行ってまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 非常に答弁の中でも気づきますが、明確化

という言葉の意味がなかなか地区館であり地

区自治組織を推進する組織でもあるし、なか

なか区分けというところが言葉ほど簡単なも

のじゃないんだろうなとは思っておりますが、

そのことも含めて、この分かりづらさをどの

ように考えて推進されるのか、お伺いいたし

ます。答弁願います。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 議員のお考えのとおり、条例地区公民館と

地区自治組織の明確な区分けは難しいと考え

ております。これまでのヒアリングを参考に、

条例地区公民館が担うべき業務と地区自治組

織が担うべき業務を現在整理をしているとこ

ろです。その上で、条例地区公民館の運営と

地区自治組織への間接的な支援を行ってまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 何か言葉を借るようで大変恐縮なんですが、

非常に支援という答弁もありました。支援が

過ぎると、なかなか支援じゃなくて主動にな

っていったりもするし、主体性が非常に守れ

なくなるというか、だから自主性、主体性と

いうところで間接的な支援を行っていただけ

ればなと思っているんです。そういうことを

直接的にやっていくと大事な部分が、大事な

部分というのは自主性が損なわれていってい

る現状を少し感じております。そういうこと

が、この吹上地域の要望書の中にも、不可分

な立場でも分けられない立場でもあるわけで

すが、何とかそこは自立性を尊重していくと

いうことが、やっぱり行政が求めていく姿な

のかなというふうにも感じて、この要望書は

読ましていただきました。 

 それでは、ちょっと振り返りになるかもし

れませんが、地区館は現在、行政業務の役割

としてどのような事業が展開されているのか、

また、行政業務としてどのような事業を目指

してきたのか、地区自治組織への支援が多過

ぎたのではないかという点で、ご答弁を願い

ます。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 現在、各種社会教育講座や貸館業務であっ

たり、地区自治組織活動に対する支援を行っ

ているところです。 

 行政としましては、共生・協働による地域

づくりの推進と地域の課題解決を図ることを

目指し、交付金の交付であったり、人材を充

てるなど、支援を行ってきたところです。 

 地区自治組織への過度な支援については、

日置市協働のまちづくり推進委員会の委員よ

り、社会教育の関わりの希薄化や地域の担い

手不足、自治活動の根幹が薄れてしまうなど

の課題が生じたのではといった指摘を受けた

ところでございます。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 社会教育的な部分での関わりが希薄化した

ということで、この件については後ほど教育

長のほうへ深めてまいりたいとは思っており

ますが、そういう現段階での公に指摘がなさ

れているということについては、非常につま

びらかになったということでは評価をしてい

るところでもありますが、さらに、地区公民

館制度の見直しに当たっては、まちづくり推
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進委員会の意見を聞かれてきたわけですが、

そもそも何を改善していこうと期待してこう

いう委員会に委ねてきたのか、財源も限度が

あり、その財源の枯渇化による解決を図るこ

とで、新しい制度として社会教育に転換して

いこうとしたのか、この辺のまちづくり推進

委員会へ委ねて意見を聞こうとした経緯につ

いて、改めてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 時代が変わっていく中で、地区公民館制度

が１５年以上見直されてこなかったこと、ま

た、合併特例債を原資とした地区自治組織へ

の交付金が枯渇していく問題があり、日置市

まちづくり推進委員会を立ち上げ協議してま

いりました。 

 財源である地域づくり推進基金は、地区自

治組織への交付金のほか、自治会、伝統芸能

の保存などに活用されています。今年度末の

基金残高は約１０億円あり、仮に毎年１億円

ずつ取り崩していくと、令和１７年度末には

枯渇する予定です。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 ただいま積極的に財源の方向性というか、

状況も述べていただきました。非常に限りあ

るものであります。 

 そういう中であって、この地区公民館のソ

フト事業で事業が展開されてきたわけですが、

先ほどの市長の答弁では、令和６年度から交

付金を約４,５００万円減額してきたと答弁

がありました。地域づくり課の事業として、

直接支援を行った額が減額になったのか、各

地区館に対してはどのような交付金があった

のか、規模はどのような額か、今後、この辺

はどうなっていくのか、ちょっとまとめた質

問になりますが、ご答弁願います。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 令和５年度までは地区自治組織への交付金

として、いわゆるソフト事業交付金と呼ばれ

る地域づくり推進事業交付金として毎年約

６,６５０万円、地区自治公民館活性化事業

交付金として毎年約３,５５０万円を交付し、

支援を行ってきたところです。そのうち、ソ

フト事業交付金を廃止し、一部を地区自治公

民館活性化事業交付金に上乗せし一本化しま

した。 

 今後の交付金については、財政状況を勘案

しながら、新たな公民館制度への移行後も

３年ごとに見直していく予定です。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 今後の展開も、３年ごとにはこの事業を地

域づくり課としても見直していくということ

で、またいろいろ状況が、制度が新しく来年

度からスタートしますけれども、そういうこ

とで、弾力的にはやっていくんだというお答

えをいただきました。 

 そういうことで、いろいろ地域地域の実情

は規模にもよりますし、面積にもよりますし、

抱える課題も違うだろうと思うんです。とい

うところで広く捉えれば、そのために地域づ

くり課が置かれて、地区館を中心に地域の課

題は何なんだということで、そもそも地域の

コミュニティーの中でこういうものが充実し

てきたものだろうと思っております。そうい

うこともあったけれども、先ほど、財源等も

将来あるので、今後、新しい形での制度をス

タートさせたいということのように受け止め

て私はいるところです。 

 それでは、一番大事なところの地区館だけ

じゃなくて、地区館が自治会を支援しており

ますが、自治会の自立に向けて、どのように

地区館は支援していけばいいのかという大き

なテーマになりますが、どのようにお考えで

しょうか。 
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○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 自治会が自治の観点に立って自立し、自ら

が課題に対して地域力で解決していく姿が望

ましいと考えています。そのような姿を実現

するために、自治会が抱えている問題や地区

として抱えている問題等を住民と共に発掘し、

学びの要素を加えながら、住民が主体となっ

て、対話を通して解決できる支援を行うこと

が大切と考えております。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 その姿勢、方向性でも結構かと思います。

やっぱり地域の課題は地域の中で対話を通じ

て問題点を共有していくということが一番大

事な視点であろうかと思います。そういった

意味の自治会のやっぱり体力をつくる、自立

していくということへの支援は、ひとつ担当

課でも検討していただければというふうにも

かねがね考えております。 

 それでは、そういった中で、やはり自治会

がいわゆる少子高齢化の中にあって、維持存

続も危うい、難しいという、先ほど来から要

望書の一節を引用しているところですけど、

維持が難しいわけです。 

 自立という一方の自治会の責任もあるだろ

うと思うんですが、この自治会の再編につい

て、体力をつけていく意味での再編について

どのように考えているか、お伺いいたします。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えします。 

 自治会の再編については、自治が自ら提起

し検討するものであると考え、行政が主導で

進めることは望ましくないと考えています。 

 一方で、自治会は高齢化や担い手不足など

多くの課題に直面しています。市として、自

治会への情報提供も含め、再編を行いやすい

支援等の検討をしていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 言葉は簡単に私ども使いますけれども、や

っぱり自主自立を求めていくことが行政的に

は正しい姿なのかなと思って、支援の限界も

あるだろうと思いますので、自らが今のこと

で迎えている少子高齢化、集落の維持存続、

はたまたこの言葉は使いたくないんですが、

限界集落というところもやっぱり全国では起

こっているわけでして、それを自らが気づく

ことこそが、やっぱり自治会というものが維

持されていくのではないだろうかと思ってお

ります。全てが行政が支援するのには限界が

あるだろうとはかねがね思っております。 

 少し話題を変えまして、地域コミュニテ

ィーのことになります。 

 過去にも、地域コミュニティ協議会の件で、

協議会の議論の中で一般質問をした経緯もご

ざいます。特に、伊集院地区の規模に対して、

１地区館では、職員の数的にも予算規模的に

も、どうしてもほかの地区館と比べた場合、

不平等感が残ります。 

 このことは、やっぱり同等規模というのは

一様にはいきませんけれども、この辺に工夫

ができる方策として、このコミュニティ協議

会の設置が求められていたと思うんです。そ

ういったことについて、このコミュニティ協

議会については、積極的に議論があったのか

どうか、お尋ねいたします。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 地区自治組織の規模に大きな違いがあると

いうことは把握をしているところです。まち

づくり推進委員会の中でも課題として上がり、

会の中では、地区自治組織の範囲については、

自治会及び地区自治組織の定義を踏まえた上

で、自治会等地域の実情や意向を尊重し地域

において検討する、または、現状に合わせて

整理を行い変化し続ける必要があるとの答申
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をいただいております。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 非常に弾力的にまとめられた報告、まちづ

くり推進委員会の答申だったんでしょうね。

変化し続けるものでということでもあるわけ

ですが、当初、まちづくり推進委員会の議論

のベースになったのが、たしか市が定めた共

生・協働のまちづくり指針ではなかったのか

なと思っております。 

 読み上げますと、人口規模や地理的条件、

成り立ちなどにより、地域の特性や抱えてい

る課題などが異なるため、地域コミュニテ

ィーとして一律的なものを目指すものではな

く、地区の自主性を踏まえて実情に沿って展

開させる組織体制を整えていくことが、今後、

必要になってくるというふうに認識をしてい

るところでございますといった意味もあって、

このコミュニティーの議論は、今後、まず、

このことについてどのように、市長、お考え

でしょうか。 

○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 お答えいたします。 

 議員のお考えのとおり、地域の実情に応じ

たコミュニティーづくりが必要であると考え

ております。地域の自主性を尊重しながら、

私たちも支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○市長（永山由高君）   

 先ほど来、議員にご指摘をいただいている

コミュニティ協議会という単語の意味をひも

といてまいりますと、その地域の自治会を含

めた様々な地縁組織を取りまとめて、地域と

しての相互扶助の活動の基軸となるような団

体、これをコミュニティ協議会という名称で

定義をしている地域が県内でも多くございま

す。 

 日置市においては地区自治公民館、これが

地域の各自治会を含めて、様々な専門部等を

通して地域の多様な団体のある種、結節点に

なっているという点もございますので、名称

としては地区自治公民館という地区自治組織

の名称を持っておりますけれども、実際に果

たしていた役割という点においては、議員ご

指摘のようなコミュニティ協議会と言える役

割も果たしているものであるというふうに認

識をしています。 

○１１番（福元 悟君）   

 市長から、ただいま丁寧に定義も含めて答

弁もあったところでありますが、私のほうで

捉えるコミュニティーの在り方というのが、

また地域で組織できないかという提案につい

ては、もちろん冒頭には、伊集院地区館の規

模の広さを前提としているわけですけれども、

やっぱり地域の、今、市長からもあったとお

り、地域がコンパクトにという言葉もまた使

いようがないんですが、いわゆる課題が共有

できるテーマがないと、また、それを超えて

また地域の目標というんですか、そういう議

論がなされないと、コミュニティー力って上

がっていかないのかなと思っているところで

す。 

 ここで申し上げたいのは、地域はやっぱり

狭義で、小さい意味で地域の課題をどう考え

ていくのか、これは自治会でももう既に毎年

なされている経過だろうと思うんですが、そ

れを自治会の枠を超えて地域としての課題は

何なのか、これこそが追い求めていく姿が地

域コミュニティーだろうと思うんです。 

 そういった意味で、ここで申し上げたいの

は、地区館が広過ぎるというところで提言し

ているわけですけれども、その内側に、財政

のところも指摘しながらでして恐縮なんです

が、地域コミュニティーが出来上がっていけ

ば、その地域コミュニティーには行政の目的

に公益的に沿えば支援する気持ちはございま

すか、いかがですか。 
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○地域づくり課長（神之門英樹君）   

 地域のコミュニティーについては、地域に

応じた形で、実情に応じた形で支援を行って

いきたい。まずは、地域のコミュニティーに

ついては、地域の課題としてその地域で検討

されるべきであると考えております。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 ここまで議論しておりますので、はっきり

と答弁していただきたいんですが、伊集院地

区館という広さを起点に発言しているという

ことを申し上げましたが、伊集院地区館のほ

うで取りまとめて、地域のコミュニティーの

在り方を進めてほしいという答弁になります

か。 

○市長（永山由高君）   

 市内には、たくさんの地区自治公民館が現

状活動をしていただいております。その中に

は、非常に狭いエリアや比較的小規模な地区

自治公民館もございます。一方で、伊集院地

区のように大きな規模で、広い面積を活動の

軸にしていただいている地区もございます。 

 この各活動の広さやどの規模間で活動され

るかという点について、これは地区自治、い

わゆる自治ということで、住民の皆様がそれ

ぞれご自身の暮らしのエリアをどの観点で捉

え、どの規模で問題意識を共有し得るかとい

う点において、各地域の皆様の議論の先に見

えてくるものであるというふうに認識をして

います。 

 その観点から、行政側が一方的に何か線を

引いて、ここからはこの地域をエリアとしま

すよといったようなことをご定義をすること

はないであろうと認識をしておりますし、一

方で、例えば伊集院地区自治公民館の皆様が、

地区自治公民館の中の議論において規模を変

更するという結論が見えた際には、引き続き、

その地域の自治の文脈にのっとって支援をさ

せていただきたいというふうに捉えています。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 それは確かに伊集院地区館だけのことで展

開すると非常に恐縮で、もうそろそろやめた

いところですけれども、そういった意味で、

地域でその方向を見いだしていけば、地区と

しての規模の適正化は求められるわけですが、

なかなか実現はまたこれも大変難しいところ

でもありますが、そういった意味で、もしそ

ういうものが分離してというか、そういうこ

とで独立していくことに対する支援というの

は可能かというのを、先ほど、支援というの

が財政的な支援のこと、例えば事業面での財

源を補助するとかそういったことは可能です

かということで、少し具体的に申し上げて質

問を再度しているところです。いかがですか。 

○市長（永山由高君）   

 自治会組織及び地区自治公民館組織の分離

や統合というのは、これは全体の予算の変動

の中でのバランスの議論も同時に起きてくる

ところでございます。 

 例えば、自治会の統合という点であれば、

時限的にその間の財政的な支援をするといっ

たようなことを制度設計をした事例もござい

ます。地区自治についても、それが分離であ

るか統合であるかという点も含めて、長期的

かつ全体とのバランスを踏まえた検討になる

というところをまずはお伝えできる範囲かと

認識をしています。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 ここは私ども住民側のほうも、自治会とし

ての中での活動とする中においても、議論不

足だろうとは感じながらも、そういう展開も

また一つの地域づくりのより身近なところで

課題を解決していくということは一番大事な

視点ですので、そういうものに支援いただき

たいなということが発端として意見を申し上

げているところです。 
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 少し教育委員会のほうにすいません、時間

の関係で戻してまいります。 

 今回から社会教育相談員を配置していくわ

けですけど、教育の一貫性を考えたときに、

各地域の中心的な地区館に専門的な職員を置

いて、各地域の地区館に出前的に派遣してい

くことを考えたほうが効果的ではないのかと

いうことを質問いたします。 

○社会教育課長（入佐好彦君）   

 お答えいたします。 

 議員ご提案の中心的な地区館に専門職員を

配置し、他の地区館へ派遣することにつきま

しては、効果的で合理的な案と認識していま

す。 

 まずは、現在、地域に密接に関与、活動し

ている支援員を社会教育相談員へ位置づけ、

その専門性を高めていくことから着手したい

と考えております。 

 以上でございます。 

○１１番（福元 悟君）   

 来年度からのその先の年度、９年度からの

制度の改正になりますので、まだ１年ありま

す。いろいろ何がもって市民と共に地域の課

題とか地域のよりどころとしての生涯学習の

拠点としての役割が担えるのか、十分に検討

を重ねていただきたいなと思って、この地区

館についての質問は終わりたいと思っており

ます。 

 次のほうで質問を続けます。 

 今度、政権が替わって、非常に社会インフ

ラに対しての取組を国、政府は加速化してい

くというのが発信されているわけですけれど

も、そういった中で、日置市には大きな課題

というか、大きな解決しなければならない

テーマがあります。その３つを抜き出したわ

けですけれども、まず、神之川改修等につい

ては、市長もかねがね今の整備が進んでいる

中で、昨年の大雨のときには、大変、下流の

拡幅が終わったから浸水等の被害がなくて、

この改修が済んだことを大変よかったという

ような発言もたびたびじゃないんですが、

２回ほど、私、記憶しております。 

 非常にいい事業だなと思って、そういった

ものが、またこの災害においてはどのように

大きく変化していくかも分かりませんので、

こういう問題、それから、伊作トンネルにつ

いては、地元の期成会が市長を中心に展開さ

れて、要望も毎年国のほうに行かれて、これ

までその積み上げがなされております。 

 また、湯之元地区の土地区画整理事業もな

かなか予算に応じた、また、そういう予算枠

の中での事業展開で、大変進みが見えづらい

んですが、今回はそういったことも踏まえて、

防災対策や予防保全に取り組むことが、非常

に予算的にも国は構えてくれているんじゃな

いかというふうにも思っているんです。 

 それに対して、この３つだけじゃないんで

すが、大きなテーマとしてまずこの３つ、市

長の取組姿勢についてお伺いいたします。 

○産業建設部長兼建設課長（田口悦次君）   

 お答えします。 

 県営事業の神之川改修をはじめ県道改良事

業、急傾斜砂防事業等、社会資本整備につい

ては、昨年１月に国土交通省へ出向き、予算

の安定的・継続的確保についての要望書を提

出しております。 

 また、トンネル建設についても、先ほど回

答しましたが、毎年１１月に県、国へ要望活

動を行っております。 

 市の事業においても、社会資本整備総合計

画に基づき、道路、橋梁、公営住宅などの長

寿命化の取組を推進し、インフラ機能の維持

と安全性の確保を図られるよう、今後も引き

続き国、県へ要望活動を行い、補助事業の予

算確保に取り組んでまいります。 

○１１番（福元 悟君）   

 ぜひ加速して、いろいろ諸条件があったに

しても、これ一つの、最近では今の中東情勢
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から物価高で、非常に経済も危うくなったり

生活が非常に危うくなっている状況で、予算

が別の方向に流れていくんじゃないかという

ことも危惧しながらも、新しい政府が地方の

防災拠点なんか特に加速的に進めるというよ

うな発信もされておりますので、要望を重ね

ていただいて、市長、陳情、要請もどうかと

思うんですが、まずはそこが始まらないと獲

得できないものだろうと思いますので、ぜひ

ともこの件についてはお願いして終わりたい

と思っております。 

 次に、農業生産基盤の大区画化というとこ

ろで再質問させていただきますが、これまで

も同僚議員も大区画化については前回もあっ

たような気がしますが、求められているのは

コスト縮減でしかないわけですけど、この効

率的なものは大区画化であります。 

 例えば答弁でありました畦畔除去等の簡易

整備等は答弁でもありました。どのようなも

のなのか、まずその要件等について説明を願

います。 

○農地整備課長（上 勇人君）   

 お答えいたします。 

 畦畔除去等の簡易整備につきましては、隣

り合う農地の畦畔、いわゆるあぜでございま

すけれども、これを農業者自らが取り除くな

ど、比較的簡易な工事によりまして農地の区

画を拡大し、作業の効率を図るものでござい

ます。 

 この取組につきましては、令和７年度から

令和１１年度までの農業構造転換の集中対策

期間におきまして実施いたします大区画化等

加速化支援事業に国の支援を受けるものでご

ざいます。 

 主な要件といたしましては、農振農用地の

うち地域計画を策定した区域、それから、農

用地の区画拡大を実施することなどとされて

いるところでございます。 

 市といたしましては、制度の活用に向けた

情報提供や関係機関との調整を行いながら、

地域の取組を支援していきたいという考えで

おります。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 事業の説明までいただきましたが、では、

このような事業が、地域でそういう要望等が

どのようにまとまっているのか、その点と、

まず大区画化等について、今でもまだ東市来

辺りでも面的な整備もやっている最中でもあ

りますが、まず、水田、畑も一緒でいいです。

水田の整備率、大区画化に向けての整備率を

答弁願います。 

○農地整備課長（上 勇人君）   

 お答えいたします。 

 これまでの圃場整備事業によりまして、水

田の約９０.７％、畑の約５２.６％が整備さ

れている状況でございます。 

 現在、東市来地域の皆田地区、田代地区、

岩平地区、それから日吉地域の吉利地区、吹

上地区の下与倉地区において圃場の整備を進

めており、関係機関との連携の下、早期完成

に向けて取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 水田は９０％を超えるという、今、答弁が

ありました。畑はまだ５２％だということで、

畑のほうも条件整備をとにかく進めていかな

ければならないというふうにも感じておりま

す。まだまだその後にどういう作物を導入し

て、高収益の中で農家を担い手をつくってい

くのかというのが究極になろうと考えます。 

 地域計画という大きな計画の中で進められ

ているとは感じておりますが、ぜひ地域と一

体的に、話合いの中で促進していただきたい

なと思っております。 

 そういった意味で、先ほど大区画化と加速

化支援事業、いわゆる畦畔除去を課長のほう

から答弁がありましたが、これが一番手っ取
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り早いのかなと。畦畔除去ですので、大きな

トラクターがあれば我々でもできるというふ

うにも理解するんですが、そのような規模な

のか、もっと棚田あたりも狙った畦畔除去な

のか、その辺の進め方とそれと、もう一点、

そういう事業が取組が実例として現場での申

込みがあるのか、その辺についてお聞かせく

ださい。 

○農地整備課長（上 勇人君）   

 お答えいたします。 

 先ほど説明いたしました大区画化と加速化

支援事業につきましては、面積要件等の指定

はございません。進め方につきましては、地

域計画に基づいて地域の意向を踏まえながら

進めていくもので、先ほども申し上げました

とおり、農業者等が自ら行うものについての

支援でございます。 

 畦畔除去等の簡易整備につきましては、比

較的短期間で実施可能でありまして、担い手

の経営判断に基づき取り行われる手法という

ふうに考えております。 

 以上です。 

 令和８年度の取組ですけれども、本市にお

きましては、令和８年度から農業法人１経営

体が主体となりまして、畦畔除去による農地

の拡大に取り組む計画がございまして、現在、

関係機関と連携を取りながら準備を進めてい

るところでございます。 

 以上です。 

○１１番（福元 悟君）   

 １事業体がそのような取組があるというこ

とで答弁でしたが、この要件というんですか、

そこまでできないのかどうか。補助というか、

自ら農家が行うということで、それは農家の

負担で行うんですか、それとも何か財政的な

補助等があるのか、その辺の基準についてお

知らせください。 

○農地整備課長（上 勇人君）   

 お答えいたします。 

 要件につきましては、先ほど申し上げまし

たとおり、農振農用地のうち地域計画を作成

した区域、それから農用地の区画拡大といっ

たものが指定の要件となってございます。 

 財政につきましては特に定めがございませ

ん。 

 畦畔除去につきましては、具体的には、

メーター４００円といったところが指定され

ているところでございます。 

○１１番（福元 悟君）   

 最後のところは聞き取りにくかったんです

が、メーター４００円という答弁だったんで

しょうか。この辺の上限が示されているのか

どうか、補助事業等のその辺、ちょっと個別

な案件で申し訳ないんですが教えてください。 

○農地整備課長（上 勇人君）   

 すいません。答弁いたします。 

 事業の上限については定めがございません。 

 以上です。 

 畦 畔 除 去 に つ き ま し て は 、 メ ー タ ー

４００円ということでございます。 

○１１番（福元 悟君）   

 ぜひ地域計画に定めていくということでの

くくりがあるようですので、ひとつ農政と連

携した上で、地域に下ろしていきながら規模

拡大の上にコスト低減ができる農業の展開を

まず主動していただきたいなというふうにも

考えております。 

 最後のところになりますが、伊集院駅に高

校生なども利用できる交流拠点ということで

申し上げましたが、よく遊びに出るときと言

えばいいんでしょうか、阿久根駅の駅舎を見

ることがあります。今年も１回、２月に行っ

て見ておりますと、やっぱり学生さんが小さ

な喫茶店なんですけど、もちろんスペースが

あるというような場所と図書棚があって読書

ができるスペースがあって、その奥にはレス

トランがあって、これ皆さんも行かれてご承

知の施設だろうと思うんですけども、さらに
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は多目的ホールが備えられてピアノが置いて

あったんですかね。駅にしては非常に豪華な

構えがありまして、もちろんそこまでの整備

を求めているわけでもありません。 

 ぜひ、高校生が、これだけ昨日の話でもあ

りますが、３つの学校もぜひそういうスペー

スが欲しいという工夫をひとつ受け止めてい

ただいて、私がここで求めたいのは、市道と

いえ改札口の正面ぐらいに待合を設けるぐら

いのまちづくりの展開をすると、さらに学生

もそうですけど、利用される、また子どもさ

んたちを待ち、ＪＲから下りてくるそういう

学生さんたちを迎えるスペースとしても、保

護者であったりお年寄りであったり、非常に

助かるんだろうなと思いながらも、ぜひ、金

額的なところは調べておりませんが、改札口

の正面の辺りにそういう待合をつくっていけ

ば、さらに利便性の高い伊集院駅、そして日

置市の利便さということで、交流促進にもつ

ながっていくのかなというふうにも感じてお

ります。 

 阿久根を例に申し上げましたけれども、非

常に地域でもあれだけすてきな駅の環境整備

ができるんだということを目の当たりにしま

して、この辺についてそういう視点は持たな

いのか、最後に市長に答弁を求めてみたいと

思いますがいかがですか。 

○市長（永山由高君）   

 先ほども申し上げましたとおり、伊集院駅

の駅舎についてはＪＲ九州の所有物であると

いうことから、まずはＪＲ九州に問い合わせ

たところ、難しいというご連絡をいただいて

いるというところであります。 

 一方で、高校生の学習の場所や居場所とい

うものについての必要性については認識をし

ておりますので、そのほかの公共施設の有効

活用を含めて、引き続き検討をしてまいりた

いと。 

 伊集院の中心部には、民間で既に自習室と

いうことを事業としてやっておられるところ

もございますので、その民間の取組とのバラ

ンスもこれはしっかりと視野に入れながら、

検討する必要があると認識をしています。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ここでしばらく休憩します。次の会議を

１３時とします。 

午前11時57分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時00分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番、佐多申至議員の質問を許可し

ます。 

〔８番佐多申至君登壇〕 

○８番（佐多申至君）   

 寒の戻りでしょうか。花粉症に加えて寒さ

に対する体調管理に気をつけ、今日の一般質

問に臨んでおりますと、挨拶を朝から考えて

いましたが、大分ぽかぽかしてきました。ま

ぶたが落ちないように声を出して、元気出し

てまいります。 

 さて、令和８年３月議会一般質問の最後の

登壇となりました。 

 大きなテーマを題材に選び、３６回目の登

壇になりますが、大トリはさすがに緊張しま

す。通告書に従ってゆっくりと質問してまい

りますので、しっかりと市民に分かりやすい

答弁をいただきたいと思います。 

 それでは、本市の多文化共生について。 

 これまでの技能実習に代わる新制度として、

２０２７年度までに試行予定の育成就労制度

が始まります。外国人がキャリアアップしな

がら長期にわたり日本国内で活躍できる道が

開かれ、今後、さらに在留外国人の増加や長

期滞在化、定住化、そして外国籍化が進むと

考えられます。 

 一つ、本市の外国人住民について、国籍別、
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在留資格別、児童生徒数等の数はどのような

状況か。 

 ２、本市は多文化共生事業において、国籍

や文化の違いを超え、全ての市民が安心して

暮らすことができる地域づくりを目指し、誰

もが自分らしく輝ける共生社会を推進すると

主要施策に上げておられます。現代社会にお

いて多文化共生の重要性は何か。 

 ３、多文化共生事業の効果と懸念について、

１、社会的な点、２、経済的な点、３、教育

的な点のそれぞれどう考えるか。 

 ４、本市において、外国人住民における課

題はどのようなものがあるのか。 

 ５、本市の外国人住民における一つ、暮ら

し（子育て・生活ルール）、２、災害（防

災・緊急情報）、３、教育（文書・学習支

援・進路指導）それぞれの取組状況は。 

 そして最後に、今後の社会環境及び教育環

境において、効果と懸念を念頭に日本人も外

国人も安心して暮らせるまちづくり、理解し

合えるまちづくり、社会参画の促進などを目

標にし、市民を巻き込んだ協議と基本的な計

画作成を早々に進めるべきと考えるがどうか。 

 ２項目めの本市の市民歌と市の花と市の木

について。 

 １、市民歌で梅香る日置市、風雨に耐え得

るクロマツと歌われているように、市のシン

ボルとなっている梅とクロマツですが、現在、

シンボルとして花・木それぞれにどのような

取組を行っているのか。 

 ２、市民歌、市の花、市の木、それぞれ梅

とクロマツになりますが、それに市民が触れ

る機会や醸成は必要と考えるが、市はどのよ

うに考えているのか。 

 最後の項目に本市の街路樹について、街路

樹の役割は重要と考えます。今後の街路樹維

持管理の方針は。 

 以上、１問の質問といたします。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 お答えしてまいります。 

 質問事項の１つ目、本市の多文化共生につ

いてのその１、国籍別、在留資格別の数につ

いて回答します。 

 本市における外国人住民は、令和８年３月

１日時点において、国籍別でインドネシア

１４１人、ベトナム９６人、ミャンマー

８４人を含め３０か国、合計で４７８人です。 

 在留資格別では、技能実習１８１人、特定

技能１６５人、永住者・定住者４０人、日本

人の配偶者等及び家族滞在３９人、その他の

資格で５３人となっています。 

 児童生徒数については、教育長より回答い

たします。 

 その２、多文化共生の重要性について回答

します。 

 人口減少が進む中、本市に住む外国人につ

きましては年々増加傾向にあり、貴重な労働

力の担い手となっているほか、連携を図るこ

とで地域の活性化を担うことなども期待され

ています。 

 その上で、同じ地域で暮らす全ての人が違

いや個性を認め合い、尊重され、安心して暮

らすことができる社会の形成は大変重要なこ

とです。 

 その３、多文化共生事業の効果と懸念につ

いて、社会的な点及び経済的な点について回

答します。 

 多文化共生事業の効果については、多様な

価値観に触れることで相互理解が深まるとと

もに、労働市場の多様化による産業の活性化、

地域内の消費促進などが期待されます。 

 一方で、懸念される事項としては、市から

の情報を外国人住民の方に届ける手段が限ら

れている点や、支援が多岐にわたるため、体

制構築等に相応の時間を要することなどが考

えられます。 

 教育的な点については、教育長より回答い



- 131 - 

たします。 

 その４、本市での外国人住民における課題

について回答します。 

 本市において、外国人住民に関するトラブ

ルや苦情の相談等は、現在までのところあり

ません。令和５年に市内事業所を対象とした

外国人従業員雇用に関する調査と、鹿児島県

が令和７年に調査した外国人県民を対象とし

た多文化共生に関する実態調査によりますと、

言葉が通じず円滑なコミュニケーションが取

れないことが上位に上げられる課題となって

います。また、外国人を雇用している一部の

企業からは、住宅の確保が難しいとの声をい

ただいています。 

 その５、本市の外国人住民における取組状

況の中で、①の暮らしと②の災害について回

答いたします。 

 本市では、外国人を対象に日本語教室や交

通安全教室を開催しているほか、市広報紙や

市ホームページにおける多言語対応、窓口に

おいては、５か国に対応したごみの出し方に

ついての手引を配布しています。 

 また、保護者や保育園等からの要望に基づ

き、保育園等に対して、通訳や翻訳のための

機器導入の補助を行っています。 

 災害対応については、ハザードマップに内

閣府の防災情報ページに掲載してある多言語

リーフレットが検索できるＱＲコードを掲載

するとともに、昨年度は防災セミナーも実施

しています。 

 教育面における取組は、教育長より回答い

たします。 

 その６、計画作成について回答します。 

 多文化共生の推進は、本市に住む外国人が

年々増加傾向にある中、大変重要なことと認

識し、今年度も交通安全教室や、やさしい日

本語講座など、新たな取組を行っています。 

 計画作成については、先進自治体の事例を

参考に、市民や企業、外国人の皆様のご意見

もいただきながら検討してまいります。 

 質問事項の２つ目、市民歌と市の花、市の

木についてのその１、それぞれにどのような

取組を行っているのかとのご質問に回答しま

す。 

 市の花である梅、市の木であるクロマツに

ついては、合併後の平成１８年５月に市民に

親しまれる花・木として市民憲章とともに制

定され、本庁舎正面に植栽を行っています。 

 また、市のシンボルとして市のホームペー

ジに掲載するとともに、過去に開催した市制

施行記念式典のパンフレットにも掲載を行い

ました。 

 クロマツについては、吹上のクロスカント

リーコースや、昨年整備されたフォレストア

ドベンチャーの利用により、触れる機会が増

えるものと考えています。 

 その２、市民が触れる機会やその醸成につ

いて回答します。 

 市民歌については、市の花などと同様に市

のホームページで掲載し、歌詞の確認や音源

を再生できるようにするとともに、防災行政

無線の正午の時報や、筋ちゃん広場の体操で

も活用しています。 

 また、日置市市制施行２０周年記念式典で

は、日置市ジュニアオーケストラによる市民

歌の演奏に合わせて歌っていただきました。 

 今後も市のシンボルとして、市民歌、市の

花、市の木を身近に感じていただけるよう式

典等の機会を捉えて周知してまいります。 

 質問事項の３番目、本市の街路樹について

のその１、今後の方針について回答します。 

 道路の街路樹には、景観の保全、強い日差

しの遮り、騒音の遮断、排気ガスを吸着する

ことによる空気の浄化などの効果があります。

市道の街路樹の中には数十年を経過したもの

もあり、成長した幹や枝葉による見通しの悪

化や、害虫及び自然災害などによる倒木など

が発生しているため、現在は、路線の特性に
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応じて剪定を実施しています。 

 今後は、費用を抑えつつ、安全性を高める

維持管理として、伐採後の再植樹を行わずに、

街路樹の総数を減少させながら、老朽化・巨

木化に対応していく方針です。 

 以上です。 

〔教育長奥 善一君登壇〕 

○教育長（奥 善一君）   

 それでは、質問事項１及び質問事項２の教

育委員会に関する部分について、回答をいた

します。 

 まず、児童生徒数でございます。 

 本市における外国籍の児童生徒は、令和

８年３月１日時点において、国籍別でパキス

タンが４人、中国が２人、合計で６人です。

小学校、中学校にそれぞれ３人ずつ在籍して

います。 

 その３、多文化共生の効果と懸念、教育的

な点についてお答えをいたします。 

 教育的な効果としては、異文化理解、国際

理解の促進、対話スキルの育成などがあると

考えます。今のところ、学校現場における多

文化共生の観点からは、懸念することはあり

ません。 

 続きまして、その５の教育における取組状

況です。 

 学校においては、必要に応じて翻訳した文

書を配布しています。学習面については、

１人１台端末に翻訳機能のあるアプリを入れ

て対応したり、別室で個別に指導をしたりし

ています。進路指導については、国籍を問わ

ず行っています。 

 また、令和５年度から日本語指導教室を開

設し、月に六、七回、個に応じた指導を実施

しています。 

 続きまして、その６、計画策定等について

でございます。 

 子どもたちは柔軟性に富み、外国籍などの

児童生徒に対しても関心を持って積極的に受

け入れていることから、学校では自然と異文

化理解が進んでいるようです。 

 教育委員会としては、今後も支援体制の充

実に向けた取組を進めるとともに、市全体の

多文化共生の計画づくりにおいても、関係機

関と連携し、教育現場の実情を適切に反映で

きるよう取り組んでまいります。 

 続きまして、質問事項２の市民歌・市の

花・市の木についてでございます。 

 市内の小学校３年生に市民歌・市の花・市

の木について掲載されている社会科副読本の

びゆく日置市、「ひおき学」学習ブックを配

布しています。児童生徒はこれらを活用しな

がら学習しており、これからも日置市に誇り

と愛着を持てるような意識の醸成に努めてま

いります。 

 以上でございます。 

○８番（佐多申至君）   

 それでは、多文化共生について一つずつ質

問してまいります。 

 まず、第１項目のほうで、教育委員会のほ

うの児童生徒数についての答弁がございまし

た。小中学校それぞれ３人、６人いらっしゃ

るということですが、この６人の子どもたち

はどこの学校へ通学しているんでしょうか。

差し支えない範囲でお答えください。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 それぞれ居住している地域、いわゆる校区

の学校に通学をしております。 

○８番（佐多申至君）   

 地域にその子どもたちがいるところで学校

に通っているということで、その点について

は、私の考えるところでは理解できて納得い

くところでございます。 

 さて、その外国人の子どもたちは、学校で

の教員の支援はどのような状況かお尋ねしま

す。 

○学校教育課長（段原修司君）   
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 お答えします。 

 学習内容の理解に困難な様子が見られる場

合に個別指導を行ったり、また、休み時間な

どを活用して補充指導を行ったりもしており

ます。さらに宿題の量を調節し、複数体制で

指導をしたりするなど、児童生徒の実態に応

じて支援をしております。 

○８番（佐多申至君）   

 ２問目の私は重要性を問いたところですが、

おおむね回答をいただいた内容は、私がおお

むね理解するところでございます。ですので、

重要性については私の意を述べるところはご

ざいませんが、３番目の多文化共生事業の効

果と懸念について、あえて質問をさせていた

だいたところでございます。 

 教育長の答弁に、懸念することはありませ

んといただきました。誠にうれしい限りでご

ざいます。懸念することがないということが

本当に望むところでございますが、これが社

会全体となるとどうであろうかということで、

私は考えているところでございます。 

 懸念するところの、先ほど答弁の中で、体

制構築に相当の時間を要するということでは

ございました。社会全体を考えると、私の意

を述べさせていただくと、効果的には偏見、

誤解をなくすためにも、相互理解の促進が必

要とありました。そのことも答弁いただきま

した。そして、労働市場の多様化で経済の活

性化、これも述べていただいているところで

す。 

 また、異文化への理解、共感とグローバル

社会での適応力として、次世代の国際的な人

材育成を考えていると思っておりましたので、

それも少し私のほうは考えているところです。 

 大事なところは、これからのその次の懸念

についてなんですが、懸念については、市長

からはいろいろと答弁いただきましたが、先

ほど述べたように、教育長からは、子どもた

ちにとっては懸念はないということでござい

ましたが、私の考えを述べますと、宗教的な

習慣や生活様式の違いから来る文化、価値観、

そして摩擦や緊張感が起きるであろうと想定

しているところでおります。 

 暮らしにおいては、医療支援など行政サー

ビスの負担、そしてコストの増大も想定され

ますが、答弁にあったように、児童生徒にお

いては、最初は意思の疎通ができなくても、

向上心を持って交流を通して学んでいく過程

こそが教育と考えています。 

 現段階では、懸念と効果についてはおおむ

ね理解するところですので、４番の項目に入

っていきます。 

 先ほど、本市の外国人住民における課題は

どのようなものかということで、いろいろと

言葉が通じず、円滑なコミュニケーションが

取れないことが上位に上げられました。ここ

であえて、円滑なコミュニケーション力向上

の推進として、６番目でしたか、やさしい日

本語講座等も開催をしているとの答弁があり

ましたが、どのような形式で、また、その内

容はどのようなものなのか伺います。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 優しい日本語とは、普段使われている難し

い言葉を言い換えたり、一文を短くしたり、

また敬語や略語は使わないなど、外国人や子

どもたちなどに対し分かりやすく配慮した表

現方法になりますが、その講座を今年度６月

に日本人の市民向けに、８月には市職員向け

に開催をしたところでございます。 

 当該講座につきましては、優しい日本語と

は何かと活用のポイントなどを学んだほか、

優しい日本語の演習問題や、実際の場面を類

似体験するロールプレーなどを通じて、優し

い日本語を学び、理解する内容となっている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○８番（佐多申至君）   
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 それでは、市長にお尋ねします。 

 先ほどから、言葉が通じず円滑なコミュニ

ケーションが取れないことが課題であるとの

答弁の中で、教育委員会からは、子どもたち

の社会では、意思の疎通ができないことをき

っかけにその壁を乗り越え、交流を深め、学

び、成長していきます。子どもたちは成長し

ていきます。そのことを考えると、この課題

から大人社会が取り組むべきことが明確にな

ってくると考えますが、市長はどのようにお

考えでしょうか。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 議員のご指摘のとおり、多文化共生社会に

おきまして、円滑なコミュニケーションは、

お互いの信頼関係を築き、異なる文化や価値

観を持つ人々が、対等な関係で共に生きてい

くための基礎となる、大変重要なことである

ものと認識をしているところでございます。 

 その上で、本市では、昨年度から外国人住

民向けの日本語教室を開催いたしまして、先

ほど申し上げた今年度からは、日本人住民向

けのやさしい日本語の講座を開催したところ

でございます。 

 これらの取組に加えまして、例えば、ス

ポーツ交流の開催や双方の文化理解講座など、

先進事例も参考にさせていただきながら、今

後とも円滑なコミュニケーションを目指した

取組については、推進をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（永山由高君）   

 私も優しい日本語講座を受講いたしまして、

率直に申し上げて本当に学びの深い時間であ

りました。普段話している言語が聞き手にと

ってどういう構造で理解されているかという

ことを改めて学ぶ機会になりましたので、こ

のような機会を通して日本語でのやり取りに

ついても、日本人としても学びがあるなとい

うことを率直に感じましたので、この多文化

共生の取組の中で、我々が学ぶべきものはた

くさんあるというふうに実感をいたしており

ます。 

○８番（佐多申至君）   

 私が想定した回答をいただき、誠に自分で

理解して納得いく回答をいただきありがとう

ございます。 

 それでは、５番において、いろんな外国人

住民における取組状況を一つ一つずつ私は聞

いてまいります。 

 まずは、先ほどやさしい日本語教室もあり

ましたが、開催された外国人向けの交通安全

教室がありました。その内容と参加状況はど

うだったでしょうか、お答えください。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 今回開催いたしました交通安全教室は、日

置地区交通安全協会の協力をいただき、自転

車に関する交通ルールを学ぶとともに、庁舎

前庭に模擬交差点を設置いたしまして、交通

ルールに即した実技指導も行ったところでご

ざいます。 

 参加者につきましては、インドネシア、ミ

ャンマーの方など２８人が受講しております。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 交通安全教室については、数名の同僚議員

も参加して、私も一緒に参加しましたが、本

当に日本というか地元の日本の方々と同様、

しっかりとルールを理解して自転車を操作さ

れていたことにはびっくりしたところでござ

いました。 

 ３問目、次に、先ほど市長の答弁で、保育

園の翻訳機導入の補助を行っているというこ

とでしたが、実績状況はどうでしたでしょう

か。 

○市民福祉部長兼こども未来課長（馬場口美
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宗香さん）   

 お答えいたします。 

 今年度、保育園より１件申請がございまし

た。既に交付決定を行い、保育現場では翻訳

機が使用されているところでございます。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 早速、幼児保育の現場にも翻訳機が導入さ

れて、そうやって多文化の共生についてのい

ろんな取組がなされていることには、大変う

れしい限りでございます。 

 また、その答弁の中に、日置市の防災ハ

ザードマップの表紙に外国人住民対応のＱＲ

コードがあります。実際、先ほどもありまし

たが、答弁がありましたが、内閣府の防災情

報ページの多言語リーフレットへ飛ぶように

なっているようですが、今後、外国人住民向

けの身近な地域情報として、防災ハザードマ

ップを活用できる検討が必要ではないかと考

えますが、その辺はどのようにお考えでしょ

うか。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 多言語に対応いたしましたハザードマップ

も必要であると考えておりますけども、外国

人の方々へもスマートフォンが普及しており

まして、スマートフォンの翻訳機能で、ハ

ザードマップなど日本語で記載されたものを

母国語で見ることもできますので、そのよう

な方法も紹介していきたいと考えています。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 防災セミナーの内容と参加状況はどうだっ

たでしょうか、お尋ねします。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 防災セミナーにつきましては、昨年度、吹

上中央公民館で開催をいたしました。その内

容につきましては、日本の災害のことや地震

のときに気をつけること、また避難所のこと、

災害の前に準備することなどを学ぶ内容とな

ってございまして、当日は８人の外国人住民

が参加をいただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○８番（佐多申至君）   

 先ほど、保育園の翻訳機の導入の補助とい

うことが話がありましたが、小学校、中学校

での通訳、翻訳のための機器導入の必要性は

ないですか、それについてお答えください。 

○学校教育課長（段原修司君）   

 お答えします。 

 学校には１人１台端末を整備しております。

教師と外国語でのやり取りが必要な児童生徒、

そして保護者間の相互のコミュニケーション

ツールとして役に立っております。さらに、

必要に応じた個別の対応として翻訳アプリを

活用することもございます。 

 子どもたちは様々なコミュニケーションを

通じて柔軟に言語を身につけていっているよ

うです。 

○８番（佐多申至君）   

 小中学校、それから保育園のこういった翻

訳機の導入の補助とかいろいろ取り組んでい

らっしゃるので、いかに自分たちの今持って

いるタブレットがどの程度翻訳できるのかと

思って、先日自分でも確かめてみたら、もう

ブラジル語とかアラビア語はなかなか自分は

まだ読めないんですけど、そういった翻訳機

能がこのタブレットの中にも私たちの議会タ

ブレットにも入っています。今後こういった

ＩＴをうまく活用し、そして使いこなすこと

で、使いこなさないとなかなか自分たちの意

思とかを相手に伝えるにはなかなかいい手段

ではないかなと思っているところでございま

す。 

 さきに行われた外国人向けの交通安全教室

の話がありましたが、そこに参加された外国
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人の方々が、日本語で話す講師と外国人の参

加者とのやり取りの様子を私は後ろのほうで

拝見していましたが、正確に理解され、日本

語で書かれたアンケートも漢字と片仮名でし

っかりと上手に書いて回答されていました。 

 日常生活においては、スマホの翻訳機能ア

プリを活用しているとのことでした。現在、

市民サービスとして、本町及び支所では何台

の翻訳機等が活用されているのでしょうか、

お尋ねします。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 令和３年度にウクライナ避難民支援事業に

おきまして、７０言語対応可能なポータブル

型の翻訳機を１０台購入しており、うち５台

は本庁各支所の窓口と産業建設部に配置して

おりまして、外国人の方が来庁された際に活

用しております。また、残りの５台は貸出用

として総務課のほうで保管をいたしておりま

す。 

 このほか、避難所に配備するタブレット端

末には翻訳アプリも入っておりますので、避

難所においても対応は可能となっております。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 今現在の外国人の方々との対応は、企業の

方々がついておられて、いろんな手続とかさ

れるので、なかなか、今、翻訳機とか機器を

使うことが少ないとおっしゃっていました。

先日の聞き取りではそうおっしゃっていまし

たが、今後、家族、いろんな育成就労となる

と、キャリアを持って、そして仕事がうまく

なっていくと、もう主任、係長、課長クラス

に上がっていくと、今度は家族を呼んで一緒

に生活することが想定されます。そうなると、

今度は家族単位で庁舎に来られる可能性が多

くなります。 

 ぜひとも今のあるものをフルに活用してい

くことになると思いますので、その辺は準備

していただきたいと考えております。 

 ５番目の質問の最後なんですが、例えばそ

の翻訳機は日本人と外国人、または国の違う

外国人間、例えばインドネシアの方とフィリ

ピンの方とか、全く違う国の人たちの対話な

どにその翻訳機は対応できるのでしょうか、

伺います。 

○総括監兼選挙管理委員会事務局長（東 純

一君）   

 お答えいたします。 

 日本人と外国人の方々はもとより、違う国

の方でも翻訳機能は対応可能となっておりま

す。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 それでは、多文化共生の最後の６項目です。

計画策定のところに入るわけですけど、先に

この多文化共生について、最後になりますの

で私の思いを少々述べさせていただきたいと

思います。 

 多文化共生を実現するためには、労働力や

生産向上へ、そしてＧＤＰを高めるためにも

外国人受入れの現状を理解することにあると

考えています。成功事例やトラブル事例など

多くを知ることも大事です。また、外国人の

在留資格ごとの制約や権利等も知らないと支

援もできません。 

 答弁にあったように、就労企業も含めた立

場の違う人たち、文化の違う人たちでまずは

議論の機会をつくり、議論を重ねた上で、誰

もが安心して暮らせる地域社会をしっかりと

関係者を巻き込んで形成していくべきと私は

考えています。 

 先ほどから述べますように、子どもたちは

懸念というよりも教育環境の下、交流を通し

てきっと純粋に謙虚に学び成長していくでし

ょう。大人を取り巻く社会において多文化共

生の意識を醸成していくには、それぞれに持
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つ価値観の融合にそれ相当に時間がかかると

私も考えています。 

 グローバル化が進む現代において、多様性

を受け入れる姿勢と異文化への理解力と、先

ほどからありますように、日本人には言葉を

正確に理解し表現できる総合的な国語力も必

要です。人口減少社会と個々の将来のキャリ

アにおいても、また、持続可能なまちづくり

には重要です。 

 長くなりましたが、私のこの思いを伝えた

上で、多文化共生の実現に向けて、市長と教

育長にそれぞれご答弁ください。 

○企画課長（園田賢一君）   

 お答えいたします。 

 人口減少が進む中、本市に住む外国人につ

きましては、年々増加傾向にございまして、

貴重な労働力の担い手となっていただいてい

るほか、連携を図ることで地域の活性化を担

うことなども期待できるところでございます。

その上で、同じ地域で暮らす全ての人が違い

や個性を認め合い、尊重され安心して暮らす

ことができる社会の形成は大変重要なことで

あるものと認識をしております。 

 今後も、多文化共生の実現に向けまして、

市民や企業、外国人の皆様のご意見もいただ

きながら、交通安全教室ややさしい日本語教

室など、様々な取組を講じてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○市長（永山由高君）   

 先ほど担当課長が申し上げました同じ地域

で暮らす全ての人が違いや個性を認め合い、

尊重され安心して暮らすことができる社会の

形成、これが大変重要であるということでご

ざいます。 

 既に３月１日時点で日置市に在住しておら

れる外国人住民の方が４７８名ということで、

１％を超える方々でございます。 

 一方で、今、この町で暮らしている外国人

の方の立場に立てば、９９％近い方々が違う

国籍の方だということになろうかと思います。

その意味で様々なご不安もあられるかと思い

ますし、そういった方々の不安にしっかり寄

り添うこと、それと、もちろん計画も含めた

今後の道筋をつくることは重要ですけども、

まずは自分自身が彼らにとってよき隣人であ

ること、その意識をこれは自分自身も持ち続

けることも併せて意識をしてまいりたいと考

えています。 

 以上です。 

○教育長（奥 善一君）   

 多文化共生につきましては、現在の学校教

育においては非常に重要な視点となっており

まして、学校では全教育活動を通して学習を

進めているところでございます。 

 それから、現在、外国の児童生徒が在籍し

ている学校におきましては、生活を通してお

互いの文化を理解し尊重し合う学びを学校全

体で推進できているというふうに考えており

まして、今後とも、誰もが安心して学べる環

境づくりに努めていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 しっかりと市長、教育長のお言葉をいただ

いて、今後もこの多文化共生の取組について

は注視していきたいと考えております。 

 それでは、多文化共生から全く１８０度変

わりますが、身近で我々が日頃、日常的によ

く会話にも入ってくるんですけれども、本市

の市民歌と市の花、そして市の木について、

最近よく身辺では語られることが多いので、

こうやって取り上げてきました。 

 現在、伊集院総合グラウンドの近くにあり

ました梅園もありません。そして、過去あり

ました梅マラソン、冠のつくイベントもあり

ません。日置本庁舎石碑の場所にはクロマツ

と梅の木が植えてあります。先日、写真を撮

ったら、きれいな梅の花が咲いておりますの
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で、数少ない花を撮りましたが、多くの市民

が訪れる本庁舎並びに支所等にももっと植え

るか、もしくは公共施設でも絵画、もしくは

モニュメントを設置するとか、市の花、市の

木らしく、答弁にありましたが、意識をもっ

て、もっと市民が身近に感じる醸成に取り組

むべきと考えますが、どうでしょうか。 

○総務企画部長兼総務課長（瀬戸口亮君）   

 お答えいたします。 

 市の花である梅、市の木であるクロマツに

ついては、本庁舎正面に植栽をしております。

また、日置市中央公民館の入り口の庭園には、

松と関ケ原町から寄贈された梅が植栽されて

いるところでございます。 

 市の花、梅にちなんだイベントについては、

いじゅういん梅マラソンがございましたけれ

ども、これが形を変えて、みんなのＹＵＭＥ

トライアルとして、夢と梅、ＵＭＥを掛け合

わせたタイトルにおいて開催されているとこ

ろでございます。 

 市の木、クロマツについては、吹上のクロ

スカントリーコースや、昨年整備されました

フォレストアドベンチャーの利用により、市

民の皆様に触れる機会が増えるものと考えて

いるところです。 

 以上です。 

○８番（佐多申至君）   

 今、ＹＵＭＥトライアルの意味が初めて分

かりました。ローマ字にすると梅という言葉

が入っているのを、今、書き並べるとそうだ

なと思いました。 

 今回、市の花、市の歌、そして市民歌につ

いては、当然、好きな方々は本当によく歌い

ながら交流を深めていらっしゃる団体もあり

ます。今回、いろんな団体の方々と話をする

中で、梅とクロマツについていろいろ問合せ

も多かったものですから、市民を代表して、

今の質疑をしたところです。 

 今後、市民歌と市の花についても、いろん

な市民の声を届けていきたいと思っています

が、今回のところはこの辺で終わりたいと思

います。 

 私の今日の最後の本市の街路樹について述

べたいと思います。 

 私はこれまで、街路樹については、１期生

のころから毎年毎年、この街路樹については

話をしているところです。市長においては、

私の街路樹、いろんな美化については、私の

トレードマークみたいになって質問している

わけですけれども、今回、歩道に植えてある

ツツジが根も太くなり、またその根が張り、

歩道の路面を表面層をちょっとひびが入った

り盛り上がったりして、高齢者の方が足が引

っかかったりして、いろいろと苦情ももらっ

ているところです。 

 ツツジの刈り込みの中に生える雑草など、

根から取ることなどが困難になってきていま

す。今後の街路樹について検討すべき時期に

なっているのではと市民の皆様と話をしてい

るところですが、このことについてはどのよ

うにお考えでしょうか、お尋ねします。 

○産業建設部長兼建設課長（田口悦次君）   

 お答えします。 

 低木樹のツツジについては、春にきれいな

花をつけ、目を楽しませますが、一方では、

横断歩道の近くでは子どもたちが見えにくい、

カヤ、雑草が生えて見苦しい、舗装の根上が

りがあるなど、様々な意見をいただいており

ます。 

 今後、低木樹の撤去や更新が必要とは考え

ますが、造園業者等の専門家の意見、また自

治会等の意見を聞きながら、地域や現状に応

じた維持管理を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○８番（佐多申至君）   

 時間はまだありますので、今の答弁をいた

だいて、この街路樹については、私は妙円寺

団地に住んでおりますが、目の前がきれいな
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桜木通りで本当にありがたいと思っておりま

すが、先日、うちの前の桜木が３本ほど切ら

れていましたので、それはもう致し方ないと

考えているところですが、街路樹については、

本当に先ほどから何回も質問してきて、人と

草木との闘いはこれからも続くと思います。 

 そして、私の周りからも様々な意見があり

ます。草の除草剤をまいてどうのこうのとか

いろいろあるんですけれども、その除草剤に

ついても議論は必要だと思います。 

 また、地域によっては、地域の自治会で刈

っているところもあります。ただ、刈る時期

がきれいに刈ってあるんですけども、そのお

かげできれいに刈ってあるからこそ、ツツジ

の花が咲かなかったり、これは本当にありが

たいと思いながらも、いろんな価値観の違い

で意見が飛び交うわけです。このことについ

ては、本当に今後とも議論する必要があるん

じゃないかと思います。 

 先ほどから多文化の話もしてきましたが、

多文化と同様に議論が必要と考えている状況

ですので、これは必ず取り組んでいただきた

いところですが、このことについて市長に最

後にお尋ねして、私の最後の質問とさせてい

ただきます。 

○市長（永山由高君）   

 先ほど担当部長、担当課長からも答弁あり

ましたけれども、造園業者等の専門家のご意

見、またやはりこれは地域の自治会の方々の

お声も非常に大切な論点であろうというふう

に考えますので、様々な方々からご意見をし

っかり伺いながら、今後については検討して

まいりたいと考えています。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △散  会 

○議長（冨迫克彦君）   

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 ３月３０日は、午前１０時から本会議を開

きます。 

 本日はこれで散会します。 

午後１時48分散会 
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午前10時00分開議 

  △開  議 

○議長（冨迫克彦君）   

 ただいまから本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１ 同意第１号日置市監査委員

の選任につき議会の同意を

求めることについて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１、同意第１号日置市監査委員の選

任につき議会の同意を求めることについてを

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 おはようございます。 

 同意第１号は、日置市監査委員の選任につ

き議会の同意を求めることについてでありま

す。現委員が、令和８年３月３１日をもって

退職するため、新たに後任委員として選任し

たいので、地方自治法第１９６条第１項の規

定により、議会の同意を求めるものでありま

す。 

 漆島政人氏の経歴につきましては、別紙資

料のとおりでございます。 

 以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、本件について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。同意第１号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、同意第１号について討論を行い

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、同意第１号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１号日置市監査委員の選任につき議会の同意

を求めることについては同意することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２ 議案第４号日置市過疎地域

持続的発展計画を定めるこ

とについて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２、議案第４号日置市過疎地域持続

的発展計画を定めることについてを議題とし

ます。本案について、総務企画常任委員長の

報告を求めます。 

〔総務企画常任委員長倉浩二君登壇〕 

○総務企画常任委員長（長倉浩二君）   

 ただいま議題となっています、議案第４号

日置市過疎地域持続的発展計画を定めること

について、総務企画常任委員会における審査

の経過と結果について報告いたします。 

 本案は、２月１８日の本会議にて本委員会

に付託され、２月１９日に委員１名欠席、

６名の委員が出席のもと、委員会を開催し、

総務企画部長、企画課長など当局の説明を求

め、質疑・討論・採決を行いました。 

 本案は、現行の計画が令和７年度で期間満

了になることから、令和８年４月１日から令

和１３年３月３１日までの５年間を期間とし、

過疎地域持続的発展方針に基づき、日置市過
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疎地域持続発展計画を定めるため、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法第

８条第１項の規定により提案されたものであ

ります。 

 本計画は、１３章で構成されており、対象

となる地域は、東市来地域、日吉地域及び吹

上地域の区域とし、本計画を策定することに

より、本計画に基づいて行う事業については、

過疎対策事業債を活用することが可能になる

など、財政上その他の必要な特別措置を受け

ることができることになっております。 

 次に、質疑の主なものを申し上げます。委

員より、議会と高校生との語る会を開催した

が、そうすると開口一番、ＪＲの便数が少な

い、バスが少ないという意見が出されます。

計画を見てみると、交通手段の確保と挙げら

れているけれども、具体的な推進方法、ある

いは利用促進の手立ては考えられないのかと

の問いに、公共交通機関においてはバス路線

の維持に加え、ひお吉号を運行させていただ

いている。公共交通機関としての社会的意義

を踏まえ、今のご意見も含めて、ＪＲ、バス

事業者と地域公共交通会議を通して協議をし

ていきたいとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。討論に付しましたが

討論はなく、採決の結果、議案第４号日置市

過疎地域持続的発展計画を定めることについ

ては、全会一致で、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 以上で、総務企画常任委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、委員長報告に対する質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第４号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号を採決します。本案

に対する委員長の報告は可決です。議案第

４号は委員長報告のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

４号日置市過疎地域持続的発展計画を定める

ことについては、委員長の報告のとおり可決

されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第３ 議案第６号市道の路線認定

について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第３、議案第６号市道の路線認定につ

いてを議題とします。 

 本案について、産業建設常任委員長の報告

を求めます。 

〔産業建設常任委員長福元 悟君登壇〕 

○産業建設常任委員長（福元 悟君）   

 おはようございます。 

 それでは、ただいま議題となっております、

議案第６号市道の路線の認定について、産業

建設常任委員会における審査の経過と結果を

ご報告申し上げます。 

 本案は、２月１８日の本会議におきまして

当委員会に付託され、２月１９日に委員全員

出席のもと委員会を開催し、今回の認定に係

る３路線の現地調査を行い、産業建設部長及

び担当課長等の説明を求め質疑・討論・採決

を行いました。 

 認定路線１番は、路線名「城之町鶴城寺

線」延長２０６メートル、起点は市道長里城

之町線、終点は県道江口長里線となっており

ます。 
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 次に、路線番号２番は、路線名「皆田外堀

線」延長３３９メートル、起点と終点は市道

皆田鉾谷線となっております。 

 次に、路線番号３番は、路線名「南宮内

線」延長４２８メートル、起点は市道中原入

来浜線、終点は市道坂下八幡線となっており

ます。 

 どちらの路線も、農地整備課所管の狭あい

道路整備等促進事業で整備した集落道を市道

認定路線として提案をされたものです。 

 次に、質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、３つの路線にロードミラーを設

置する計画はないかとの問いに、各路線は集

落道として整備をして２年以上経過している

がそのような要望はなかったため、計画して

いないとの答弁がありました。また、委員よ

り、農地整備課が当初整備した際の工事期間

はという問いに、城之町鶴城寺線が令和２年

度から６年度、皆田東外堀線が令和元年から

４年度、南宮内線が令和２年度から５年度と

なっているとの答弁がありました。 

 このほかにも質疑がありましたが、当局の

説明で了承し質疑を終了。その後、自由討論

を行い、討論に付しましたが討論はなく、採

決の結果、議案第６号市道路線の認定につい

ては全会一致で可決すべきものと決定いたし

ました。 

 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから委員長報告に対する質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第６号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号を採決します。本案

に対する委員長の報告は可決です。議案第

６号は、委員長の報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

６号市道の路線の認定については、委員長の

報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４ 議案第７号日置市一般職の

任期付職員の採用等に関す

る条例の制定について 

  △日程第５ 議案第９号日置市国民健康

保険税条例の一部改正につ

いて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第４、議案第７号日置市一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の制定について

及び日程第５、議案第９号日置市国民健康保

険税条例の一部改正についての２件を一括議

題とします。 

 本案について、総務企画常任委員長の報告

を求めます。 

〔総務企画常任委員長倉浩二君登壇〕 

○総務企画常任委員長（長倉浩二君）   

 ただいま一括議題となっております、議案

第７号日置市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の制定について及び議案第９号日

置市国民健康保険税条例の一部改正について、

総務企画常任委員会における審査の経過と結

果についてご報告いたします。 

 本案は、２月１８日の本会議にて本委員会

に付託され、２月１９日に委員１名欠席、

６名の委員が出席のもと委員会を開催し、総

務企画部長、税務課長など当局の説明を求め、

質疑・討論・採決を行いました。 

 初めに、議案第７号日置市一般職の任期付
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職員の採用等に関する条例の制定についてを

御報告いたします。 

 本条例は、地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律に基づき、本市にお

いて専門的な知識経験を有する人材や、一時

的に増大する業務に対応できる人材を、任期

を定めて採用できる仕組みを整えるもので、

多様化・高度化する行政課題に対し、柔軟か

つ機動的な人員配置を可能にするとともに、

組織の活性化と行政運営の効率化を図ること

を目的としております。 

 なお、施行期日を令和８年４月１日とし、

附則において、本条例の制定に伴い日置市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例及び日置

市職員の育児休業等に関する条例の所要の見

直しを行うものであります。 

 次に、質疑の主なものを申し上げますと、

委員より、第３条の高度の専門的な知識経験

を有する者と第３条の２項は、具体的にどの

ような職種なのかとの問いに、第３条は高度

な専門的知識ということで、弁護士、公認会

計士、高度なセキュリティ専門家を想定して

いる。３条の２項については、例えばメタ

バースとかＤＸとか、大規模プロジェクトの

マネージャーとか、専門的な知識ということ

で、特定の分野に精通している方を想定して

いるとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。討論に付しましたが

討論もなく、採決の結果、議案第７号日置市

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

制定については、全会一致で、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第９号日置市国民健康保険税条

例の一部改正についてをご報告いたします。 

 今回の改正は、国民健康保険の健全な財政

運営を図るため、国民健康保険税の税率及び

税額を見直すことに関し、条例の一部を改正

するものであります。 

 なお、当該税率等については、令和８年度

の県への納付金を含めた国保財政収支見込に

より国保税必要額を算出するとともに、県が

示す標準保険税率との比較も行い決定されて

おります。 

 また、施行期日を令和８年４月１日とし、

改正後の規定は、令和８年度以降の年度分の

国民健康保険税について適用することにして

います。 

 次に、質疑の主なものを申し上げますと、

委員より、モデル的な家庭で、国保税がどれ

ぐらい下がるのかとの問いに、例えば、被保

険者２人の所得が１００万円の世帯で、改正

前の令和７年度の税率で計算すると、世帯と

して１６万５,４００円である。改正後の令

和８年度税率で計算すると１４万８,７００円

で、差額が１万６,７００円となるとの答弁。

ほかには質疑はなく、当局の説明で了承し、

質疑を終了。討論に付しましたが討論はなく、

採決の結果、議案第９号日置市国民健康保険

税条例の一部改正については、全会一致で、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 以上で、総務企画常任委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、２件の委員長報告に対する質疑

を一括して行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第７号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号を採決します。本案

に対する委員長の報告は可決です。議案第

７号は、委員長の報告のとおり決定すること
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にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

７号日置市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の制定については、委員長の報告の

とおり可決されました。 

 これから、議案第９号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決します。本案

に対する委員長の報告は可決です。議案第

９号は、委員長の報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

９号日置市国民健康保険税条例の一部改正に

ついては、委員長の報告のとおり可決されま

した。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第６ 議案第１３号日置市農村セ

ンター条例の一部改正につ

いて 

  △日程第７ 議案第１４号日置市営住宅

条例及び日置市特定公共賃

貸住宅条例の一部改正につ

いて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第６、議案第１３号日置市農村セン

ター条例の一部改正について及び日程第７、

議案第１４号日置市営住宅条例及び日置市特

定公共賃貸住宅条例の一部改正についての

２件を一括議題とします。 

 本案について、産業建設常任委員長の報告

を求めます。 

〔産業建設常任委員長福元 悟君登壇〕 

○産業建設常任委員長（福元 悟君）   

 ただいま議題となっております、議案第

１３号日置市農村センター条例の一部改正に

ついて、産業建設常任委員会における審査の

経過と結果をご報告申し上げます。 

 本案は、２月１８日の本会議において当委

員会に付託され、２月１９日に委員全員出席

のもと委員会を開催し、産業建設部長及び農

林水産課長など当局の説明を求め質疑・討

論・採決を行いました。 

 今回の改正は、農村センター条例に掲げる

施設の目的外使用について、管理上支障のな

い範囲内で使用許可ができるよう改正するも

のであります。また、併せてセンターの使用

時間を午後１０時までに統一し、センター内

の会議室及び冷暖房の使用料についても改正

するものであります。 

 なお、本条例の施行日は令和８年４月１日

であります。 

 次に、質疑の主なものを御報告いたします。 

 委員より、夜の１０時まで使用する場合、

鍵の取扱いはどうなるのかとの問いに、常駐

の管理者がいないことから、伊集院地域は本

庁農林水産課、他地域であれば各支所で鍵を

受け取ることになる。返却については、夜遅

くまで使用する場合は、翌日返却していただ

くと考えているとの答弁がありました。さら

に、午後１０時まで使用可能とする内容だが、

１０時以降も使用できるという案はなかった

のかとの問いに、公共施設等総合管理計画の

中で、他の施設が午後１０時となっているこ

とから、足並みをそろえて１０時としている

との答弁がありました。また、本会議におい

て、学習室としての使用はできないと答弁が

あったが、年齢制限等はあるのかとの問いに、

年齢制限は設けていない。用途を学習室とし

て利用することは可能だが、子どものみで使

用することは、安全面を考慮すると許可する

ことは難しいとの答弁がありました。 
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 コミュニティ活動や市民活動に活用してい

ただくことで、施設の有効活用や地域活性化

につながるものと考え、活動事例としては、

地域住民の各種会合やサークル活動・グルー

プ活動・地域イベントの準備や打ち合わせを

想定していると説明がありました。このほか

にも質疑がありましたが、当局の説明で了承

し質疑を終了。その後、自由討議を行い、討

論に付しましたが討論はなく、採決の結果、

議案第１３号日置市農村センター条例の一部

改正については全会一致で可決すべきものと

決定いたしました。 

 続いて、ただいま議題となっております議

案第１４号日置市営住宅条例及び日置市特定

公共賃貸住宅条例について、産業建設常任委

員会における審査の経過と結果をご報告申し

上げます。 

 本案は２月１８日の本会議において当委員

会に付託され、２月１９日に委員全員出席の

もと委員会を開催し、産業建設部長など当局

の説明を求め質疑、討論、採決を行いました。 

 今回の改正は、１つに、入居手続時の誓約

書において、連帯保証人をこれまで「２名の

連署」としていた部分を１名とすることを可

能とし、併せて個人ではなく、家賃債務保証

会社等の法人も保証人となることができるこ

と。 

 ２つ目に、連帯保証人の変更に係る市長の

承認を受けなければならない事由に、「入居

者に代わって連帯保証人が負担した額が、民

法に規定する極度額に達したとき」を加える

こと。この２点を、それぞれの条例において

改正するものであります。 

 なお、本条例の施行日はそれぞれ令和８年

４月１日であります。 

 次に、質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、極度額と記載されているが、極

度額はおおよそ幾らぐらいになるのかとの問

いに、入居時の家賃の１２カ月分を極度額と

するとの答弁がありました。 

 さらに、保証人を団体とすることも可能と

なるが、想定している団体等はあるのか。ま

た、その団体に依頼する場合、費用はどの程

度となるのかとの問いに、条例が可決された

後に要綱で定めていく内容となるが、考えて

いる団体としては姶良市、南九州市が協定を

結んでいるナップという法人を検討している。

年間の保証料は１万円となっているとの答弁

がありました。また、これまで、連帯保証人

が滞納金を支払ったケースはあるのかとの問

いに、２年前に１件、吹上地域で保証人が支

払ったことがあったとの答弁がありました。

このほかにも質疑がありましたが、当局の説

明で了承し質疑を終了。その後に自由討議を

行い、討論に付しましたが討論はなく、採決

の結果、議案第１４号日置市営住宅条例及び

日置市特定公共賃貸住宅条例の一部改正につ

いては全会一致で可決すべきものと決定しま

した。 

 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、２件の委員長報告に対する質疑

を一括して行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第１３号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号を採決します。本

案に対する委員長の報告は可決です。議案第

１３号については、委員長の報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   
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 異議なしと認めます。したがって、議案第

１３号日置市農村センター条例の一部改正に

ついては、委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 これから、議案第１４号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１４号を採決します。本

案に対する委員長の報告は可決です。議案第

１４号は委員長の報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

１４号日置市営住宅条例及び日置市特定公共

賃貸住宅条例の一部改正については、委員長

の報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第８ 議案第２４号令和８年度日

置市一般会計予算 

  △日程第９ 議案第号２５号令和８年度

日置市国民健康保険特別会

計予算 

  △日程第１０ 議案第号２６号令和８年

度日置市健康交流館事業

特別会計予算 

  △日程第１１ 議案第号２７号令和８年

度日置市温泉給湯事業特

別会計予算 

  △日程第１２ 議案第号２８号令和８年

度日置市介護保険特別会

計予算 

  △日程第１３ 議案第号２９号令和８年

度日置市後期高齢者医療

特別会計予算 

  △日程第１４ 議案第号３０号令和８年

度日置市水道事業会計予

算 

  △日程第１５ 議案第３１号令和８年度

日置市下水道事業会計予

算 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第８、議案第２４号令和８年度日置市

一般会計予算から、日程第１５、議案第

３１号令和８年度日置市下水道事業会計予算

までの８件を一括議題とします。 

 ８件について、予算審査特別委員長の報告

を求めます。 

〔予算審査特別委員長下園和己君登壇〕 

○予算審査特別委員長（下園和己君）   

 ただいま議題となっております、議案第

２４号令和８年度日置市一般会計予算から、

議案第３１号令和８年度日置市下水道事業会

計予算までの８件について、予算審査特別委

員会における審査の経過と結果についてご報

告申し上げます。 

 本案は去る３月４日の本会議にて、予算審

査特別委員会に付託され、３月１３日、

１６日、１７日にそれぞれ分科会を開催し、

当局の説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果を受けて３月２３日の予算審査特

別委員会の中で分科会の報告を行い審議いた

しました。 

 初めに、議案第２４号令和８年度日置市一

般会計予算についてご報告いたします。 

 今回の当初予算は、本市における総合的か

つ計画的な運営を行うための基本計画である、

第３次日置市総合計画の初年度に当たり、

「日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

についても、新たな総合戦略の初年度となる

ため、総合計画及び総合戦略で定めている

「日置のありたい姿」や「市民の暮らし」、

基本目標の達成に向けた施策の確実な推進に

資する予算となっております。 

 また、社会保障関係費の増加や物価高騰に

よる歳出経費の増加などが見込まれている状
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況を踏まえ、今後も、将来にわたって持続可

能な行財政構造を構築するため、限られた財

源内で最大限の効果が得られるよう一層の歳

出削減と歳入確保を図っていく中で、令和

８年度一般会計当初予算額は、歳入歳出総額

それぞれ３２０億９,３００万円とし、前年

度の当初予算が骨格予算だったことから、

６月補正予算後との比較で５億３,６５４万

１,０００円増となっています。また、予算

を使わないゼロ予算事業においては、３６事

業が挙げられています。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 総務課所管では、委員より、備品購入費で

広報用ドローンの購入が計上されているが、

取扱いができる職員は何名いるのか。また、

今後の人材確保の取組を伺うとの問いに、市

長部局では広報戦略係に１人、建設課に１人、

消防本部にも扱える職員がいる。現状では限

られた職員になるが、今後、人材育成につい

ても努めたいと考えているとの答弁。 

 財政管財課所管では、委員より、委託料の

公共施設最適化検討支援業務ではどういった

取組をやっていくのかとの問いに、現在、未

利用財産の民間譲渡を進めているが、今後、

公共施設の総合管理計画及び個別計画に伴っ

て、ますます推進していく必要があり、検討

委員会、アンケート、ワークショップ等のサ

ポートをしていただく業務として計上したも

のであるとの答弁。 

 企画課所管では、委員より、省エネルギー

家電製品購入支援事業補助金だが、条件とし

て所得制限や市税の滞納状況のチェックは入

るのかとの問いに、補助対象者の条件として、

交付要綱を作成中であるが、市税等の滞納が

ないかといった部分については規定したいと

考えている。所得制限については考えていな

いとの答弁。 

 地域づくり課所管では、委員より、湯田地

区公民館改修事業だが、改修の概要はとの問

いに、そもそも公共施設の管理計画に記載が

されていたもので、改修内容としては、全般

的に外壁、防水、そして中の壁面のひび割れ

等も含めて、大規模の改修を行う予定となっ

ているとの答弁。 

 税務課所管では、委員より、串木野日置地

区納税貯蓄組合連合会への負担金があるが、

今の感覚でいえば納税組合がどれだけ機能し

ているのかと思うが、今の納税貯蓄組合連合

会の役割、現状、今後の方針はどうなってい

るのかとの問いに、納税貯蓄組合連合会の構

成団体が日置市商工会、いちき串木野市商工

会議所、市来商工会、串木野日置法人会、串

木野日置青色申告連合会の５団体となってい

る。会員は延べで約２,０００人と聞いてい

る。役割としては、納税貯蓄の意識の自覚を

強めるために、納税資金の備蓄を確実に励行

しながら、期限内納付を推進するところと、

中学生の作文募集により租税教育の推進を図

るところが役割ということである。今後の方

針、役割については、納税貯蓄活動や将来の

納税者の租税教育を推進することにより、納

期内納税等につなげる継続した活動が、今後

も見込まれるとの答弁。 

 商工観光課所間では、委員より、ふるさと

納税のポータルサイト及びクレジット会社へ

の手数料だが、全国でふるさと納税に関して、

業者への手数料の問題が起こっているが、日

置 市 の 本 年 度 予 算 で 、 寄 附 額 が １ ５ 億

１,４００万円、手数料が１億９,５００万円

で単純に計算すれば１２.８８％になるが、

１２.８８％の全国的な状況はとの問いに、

６年度のデータでは１０.８％ほどで、現在、

総務省から調査が来ている。ポータルサイト

等の経費及び配送を合わせて令和１１年度ま

でに４０％未満に抑える必要があるため、価

格設定の見直しや経費を削減する手法の見直

しをかけていきたいとの答弁。 

 消防本部では、委員より、防火水槽の設置
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工事が計画されているが、予定されている場

所を伺うとの問いに、南分遣所付近に地下式

消火栓１基しかなく、耐震性の防火水槽がな

いため、南分遣所の敷地内に耐震性貯水槽

４０トンを作る計画であるとの答弁。 

 市民生活課所管では、委員より、次期一般

廃棄物最終処分場基本構想策定と候補地選定

業務について業務内容を伺うとの問いに、現

在、クリーン・リサイクルセンターの閉鎖に

向けて事業を執行しているところであるが、

新たな最終処分場を整備するため、搬入する

ごみの種類や搬入量の推計などを整理・検討

し、基本構想の策定を行う。次期最終処分場

の候補地選定は、一次候補地として１２か所

程度、さらに４か所程度まで絞り込み、地域

住民の方との意見交換会を踏まえ、最終的に

は１か所に絞り込む予定としているとの答弁。 

 福祉課所管では、委員より、ひきこもり支

援事業の委託料について、相談件数、男女別

などこれまでの実績と相談体制について伺う

との問いに、令和３年度から今年の２月まで

の実績として、相談件数が４９件、うち男性

３８名、女性１１名である。また、月１回相

談会を行い、会場に来ていただく形をとって

いたが、来年度からは社会福祉協議会への委

託によりアウトリーチでの支援が可能になる

と考えているとの答弁。 

 こども未来課所管では、委員より、放課後

児童健全育成事業について、新たに加わる事

業所はどこか。また、地区公民館での運営状

況のチェック体制はどうなっているのかとの

問いに、つつじが丘保育園とパーム保育園の

２園が新たに加わる。地区公民館での運営に

ついては、各地区自治公民館で運営委員会を

設置し、その中でチェックしていただいてい

る。また、報告書等により収支状況は市のほ

うで確認しているが、帳簿等の細かな書類ま

では確認していないとの答弁。 

 健康保険課所管では、委員より、保険指導

費の各種検診について、７年度と８年度では

受診者数に顕著な動きがあったのかとの問い

に、がん検診、特定健診は増えている。乳が

んと子宮頸がん検診については、７年度から

クーポン券の対象者年齢を拡大したことから

増加している。特定健診については、受診率

が増えているとの答弁。 

 介護保険課所管では、委員より、重層的支

援体制整備事業費の権利擁護事業費分につい

て、高齢者虐待の防止・保護・擁護者への支

援などに関する予算が計上されているが、こ

れまでの虐待件数を伺うとの問いに、令和

６年度の相談件数は２８件、うち１１件が虐

待認定されている。令和７年度１２月時点の

相談件数は２３件、うち１１件が虐待認定さ

れている状況であるとの答弁。 

 教育総務課・学校教育課所管では、委員よ

り、中学校の部活動指導員報酬について、こ

れまでモデル事業で実施していたと思うが、

令和８年度はどのような内容になるのかとの

問いに、今後は部活動指導員を会計年度任用

職員として登録し、通常分として１日３時間

以内、大会引率分として１日６時間以内を上

限に報酬を支払うことになる。現在、外部指

導者として携わっていただいている方を中心

に１５人分を予算計上しているとの答弁。 

 社会教育課所管では、委員より、東市来図

書館・保健センター改修工事について、工事

概要を伺うとの問いに、屋根と外壁に約１億

２,７５０万円、トイレ改修に約３,２５０万

円、照明のＬＥＤ化に約１,７５０万円とな

っているとの答弁。 

 農林水産課所管では、委員より、有害鳥獣

捕獲事業の委託料が昨年度と比べ、倍以上に

なっている。会員が極端に増えたわけでもな

いが昨年度は予算が足りなかったため、増額

して予算計上しているということかとの問い

に、１点目は捕獲した有害鳥獣の単価を見直

したこと。２点目は捕獲時期を伸ばしたこと



- 153 - 

によるものであるとの答弁。 

 また、委員より農業団体への電気柵補助が

６９団体として計上されているが、これは

３月補正時にあった早期米の団体以外の数で

積算しているということかとの問いに、補正

予算の際は、早期水稲に取り組む団体数を積

算根拠として計上したが、今回は普通期水稲

に取り組む団体数を基に積算している。しか

し、１２月補正時に申請できなかった団体等

についても申請できるように設定していく予

定であるとの答弁。 

 農業委員会所管では、委員より、モバイル

端末の管理料が２７台と８台分に分かれてい

るが、違いは何かとの問いに、２７台分が国

費で購入した分であり、８台分は市費で購入

した分となっているとの答弁。 

 農地整備課所管では、委員より、多面的機

能支払交付金事業（共同活動）で自治会の清

掃の際に合わせて活動している団体もある。

住民の中では、農業に関する活動という意識

のない方もいる。農家と非農家の地域住民が

協力するという説明がされずに進むのは良く

ない。事業の趣旨等を踏まえて、地域への指

導や周知は行っているのかとの問いに、多面

的機能支払交付金事業が高齢化による人口減

少を踏まえ、農家だけでは水路などを維持で

きず、今後活用できなくなることを防ぐため

に、農家と非農家の方々も一緒になって活動

をしてもらう取組であることは認識いただい

ている。活動実績としては、令和６年度の農

家の参加は延べ８,２０４名。非農家の方が

１万９９名。合わせて１万８,３０３名の方

が活動をいただいており、その参加者の約

５５％は非農家の方となっているとの答弁。 

 建設課所管では、委員より、橋梁修繕事業

費の中で吹上の赤仁田橋の撤去と新赤仁田橋

の修繕があるが工事内容はどのようなものか。

また、旧赤仁田橋が残っていた理由はとの問

いに、平成の初め頃に新赤仁田橋を架けてお

り、旧赤仁田橋を残した理由は不明である。

今回計上している工事については、新しい橋

を修繕するのであれば、撤去にかかる費用も

国の予算を充てられるため、予算計上してい

るとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて、分

科会の報告を行い、質疑を行ったところ、委

員より、省エネルギー家電製品購入支援事業

で、購入した機器が省エネであるのは何を見

て分かるのか、募集はいつ頃から始まるのか

について質疑や説明はあったのかとの問いに、

省エネルギーを確認する方法としては、メー

カーが出している省エネルギー基準達成率

１００％以上と表示のあるものを対象とする

ことと、購入期間は令和８年６月から１１月

の６カ月間を予定している。購入する店舗は

日置市内に所在する店舗との説明があったと

の答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、分科会長の

報告で了承し、質疑を終了。討論に付したと

ころ、討論はなく、採決の結果、議案第

２４号令和８年度日置市一般会計予算につい

ては、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に議案第２５号令和８年度日置市国民健

康保険特別会計予算についてご報告いたしま

す。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

５６億５,４５１万４,０００円とし、前年度

より１億８,３１０万２,０００円の減額とな

っております。 

 歳入の主なものは、１款国民健康保険税で

は７億８,７４６万６,０００円を計上。前年

度より１億８８万９,０００円の減額となっ

ております。 

 ４款県支出金では、保険給付費等交付金な

ど４４億３,０８６万７,０００円を計上。前

年度より６,６２０万５,０００円の減額とな
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っております。 

 ６款繰入金では、一般会計繰入金など４億

１,１１４万２,０００円を計上。前年度より

１,７００万８,０００円の減額となっており

ます。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費では、

療養給付費、高額療養費など計上。 

 ３款国民健康保険事業費納付金では、医療

給付費、介護給付費、後期高齢者支援金など

計上。 

 ６款保健事業費では、特定健康診査等事業

費、疾病予防費、国保ヘルスアップ事業費な

ど計上。 

 いずれも所要の予算を計上しております。 

 次に、質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、少子高齢化が加速する中、本市

の被保険者数の動向について伺うとの問いに、

五、六年前までは１万人以上であったが、現

在は８,５００人程度に減少している。これ

まで団塊の世代が毎年７００人程度後期高齢

者医療制度に移行していたが、徐々に緩やか

になってきていることから、今後の減少幅は

小さくなると思われるとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて分科

会の報告を行い、質疑を行ったところ質疑は

なく、討論に付したところ討論もなく、採決

の結果、議案第２５号令和８年度日置市国民

健康保険特別会計予算については、全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 次に、議案第２６号令和８年度日置市健康

交流館事業特別会計予算についてご報告いた

します。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１億３,３７０万５,０００円とし、前年度よ

り２,９５２万１,０００円の増額となってお

ります。 

 歳入の主なものは、繰入金で９,３１１万

６,０００円を計上しております。 

 歳出の主なものは、会計年度任用職員報酬

で４,２１２万８,０００円、施設維持管理の

ための需用費４,１６３万円などを計上して

おります。 

 次に、質疑の主なものをご報告いたします。 

 プール空調機更新工事の工事内容と実施時

期はとの問いに、エアーハンドリングユニッ

トという部品が壊れており、プールの熱交換

機能が滞っているために更新を実施するもの

である。更新をすることで、冬の除湿機能の

強化、結露防止、換気機能強化につなげ、建

物の腐食等を防ぐことができる。時期につい

ては、予定では４月、５月早々に執行する形

で、工期は半年ほどを想定しているとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて分科

会の報告を行い、質疑を行ったところ質疑は

なく、討論に付したところ討論もなく、採決

の結果、議案第２６号令和８年度日置市健康

交流館事業特別会計予算については、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、議案第２７号令和８年度日置市温泉

給湯事業特別会計予算についてご報告いたし

ます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

６４３万５ ,０００円とし、前年度より

２６９万４,０００円の増額となっておりま

す。 

 歳入の主なものは、１款使用料及び手数料

で は 、 有 償 で 配 湯 し て い る 温 泉 使 用 料

１７５万４,０００円を計上し、前年度より

２０万２,０００円の増額となっております。 

 ３款繰入金では、無償で配湯している使用

料２１８万３,０００円、吹上温泉施設整備

費２４８万４,０００円を計上し、前年度よ

り２４８万４,０００円の増額となっており

ます。 
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 歳出の主なものは、維持管理費として、温

泉審議会委員の報酬、需用費、委託料などで

あります。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、以前、湯量が不安定な時期があ

ったが現在はどうかとの問いに、現在は、タ

ンクに９０％以上貯湯しており、湯量は安定

しているとの答弁。 

 また、現在、泉源を管理されている方に来

年度も継続して委託されるのかとの問いに、

引き続きお願いしたいとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて分科

会の報告を行い、質疑を行ったところ質疑は

なく、討論に付したところ討論もなく、採決

の結果、議案第２７号令和８年度日置市温泉

給湯事業特別会計予算については、全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

 次に、議案第２８号令和８年度日置市介護

保険特別会計予算についてご報告いたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

５６億３,３９７万５,０００円とし、前年度

より４３６万円の増額となっております。 

 歳入の主なものは、１款介護保険料では

１１億４,６３９万７,０００円を計上。前年

度より２,８２０万６,０００円の増額となっ

ております。 

 ３款国庫支出金では、介護給付費負担金、

調整交付金など１３億３,８６６万８,０００円

を計上。前年度より２,５９４万１,０００円

の減額となっております。 

 ４款支払基金交付金では、介護給付費負担

金、地域支援事業交付金など１４億９,５３８万

３ ,０００円を計上。前年度より５９６万

５,０００円の増額となっております。 

 ５款県支出金では、介護予防・日常生活支

援総合事業など８億２,３４７万円を計上。

前年度より３６０万円の減額となっておりま

す。 

 ６款繰入金では、一般会計繰入金、介護保

険料軽減負担分繰入金など８億２,４４９万

円を計上。前年度より３２２万４,０００円

の減額となっております。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費では、

介護予防サービス給付費、高額介護サービス

費など計上。 

 ５款地域支援事業費では、包括的支援事

業・任意事業費、介護予防・生活支援サービ

ス事業費など計上。 

 いずれも所要の予算計上となっております。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、各自治会で筋ちゃん広場の活動

が活発になってきているが、現在の団体数を

伺うとの問いに、令和７年度中に１団体立ち

上がったので、１２４自治会で実施されてい

るとの答弁。 

 また、このように健康・生きがいづくり活

動が活発になってきている中、介護認定の状

況はどうかとの問いに、令和７年９月時点で

１６ .３％であった。平成２８年度までは

２０％を超えていたことから、認定率は減少

傾向にあるとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて分科

会の報告を行い、質疑を行ったところ質疑は

なく、討論に付したところ討論もなく、採決

の結果、議案第２８号令和８年度日置市介護

保険特別会計予算については、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第２９号令和８年度日置市後期

高齢者医療特別会計予算についてご報告いた

します。 

 歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

１０億９,７６２万２,０００円とし、前年度

より１億２,８９９万６,０００円の増額とな

っております。 

 歳入の主なものは、１款後期高齢者医療保
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険料では、特別徴収保険料、普通徴収保険料

７億７,８７９万円を計上。前年度より１億

１,３１９万円の増額となっております。 

 ３款繰入金では、事務費繰入金、保険基盤

安定繰入金など３億３４６万３,０００円を

計上。前年度より１,５６６万９,０００円の

増額計上となっております。 

 歳出の主なものは、２款後期高齢者医療広

域連合納付金では、保険料、保険基盤安定負

担金など計上。 

 ３款保健事業費では、健康診査費、疾病予

防費を計上。 

 いずれも所要の予算計上となっております。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、事業説明書５２９ページ、疾病

予防費の人間ドック受診費用について、７年

度と同額計上になっているが、７年度の受診

実績を伺うとの問いに、現時点では、厚生連

病院で受診された方が１５０人、それ以外が

４３人、合計１９３人の実績であったとの答

弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて分科

会の報告を行い、質疑を行ったところ質疑は

なく、討論に付したところ討論もなく、採決

の結果、議案第２９号令和８年度日置市後期

高齢者医療特別会計予算については、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 次に、議案第３０号令和８年度日置市水道

事業会計予算についてご報告いたします。 

 令和８年度に係る水道事業の業務の予定量

では、給水戸数は２万３,１００戸で、前年

度比増減なし、年間総給水量は４７５万

６ ,０００立方メートルで、前年度比３万

２,４００立方メートルの増、１日平均給水

量は１万３,０３０立方メートルで、前年度

比８９立方メートル増と定め、収益的収入及

び支出では、収入総額１０億１ ,６７０万

３ ,０００円、支出総額９億８ ,７５３万

８,０００円を予定額として定め、資本的収

入及び支出では、収入総額を１億６,３７０万

円、支出総額７億５,８４８万９,０００円を

予定額として定めたものであります。 

 なお、一般会計から水道事業会計へ補助を

受 け る 予 定 額 は 、 前 年 度 よ り ５ ９ ０ 万

６,０００円減の３,５８４万８,０００円で

あります。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、配水管布設替えの工事請負費が

各地域分であるが、単独で布設替えをしてい

くものと、道路改良工事と併せてするものの

どちらになるのかとの問いに、今回計上して

いる工事は、道路改良工事に伴うもの、単独

で行うものどちらも入っているとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて分科

会の報告を行い、質疑を行ったところ質疑は

なく、討論に付したところ討論もなく、採決

の結果、議案第３０号令和８年度日置市水道

事業会計予算については、全会一致で原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 最後に、議案第３１号令和８年度日置市下

水道事業会計予算についてご報告いたします。 

 令和８年度に係る下水道事業の業務の予定

量では、接続戸数は８,８７０戸で、前年度

より１０５戸増、年間総排水量は２１５万

５,７４９立方メートルで、前年度より３万

４,３９６立方メートル増、１日平均排水量

は５ ,９０６立方メートルで、前年度より

９５立方メートル増と予定量を定め、収益的

収入及び支出では、収入総額８億４,０４６万

９ ,０００円、支出総額６億６ ,８７７万

７,０００円を予定額として定め、資本的収

入及び支出では、総収入額１億３,９１０万

円、支出総額３億３,６９９万３,０００円を

予定額として定めたものであります。 

 なお、一般会計から下水道事業会計へ補助
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を受ける予定額は、前年度と同額の３億

４２９万８,０００円であります。 

 質疑の主なものをご報告いたします。 

 委員より、荒瀬地区の雨水ポンプ借り上げ、

徳重地区の雨水ポンプ運搬などが計上されて

いる。神之川の改修工事も進んできているが、

この事業が完了すると荒瀬地区、徳重地区は

雨水ポンプを借り上げずに済むのかとの問い

に、県が河川改修を進めているが、箇所ごと

に改修しているので、現時点ではすぐに撤収

ができるという状況にはない。今後も、河川

の幅が広がった後もポンプを備えていかなけ

ればならない。完了後も増水時に備え、雨水

ポンプ等は残していく可能性が高いと考えて

いるとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。特別委員会にて分科

会の報告を行い、質疑を行ったところ質疑は

なく、討論を付したところ討論もなく、採決

の結果、議案第３１号令和８年度日置市下水

道事業会計予算については、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、予算審査特別委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、８件の委員長報告に対する質疑

を一括して行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第２４号から議案第３１号

までの８件について、一括して討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２４号から議案第３１号

までの８件を採決します。この採決は、議案

等採決区分表の採決順位により行います。 

 それでは、採決順位第１の議案第２４号か

ら議案第３１号までの８件を採決いたします。 

 お諮りします。８件に対する委員長の報告

は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、採決順

位第１の議案第２４号から議案第３１号まで

の８件の議案は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 ここでしばらく休憩します。次の会議を

１１時１５分とします。 

午前11時04分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時15分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１６ 議案第３２号令和７年度

日置市一般会計補正予算

（第１４号） 

  △日程第１７ 議案第３３号令和７年度

日置市国民健康保険特別

会計補正予算（第５号） 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１６、議案第３２号令和７年度日置

市一般会計補正予算（第１４号）及び日程第

１７、議案第３３号令和７年度日置市国民健

康保険特別会計補正予算（第５号）の２件を

一括議題とします。 

 ２件について、予算審査特別委員長の報告

を求めます。 

〔予算審査特別委員長下園和己君登壇〕 

○予算審査特別委員長（下園和己君）   

 ただいま一括議題となっております議案第

３２号令和７年度日置市一般会計補正予算

（第１４号）から、議案第３３号令和７年度

日置市国民健康保険特別会計補正予算（第
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５号）の２件について、予算審査特別委員会

における審査の経過と結果についてご報告申

し上げます。 

 本案は、去る３月４日の本会議にて予算審

査特別委員会に付託され、３月１３日、

１６日に分科会を開催し、当局の説明を求め、

慎重に審査を行いました。その結果を受けて、

３月２３日の予算審査特別委員会の中で分科

会の報告を行い、審議いたしました。 

 初めに、議案第３２号令和７年度日置市一

般会計補正予算（第１４号）についてご報告

いたします。 

 歳入歳出の予算総額に、歳入歳出それぞれ

４,１５２万９,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３４億

９,９６０万４,０００円とするものでありま

す。 

 歳入の主なものは、衛生費国庫負担金では、

国民健康保険基盤安定化等事業費国庫負担金、

衛生費県負担金では、国民健康保険基盤安定

化等県負担金で、いずれも交付決定に伴う増

額であります。財政調整基金繰入金では、歳

入歳出予算額の調整に伴う増額であります。 

 歳出の主なものは、社会福祉総務費の障害

児通所給付費では、実績見込みに伴う補正。

国民健康保険財政対策費の繰出金では、国民

保険基盤安定負担金の交付決定に伴う補正で、

いずれも増額であります。 

 当局の説明の後、質疑を行いましたが質疑

はなく、質疑を終了。特別委員会にて報告を

行いましたが、質疑はなく、討論に付したと

ころ討論もなく、採決の結果、議案第３２号

令和７年度日置市一般会計補正予算（第

１４号）については、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第３３号令和７年度日置市国民

健康保険特別会計補正予算（第５号）につい

てご報告いたします。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

３,９２２万２,０００円を追加し、歳入歳出

予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５ ８ 億

８,５７７万２,０００円とするものでありま

す。 

 歳入の主なものは、一般会計繰入金で、保

険基盤安定繰入金の保険税軽減分と保険者支

援分であり、いずれも交付決定に伴う増額で

あります。 

 歳出の主なものは、基金積立金で、国保保

険給付等準備基金積立金の執行見込みに伴う

増額であります。 

 当局の説明の後、質疑を行いましたが質疑

はなく、質疑を終了。特別委員会にて報告を

行いましたが、質疑はなく、討論に付したと

ころ討論もなく、採決の結果、議案第３３号

令和７年度日置市国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）については、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、予算審査特別委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、２件の委員長報告に対する質疑

を一括して行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第３２号及び議案第３３号

の２件について、一括して討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３２号及び議案第３３号

の２件を採決します。この採決は議案等採決

区分表の採決順位により行います。 

 それでは、採決順位第２の議案第３２号及

び議案第３３号の２件を採決します。 

 お諮りします。２件に対する委員長の報告

は可決です。委員長の報告のとおり決定する
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ことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、採決順

位第２の議案第３２号及び議案第３３号の

２件の議案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１８ 議案第３４号日置市クリー 

         ン・リサイクルセンター 

         最終処分場最終覆土工事

請負契約の締結について 

  △日程第１９ 議案第３５号児童福祉法

等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴うこど

も家庭庁関係内閣府令の

整備等に関する内閣府令

の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定

について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第１８、議案第３４号日置市クリー

ン・リサイクルセンター最終処分場最終覆土

工事請負契約の締結について及び日程第１９、

議案第３５号児童福祉法等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内

閣府令の整備等に関する内閣府令の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定につい

ての２件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 議案第３４号は、日置市クリーン・リサイ

クルセンター最終処分場最終覆土工事請負契

約の締結についてであります。 

 日置市クリーン・リサイクルセンター最終

処分場最終覆土工事請負契約を締結したいの

で、地方自治法第９６条第１項第５号及び日

置市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、

提案するものであります。 

 次に、議案第３５号は児童福祉法等の一部

を改正する法律の一部の施行に伴うこども家

庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定についてであります。 

 こども家庭庁関係内閣府令の一部改正に伴

い、関係条例の整理を図りたいので、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により提案

するものであります。 

 内容につきましては、市民福祉部長に説明

させますので、以上２件、ご審議をよろしく

お願いいたします。 

○市民福祉部長兼こども未来課長（馬場口美

宗香さん）   

 それでは、議案第３４号日置市クリーン・

リサイクルセンター最終処分場最終覆土工事

請負契約の締結につきまして、補足説明を申

し上げます。 

 最終処分場の閉鎖に伴う最終覆土工事とな

ります。 

 それでは、議案書により説明させていただ

きます。 

 内容につきましては、日置市クリーン・リ

サイクルセンター最終処分場最終覆土工事の

入札を条件付一般競争入札により実施しまし

た。 

 請負金額は２億２,０２１万８,２８４円で、

契約の相手方は、日置市伊集院町大田７番地、

ウエダ開発・吉村興業特定建設工事共同企業

体です。 

 代表取締役、植田利一です。 

 本件につきましては、令和８年３月１８日

に仮契約を締結し、工期は令和９年３月

１９日までを予定しております。 

 次のページは入札結果となります。 

 今回の入札は、単体企業と特定ＪＶによる

混合入札により実施しました。１月２１日に
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公告を行い、５者の単体企業と６者の特定Ｊ

Ｖの計１１者の参加申込みがありました。

３月１２日に電子入札を実施し、１者が辞退、

１０者の応札があり、また、入札額が全者同

額であったため、電子くじにより、ウエダ開

発・吉村興業特定建設工事共同企業体が落札

しました。 

 続きまして、議案第３５号児童福祉法等の

一部を改正する法律の一部の施行に伴うこど

も家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣

府令の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定につきまして、補足説明を申し上げ

ます。 

 今回の条例は、児童福祉法等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関

係内閣府令の整備等に関する内閣府令が令和

８年４月１日に施行されることに伴い、本市

の確認基準条例及び運営基準条例を改正する

ために制定するものでございます。 

 なお、改正につきましては、従うべき基準

はもとより参酌基準についても、内閣府令と

同内容となるように行っています。 

 関係条例は、日置市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例と、日置市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例でござ

います。 

 それでは、別紙をご覧ください。 

 まず、第１条で改正する確認基準条例につ

いてでございますが、全体を通して、既に確

認基準条例に規定している他事業と同様に、

満３歳以上限定小規模保育事業を位置づける

ための改正を行っています。その上で、確認

基準条例第３９条第３項では、保育を受ける

必要性が高いと認められる子どもが優先的に

利用できるよう選考する規定を新設してござ

います。 

 また、確認基準条例第４２条第８項として、

満３歳未満の小規模保育事業と異なり、小学

校就学前まで保育を利用することから、連携

施設に接続先としての連携協力を求めること

を要しないこととする規定を新設してござい

ます。 

 次に、８ページをご覧ください。 

 第２条で改正する認可基準条例についてで

すが、先ほど説明いたしました確認基準条例

と同様、認可基準条例においても、満３歳以

上限定小規模保育事業を位置づけるための改

正でございます。 

 なお、第２条で改正する認可基準条例第

２７条の改正により、満３歳以上限定小規模

保育事業を既存の小規模保育事業所Ａ型と同

様の区分に位置づけるため、具体的な設備及

び職員の基準、利用定員等については、小規

模保育事業所Ａ型と同様としてございます。

このことから、利用定員につきましては、既

存の小規模保育事業と同様、６人以上１９人

以下となります。 

 最後に、事業実施についてでございますが、

現在の市内の保育環境から、事業実施予定の

施設はございません。 

 以上で補足説明を終わります。議案第

３４号、３５号、ご審議よろしくお願いいた

します。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、２件について質疑を行います。 

 発言通告がありますので、佐多申至議員の

発言を許可します。 

○８番（佐多申至君）   

 ８番。議案第３４号日置市クリーン・リサ

イクルセンター最終処分場最終覆土工事請負

契約の締結について質疑いたします。 

 議案資料において、条件付一般競争入札で、

落札金額が２億２,０２１万８,２８０円とあ

ります。近年の高度な数量積算システム等に

よる見積りで、同額となり得ることは理解し

ております。くじによる入札については、令

和５年３月議会で同僚議員が一般質問もして
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おります。 

 この入札業者の全てが同額となり、くじ引

きによる入札となりましたが、そのほかの審

査方法はないのかお伺いします。 

○財政管財課長（小園秀作君）   

 お答えいたします。 

 その他の審査方法としては、価格と技術力

を総合的に判断する総合評価方式を導入して

おります。この方式の適用範囲につきまして

は、土木一式工事においては、予定価格が

２,０００万円以上１億５,０００万円未満、

舗装工事については８００万円以上２,０００万

円未満の工事を対象としております。 

 今回の事案につきましては、予定価格が

２億円を超える大規模な工事であったため、

現行の基準に照らし、条件付一般競争入札に

よる入札を執行したところでございます。 

 以上です。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第３４号及び議案第

３５号の２件は、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

３４号及び議案第３５号の２件は、委員会付

託を省略することに決定しました。 

 これから、議案第３４号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３４号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

３４号日置市クリーン・リサイクルセンター

最終処分場最終覆土工事請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３５号について討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３５号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第

３５号児童福祉法等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令

の整備等に関する内閣府令の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２０ 発議第２号日置市自治会

への加入及び自治会活動

への参加の促進に関する

条例の制定について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２０、発議第２号日置市自治会への

加入及び自治会活動への参加の促進に関する

条例の制定についてを議題とします。 

 本案について、総務企画常任委員長の報告

を求めます。 

〔総務企画常任委員長長倉浩二君登壇〕 

○総務企画常任委員長（長倉浩二君）   

 ただいま議題となっております発議第２号

日置市自治会への加入及び自治会活動への参

加の促進に関する条例の制定について、総務
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企画常任委員会における審査の経過と結果を

ご報告いたします。 

 本案は１１月２０日の本会議におきまして

本委員会に付託され、１２月４日に委員全員

出席の下、委員会を開催し、発議者である山

口政夫議員に発議の趣旨及び理由等の説明を

求め質疑を行い、その後、総務企画部長、地

域づくり課長など所管課へ説明等を求め質疑

を行いました。 

 初めに、発議者より、自治会の歴史的経緯

として、部落会町内会整備要綱、ポツダム政

令１５号による廃止、住民自治組織の復活、

地方自治法改正による任意団体としての明文

化、地方分権一括法や個人情報保護法の施行

が未加入増加に与えた影響等について、詳細

な説明がありました。 

 また、全国における自治会加入促進条例の

制定状況（塩尻市やいちき串木野市等の事

例）にも触れ、提案された条例案は、市民の

自治会加入及び活動参加を促す理念条例であ

り、努力目標として位置づけるためのもので

ある旨の説明がありました。 

 次に、発議者への質疑の主なものを申し上

げます。 

 委員より、ライフスタイルの多様化や行政

サービスの充実など、自治会発足当時から社

会背景は大きく変わっている。現在の共働き

世代などの社会的背景から見た未加入の原因

についてはどう考えているかとの問いに、共

働きで余裕がない、土日も仕事があるといっ

た話は聞いている。理念があることで適切な

加入のお願いができるようになると考えると

の答弁。 

 また、委員より、自治会加入を推奨する際、

この条例があることで、具体的にどのような

対応ができるようになると考えるかとの問い

に、これは規則ではなく理念条例であり努力

目標である。何も後ろ盾がない状況では、自

治会長が勧誘して訴訟を起こされ、敗訴する

例もある。条例という根拠があれば、自治会

長が市の理念に基づいて相談していると胸を

張って言えるようになると考えるとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、発議者の説

明で了承し、質疑を終了。 

 続いて、地域づくり課より、自治会加入率

低下を重く受け止めているものの、理念条例

の制定だけでは加入率向上に直結しない事例

があることを踏まえ、市としては、自治会長

連絡協議会との連携強化による実質的な加入

促進策を重視するとの説明がありました。 

 次に、地域づくり課への質疑の主なものを

申し上げます。 

 委員より、地域づくり課では、自治会の未

加入の原因についてどのように把握している

のかとの問いに、アンケートの結果では、必

要性を感じないという理由が最多であった。

ほかにも、生活に困らない、役員になりたく

ない、自分のことで精いっぱいといった理由

があり、特に高齢者の方は、役員の順番が回

ってくるタイミングで退会されるケースもあ

ると聞いているとの答弁。 

 また、委員より、今回、議員発議で自治会

の役割を明記する条例案が出されたが、議会

が先行してＰＲを行うことによる執行部側の

メリット・デメリットをどう考えるか。現場

の動きを妨げる懸念はないかとの問いに、内

部協議では３つの懸念があった。１点目は住

民間の対立で、任意団体に対して条例をつく

ることで自由意志が制限され、未加入者との

溝が深まるおそれである。２点目は実効性で、

他市の事例でも、条例が加入率向上に直結し

ておらず、根本的な解決になりにくい。３点

目は介入のリスクで、住民の反発や地域間の

分断を招くおそれがあるとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、当局の説明

で了承し、質疑を終了。休憩に入り、自由討

議を行ったところ、委員より、自治会を取り

巻く現状や自治会関係者の意見をより深く把
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握する必要があるとの判断から、閉会中の継

続審査とし、日置市自治会長連絡協議会の意

見を聴取するべきとの意見があり、継続審査

とすることに決定しました。 

 その後、１月７日に委員全員出席の下、委

員会を開催し、日置市自治会長連絡協議会会

長及び副会長３名を参考人として出席を求め、

ご意見を伺った後、質疑、討論、採決を行い

ました。 

 日置市自治会長連絡協議会からは、理事会

の総意として、本条例制定に反対する旨の明

確な意見表明がありました。その主な理由と

して、自治会が任意団体であるため、条例化

されると逆に動きにくくなること、法制化に

よる義務発生や自治会への負担増加、自治会

が担う行政事務（ごみ捨て・防犯等）などの

解消が先であること、条例制定により、既存

会員の脱会が増える懸念があること、自治会

長へのプレッシャーや成り手不足の加速につ

ながること、各自治会の規則があり、全体で

条例を定める必要性に疑問があることなどが

上げられました。 

 次に、参考人への質疑の主なものを申し上

げます。 

 委員より、発議者は、緊急時の連絡、高齢

者の見守りに着眼して条例を出したと言われ

たが、この点についてどう考えるかとの問い

に、それは自治会規則において最も大切な部

分であり、既に最優先で取り組んでいる。消

防や行政と連携し、特に災害時に助けが必要

な要支援者をどう守るか、各自治会で常に話

し合っているとの答弁。 

 また、条例の有無に関わらず、常日頃から

行っているのが実情である。必要なのは、行

政と一体となった魅力ある自治会づくりとい

うのが大方の意見であるとの答弁。 

 また、委員より、協議会の総意としては条

例制定に否定的とのことだが、あったほうが

いいという意見は出なかったかとの問いに、

加入するものとするという強い文言が入るな

らつくってもいいという方も一部にはいた。

しかし、それでは自治会が壊れるのではない

かと議論すると納得された。結局、任意であ

る以上、強制的な言葉を使っても限界がある。

この条文にある個人の尊厳を尊重するという

理念と強制的な加入促進をどう両立させるの

か、みんなが疑問を感じているとの答弁。 

 ほかにも質疑がありましたが、参考人の説

明で了承し、質疑を終了。討論に付したとこ

ろ、発議第２号について、地域のトラブルの

解決、役員の高齢化、成り手不足、業務の負

担など、自治会の抱える問題はたくさんある

と思うが、日置市自治会長連絡協議会よりあ

った課題を解決しないまま加入促進をしても、

自治会の持続が難しくなり、かえって現場の

負担を増やす結果になると思うので、条例制

定には反対であるとの反対討論がありました。 

 このほかに討論はなく、採決の結果、発議

第２号日置市自治会への加入及び自治会活動

への参加の促進に関する条例の制定について

は、賛成者はなく、全会一致で否決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上で、総務企画常任委員会の報告を終わ

ります。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これから、委員長報告に対する質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、発議第２号について討論を行い

ます。 

 発言通告がありますので、中村清栄議員の

反対討論の発言を許可します。 

○４番（中村清栄君）   

 私は、ただいま議題となっております発議

第２号日置市自治会への加入及び自治会活動

への参加の促進に関する条例の制定について、
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反対の立場から討論いたします。 

 まず、自治会が地域防災、環境美化、見守

り活動など、地域社会において重要な役割を

果たしてきていることについては、私も十分

に認識、理解しております。これまで献身的

に活動されてきた役員や会員の皆様には、深

く敬意を表するものであります。 

 しかしながら、本条例において賛同できな

い理由として、まずは、自治会加入は本来、

住民一人一人の自由意志に基づく原則任意の

ものであると認識しています。条例により加

入や参加を促進することが、事実上の義務化

や加入しない住民への心理的、社会的圧力に

つながるおそれは否定できません。条例とい

う形で特定の団体への参加を後押しすること

には、慎重であるべきだと考えます。 

 次に、多様化する住民の価値観などの配慮

があるとは言えません。単身世帯、共働き世

帯、そして、子育てや介護に追われる世帯な

ど、地域住民の背景は年々多様化しています。

時間的、身体的、そして精神的な理由から、

自治会活動への参加が難しい方々に対し、参

加すべきというようなメッセージを発するこ

とは、結果として、住民が住みにくくなるの

ではないかと思われます。 

 最後に、地域のトラブルの解決から、役員

の高齢化、成り手不足、業務負担など自治会

そのものが抱える課題はたくさんあると思い

ます。ただいま委員長報告でもありましたが、

自治会長連絡協議会の役員全員の意見として、

これらの課題を解決しないまま加入や参加だ

けを促進しても、自治会の持続が難しくなり、

今後の自治会活動のハードルも上がってしま

い、かえって現場の負担を増やす結果となる

可能性があり反対との意見でした。 

 このことから、まずは自治会活動の負担軽

減、任意で参加しやすい活動の支援などの施

策が今後は求められているのではないかと考

えます。 

 以上のことから、本条例に賛成できないた

め、私の反対討論といたします。 

○議長（冨迫克彦君）   

 ほかに、賛成討論を含めて討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 討論なしと認めます。 

 これから、発議第２号を採決します。この

採決は電子表決により行います。 

 本件に対する委員長の報告は否決です。し

たがって、原案についてお諮りします。 

 本件について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反

対のボタンを押してください。 

 ここでしばらく休憩します。 

午前11時48分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時50分開議 

○議長（冨迫克彦君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本件について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反

対のボタンを押してください。 

〔電子表決〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 ボタンの押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 採決を確定します。賛成少数であります。

したがって、発議第２号日置市自治会への加

入及び自治会活動への参加の促進に関する条

例の制定については否決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２１ 閉会中の継続審査の申し

出について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２１、閉会中の継続審査の申し出に

ついてを議題とします。 
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 長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関す

る審査特別委員長から、会議規則第１１１条

の規定により、お手元に配付しましたとおり、

閉会中の継続審査にしたいとの申出がありま

した。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査とすることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、委員長

からの申出のとおり、閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２２ 閉会中の継続調査の申し

出について 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２２、閉会中の継続調査の申し出に

ついてを議題とします。 

 総務企画常任委員長、文教厚生常任委員長

及 び 議 会 運 営 委 員 長 か ら 、 会 議 規 則 第

１１１条の規定により、お手元に配付しまし

たとおり、閉会中の継続調査にしたいとの申

出がありました。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続調査とすることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（冨迫克彦君）   

 異議なしと認めます。したがって、委員長

からの申出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２３ 所管事務調査結果報告に

ついて 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２３、所管事務調査結果報告につい

てを議題とします。 

 産業建設常任委員長から、所管事務調査結

果報告がありました。委員会からの報告書は、

市長へ送付いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第２４ 行政視察結果報告につい

て 

○議長（冨迫克彦君）   

 日程第２４、行政視察結果報告についてを

議題とします。 

 議会運営委員長から、議長へ行政視察結果

報告がありました。報告書は議員へ配付いた

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △閉  会 

○議長（冨迫克彦君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 ここで、市長から発言を求められておりま

すので、これを許可します。 

〔市長永山由高君登壇〕 

○市長（永山由高君）   

 定例市議会の閉会に当たり、ご挨拶を申し

上げます。 

 さて、今期定例会は、２月１８日の招集か

ら本日の最終本会議まで４１日間にわたり、

令和８年度一般会計予算をはじめ、令和７年

度一般会計補正予算、補正予算の専決処分の

承認、市道の路線の認定、日置市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例の制定、日置

市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定、日置市国民健康

保険税条例等の一部改正、日置市農村セン

ター条例の一部改正、日置市火災予防条例の

一部改正、日置市営住宅条例及び日置市特定

公共賃貸住宅条例の一部改正、日置市クリー

ン・リサイクルセンター最終処分場最終覆土

工事請負契約の締結、日置市監査委員の選任

の同意など、各種重要案件につきまして、大

変熱心なご審議を賜り、いずれも原案どおり

可決していただきましたことに対しまして、

心から厚くお礼申し上げます。 
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 先般、市政方針及び予算説明で申し上げま

した第３次日置市総合計画では、目指す未来

を日置のありたい姿とし、その実現のために

６つの市民の暮らしを掲げ、関係する皆様と

連携し、長期的な視点に立った持続可能な施

策に取り組み、展開してまいります。 

 なお、会期中、議員各位からご指摘のあり

ました点につきましては真摯に受け止め、円

滑な市政の運営に努めてまいります。 

 最後になりますが、議員各位におかれまし

ては健康に十分留意され、今後の市政運営に

一層のご協力を賜りますようお願いいたしま

して、閉会に当たりましてのご挨拶とさせて

いただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（冨迫克彦君）   

 これで、令和８年第２回日置市議会定例会

を閉会します。 

 皆さん、大変ご苦労さまでした。 

午前11時56分閉会 
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